
 

福島県総合計画審議会 次第 

 

日 時：令和８年２月１０日（火） 

                  １０：００～１２：００ 

場 所：自治会館 ３階 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事 

（１）福島県総合計画の進行管理について 

（２）第２期福島県復興計画の整理について 

 

４ 報告 

（１）福島県総合計画の指標について 

（２）福島県総合計画アニュアルレポートについて 

 

５ その他 

 

６ 閉会 

 

 

 

 

【配布資料一覧】 

  資料１   福島県総合計画 令和７年度進行管理結果（案） 

  資料２   「第２期福島県復興計画」の進行管理結果（案） 

  資料３   「ふくしま創生総合戦略」の進行管理結果（案） 

  資料４   第２期福島県復興計画の整理について 

  資料５   第２期福島県復興計画（素案） 

  資料６   福島県総合計画の指標の見直しについて 

  資料７   福島県総合計画アニュアルレポート（未定稿） 

 

  参考資料１ 福島県総合計画の推進について 

 参考資料２ 令和８年度当初予算 重点事業一覧 

 参考資料３ 政策分野別主要施策に掲げる指標一覧（全２７９指標） 

 参考資料４ 政策分野別主要施策に掲げる指標一覧（全２７９指標）の 

実績値等の修正について 

  参考資料５ 福島イノベーション・コースト構想と 

福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ） 

 



（五十音順）

役　　職　　名 区　分 代理出席 出 席 備考

1 青砥　和希 一般社団法人未来の準備室　理事長 ○

2 石川　格子 東陽電気工事株式会社 代表取締役 ○

3 岩崎　由美子 福島大学行政政策学類 教授 ○ リモート

4 菊池　美保子 株式会社環境分析研究所 代表取締役社長 ○

5 小林　清美 一般財団法人福島県婦人団体連合会 顧問 団体推薦 ○

6 小林　奈保子 なみとも 代表 ○ リモート

7 佐々木　祐子 株式会社くらしのひととき 取締役 公 募 ○

8 澤田　精一 日本労働組合総連合会 福島県連合会 会長 団体推薦 ○

9 鈴木　和夫 福島県市長会 会長 団体推薦 ○

10 丹治　俊宏 福島県森林組合連合会 代表理事専務 団体推薦 ○

11 丹野　孝典 福島民友新聞株式会社 編集局長 団体推薦 ×

12 角田　守良 株式会社福島民報社 編集局長 団体推薦 ○

13 坪井　永保 一般社団法人福島県医師会 副会長 団体推薦 ×

14 徳永　淳子 ＦＰエージェンツ株式会社 いわき支社長 公 募 ○ リモート

15 西﨑　芽衣 一般社団法人ならはみらい ○ リモート

16 西田　奈保子 福島大学行政政策学類 教授 ○ リモート

17 野﨑　哲 福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 団体推薦 ×

18 原　喜代志 福島県農業協同組合中央会 代表理事会長 団体推薦 ○

19 星　學 福島県町村会 会長 団体推薦 ○ リモート

20 三浦　浩喜 福島大学 学長 団体推薦 ○

21 村越　のぞみ 公益社団法人福島県建築士会女性委員会 委員長 ○ リモート

22 横田　純子 特定非営利活動法人素材広場 理事長 ○

23 鷲尾　一美 有限会社ワシオ商会 専務取締役 ○

24 渡邊　武 福島県商工会連合会 会長 団体推薦 ○

25 渡邊　博美 福島県商工会議所連合会 会長 団体推薦
常任幹事

安達　和久
○

福島県総合計画審議会 （Ｒ８.２.１０）
＜ 出　席　者　名　簿 ＞

氏　　　名



所　属 職　名 氏　名 備考

1  総務部 総務課長 吉田　千津子
2  危機管理部 政策監 佐藤　隆広
3  危機管理部 次長（原子力安全担当） 濱津　ひろみ
4  企画調整部 企画調整課長 渡辺　浩史
5  企画調整部 福島イノベーション・コースト構想推進課長 黒田　洋介
6  企画調整部 次長（地域づくり担当） 内田　基博
7  企画調整部 ふくしまぐらし推進課長 中尾　麻子
8  企画調整部 デジタル変革課長 後藤　雅文
9  避難地域復興局 次長兼企画調整部参事 本多　明
10  文化スポーツ局 次長 丹治　貴子
11  生活環境部 政策監 佐藤　司
12  生活環境部 企画主幹 髙橋　慶太
13  保健福祉部 政策監 佐藤　みゆき
14  保健福祉部 企画主幹 髙野　剛
15  こども未来局 次長 三塚　淳
16  商工労働部 政策監 鈴木　正人
17  商工労働部 雇用労政課長 菊地　芳昇
18  観光交流局 次長 加藤　泰広
19  農林水産部 農林企画課長 荻野　憲一
20  農林水産部 森林計画課主幹 眞壁　晴美
21  農林水産部 森林整備課長 宗方　宏幸
22  土木部 次長（企画技術担当） 芳賀　英幸
23  出納局 次長 菅野　達也
24  企業局 次長 小池　敏哉
25  病院局 次長 熊田　昌由
26  教育庁 企画主幹兼副課長 星　弓彦
27  警察本部 警務課企画官 望月　啓吾
28  県北地方振興局 企画商工部長 山口　祥則
29  県中地方振興局 次長 仁井田　聡
30  県南地方振興局 次長兼企画商工部長 加藤　英和
31  会津地方振興局 次長 鈴木　慎也
32  南会津地方振興局 次長兼企画商工部長 加賀谷　宏明
33  相双地方振興局 次長兼企画商工部長 川村　猪佐雄
34  いわき地方振興局 次長兼企画商工部長 加藤　宏明

【事務局】
所　属 職　名 氏　名

1  企画調整部 部長 五月女　有良
2  企画調整部 福島イノベーション･コースト構想推進監兼政策監兼企画推進室長 佐藤　安彦
3  企画調整部 復興・総合計画課長 庄司　康正
4  企画調整部 復興・総合計画課主幹兼副課長 (地方創生担当) 鈴木　章寛
5  企画調整部 復興・総合計画課主幹（総合計画担当） 宇佐美　千晶

福島県総合計画審議会 （Ｒ８.２.１０）
＜ 県　出　席　者　名　簿 ＞



福島県総合計画

令和７年度進行管理結果（案）

資料１



（１） 目 的
「福島県総合計画の進行管理に関する要綱」に基づき、総合計画に掲げる将来の姿を実現させるため、「進行管理調書」による事業の

分析を徹底し、次年度以降の取組がより効果的・効率的なものとなるよう、全庁を挙げて取り組みます。

（２） 進行管理の内容
県は、県政運営において説明責任を持っており、総合計画について県民の皆さんと共有しているものは、政策、施策、主な取組、指標、

毎年度の重点事業であり、この共有しているものをベースにPDCAマネジメントサイクルのC（チェック：評価）を土台に明確な方向付
けであるA（アクション：改善）を県民の皆さんにお示しします。

１８ある政策毎に、政策、施策(指標）、施策（主な取組）の流れで分析・評価を行い、次年度以降の事業構築に効果的に活用します。

福島県総合計画の進行管理について

（３） 令和７年度の進行管理の経過

時期 主な内容

１月～７月
進行管理調書による指標分析等（＝目標達成状況）を元に、次年度以降の方向性、課題を各課室・各部局が精査

４月
・土地水対策部会の設置について審議

6月～
【地域懇談会（７方部）】 地域の代表者と意見交換し、地域の現状や課題を把握
・テーマ ： 地域の課題や取組の方向性等について

8月６日（水）
・Ｒ６年度実績を元に施策評価を実施し、審議会委員が施策の課題や方向性について審議 等

9月
・総合計画審議会から知事へ意見具申 （県の施策に反映すべき内容を意見としてまとめて知事に提言）

10月
・新生ふくしま復興推進本部会議開催 ・総合計画審議会の意見に対する県の対応方針を決定

9月～10月
・R７上半期の進行管理調書を作成・とりまとめ →Ｒ８事業構築に反映

２月
・対応方針を踏まえ、次年度の当初予算（重点事業等）を編成

２月
・総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針に基づく施策への反映状況について審議 等

ｚ1 総合計画審議会（第２回）               

ｚ2 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

ｚ3 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定

ｚ5 令和８年度当初予算（案）

ｚ4 令和７年度期中評価

ｚ6 総合計画審議会（第３回）

ｚ施策の自己点検               

1 総合計画審議会（第１回）【書面開催】               ｚ総合計画審議会（第１回）【書面開催】               
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１ 総合計画審議会（第２回）

２

３

４ 令和７年度期中評価

５ 令和８年度当初予算（案）

総合計画審議会からの意見に対する県の

対応方針に基づく施策への反映状況
６

総合計画審議会会長から知事へ
意見具申

総合計画審議会からの意見に対する
県の対応方針決定
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１ 総合計画審議会（第２回）－令和６年度政策分野別基本指標の達成度【概要】

■ 政策に紐付く基本指標のうち、令和6年度の数値が公表されている１５指標のうち、4指標において目標を達成
した。また、令和6年度の数値が未確定である指標１3指標についても、数値の動向予測を踏まえた分析により評価
を実施し、合計28指標のうち、9指標について目標を達成又は達成見込みとなった。

※ 令和5年度の数値が未確定の１７指標については、本編に数値の動向予測を踏まえた、「施策の全体的な状況」として分析を記載している。

達成状況 １/6 （見込み含む）

【達成】
● 地元自治体等と共に課題解決に向けた学習活動を実施した学校の割合（高等学校） 100%(目標値：80%)

【未達成】
● 福島県で子育てを行いたいと回答した県民の割合（意識調査） 58.4%(目標値：72.6%)
● 日頃、人と人の支え合いや絆を実感していると回答した県民の割合（意識調査） 57.8%(目標値：70.4%)
● 人口の社会増減 △6,849人(目標値：△4,184人）

【未達成見込み】
● 健康寿命（男性） (目標値：73.86歳）
● 健康寿命（女性） （目標値：76.65歳）

ひと分野

【達成】
● 本県の震災・原発事故からの復興・再生が進んでいると回答した県民の割合（意識調査） 54.3%（目標値：51.5%)
● 土砂災害から保全される人家戸数 15,735戸（目標値：15,669戸）

【未達成】
● 犯罪発生件数（刑法犯認知件数） 8,844件（目標値：前年比減少を目指す（R5 8,003件））
● 本県の豊かな自然や美しい景観が保全され、野生鳥獣との共生が図られていると回答した県民の割合（意識調査）47.9%（目標値：63.0%)

  ● 自然と伝統が残る農山漁村地域を大切にしたいと回答した県民の割合（意識調査） 85.4%(目標値：89.0%)

● 文化活動やスポーツ活動に積極的に参加していると回答した県民の割合（鑑賞を含む）（意識調査） 33.9%(目標値:38.6%)

【未達成見込み】
● 医療施設従事医師数（全県） (目標値：4,118人）

  ● 医療施設従事医師数（相双医療圏） （目標値：194人）
● 就業看護職員数（全県） （目標値：25,360人）
● 就業看護職員数（相双医療圏） （目標値：1,521人）
● 介護職員数 （目標値：34,519人）

暮らし分野 達成状況 2/11 （見込み含む）

※ 令和７年８月時点

※ 令和７年８月時点
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１ 総合計画審議会（第２回）－令和６年度政策分野別基本指標の達成度【概要】

※ 年度毎の目標値を設定していない４指標については評価の対象外としています。
なお、全ての指標において、「現状分析・今後の見通し」「今後の課題」「今後の方針」に関する分析等を実施しています。
（資料１－３ 政策に紐付く指標（３４指標）、参考資料３ 政策分野別主要施策に掲げる指標一覧（全２７９指標） 参照）

【達成】
● 七つの地域の主要都市間の平均所要時間 85分（目標値：85分）

【達成見込み】
● 製造品出荷額等（目標値：52,954億円）
● 農業産出額 （目標値：2,191億円）

  ● 林業産出額 （目標値：128億円）
● 再生可能エネルギー導入量 （目標値：57.0%）
● 観光客入込数（再掲） （目標値：52,000千人）

【未達成】
● 沿岸漁業生産額（再掲） 36億円（目標値：40億円）
● 県産農産物価格の回復状況（もも）（再掲） 93.68%(目標値：98.79%)
● 県産農産物価格の回復状況（牛肉）（再掲） 95.16%(目標値：98.12%)
● 安定的な雇用者数（雇用保険の被保険者数） 554,899人（目標値：581,000人）

【未達成見込み】
● 県産農産物価格の回復状況（米）（再掲） （目標値：99.74%)

しごと分野 達成状況 6/11 （見込み含む） ※ 令和７年８月時点

4



１ 総合計画審議会（第２回）－指標の達成度（ひと分野）－

■ 施策に紐付く基本指標 ６３指標のうち、１8指標において目標を達成（見込み含む）した。

達成（見込み含む） 未達成（見込み含む）

政策１ 全国に誇れる健康長寿県

政策2 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

政策3 「福島ならでは」の教育の充実

政策4 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

政策5 福島への新しい人の流れづくり

主な基本指標（施策）

● 小児科医師数（人口10万対）
最新値：１１３．３人(R４) 目標値：１１５．８人(R６)

● 男性の育児休業の取得率（民間（事業所規模
30人以上））
最新値：43.5%(R６) 目標値：17%(R６)

● 震災学習の実施率
最新値：97.7%(R5) 目標値：100%(R６)

● 移住を見据えた関係人口創出数
最新値：5,700人（R６) 目標値：4,800人（R６)

● 移住者数
最新値：3,799人(R６) 目標値：3,21４人(R6)

etc

● ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者及び予備群の割合
（特定健康診査受診者）
最新値：32.2%(R５) 目標値：26.5%(R6)

● がん検診受診率（大腸がん）
最新値：30.0%(R５) 目標値：60.0%以上(R６)

● 婚姻件数
最新値：5,494件(R６) 目標値：8,000件(R６)

● 合計特殊出生率
最新値：1.15(R６) 目標値：1.６１(R６)

● ふくしま学力調査の結果の経年比較により、学力が伸びた
生徒の割合（小・中学校）（小学校 国語）
最新値：61.６％(R６) 目標値：100％(R６)

● 地域において、女性の社会参加が進んでいると回答した
県民の割合（意識調査）
最新値：27%(R６) 目標値：39.4%(R６)   etc

基本指標達成度及び主な事業の達成度

※目標値の設定なし、判定不可の指標を除く。

※再掲含む

※ 令和７年８月時点

達成状況
1８/63

R５：22/63

（棒グラフに重なる赤い色の棒グラフは前年度の割合を示す）

基本指標 (3/19)

主な事業 (11/21)

基本指標 (3/8)

主な事業 (２１/４０)

基本指標 (５/22)

主な事業 (３9/６6)

基本指標 (１/８)

主な事業 (9/２０)

基本指標 (６/６)

主な事業 (１１/２４)
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１ 総合計画審議会（第２回）－指標の達成度（暮らし分野）－

■ 施策に紐付く基本指標 6２指標のうち、３０指標において目標を達成（見込み含む）した。

達成（見込み含む） 未達成（見込み含む）主な基本指標（施策）

● 双葉郡の商工会会員事業所の事業再開状況
最新値：89%(R６) 目標値：84.4%(R６)

● 日頃、放射線の影響が気になると回答した県民の
割合（意識調査）
最新値：20.1%(R６) 目標値：29%以下(R6) 

● 観光客入込数
最新値：57,467千人(R６推計値) 目標値：52,000千人(R６)

● 認知症サポーター数
最新値：252,913人(R6) 目標値：240,000人（R6)

● 産業廃棄物の排出量
最新値：6,958千トン(R５) 目標値：7,700千トン以下(R６)

● 新たに大学生と活性化に取り組む集落数
最新値：９６集落（R６) 目標値：８６集落（R６)

● 県立美術館の入館者数
最新値：100,968人(R６) 目標値：100,000人（R6)

etc

● 県産農産物価格の回復状況（もも）
最新値：93.68%(R6) 目標値：98.79%(R6)

● 自主防災組織活動カバー率
最新値：73.6%(R６) 目標値：81.1%(R６）

● 交通事故傷者数
最新値：3,738人(R６) 目標値：3,344人（R６)

● 自然公園の利用者数
最新値：8,705千人（R５) 目標値：10,640千人（R6)

● 一般廃棄物の排出量（１人１日当たり）
最新値：968g/日(R５) 目標値：８６０g/日(R６)

● 一般廃棄物のリサイクル率
最新値：13.2%（Ｒ５） 目標値：17.5%(R６)

● 成人の週１回以上の運動・ｽﾎﾟｰﾂ実施率（再掲）
最新値：43.9%(R６) 目標値：5３%(R６)

etc

政策１ 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

政策2 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

政策3 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

政策4 環境と調和・共生する県づくり

政策5 過疎・中山間地域の持続的な発展

政策６ ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

基本指標達成度及び主な事業の達成度 ※再掲含む

※ 令和７年８月時点

達成状況
30/62

R５：３０/6０

（棒グラフに重なる赤い色の棒グラフは前年度の割合を示す）

基本指標 (６/13)

主な事業 (５2/８4)

基本指標 (4/13)

主な事業 (22/44)

基本指標 (６/１２)

主な事業 (18/35)

基本指標 (3/7)

主な事業 (13/28)

基本指標 (6/10)

主な事業 (15/29）

基本指標 (5/7)

主な事業 （12/17)
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１ 総合計画審議会（第２回）－指標の達成度（しごと分野）－

■ 施策に紐付く基本指標 ４３指標のうち、21指標において目標を達成（見込み含む）した。

達成（見込み含む） 未達成（見込み含む）主な基本指標（施策）

● 医療機器生産金額
最新値：2,104億円(R５) 目標値：2,127億円(R6)

● メードインふくしまロボットの件数
最新値：6９件(R６) 目標値：67件(R６)

● 県産農産物の輸出額（再掲）
最新値：2８２百万円(R５) 目標値：２6６百万円人(R６)

● 再生可能エネルギー・水素関連産業の成約件数
最新値：265件(R６) 目標値：183件(R６)

● 浜通りの観光入込数
最新値：12,282千人(R６推計値） 目標値：10,200千人(R６)

● 外国人宿泊者数（再掲）
最新値：293,330人泊(R６) 目標値：200,000人泊(R６)

● 福島県次世代育成支援企業認証数
最新値：1,260件(R６) 目標値：1,137件(R６)

etc

● 工場立地件数
最新値：７８０件(R６) 目標値：８８１件(R６)

● 開業率
最新値：2.8%(R６) 目標値：4.４%(R６)

● 第三者認証GAP等を取得した経営体数
最新値：811経営体(R６) 目標値：1,140経営体(R６)

● 再生可能エネルギー・水素関連研究実施件数
最新値：927件（Ｒ6） 目標値：983件(R6)

● 県内宿泊者数
最新値：9,540千人泊(R６) 目標値：12,300千人泊(R６)

● 新規大学等卒業者の県内就職率（再掲）
最新値：48.1％（R6） 目標値：55%(R6)

● 小名浜港・相馬港の年間総貨物取扱量
最新値：22,185千トン(R6) 目標値：25,300千トン(R6)

etc

政策１ 地域産業の持続的発展

政策2 福島イノベーション・コースト構想の推進

政策3 もうかる農林水産業の実現

政策4 再生可能エネルギー先駆けの地の実現

政策5 魅力を最大限いかした観光・交流の促進

政策６ 福島の産業を支える人材の確保・育成

政策７ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進

基本指標達成度及び主な事業の達成度 ※再掲含む

※ 令和7年８月時点

達成状況
21/43

R５：２６/43

（棒グラフに重なる赤い色の棒グラフは前年度を割合を示す）

基本指標 (3/8)

主な事業 (19/29)

基本指標 (5/8)

主な事業 (14/20)

基本指標 (3/7)

主な事業 (37/60)

基本指標 (1/3)

主な事業 (8/12)

基本指標 (5/6)

主な事業 (19/28)

基本指標 (2/5)

主な事業 (10/19)

基本指標 (2/6)

主な事業 (5/10)
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１ 総合計画審議会（第２回）

２

３

４ 令和７年度期中評価

５ 令和８年度当初予算（案）

総合計画審議会からの意見に対する県の

対応方針に基づく施策への反映状況
６

総合計画審議会会長から知事へ
意見具申

総合計画審議会からの意見に対する
県の対応方針決定
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２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

８月６日に開催した総合計画審議会等での総合計画の進行管理に関する議論を踏まえ、
総合計画審議会会長から知事へ意見書を提出しました。

７  総  審  第７号
令和７年９月１２日

福島県知事 内堀 雅雄 様

福島県総合計画審議会
 会長 三浦 浩喜

福島県総合計画の進行管理に関する意見書

本審議会において、福島県総合計画の進行管理について審議を行った結果、下記のとおり意見を取りまとめましたので、本
審議会条例第８条の規定に基づき提言します。

なお、県におかれましては、本審議会の意見を尊重した対応方針を決定されるとともに、今後の施策の推進に活かされるこ
とを要望します。

記

［提言］

東日本大震災と原発事故から１４年余りが経過し、福島の復興は着実に前進している一方で、被災者の生活再建や生業の再
生、浜通り地域等の産業振興や新産業の創出、未だ根強い風評と風化の問題など、本県には、依然として多くの困難な課題が
残されている。

また、本県では、若年層、特に女性の県外転出を大きな要因の一つとして、急激に人口減少が進行しており、出生数の減少
や、地域経済の縮小、深刻な人材不足等につながっていることから、若者や女性の働く場の確保や誰もが働きやすい環境づく
りを始め、抜本的な対策が急務となっている。

そして、市町村単独の取組には限界があることから、県全体の問題として捉え、人口減少のスピードを緩和するとともに、
人口減少下においても魅力ある地域となるために、官民一体となって戦略的に取り組むことが重要である。

震災からの復興・再生と地方創生を両輪で推進していくためには、福島ならではの大胆な施策を強力に進めていくとともに、
未来の主役である子どもたちが地域に愛着を持つことができるよう、魅力ある県づくりに向けて、これまでの取組を改善しな
がら、着実に進めていかなければならない。

施策の推進に当たっては、事業の実効性をより高めるため、部局横断的な取組はもとより、国、市町村、企業などあらゆる
主体と連携・共創しながら、戦略的に進めていくことが重要であるとともに、県政に関する情報を分かりやすく発信し、県民
の理解・協力を得ながら、取組を更に加速させていく必要がある。

その際、以下の点に留意されたい。

9



２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

１ ひと分野に関すること
○政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ

延伸していた健康寿命が男女ともに短縮に転じるなど、基本指標の多くが未達成であり、かつ、全国下位であることを踏ま
え、事業の成果が県民の健康に対する意識の向上やがん検診受診等の行動に結びつくよう、取組の改善を図るとともに、働き
盛り世代の健康増進に向けて、企業等に自分事としてもらえるよう健康経営の重要性を強く発信する必要がある。

（具体的な取組）
・県民の日常生活における健康づくり推進による生活習慣病対策の強化
・健全な食生活を実践するために必要な知識・選択する力の育成
・健康増進に向けた禁煙対策・受動喫煙防止の強化
・健康経営に対する企業の理解促進と取組の強化
・高齢者が健康でいきいきと暮らすことのできる地域づくりの推進

○政策２ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

事業の約半数は目標値を達成したものの、基本指標の達成は半数に満たなかったことを踏まえ、ニーズを踏まえた事業構築
を図るとともに、それぞれの市町村が抱える課題・状況に応じた支援や、地域や企業等における子育てを優先しやすい意識の
醸成に取り組む必要がある。

（具体的な取組）
・結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくりと適切な情報提供
・地域や企業等における子育てを優先しやすい意識の更なる醸成
・子育て支援センターや子どもの遊び場の設置など、各市町村と連携した子育て環境の充実

○政策３ 「福島ならでは」の教育の充実

「学びの変革の推進と資質・能力の育成」の基本指標がすべて未達成である上、学力に関する指標は全国下位に位置してい
ることを踏まえ、きめ細かな指導体制を構築するほか、子どもたちが自ら学ぼうとする力の育成や地域との連携を促進すると
ともに、人口減少対策において、教育が果たす重要な役割を踏まえ、子どもの頃から本県の魅力を感じ、愛着が形成されるよ
うな教育を推進する必要がある。

（具体的な取組）
・少人数教育など特色ある教育やきめ細かな指導体制の構築による学びの充実、学力の向上
・教職員の働き方改革の推進と生成AIを含むICTの活用
・幼少期からはじめる、福島に愛着・誇りを持つことができるキャリア教育や地域課題探究活動の充実
・高校統合等による通学問題や地域活性化への支援
・放射線に関する正しい知識を学べる環境づくりと学校における放射線教育の推進
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２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

○政策４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

国籍・障がい・性別・年齢などを理由とする、あらゆる差別や思い込みを無くすための意識啓発に加え、誰もが安心して暮
らせる社会を形成していくための支援や人材の育成が必要である。

（具体的な取組）
・国籍等にかかわらず、あらゆる立場の県民が県政に関する情報を受け取りやすくするための環境づくり
・地域で援助を必要とする方へのきめ細かな支援と、要支援者を支える人材の育成・確保
・障がい者の生涯学習の推進
・性別に関係なく活躍できる社会の実現に向けた固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消

○政策５ 福島への新しい人の流れづくり

移住に係る施策の指標はすべて目標を達成しているものの、政策の基本指標である「人口の社会増減」は減少に歯止めがか
からず、全国ワーストクラスの状況にあることから、移住の推進だけでなく、若年層の定着・還流や移住者の定住につながる
取組を更に推し進めるとともに、関係人口の拡大に向け、県外在住者が多様な形で本県にかかわる機会を提供していく必要が
ある。
また、移住者を含めた地域住民が、安心して自分らしく暮らせるための支援体制や情報発信を強化する必要がある。

（具体的な取組）
・県外転出の要因分析に基づく、若者層や女性の定着・還流の促進
・関係人口・交流人口の拡大と移住者等の受入に向けた地域の理解醸成
・移住後も安心して地域に定着できる支援体制の強化
・移住・定住の促進に向けた地域や先輩移住者等との交流の促進と、本県の移住先としての魅力発信の強化

２ 暮らし分野に関すること
○政策１ 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策、事業の指標は半数程度が達成している状況ではあるが、引き続き原子力災害に伴う長期の対応が必要であり、復興の
進捗や時間の経過に伴う課題を的確に捕捉し、県はもとより、国、市町村と一体となって必要な対応を進めなければならない。

また、放射線に関する正しい知識の普及・理解促進や、被災者、避難者、被災企業等に寄り添ったきめ細かな支援、根強い
風評や風化への対応など、震災と原発事故からの復興・再生に向けて全庁一丸で粘り強く取り組んでいく必要がある。

（具体的な取組）
・県産農林水産物における放射性物質検査の継続
・放射線等に関する正しい知識の普及・理解促進に向けた情報発信や学びの場の確保
・多様な被災者・避難者に寄り添ったきめ細かな支援
・避難地域における帰還者と移住者の交流促進に向けた支援
・被災企業の事業再開等に関する支援
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２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

○政策２ 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

事業は半数がアウトプット指標を達成しているものの、基本指標は半数以上が未達成の状況にあり、取組の方向性を確認す
る必要がある。

近年、大規模な自然災害が頻発するなど、災害等のリスクも高まっていることから、地域における防災力の向上は非常に重
要であり、そのためには、県、市町村、関係団体等が連携して対策を強化することはもとより、県民の防災意識の向上を促す
など、地域の防災力向上に向けた取組を進める必要がある。

（具体的な取組）
・災害復旧・復興業務におけるICT等の積極的な活用の推進
・地域における豪雨災害の発生リスクに関する効果的な情報発信
・ 自主防災組織活動の活性化や、避難所運営の支援、防災講座の開催、地区防災計画の作成支援など、県民の防災意識の向上
等による地域防災力の強化

・地域の状況に応じた生活交通の確保及び空き家対策の支援

○政策３ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

医療人材に関する取組については、資格取得や学費等の経済的な支援とともに看護職や介護職の魅力発信等も実施している
が、人材の確保は厳しい状況にある。相双地域を含めた県内全域での医療体制や人材の確保に向け、効果的な事業を実施して
いく必要がある。

（具体的な取組）
・双葉地域における医療体制の確保・充実
・医療、介護・福祉分野の人材養成と定着への支援
・医療機関や介護施設等の施設整備への支援

〇政策４ 環境と調和・共生する県づくり

一般廃棄物の排出量など全国下位となる指標もみられ、県民の行動変容に結び付く事業の強化・再構築が必要である。さら
に、近年は有害鳥獣による被害が増加しており、捕獲体制の強化と捕獲人材の育成・確保を進めていく必要がある。

（具体的な取組）
・豊かな自然や美しい景観の保全に配慮した地域活性化や地域愛着形成の推進
・ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の機運醸成と
実践拡大

・ごみの減量化やリサイクルの強化に対する県民意識の醸成
・有害鳥獣の捕獲体制の強化と捕獲人材の育成・確保

12



２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

〇政策５ 過疎・中山間地域の持続的な発展

施策、事業の基本指標の達成度は高い状況にあり、政策の基本指標も目標値に届かなかったが、目標値に近い状態となって
いる。一方で、過疎・中山間地域では急激な人口減少・高齢化の進行が見られることから、外部人材や若年層が地域住民と協
働して様々な活動に取り組み、地域への愛着が芽生えるような活動や、集落の内発的な活性化を支援する取組を展開していく
必要がある。

（具体的な取組）
・地域資源や文化、伝統に対する愛着形成と人材の育成・確保
・過疎・中山間地域の特性を生かした新たな取組の推進や柔軟な支援
・過疎・中山間地域における生活交通の利便性向上

○政策６ ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

趣味や趣向が多様化する中、文化やスポーツ活動への誘因が難しくなっている傾向がある。多様な人々が主体となって、枠
にとらわれない地域づくりや文化活動に参画してもらえるよう、市町村や関係機関との連携を強化して取り組んでいく必要が
ある。

（具体的な取組）
・多様な住民が主体となり、世代や分野、地域を越えて連携・発展していく地域づくり

  ・生涯学習やスポーツ活動の機会充実と、その魅力を伝えるための情報発信

３ しごと分野に関すること
○政策１ 地域産業の持続的発展

人口減少対策の観点からも、若者や女性が働きたいと思える場所の確保は重要である。地域産業の高度化や魅力増進、魅力
ある企業の誘致やチャレンジしようとする意欲を喚起するスタートアップ支援の充実など、若者や女性の声を丁寧に聞き取り、
総合的かつ効果的な対策を講じていく必要がある。

（具体的な取組）
・県内企業の魅力・情報発信の強化
・地域産業を支える中小企業の経営基盤構築や事業承継等に対する柔軟な支援
・省力化、生産性向上の支援及びDXの推進
・多様な起業に向けた支援の充実
・県産品の開発、販路拡大等への支援
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２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

○政策３ もうかる農林水産業の実現

人口減少が加速化し、農林水産業従事者の高齢化も進む中、引き続き、担い手の確保・定着に向けた相談・支援に注力して
いくとともに、生産基盤の強化や主要農林水産物の生産性向上、「福島ならでは」の高付加価値化に向けた取組が必要である。

（具体的な取組）
・農林水産業の魅力・情報発信等による多様な担い手の確保
・ＩＣＴ技術等の導入による生産性の向上と経営の安定化
・新規就農者等に対する経営支援や技術的支援、支援策の情報発信の強化
・県産農林水産物の魅力発信と販路拡大等の強化

〇政策４ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現

再生可能エネルギーの導入促進に当たっては、地域資源を活用しながら、地産地消を推進していく必要がある。また、再生
可能エネルギーの導入拡大を目指す上では、法令を遵守し、安全や環境、景観への十分な配慮の下、県民の理解を得ながら、
地域との共生を図っていくことが重要である。

（具体的な取組）
・地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消の推進
・地域と共生した再生可能エネルギーの導入

○政策５ 魅力を最大限いかした観光・交流の促進

インバウンドの急増や、国内旅行の増加など観光業界は活気を取り戻しているが、「県内宿泊者数」は未達成の状況にある。
県全域における周遊・滞在の促進に向け、特色ある地域資源等の活用や情報発信の強化とともに、観光客の受入体制の整備等
に、国や市町村、関係団体と一体となって取り組んでいく必要がある。

（具体的な取組）
・大型観光キャンペーン等を活用した魅力発信の強化と滞在型観光・広域観光周遊の充実
・特色ある地域資源を活用した観光コンテンツづくりと情報発信の強化
・多言語標記など、外国人観光客の誘致に向けた受入体制の強化・充実
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２ 総合計画審議会会長から知事へ意見具申

○政策６ 福島の産業を支える人材の確保・育成

「安定的な雇用者数（雇用保険の被保険者数）」は目標値を達成しておらず、生産年齢人口の減少及び若年層の県外流出が
大きな影響を及ぼしているため、産業やその種別の垣根に捉われず、あらゆる主体と連携・協働し、県内企業等の魅力発信や
働く場の確保等に取り組み、多様な人材の確保・育成を進めていく必要がある。

（具体的な取組）
・あらゆる産業の人材確保に向けた総合的な情報発信
・幼少期からの職業体験による県内で働くことへの興味の喚起や、地域への愛着形成の促進

  ・就職情報サイトとの連携等による県内企業の魅力発信と就職先マッチング支援等の推進
・人材確保に向けた中小企業の負担軽減や支援の充実
・若者や女性に選ばれる魅力的な働く場の確保
・性別・年齢・国籍等にかかわらず、多様な人材が活躍できる職場環境づくりの促進

〇政策７ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進

広い県内の移動に欠かせない交通ネットワークの整備を引き続き計画的に進めていく必要がある。また、交流や物流の拠点
である空港・港湾の利活用や利便性の向上等により、地域の賑わいづくりを進めていく必要がある。

（具体的な取組）
・ふくしま復興再生道路や会津縦貫道等の幹線道路の整備の推進
・福島空港の２次アクセス対策による利活用促進
・物流や地域の賑わいづくりの拠点等としての港湾の利活用促進
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２

３
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対応方針に基づく施策への反映状況
６

総合計画審議会会長から知事へ
意見具申

総合計画審議会からの意見に対する
県の対応方針決定
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総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針について

東日本大震災と原発事故から１４年余りが経過し、福島の復興は着実に前進している一方で、被災者の生活再建や生業の再生、浜通り地域
等の産業振興や新産業の創出、未だ根強い風評と風化の問題など、本県には、依然として多くの困難な課題が残されている。

また、本県では、若年層、特に女性の県外転出を大きな要因の一つとして、急激に人口減少が進行しており、出生数の減少や、地域経済の
縮小、深刻な人材不足等につながっていることから、若者や女性の働く場の確保や誰もが働きやすい環境づくりを始め、抜本的な対策が急務
となっている。

市町村単独の取組には限界があることから、県全体の問題として捉え、人口減少のスピードを緩和するとともに、人口減少下においても魅力
ある地域となるために、官民一体となって戦略的に取り組むことが重要である。

震災からの復興・再生と地方創生を両輪で推進していくためには、福島ならではの大胆な施策を強力に進めていくとともに、未来の主役であ
る子どもたちが地域に愛着を持つことができるよう、魅力ある県づくりに向けて、これまでの取組を改善しながら、着実に進めていかなければな
らない。

施策の推進に当たっては、事業の実効性をより高めるため、部局横断的な取組はもとより、国、市町村、企業などあらゆる主体と連携・共創し
ながら、戦略的に進めていくことが重要であるとともに、県政に関する情報を分かりやすく発信し、県民の理解・協力を得ながら、取組を更に加
速させていく必要がある。

総合計画審議会からの提言（令和7年9月12日）

福島県総合計画の進行管理について

総合計画の進行管理については、ＰＤＣＡマネジメントサイクルにより、政策・施策の進捗状況（前年度の取組状況）に関する評価を行い、総合計画
審議会からの意見等も踏まえて、次年度以降の重点事業などの取組に反映することとしている。

１ 重点事業の方向性

意見具申を踏まえ、復興・再生を進めるための事業や、若者・女性の視点に立った人口減少対策など、重要な行政課題を８つの「重点プロジェクト」として推進。

２ 事業構築の留意点
（１） 令和８年度の事業構築に当たっては、総合計画の進行管理及び総合計画審議会からの意見具申を踏まえるとともに、福島復興再生計画、復興庁一括計上予算

要求、政府要望との関連性に十分留意し、事業を構築する。
（２） 総合計画の進行管理において、施策の指標の達成状況と事業の達成状況を比較検討するとともに、根拠に基づく分析を行うことで、事業がより効果的、効率的、

さらには具体的な成果につながるよう、各部局でしっかりと議論する。
(3)  意見具申を踏まえ、各課室・各部局における組織としてのマネジメントの下、職員一人一人が自らの業務と総合計画等との関連性を意識し、事業を構築する。

＜進行管理の流れ＞

４月～ 進行管理調書作成 ８月 総合計画審議会 ９月 総計審からの意見具申 令和８年度 重点事業等の構築 ２月 R８当初予算公表10月 県の対応方針

【重点事業を始めとする令和8年度事業の考え方】

17

３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【ひと分野】２結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくりと適切な情報提供
（１）本県で安心してこどもを生み育てることができるよう、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てまでのラ
イフステージに応じ、切れ目のない支援を行うとともに、各施策について、様々な手段で、分かりやすい
情報発信に努めていきます。

（2）地域や企業等における子育てを優先しやすい意識の更なる醸成
（2）子育てを社会全体で応援する機運の更なる醸成に向けて、民間団体等が実施する幅広い子育て支援
活動を促進するほか、企業と連携した働きやすい魅力的な職場環境づくりの推進、固定的な性別役割
分担意識の解消などを進めていきます。

（3）子育て支援センターや子どもの遊び場の設置など、各市町村と連携した
子育て環境の充実

（3）子育て環境の充実に向けて、市町村と連携し、子育て支援センター等の設置を促進するとともに、
  屋内遊び場の運営を支援していきます。

【ひと分野】１全国に誇れる健康長寿県へ

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（１）県民の日常生活における健康づくり推進による生活習慣病対策の強化
（１）「みんなでチャレンジ！減塩・禁煙・脱肥満」のスローガンの下、生活習慣の改善に向けた啓発を推進す
るとともに、がん・糖尿病・歯周病・COPD（慢性閉塞性肺疾患）等の対策についても、関係機関と連携し、

  取組を強化していきます。

（2）健全な食生活を実践するために必要な知識・選択する力の育成
（2）市町村や食品関連団体等との連携を強化し、減塩商品の開発・販売の支援など自然に健康になれる
食環境の整備を図るとともに、適正な食塩量・食事量の教育等により知識・選択する力の育成及び食習
慣の改善を図り、健全な食生活の実践を支援していきます。

（3）健康増進に向けた禁煙対策・受動喫煙防止の強化
（3）市町村や関係機関等と連携し、受動喫煙に配慮する意識の醸成を図るとともに、禁煙希望者に対す
る禁煙サポートの強化や、新たな喫煙者を増やさないための啓発等を推進していきます。

（4）健康経営に対する企業の理解促進と取組の強化
（4）生活習慣病の発症リスクが高まる働く世代の健康づくりを推進するため、企業における健康経営の重
  要性を発信するとともに、取組状況に応じて包括的に支援していきます。

（5）高齢者が健康でいきいきと暮らすことのできる地域づくりの推進
（5）市町村が行う地域包括ケアの推進を支援するとともに、健康寿命の延伸には地域におけるフレイル予

防の実践が重要であることから、幅広い世代への普及啓発や、運動の習慣化に取り組んでいきます。
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３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【ひと分野】３「福島ならでは」の教育の充実

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（１）少人数教育など特色ある教育やきめ細かな指導体制の構築による学び
  の充実、学力の向上

（１）教職員の加配による授業の充実を図るとともに、各種学力調査等の分析結果や専門的知見を活用し、
学力向上策の検討と具体的な取組を推進していきます。

（2）教職員の働き方改革の推進と生成AIを含むICTの活用
（2）学校での業務改善に取り組み、教職員がやりがいと達成感を持って働くことができる持続的な教育
  環境の構築と、ICT・生成ＡＩ等を活用した個別最適化された学び、協働的な学び、探究的な学びを推進
  していきます。

（3）幼少期からはじめる、福島に愛着・誇りを持つことができるキャリア教育
  や地域課題探究活動の充実

（3）学校での総合的な学習の時間等において、地域や社会について学ぶ機会を充実させるほか、幼少期
  から県内企業の魅力を知る機会を創出するなど、子どもたちが地域への愛着・誇りを持てるような取組
  を推進していきます。

（4）高校統合等による通学問題や地域活性化への支援
（4）市町村や関係機関と連携しながら、高校の統合等に伴い遠距離通学となる生徒への支援のほか、地
  域の実情に応じた公共交通の検討や、空き校舎等の活用等を支援していきます。

（5）放射線に関する正しい知識を学べる環境づくりと学校における放射線
  教育の推進

（5）文部科学省が作成した放射線副読本や本県が作成した実践事例集、県環境創造センター交流棟「コミ
ュタン福島」等を活用しながら、児童生徒の放射線に対する正しい理解や適切に行動する力を育んでい
きます。

【ひと分野】４誰もがいきいきと暮らせる県づくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）国籍等にかかわらず、あらゆる立場の県民が県政に関する情報を受け取
  りやすくするための環境づくり

（１）外国人住民に対して「多言語による外国人向けの生活相談窓口」の周知を強化するとともに、あらゆ
  る立場の県民が、県政に関する様々な情報に容易にアクセスできるよう、発信手段等を工夫していきま

す。

（2）地域で援助を必要とする方へのきめ細かな支援と、要支援者を支える人
  材の育成・確保

（2）援助を必要とする方が安心して暮らしていけるよう、多様な相談にきめ細かく対応するとともに、支
援に携わる市町村や関係団体等に対する研修や、民生委員の役割や活動内容の理解促進を通じた担い
手確保などにより、要支援者を支える人材の育成・確保に取り組んでいきます。

（3）障がい者の生涯学習の推進
（3）障がいのある方の生涯にわたる学びや文化芸術・スポーツ活動を支援し、障がいのある方の社会参

加を推進していきます。

（4）性別に関係なく活躍できる社会の実現に向けた固定的性別役割分担意
  識やアンコンシャス・バイアスの解消

（4）地域や職場における固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消に向けた普及啓発
  を強化し、女性が能力を発揮し活躍できる環境づくりを推進するなど、ジェンダー平等の視点を様々な
  取組に反映していきます。
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【ひと分野】5福島への新しい人の流れづくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）県外転出の要因分析に基づく、若者や女性の定着・還流の促進
（１）ふくしま創生・人口戦略官民連携・共創チームの取組など、様々な機会を捉えて若者や女性の意見を

把握し、県外転出の要因を的確に捉えるとともに、幼少期からの地域への愛着や職業観の醸成などによ
り、若年層の定着・還流を促進するための取組を総合的に展開していきます。

（2）関係人口・交流人口の拡大と移住者等の受入に向けた地域の理解醸成
（2）福島ならではの魅力を効果的に発信し、様々な切り口で福島と関わる機会を創出するとともに、地域

と移住者がコミュニティの中で良好な関係を築くことができるよう、交流会や研修会等を通して地域の
理解醸成を図っていきます。

（3）移住後も安心して地域に定着できる支援体制の強化
（3）市町村や民間受入団体、移住コーディネーター等を対象とした定着支援に関する研修会を開催し、
移住後を見据えての一貫した支援体制の構築に取り組んでいきます。

（4）移住・定住の促進に向けた地域や先輩移住者等との交流の促進と、本県
  の移住先としての魅力発信の強化

（4）県移住ポータルサイトでの移住者インタビューの紹介や、移住セミナー・相談会等での先輩移住者の
様々なライフスタイルの紹介・交流などを通して、様々なモデルケースを発信していきます。

【暮らし分野】１東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）県産農林水産物における放射性物質検査の継続
（１）安全な県産農林水産物の流通に向け、緊急時モニタリング検査及び自主検査による検査体制を維持

するとともに、その結果を迅速に公表していきます。

（2）放射線等に関する正しい知識の普及・理解促進に向けた情報発信や学び
  の場の確保

（2）県民の安全・安心を確保するため、放射線に関する科学的な知識等、正確な情報発信に継続して取り
組むほか、県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」で各種講座を開催し、学びの場を確保していき
ます。

（3）多様な被災者・避難者に寄り添ったきめ細かな支援
（3）関係機関や民間団体等と連携した戸別訪問や交流機会の提供などを通して、被災者・避難者の抱える
個別課題の把握と解決に取り組んでいきます。

（4）避難地域における帰還者と移住者の交流促進に向けた支援
（4）帰還者（地域住民）と移住者の交流機会を設けるとともに、より良い地域づくりに向けて、地域コミュ
ニティの再構築に係る支援に取り組んでいきます。

（5）被災企業の事業再開等に関する支援
（5）東日本大震災及び原子力災害により甚大な被害を受けた中小企業・小規模事業者が、県内移転先や

避難指示解除区域で事業再開又は事業継続等できるよう、施設・設備等の復旧費用に対する補助を通
じて支援していきます。
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３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【暮らし分野】２災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）災害復旧・復興業務におけるICT等の積極的な活用の推進
（１）インフラ設備等の災害復旧・復興業務の効率化や、受発注者双方における生産性向上を図るため、建
  設産業におけるICT等の活用を推進していきます。

（2）地域における豪雨災害の発生リスクに関する効果的な情報発信
（2）県民の生命・財産を保全するため、各河川の雨量及び水位や土砂災害の発生危険度等に関する情報
  を「河川流域総合情報システム」や「土砂アラート」等でリアルタイムに発信するとともに、荒廃林地の復
  旧等の治山事業を実施していきます。

（3）自主防災組織活動の活性化や、避難所運営の支援、防災講座の開催、地
  区防災計画の作成支援など、県民の防災意識の向上等による地域防災力
  の強化

（3）県民の自助意識の醸成を図るとともに、防災士を活用した自主防災組織等の活動支援を進めるほか、
様々な団体等と広域的に連携しながら、地域防災力の強化に取り組んでいきます。

（4）地域の状況に応じた生活交通の確保及び空き家対策の支援
（4）市町村や関係機関と連携しながら、広域的な移動ニーズに合わせて地域公共交通ネットワークの構築
  や見直しを行い、持続可能なサービスの維持・確保に努めるとともに、空き家対策には、地域の実情を踏
  まえ総合的かつ効果的に取り組んでいきます。

【暮らし分野】３安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）双葉地域における医療体制の確保・充実
（１）双葉地域の医療提供体制を再構築するため、中核的病院の整備を進めるとともに、医療機関の再開・
継続に向けた支援等を行っていきます。

（2）医療、介護・福祉分野の人材養成と定着への支援
（2）医療、介護・福祉分野の人材確保のため、仕事の魅力とやりがいを若い世代に効果的に伝えるととも
  に、働きやすい職場環境づくりを支援するなど、離職防止や人材養成・育成を推進していきます。

（3）医療機関や介護施設等の施設整備への支援
（3）医療機関や介護施設等の施設整備に関する支援制度の丁寧な周知や、補助金等の早期交付に努め、
  地域の医療提供体制や介護サービス等の確保・充実を支援していきます。
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３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【暮らし分野】４環境と調和・共生する県づくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）豊かな自然や美しい景観の保全に配慮した地域活性化や地域愛着形成
  の推進

（１）自然の恵みの次世代への継承や地域への愛着形成を図るため、自然との共生に関する普及啓発・人
  材育成等に取り組むとともに、自然環境の保護と活用を適切に推進していきます。

（2）2050年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の機運醸
成と実践拡大

（2）金融機関等と連携した中小企業の脱炭素化の推進やJ-クレジットの創出、ふくしま涼み処等の熱中症
対策など、「緩和策」と「適応策」を両輪に、オール福島で取組を推進していきます。

（3）ごみの減量化やリサイクルの強化に対する県民意識の醸成
（3）市町村と連携しながら、福島県環境アプリ等を通じた「３つの“きり”（生ごみの水きり、料理の食べき
  り、食材の使いきり）の実践」及び「リサイクル可能物の分別」に関する意識啓発を行っていきます。

（4）有害鳥獣の捕獲体制の強化と捕獲人材の育成・確保
（4）地域の実情に応じた鳥獣被害対策の支援や新規狩猟者の育成を行い、市町村や関係機関と連携し、

県民が安心して暮らせる環境の保全に努めていきます。

22

【暮らし分野】５過疎・中山間地域の持続的な発展

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）地域資源や文化、伝統に対する愛着形成と人材の育成・確保
（１）県民が地域への愛着や誇りを持てるような機会の充実や取組の推進とともに、伝統・文化等における
  後継者の育成・確保を支援していきます。

（2）過疎・中山間地域の特性を生かした新たな取組の推進や柔軟な支援
（2）若者や女性、移住者等の視点を大切にしながら、地域の特性に合わせて住民が主体的に行う地域づ
くりの取組を支援していきます。

（3）過疎・中山間地域における生活交通の利便性向上
（3）地域の実情を踏まえながら、市町村や事業者等と連携し、交通弱者の移動手段の維持・確保に取り組
  んでいきます。

３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定
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【暮らし分野】6ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）多様な住民が主体となり、世代や分野、地域を越えて連携・発展していく
  地域づくり

（１）市町村・企業・NPO等が協働・補完しながら、地域課題の解決に向けた取組や、住民主体の魅力ある
  地域づくりを推進していきます。

（2）生涯学習やスポーツ活動の機会充実と、その魅力を伝えるための情報
  発信

（2）市町村や民間団体等と連携し、公民館等を活用した生涯学習やスポーツ活動等の機会充実と、様々な
  広報媒体を活用した効果的な情報発信により、多様な住民の社会参加の促進に取り組んでいきます。

【しごと分野】1地域産業の持続的発展

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）県内企業の魅力・情報発信の強化
（１）高校生や大学生等の若い世代に対するSNS等の活用や、保護者世代に対するテレビや新聞等の活用

など、県内企業や本県で働くことの魅力について戦略的に発信していきます。

（2）地域産業を支える中小企業の経営基盤構築や事業承継等に対する柔軟
  な支援

（2）地域産業の持続的発展のため、関係機関と連携しながら、中小事業者の経営課題解決を支援する体
  制を構築するとともに、円滑な事業承継のためのセミナーを開催するなど、中小企業の課題に応じた支

援に柔軟に取り組んでいきます。

（3）省力化、生産性向上の支援及びDXの推進
（3）デジタル技術の導入支援やデジタル人材の育成、経営支援団体による伴走支援等を通じて生産性向
  上に取り組むとともに、販路拡大等を支援していくことで、中小企業の持続的な成長につなげていきま
  す。

（4）多様な起業に向けた支援の充実
（4）創業に係る資金の支援に加え、創業希望者の発掘から事業立ち上げまでを一体的に支援し、起業し

やすい環境づくりに取り組んでいきます。

（5）県産品の開発、販路拡大等への支援
（5）県産品の開発、販路拡大に向けて、マーケットインの視点と戦略的なブランディングによる商品開発
を支援するとともに、展示会出展などを支援していきます。

３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【しごと分野】２福島イノベーション・コースト構想の推進

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）企業への伴走支援の強化やサプライチェーンの構築支援、地域と連携し
  た人材育成等による福島イノベーション・コースト構想の着実な推進

（１）福島イノベーション・コースト構想の着実な推進に向けて、国、市町村、関係機関と一体となり、事業化
に向けた企業への伴走支援や、進出企業と地元企業のマッチング等サプライチェーンの構築に取り組む
とともに、STEAM教育の推進や専門高校における専門人材の育成などに取り組んでいきます。

（2）Ｆ－ＲＥＩに関する県民の理解醸成と情報発信の強化
（2）F-REI・福島イノベーション・コースト構想推進機構・県の三者間の包括連携協定に基づき、福島イノ

ベーション・コースト構想と結びつけながら、F-REIに関する理解醸成と情報発信に取り組んでいきます。

【しごと分野】３もうかる農林水産業の実現

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）農林水産業の魅力・情報発信等による多様な担い手の確保
（１）農林水産業の担い手の確保に向けて、若い世代を中心に就業体験を通して魅力を伝えるとともに、技
術習得の支援や受入体制の強化など、 多様な担い手の就業支援に取り組んでいきます。

（2）ＩＣＴ技術等の導入による生産性の向上と経営の安定化
（2）持続的で発展可能な営農に向けて、ICT等の先端技術の開発や実証研究、スマート農業技術の実証
や普及、人材の育成など総合的な取組を実施するとともに、スマート農業機器を備えた施設整備や遊休
施設の再整備を支援していきます。

（3）新規就農者等に対する経営支援や技術的支援、支援策の情報発信の
  強化

（3）関係機関と連携しながら、農林水産業従事者の確保に向けた人材育成や就農相談等の実施、定着に
向けた経営改善のための伴走支援の強化など、切れ目のない支援を行うとともに、SNSやホームペー
ジを活用した情報発信を強化していきます。

（４）県産農林水産物の魅力発信と販路拡大等の強化
（4）「福島ならでは」の強みを活かした県産農林水産物のブランド化や販路の拡大、情報発信によるイ
  メージ向上の取組等を支援するとともに、県産水産物の競争力強化等を図るため、流通量拡大に向
  けた実証等を推進していきます。
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３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【しごと分野】4再生可能エネルギー先駆けの地の実現

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消の推進
（１）国等と連携し、地域資源の有効活用を図りながら、再生可能エネルギー設備の導入を推進するととも

に、自家消費や地産地消に用いる設備の導入支援等に取り組んでいきます。

（2）地域と共生した再生可能エネルギーの導入
（2）福島県再生可能エネルギー推進センター等と連携した地域主導による導入推進など、地域と共生した
  再生可能エネルギーの導入を促進していきます。
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【しごと分野】5魅力を最大限いかした観光・交流の促進

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）大型観光キャンペーン等を活用した魅力発信の強化と滞在型観光・広域
  観光周遊の充実

（１）ふくしまデスティネーションキャンペーンにおいて、JRやメディア等と連携した本県の魅力発信のほか、
  観光関連事業者への補助等を通じて、県内宿泊を伴う旅行や特別企画を支援していきます。

（2）特色ある地域資源を活用した観光コンテンツづくりと情報発信の強化
（2）福島ならではの地域資源を活用した観光コンテンツの磨き上げや、観光に携わる人材の育成等を支
援し、県内各地の観光の付加価値を向上させる取組を拡大していきます。

（3）多言語標記など、外国人観光客の誘致に向けた受入体制の強化・充実
（3）インバウンドの更なる誘客に向け、本県が誇る伝統文化や食などの観光資源の磨き上げや、海外現地

窓口や県公式ＷＥＢサイト、ＳＮＳ等を活用したプロモーションを行うとともに、市町村や関係機関等と連
携しながら受入体制の充実に取り組んでいきます。

３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定



【しごと分野】6福島の産業を支える人材の確保・育成

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）あらゆる産業の人材確保に向けた総合的な情報発信
（１）県内企業の人材確保を図るため、県内企業や福島で働く魅力を広く発信するとともに、小中学生を対
象とした職業体験、高校生を対象とした社会人講話など様々な取組を総合的に展開していきます。

（2）幼少期からの職業体験による県内で働くことへの興味の喚起や、地域へ
  の愛着形成の促進

（2）幼少期からの職業体験や、キャリア教育として学校で行う地域探究活動など、子どもたちが県内の
  企業等を知る機会を創出することで、地域への愛着形成や職業観の醸成に取り組んでいきます。

（3）就職情報サイトとの連携等による県内企業の魅力発信と就職先マッチン
  グ支援等の推進

（3）就職情報サイトとの連携による県内企業の魅力発信や、学校や窓口での丁寧な就職相談や企業と学
生の意見交換の場の創出等によるマッチング支援の強化、働く場の確保等に取り組んでいきます。

（4）人材確保に向けた中小企業の負担軽減や支援の充実
（4）中小企業の人材確保支援を行う福島県プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、中小企業が経営課
題の解決に必要とするプロ人材の活用費用を一部補助するなど、負担軽減を図りながら、人材確保等
を支援していきます。

（5）若者や女性に選ばれる魅力的な働く場の確保
（5）若者や女性に選ばれるよう、働きやすいオフィス環境の整備に対する支援や、ワーク・ライフ・バラン
ス、女性活躍を推進する企業への奨励金支給等により、魅力ある職場づくりを推進していきます。

（6）性別・年齢・国籍等にかかわらず、多様な人材が活躍できる職場環境づ
くりの促進

（6）ワーク・ライフ・バランスの推進や、固定的な性別役割分担意識、アンコンシャス・バイアス解消を目的
としたセミナー開催等による企業の意識醸成や、誰もが働きやすい職場づくりに取り組む企業の認証
等により、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進していきます。

26

【しごと分野】7地域を結ぶ社会基盤の整備促進

総合計画審議会からの意見 県の対応方針

（1）ふくしま復興再生道路や会津縦貫道等の幹線道路の整備の推進
（１）地域の持続可能な発展を促すため、ふくしま復興再生道路や会津縦貫道など、主要都市等を結ぶ幹線
  道路の整備を計画的に進めていきます。

（2）福島空港の２次アクセス対策による利活用促進
（2）隣接県を含めて、乗合タクシー・リムジンバスの運航等の２次交通の充実と戦略的広報を行うとともに、
  関係機関と連携しながら地域の実情に応じた公共交通整備について協議するなど、空港の利便性向上

等に努めていきます。

（3）物流や地域の賑わいづくりの拠点等としての港湾の利活用促進
（3）幅広い荷主企業を対象にポートセールスを実施し、コンテナ貨物の増加を図るほか、関係団体等と連
  携した賑わいづくりによる港湾の利活用促進に取り組んでいきます。

３ 総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針決定
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４ 令和７年度期中評価

（１） 目 的
総合計画の政策・施策が目指す姿と、各課室の事業の方向性が一致していることを確認し、総合計画に掲げた「指標」との乖離状況を

定量的に分析し、論理的な整理に基づく次の方向性を導き出します。
令和６年度分の評価結果と令和７年度の上半期分の期中評価を基に、事業効果を確認して、令和８年度事業構築への反映と令和７年

度事業の改善につなげます。
さらに、「福島復興再生計画」の進行管理や、「政府要望」及び「復興庁一括計上」に活かします。

（2） 期中評価の取組内容
○ 令和７年度重点事業に計上された事業について、上半期の自己評価を実施しました。また、半期分の実績値を踏まえ、実績が確定
していない事業の評価は全て見込みとして先の見通しを立てた分析を実施しました。

○ 前回（R7.8.6開催）の総合計画審議会以降に確定値が判明した指標数 ３９項目（施策に紐付く指標）
→うち４項目で達成状況に変化がありました。

28（次ページに続く）

No. 指標名
目標値

（R6年度）
最新値

（R7.7月時点）
最新値

（R7.12月時点）
Ｒ６達成状況
（R7.7月時点）

Ｒ６達成状況
（R7.12月時点）

3-1 80歳で自分の歯を20歯以上有する者の割合 60.0%以上 － 63.9% 達成見込み 達成

4-1 がん検診受診率（胃がん） 60.0%以上 － 32.5% 未達成見込み 未達成

4-2 がん検診受診率（肺がん） 60.0%以上 － 31.7% 未達成見込み 未達成

4-3 がん検診受診率（大腸がん） 60.0%以上 － 30.0% 未達成見込み 未達成

4-4 がん検診受診率（乳がん） 60.0%以上 － 47.9% 未達成見込み 未達成

4-5 がん検診受診率（子宮頸がん） 60.0%以上 － 46.4% 未達成見込み 未達成

5 がんの年齢調整死亡率（全がん・男女計・75歳未満・人口10万対） 67.21 － 70.56 未達成見込み 未達成

17 婚姻件数 8,000件 5,494件 5,495件 未達成見込み 未達成

18 合計特殊出生率 1.61 1.15 1.15 未達成見込み 未達成

19 周産期死亡率 3.6 － 3.6 未達成見込み 達成

20 分娩取扱医師数（人口10万対） 41.5人 － 33.2人 未達成見込み 未達成

24 小児科医師数（人口10万対） 115.8人 － 119.0人 達成見込み 達成

29 男性職員の育児休業の取得率（福島県内市町村※首長部局） 26.2% － 61.6% 達成見込み 達成

42 震災学習の実施率（学校における震災学習の実施率（小・中学校）） 100% － 98.4% 達成見込み 未達成

99 県産農産物の輸出額 266百万円 － 476百万円 達成見込み 達成

100 観光客入込数 52,000千人 57,467千人 57,573千人 達成見込み 達成



４ 令和７年度期中評価
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（前ページからの続き）

No. 指標名
目標値

（R6年度）
最新値

（R7.7月時点）
最新値

（R7.12月時点）
Ｒ６達成状況
（R7.7月時点）

Ｒ６達成状況
（R7.12月時点）

134-1 医療施設従事医師数（全県） 4,118人 － 4,162人 未達成見込み 達成

134-2 医療施設従事医師数（相双医療圏） 194人 － 193人 未達成見込み 未達成

135-1 就業看護職員数（全県） 25,360人 － 24,080人 未達成見込み 未達成

135-2 就業看護職員数（相双医療圏） 1,521人 － 1,452人 未達成見込み 未達成

136 介護職員数 34,519人 － 32,595人 未達成見込み 未達成

151-1 麻しん・風しん予防接種率（１期） 98.0% － 95.1% 未達成見込み 未達成

151-2 麻しん・風しん予防接種率（２期） 98.0% － 93.4% 未達成見込み 未達成

153 自然公園の利用者数 10,640千人 － 10,161千人 未達成見込み 未達成

154 猪苗代湖のＣＯＤ値 1.3mg/l以下 － 1.6mg/l以下 未達成見込み 未達成

158 汚水処理人口普及率 92.3% 87.9% 87.9% 未達成見込み 未達成

170 野生鳥獣による農作物の被害額 161,395千円 － 150,630千円 達成見込み 達成

177 過疎・中山間地域における観光入込数 20,400千人 － 23,164千人 達成見込み 達成

186 一人あたりの都市公園面積 14.5㎡ － 15.1㎡ 達成見込み 達成

203 県産品輸出額 1,403百万円 － 1,585百万円 達成見込み 達成

207 医療機器生産金額 2,127億円 － 1,560億円 達成見込み 未達成

231 林業産出額 2,191億円 － 2,874億円 達成見込み 達成

244 森林整備面積 6,700ha － 4,583ha 未達成見込み 未達成

246 再生可能エネルギー導入量 57.0% － 59.70% 達成見込み 達成

247 県内消費電力と比較した再エネ導入量 97.0% － 109.40% 達成見込み 達成

254 観光消費額（観光目的の宿泊者） 108,000百万円 － 112,237百万円 達成見込み 達成

255 浜通りの観光客入込数 10,200千人 12,282千人 12,288千人 達成見込み 達成

256 福島県教育旅行学校数 5,100校 － 6,732校 達成見込み 達成

261 離職者等再就職訓練修了者の就職率 毎年75%以上 － 77.20% 達成見込み 達成



４ 令和７年度期中評価

○ アウトプット、アウトカム指標の見通しを分析した結果、未達成（見込み）の事業については、年度後半の改善に繋げるとともに
次年度以降の事業の対応方針に反映しました。

事業名 事業概要 事業の進捗・成果

建設DX
推進事業

建設業における長時間労働の是正及び業務
の効率化を図るため、システム改修やデータ
ベースを構築し、DX化を推進するとともに、
建設業のバックオフィス導入に向けた支援
を図ることにより、時間外労働の縮減を図
る。

・デジタル技術活用人材育成講習会や技術支援を実施
・機器購入補助やバックオフィス導入費用の補助

など

現状・課題 対応方針

・ICT活用工事実施率や総実労働時間削減に一定の効果が
得られたが、作業効率向上に必要な建設DXの取組や
ICT機器・建機の施工に慣れた人材育成が進んでおらず、
依然として他産業と比較し労働時間が長くなっている。

・建設業就業者の高齢化が進んでおり、新たな担い手の
確保が急務であるが、若者や女性に建設業の魅力・やり
がいが伝わっていない。

など

・更なる業務効率化・生産性向上に向け、新たな課題（遠隔操作・
無人化施工等）に対応できるDX人材育成の講習会の実施や、
ICT機器等導入に係る費用を引き続き補助する。

・新規就職者の人材育成に係る費用を補助し、未経験者でも安心
して就業できる環境整備を進める。

・重機シュミレーター体験等を通して、若者・女性に建設業の技術
や魅力を発信し、興味・関心を高めることで、今後の担い手確保
につなげていく。

など

＜参考事例＞

Ｒ８年度事業 「建設産業の魅力・やりがい創出支援事業」 に反映

アウトプット指標 ： ICT活用工事実施率 達成見込み(目標値４０%）
アウトカム指標 ：建設業の総実労働時間数 未達成見込み（目標値160.5時間／月)

（参考）
アウトプット指標： R7.6月時点の実績見込み 3０%
アウトカム指標： R7.6月時点の実績見込み １６２．９時間

技術管理課修正
ICT補助は従前の建設DX推進事業でも行ってい
る取組のため黒字・下線無しとしたい＋「引
き続き」の文字を追加
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避難地域等復興加速化 輝く人づくり

人・きずなづくり 豊かなまちづくり

安全・安心な暮らし しごとづくり
中小企業「賃金ＵＰ」応援事業（4.5億円）

建設産業の魅力・やりがい創出支援事業（0.6億円）

新風を吹き込む！チャレンジ農業者応援事業（0.7億円）

『感働！ふくしま』プロジェクト※2（9.2億円）

ふくしま型農業DX推進事業（3.2億円）

ふくしまで働く医療関連産業次世代人材育成事業（0.4億円）

女性活躍・働く世代の健康づくり推進事業（0.8億円）

福島国際研究教育機構地域連携加速化事業（0.2億円）

福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（37.0億円）

Ｊヴィレッジ利活用促進事業（2.1億円）

エネルギー・環境・リサイクル関連産業推進事業（1.2億円）

避難地域復興拠点推進事業（4.4億円）

地域復興実用化開発等促進事業（76.2億円）

双葉地域における中核的病院整備事業（12.7億円）

連携・共創による地域情報発信強化事業（10.2億円）

チャレンジふくしま世界への情報発信事業（0.9億円）

避難地域への移住促進事業（32.0億円）

子どもの医療費助成事業（50.5億円）

チャレンジふくしま戦略的情報発信事業（6.1億円）

グローバル人材育成事業（0.5億円）

ふくしまアート新発見事業（0.3億円）

令和８年度当初予算 重点プロジェクトの主なポイント

78事業 288億円

40事業 145億円

38事業 324億円

45事業 813億円

65事業 594億円

123事業 152億円

防災行動計画促進事業（0.3億円）

「見る。知る。探す。」介護のしごと魅力発見事業（0.6億円）

鳥獣被害対策強化事業（9.3億円）

帰還促進強化支援事業（3.9億円）

地域防災力強化支援事業（0.3億円）

被災者生活再建支援体制推進事業（0.1億円）

福島県産加工食品の安全・安心の確保事業（0.2億円）

新 規

一部新

○ 重点プロジェクト  483事業 3,09９億円

（注）事業については、より関連の深いプロジェクトに記載しています。また、金額については表示単位未満を四捨五入しています。

産業推進・なりわい再生
水産業再生推進総合対策事業（6.1億円）

麦・大豆等需要拡大・生産向上支援事業（0.7億円）

飼料づくり生産性向上支援事業（0.4億円）

福島イノベーション・コースト構想推進事業（7.4億円）

航空宇宙産業集積推進事業（1.8 億円）

ホープツーリズム運営・基盤整備事業（2.2億円）

温暖化・担い手減少対応の農業研究強化事業（0.5億円）

61事業 735億円 魅力発信・交流促進
未来へつなぐ猪苗代湖交流学習推進事業（0.3億円）

ふくしま関係人口拡大・深化プロジェクト（0.4億円）

県公式Webサイト再構築事業（0.2億円）

人口減少対策事業（連携・共創推進／加速化）※3（1.８億円）

観光関連団体連携推進事業（8.0億円）

ひとつ、ひとつ、つなげる、只見線利活用事業（1.0億円）

ふくしま若者Uターン促進プロジェクト（0.4億円）

新 規

33事業 50億円

一部新

新 規

ふくしま健活推進プロジェクト（1.2億円）

子育てエール事業（0.5億円）

ずっと安心！産前産後サポート事業（0.5億円）

探究的な学び推進関連事業（幼児・小中学生・高校生）※1（1.0億円）

ふくしま子育て住宅支援事業（0.9億円）

オールふくしま出会い・結婚応援事業（4.6億円）

ふくしま学力向上総合支援事業（0.2億円）

ふくしま自転車安全利用教育推進事業（0.3億円）

市町村財政緊急支援パッケージ（30.0億円）

デジタル変革（DX）推進事業（3.4億円）

カーボンニュートラル推進事業（2.7億円）

脱炭素社会の実現に向けた水素利用推進事業（9.1億円）

再生可能エネルギー普及拡大事業（19.1億円）

わたしから始めるごみ減量事業（0.8億円）

令和8年度は震災と原発事故から15年が経過し、さらには「県政150周年」を迎えるなど、本県にとって大きな節目を迎える重要な年度となる。震災・原子力災害からの復興・

再生と福島ならではの地方創生を両輪で進め、福島の復興と人口減少対策を加速化できるよう、特に重要な行政課題を8つの「重点プロジェクト」として展開し、切れ目なく重点

的に取り組む。

これまでの成果や課題、社会情勢の変化等を踏まえ、若者や女性の視点も大切にしながら、一つ一つの取組を更に「シンカ（進化・深化・新化）」させるとともに、スクラップア

ンドビルドの考え方を徹底し、新規事業の構築及び既存事業の見直しを図った。

継 続

継 続

継 続

継 続

一部新

一部新

一部新

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

一部新

新 規

新 規

一部新

継 続

継 続

新 規

新 規

継 続

一部新 一部新

一部新

一部新

継 続

一部新

新 規

一部新

継 続

継 続

新 規

継 続

継 続

継 続

※1 ※2 ※3 当該事業については、関連事業を統合して掲載しています。

継 続

継 続

継 続

継 続

一部新

新 規

継 続

【ふくしまレセプション】

【自主防災組織リーダー研修会】

【ふくしま推しの健活フェスタ】

【学生の海外派遣による
脱炭素に向けた取組発信】

【小学生向け工場見学】

【県内企業による
F-REI関連施設の視察】

一部新

【アスパラガスの高畝栽培の研究】 【ラッピングバスお披露目式】

新 規

一部新継 続

新 規
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対応方針に基づく施策への反映状況６

５ 令和８年度当初予算（案）

総合計画審議会会長から知事へ
意見具申

総合計画審議会からの意見に対する
県の対応方針決定
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６総合計画審議会からの意見に対する県の対応方針に基づく施策への反映状況

ひと分野 １ 全国に誇れる健康長寿県へ

対
応
方
針

（１）「みんなでチャレンジ！減塩・禁煙・脱肥満」のスローガンの下、
生活習慣の改善に向けた啓発を推進するとともに、がん・糖尿
病・歯周病・COPD（慢性閉塞性肺疾患）等の対策についても、
関係機関と連携し、取組を強化していきます。

（2）市町村や食品関連団体等との連携を強化し、減塩商品の開
発・販売の支援など自然に健康になれる食環境の整備を図ると
ともに、適正な食塩量・食事量の教育等により知識・選択する力
の育成及び食習慣の改善を図り、健全な食生活の実践を支援し
ていきます。

（3）市町村や関係機関等と連携し、受動喫煙に配慮する意識の醸
成を図るとともに、禁煙希望者に対する禁煙サポートの強化や、
新たな喫煙者を増やさないための啓発等を推進していきます。

（4）生活習慣病の発症リスクが高まる働く世代の健康づくりを推
進するため、企業における健康経営の重要性を発信するととも
に、取組状況に応じて包括的に支援していきます。

（5）市町村が行う地域包括ケアの推進を支援するとともに、健康
寿命の延伸には地域におけるフレイル予防の実践が重要である
ことから、幅広い世代への普及啓発や、運動の習慣化に取り組ん
でいきます。

施策への主な反映状況

審
議
会
意
見

（１）県民の日常生活における健康づくり推進による生活習慣病対策
の強化

（2）健全な食生活を実践するために必要な知識・選択する力の育成
（3）健康増進に向けた禁煙対策・受動喫煙防止の強化
（4）健康経営に対する企業の理解促進と取組の強化
（5）高齢者が健康でいきいきと暮らすことのできる地域づくりの

推進

保健福祉部輝く人づくり（創生）

輝く人づくり（創生）

※掲載写真はイメージです

ふくしま健活推進プロジェクト

【概要】
メタボ・肥満該当者の割合改善を重点的に図ることを目的とし、新たな

ふくしま健民アプリの活用や市町村等との連携を図りながら、自然に健
康になれる環境づくりと、運動・食事の両面から個人の行動変容を促す
取組を実施する。

【ねらい】
健康無関心層から関心層まで幅広い層が、

楽しみながら健康づくりに取り組めるアプリ
とし、県民の健康意識の向上と行動変容を
促進させることで、県民の健康指標を改善
を図る。

たばこの健康影響対策事業

【概要】
幅広い世代に対する禁煙の啓発活動や、喫煙をやめたい方への禁煙支

援、禁煙に取り組む施設の認証等により、喫煙対策と受動喫煙対策に取
り組む。

【ねらい】
本県の喫煙率は全国平均と比較して高い

数値で推移している状況であり、がんや
循環器疾患など様々な生活習慣病のリスク
因子となるたばこの健康影響対策を行う
ことによって、県民の健康寿命の延伸を図る。
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継 続 保健福祉部

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

新 規

予算額 124,529千円

予算額 32,716千円

新たな健民アプリイメージ

福島県禁煙ロゴマーク

【復計課コメント】
「内容とし」を「アプリとし」
に修正しました。



対
応
方
針

（１）本県で安心してこどもを生み育てることができるよう、出会
いから結婚・妊娠・出産・子育てまでのライフステージに応じ、
切れ目のない支援を行うとともに、各施策について、様々な手
段で、分かりやすい情報発信に努めていきます。

（2）子育てを社会全体で応援する機運の更なる醸成に向けて、
民間団体等が実施する幅広い子育て支援活動を促進するほか、
企業と連携した働きやすい魅力的な職場環境づくりの推進、固
定的な性別役割分担意識の解消などを進めていきます。

（3）子育て環境の充実に向けて、市町村と連携し、子育て支援セ
ンター等の設置を促進するとともに、屋内遊び場の運営を支援
していきます。

施策への主な反映状況

審
議
会
意
見

（1）結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくりと適切な情
報提供

（2）地域や企業等における子育てを優先しやすい意識の更なる
醸成

（3）子育て支援センターや子どもの遊び場の設置など、各市町村
と連携した子育て環境の充実

ひと分野 ２ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

※掲載写真はイメージです
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こども未来局

※2/4の知事記者発表資料掲載事業
オールふくしま出会い・結婚応援事業

【概要】
若い世代を対象とした大規模マッチングイベントの開催や、結婚支援シ

ステム「はぴ福なび」の利用促進のほか、市町村等と連携した婚活イベン
トの開催や、共通の趣味等をテーマとした体験型の交流イベントを拡充
するなど、出会いの機会の創出に取り組む。

【ねらい】
若い世代のニーズを踏まえた多様な

出会いの機会を創出し、出会い・結婚
の希望の実現につなげる。

輝く人づくり（創生）

こども未来局

※知事査定 予算額 458,592千円

※知事査定 予算額 300,000千円

新 規

若い世代のニーズを踏まえた
多様な出会いの機会を創出

ずっと安心！産前産後サポート事業

【概要】
遠方で出産や妊婦健診、乳幼児健診等を受診する方に対し医療機関等

までの交通費等を助成し、より安心して出産できる環境を整備するとと
もに、助産師による相談支援や子育てサロンの実施、家庭訪問型子育て
支援の普及を図り、妊娠から出産・産後まで一体的に支援を行う。

【ねらい】
居住する地域にかかわらず、

安心して妊娠・出産に臨み、
子育てをスタートできるようにする。

子育てサロンの実施

輝く人づくり（創生）

【復計課コメント】
赤ちゃんの顔出しは気にす
る保護者も多いですが、問
題ないでしょうか。

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。

一部新



ひと分野 ３ 「福島ならでは」の教育の充実

対
応
方
針

（１）教職員の加配による授業の充実を図るとともに、各種学力調
査等の分析結果や専門的知見を活用し、学力向上策の検討と具
体的な取組を推進していきます。

（2）学校での業務改善に取り組み、教職員がやりがいと達成感を
持って働くことができる持続的な教育環境の構築と、ICT・生成
ＡＩ等を活用した個別最適化された学び、協働的な学び、探究的
な学びを推進していきます。

（3）学校での総合的な学習の時間等において、地域や社会につい
て学ぶ機会を充実させるほか、幼少期から県内企業の魅力を知
る機会を創出するなど、子どもたちが地域への愛着・誇りを持
てるような取組を推進していきます。

（4）市町村や関係機関と連携しながら、高校の統合等に伴い遠距
離通学となる生徒への支援のほか、地域の実情に応じた公共交
通の検討や、空き校舎等の活用等を支援していきます。

（5）文部科学省が作成した放射線副読本や本県が作成した実践
事例集、県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」等を活用し
ながら、児童生徒の放射線に対する正しい理解や適切に行動す
る力を育んでいきます。

施策への主な反映状況

審
議
会
意
見

（１）少人数教育など特色ある教育やきめ細かな指導体制の構築に
よる学びの充実、学力の向上

（2）教職員の働き方改革の推進と生成AIを含むICTの活用

（3）幼少期からはじめる、福島に愛着・誇りを持つことができる
キャリア教育や地域課題探究活動の充実

（4）高校統合等による通学問題や地域活性化への支援

（5）放射線に関する正しい知識を学べる環境づくりと学校におけ
る放射線教育の推進

教育庁
輝く人づくり（創生）

新 規

※掲載写真はイメージです
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教育庁

ふくしま学力向上総合支援事業

【概要】
学校や市町村教育委員会における学力向上対策を総合的に支援する

ため、各種学力調査の結果に基づいて選定した学校を直接訪問し、継続
的に伴走支援を行う。
また、デジタルドリルの開発及びICT機器の活用促進により、学習履歴

に基づく個別指導を拡充するなど、エビデンスに基づく対策を講じる。

【ねらい】
指導主事が不在の市町村教育委員会への

伴走支援の充実や、県独自のデジタルドリル
の作成による、個別最適な学びと個に応じた
指導の充実などにより、県内すべての小中
学校の児童生徒の学力の向上を図る。

継 続

輝く人づくり（創生）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

（補足）
学力向上と探究活動の充実の二本柱
という見せ方で事業を選定しました。

デジタルドリル「キビタンシート」
における学習履歴

予算額 15,460千円

予算額
幼児 10,805千円
小中学生26,048千円
高校生 59,418千円

ふくしま高校生社会貢献活動
コンテストで探究の発表をする
いわき光洋高校の生徒

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。

探究的な学び推進関連事業（幼児・小中学生・高校生）
※関連事業を統合して掲載

【概要】
幼児期段階から探究的な学びの基盤となる力を育成するとともに、公

立小中学校においては地域課題に特化したプログラムを開発する。さら
に、地域探究コーディネーターの配置による学校と地域等の連携の強化
や探究ポータルサイトの活用、探究学習の発表会等を通じた好事例の横
展開等を行うなど、全ての学校段階で探究的な学びを推進する。

【ねらい】
全ての学校段階において、「探究的な学び」

を推進し、福島に誇りや身近な地域に愛着を
持てる教育を実践することで、正解のない社
会の課題を解決する力や子供たちが未来を
切り拓くために必要な力を育成する。



対
応
方
針

（１）外国人住民に対して「多言語による外国人向けの生活相談窓
口」の周知を強化するとともに、あらゆる立場の県民が、県政に
関する様々な情報に容易にアクセスできるよう、発信手段等を
工夫していきます。

（2）援助を必要とする方が安心して暮らしていけるよう、多様な
相談にきめ細かく対応するとともに、支援に携わる市町村や関
係団体等に対する研修や、民生委員の役割や活動内容の理解促
進を通じた担い手確保などにより、要支援者を支える人材の育
成・確保に取り組んでいきます。

（3）障がいのある方の生涯にわたる学びや文化芸術・スポーツ活
動を支援し、障がいのある方の社会参加を推進していきます。

（4）地域や職場における固定的な性別役割分担意識やアンコン
シャス・バイアスの解消に向けた普及啓発を強化し、女性が能力
を発揮し活躍できる環境づくりを推進するなど、ジェンダー平
等の視点を様々な取組に反映していきます。

施策への主な反映状況

審
議
会
意
見

（1）国籍等にかかわらず、あらゆる立場の県民が県政に関する情報
を受け取りやすくするための環境づくり

（2）地域で援助を必要とする方へのきめ細かな支援と、要支援者を
支える人材の育成・確保

（3）障がい者の生涯学習の推進

（4）性別に関係なく活躍できる社会の実現に向けた固定的性別役
割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消

ひと分野 ４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

総務部

生活環境部

新 規

※掲載写真はイメージです
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県公式Webサイト再構築事業

【概要】
Webにおける情報発信の基盤であり、いわば県の顔である県公式

Webサイトを、若者から高齢者まで、広く県民や県外からの多様な利用
者が必要とする情報に容易にアクセスできるものに再構築し、情報発信
機能を強化する。

【ねらい】
より伝わる情報発信を行うため、

県公式Webサイトをさらに見やすく、
使いやすいものへと再構築する。

多文化共生推進事業

【概要】
多文化共生社会の形成を推進するため、関係団体等と連携しながら、

外国人住民に対する日本語教育や、外国人住民と県民との交流、市町村
職員等を対象とした多文化共生研修会等を実施する。

【ねらい】
県人口に占める外国人住民が１％を

超える中において、外国人住民も地域
住民も、誰もが地域社会の一員として、
安心して、いきいきと暮らせる魅力ある
社会の実現を目指す。

魅力発信・交流促進（創生）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

一部新 輝く人づくり（創生）

予算額 23,465千円

予算額 24,238千円

県公式Webサイトを再構築
（写真は現行のもの）

やさしい日本語セミナー

【確認済み】
・マスク無しの写真があれば差し替
え願います。
・個人の顔が映っていますが問題な
いでしょうか。
→コロナ禍の写真ではないが、使用
できる写真がこれしかないため、こ
の写真を使用する。
（行政職員向けのセミナーの写真で、
顔出し了解済み）

【復計課コメント】
「直感的に」とはどんなものな
のかもう少し詳しく記載できな
いでしょうか。



ひと分野 5 福島への新しい人の流れづくり

対
応
方
針

（１）ふくしま創生・人口戦略官民連携・共創チームの取組など、
様々な機会を捉えて若者や女性の意見を把握し、県外転出の要
因を的確に捉えるとともに、幼少期からの地域への愛着や職業
観の醸成などにより、若年層の定着・還流を促進するための取
組を総合的に展開していきます。

（２）福島ならではの魅力を効果的に発信し、様々な切り口で福島
と関わる機会を創出するとともに、地域と移住者がコミュニティ
の中で良好な関係を築くことができるよう、交流会や研修会等
を通して地域の理解醸成を図っていきます。

（３）市町村や民間受入団体、移住コーディネーター等を対象とし
た定着支援に関する研修会を開催し、移住後を見据えての一貫
した支援体制の構築に取り組んでいきます。

（４）県移住ポータルサイトでの移住者インタビューの紹介や、移住
セミナー・相談会等での先輩移住者の様々なライフスタイルの紹
介・交流などを通して、様々なモデルケースを発信していきます。

施策への主な反映状況

審
議
会
意
見

（1）県外転出の要因分析に基づく、若者や女性の定着・還流の促進

（2）関係人口・交流人口の拡大と移住者等の受入に向けた地域の
理解醸成

（3）移住後も安心して地域に定着できる支援体制の強化

（4）移住・定住の促進に向けた地域や先輩移住者等との交流の促
進と、本県の移住先としての魅力発信の強化

企画調整部

魅力発信・交流促進（創生）

魅力発信・交流促進（創生）

新 規

※掲載写真はイメージです
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企画調整部

人口減少対策事業（連携・共創推進／加速化）
※関連事業を統合して掲載

【概要】
ふくしま創生総合戦略に掲げる取組を着実に推進し、人口減少対策に

危機感を持って、オール福島で対応するため、官民連携・共創の推進、庁
内連携体制の強化により戦略的に事業を展開するとともに、各地方振興
局において様々な主体と連携しながら、地域特性を踏まえた事業を実施
するほか、エビデンスに基づく政策形成能力の強化に取り組む。

【ねらい】
人口減少は喫緊の課題であるため、

県民や市町村、企業、団体、女性・若者など
あらゆる方々と「連携・共創」し、「地域の多
様性」を最大限に引き出しながら、
県全体で人口減少対策を講じていく。

ふくしま関係人口拡大・深化プロジェクト

【概要】
関係人口受入体制の整備、県・市町村・民間団体等による多様な関係人

口拡大の取組の一元的な情報発信等により、地域おこし、農業、ワーケー
ション、移住体験など様々な切り口から関係人口の創出・拡大、関係性の
深化につなげる。

【ねらい】
関係人口を拡大・深化させ、新しい人の

流れを作っていくため、部局横断、市町村
連携による取組を促進する。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

一部新

予算額 178,267千円

予算額 35,523千円

「ふくしま共創チーム」
キックオフミーティング

地域と関係人口の交流事業

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。



施策への主な反映状況

暮らし分野 １ 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

審
議
会
意
見

（1）県産農林水産物における放射性物質検査の継続

（2）放射線等に関する正しい知識の普及・理解促進に向けた情報発
信や学びの場の確保

（3）多様な被災者・避難者に寄り添ったきめ細かな支援

（4）避難地域における帰還者と移住者の交流促進に向けた支援

（5）被災企業の事業再開等に関する支援

対
応
方
針

（１）安全な県産農林水産物の流通に向け、緊急時モニタリング検査
及び自主検査による検査体制を維持するとともに、その結果を
迅速に公表していきます。

（2）県民の安全・安心を確保するため、放射線に関する科学的な知
識等、正確な情報発信に継続して取り組むほか、県環境創造セン
ター交流棟「コミュタン福島」で各種講座を開催し、学びの場を確
保していきます。

（3）関係機関や民間団体等と連携した戸別訪問や交流機会の提供
などを通して、被災者・避難者の抱える個別課題の把握と解決に
取り組んでいきます。

（4）帰還者（地域住民）と移住者の交流機会を設けるとともに、よ
り良い地域づくりに向けて、地域コミュニティの再構築に係る支
援に取り組んでいきます。

（5）東日本大震災及び原子力災害により甚大な被害を受けた中小
企業・小規模事業者が、県内移転先や避難指示解除区域で事業再
開又は事業継続等できるよう、施設・設備等の復旧費用に対する
補助を通じて支援していきます。

避難地域復興局

※掲載写真はイメージです
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ふるさとふくしま交流・相談支援事業

【概要】
県内外に避難を継続している県民に対して、個別課題の把握と解決を

図り、関係機関や民間団体等と連携しながら、避難者の生活再建や帰還
に結び付けるため、相談対応や戸別訪問、交流機会の提供などを実施す
る。

【ねらい】
避難生活の長期化に伴い、避難者の抱え

る課題が個別化・複雑化していることから、
生活再建支援拠点や復興支援員による相
談対応、戸別訪問などを通してその把握と
解決に努めるとともに、避難者同士や避難
先住民との交流の機会を設けるなど、関係
機関と連携しながら、避難者の生活再建や
帰還に結び付ける。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

避難地域復興局

人・きずなづくり（復興）避難地域への移住促進事業

【概要】
避難地域12市町村への移住・定住を促進するため、ふくしま12市町村

移住支援センターを中心に、戦略的な情報発信、移住希望者の呼び込み
や定着のための受入体制強化の支援などに加え、移住に要する一時的
な費用負担等の軽減を目的に、移住者に対し支援金の給付を行う。

【ねらい】
避難地域においては、特に地域や復興の

担い手不足が大きな課題となっている
ことから、帰還を促進する施策と併せて、
地域の新たな活力として移住者を呼び込む
とともに、帰還者と移住者のつながりづくり
や地域コミュニティの再生支援等を通して、
移住者の地域への定着を図る。

一部新

安全・安心な暮らし（復興）

予算額 579,641千円

予算額 3,199,893千円

地域住民と移住者の交流会

生活再建支援拠点

【復計課コメント】
・県民に対して」と「避難者の」が
重複した記載になっていると思われ
ましたので削除しました。
・個人の顔が映っていますが問題な
いでしょうか。
・写真の説明で（ ）は
削除しました。

【復計課コメント】
・個人の顔が映っていますが問題な
いでしょうか。
・写真の説明で（ ）は
削除しました。

継 続



施策への主な反映状況

暮らし分野 ２ 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

審
議
会
意
見

（1）災害復旧・復興業務におけるICT等の積極的な活用の推進

（2）地域における豪雨災害の発生リスクに関する効果的な情報
発信

（3）自主防災組織活動の活性化や、避難所運営の支援、防災講座
の開催、地区防災計画の作成支援など、県民の防災意識の向上
等による地域防災力の強化

（4）地域の状況に応じた生活交通の確保及び空き家対策の支援

対
応
方
針

（１）インフラ設備等の災害復旧・復興業務の効率化や、受発注者双
方における生産性向上を図るため、建設産業におけるICT等の
活用を推進していきます。

（2）県民の生命・財産を保全するため、各河川の雨量及び水位や土
砂災害の発生危険度等に関する情報を「河川流域総合情報シス
テム」や「土砂アラート」等でリアルタイムに発信するとともに、荒
廃林地の復旧等の治山事業を実施していきます。

（3）県民の自助意識の醸成を図るとともに、防災士を活用した自
主防災組織等の活動支援を進めるほか、様々な団体等と広域的
に連携しながら、地域防災力の強化に取り組んでいきます。

（4）市町村や関係機関と連携しながら、広域的な移動ニーズに合
わせて地域公共交通ネットワークの構築や見直しを行い、持続可
能なサービスの維持・確保に努めるとともに、空き家対策には、
地域の実情を踏まえ総合的かつ効果的に取り組んでいきます。

危機管理部安全・安心な暮らし（復興）

※掲載写真はイメージです

40

土木部
建設産業の魅力・やりがい創出支援事業

【概要】
業務効率化や生産性向上、バックオフィス導入など、デジタル活用によ

り働き方改革を推進するとともに、重機疑似体験等により建設産業の魅
力を発信し、担い手となる若者・女性の人材確保につなげる。

【ねらい】
令和６年４月から建設業における時間外

労働の上限規制が適用されたことから、
デジタル技術なども活用しながら、働き方
改革の取組をより一層強化する。
また、他産業に比べ、給与や休暇が少なく、

若者の就職や定着が課題となるなど、担い手
不足が深刻化しており、建設業の職場環境の
改善を図る。

防災行動計画促進事業

【概要】
激甚化・頻発化している災害に備え、災害の種別ごとに各機関の防災

行動を時系列で整理した防災タイムラインを策定・共有し、関係機関との
連携を強化するとともに、迅速で適切な災害対応につなげる。

【ねらい】
防災タイムラインを通じて自助、共助、公助

の連携を促し、行政の災害対応力を強化す
るとともに、コミュニティ（自主防災組織等）
や個人・家庭ごとのタイムライン作成を促す
ことで、県民一人一人の防災意識の醸成を
目指し、地域の防災力の強化に取り組んで
いく。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

しごとづくり（創生）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

新 規

予算額 57,000千円

予算額 31,803千円

新 規

県・市町村・関係機関が参画する
タイムライン部会

重機疑似体験

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。

【復計課コメント】
・何が「深刻化」しているの
かが分かるよう修正願います。
・個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。



施策への主な反映状況

暮らし分野 ３ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

審
議
会
意
見

（1）双葉地域における医療体制の確保・充実

（2）医療、介護・福祉分野の人材養成と定着への支援

（3）医療機関や介護施設等の施設整備への支援

対
応
方
針

（１）双葉地域の医療提供体制を再構築するため、中核的病院の整
備を進めるとともに、医療機関の再開・継続に向けた支援等を
行っていきます。

（2）医療、介護・福祉分野の人材確保のため、仕事の魅力とやりが
いを若い世代に効果的に伝えるとともに、働きやすい職場環境
づくりを支援するなど、離職防止や人材養成・育成を推進してい
きます。

（3）医療機関や介護施設等の施設整備に関する支援制度の丁寧な
周知や、補助金等の早期交付に努め、地域の医療提供体制や介
護サービス等の確保・充実を支援していきます。

保健福祉部

※掲載写真はイメージです
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保健福祉部

「見る。知る。探す。」介護のしごと魅力発見事業

【概要】
介護のしごとの魅力をSNSにより発信する（見る）とともに、有償ボラ

ンティアのマッチング支援や親子介護イベント、出前授業の実施により理
解を深め（知る）、興味を持った若年層等が介護の就職情報に手軽にアク
セスできる（探す）環境を整備することにより、介護職への就職を後押し
する。
【ねらい】
介護人材は令和12年に3，285人不足

すると推計され、深刻な人手不足が課題
である。本事業によって、介護職の魅力
を伝え、介護福祉士養成施設への進学及
び介護職への進路選択を促すよう総合的
に取り組んでいく。

若者の県内定着のための看護の魅力発信事業

【概要】
若年層をターゲットとした看護の魅力を体験するイベントや、看護職の

キャリアスタートブックの配布、継続的な情報発信などにより、将来の看
護職のキャリアをイメージできる機会を提供する。

【ねらい】
県内看護師等学校養成所への進学促進、

さらに県内外看護学生の県内就業の促進
など、進路決定前から就職に至るまで切れ
目なくサポートすることで、地域医療を担う
人材の育成・確保・定着を図る。

新 規

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

安全・安心な暮らし（復興）

しごとづくり（創生）

継 続

予算額 60,993千円

予算額 80,152千円
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介護のしごとのSNSによる魅力発信

【確認済み】
①個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。
→修正予定

②リカちゃんの画像の使用は
問題ないでしょうか。
※キャラクターの画像が
一部見切れていたり、

「著作TOMY」の表示があり
ませんが、問題ないでしょうか。

→問題なし（確認済み）

【確認済み】
個人の顔が映っていますが問題な
いでしょうか。
→問題なし
（SNSでも使用している写真）

【復計課コメント】
・「県内看護師等学校養成所」の表現は正し
いでしょうか。
学校と養成所はほぼ同義かと思います。
（県内看護師等学校・養成所が正しいでしょ
うか？）

・「促進」が「切れ目なくサポートする」に
係っているのであれば、
「促進」よりも「支援」の方が適当ではない
でしょうか。

・「復興」が唐突感を感じます。
よく使うキーワードかとは思いますが、
この文脈では「復興」を付けなくても
意味は伝わるのではないでしょうか。

看護の魅力を体験するイベント



施策への主な反映状況

暮らし分野 ４ 環境と調和・共生する県づくり

生活環境部

審
議
会
意
見

（1）豊かな自然や美しい景観の保全に配慮した地域活性化や地域
愛着形成の推進

（2）2050年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の
機運醸成と実践拡大

（3）ごみの減量化やリサイクルの強化に対する県民意識の醸成

（4）有害鳥獣の捕獲体制の強化と捕獲人材の育成・確保

対
応
方
針

（１）自然の恵みの次世代への継承や地域への愛着形成を図るため、
自然との共生に関する普及啓発・人  材育成等に取り組むととも
に、自然環境の保護と活用を適切に推進していきます。

（2）金融機関等と連携した中小企業の脱炭素化の推進やJ-クレ
ジットの創出、ふくしま涼み処等の熱中症対策など、「緩和策」と
「適応策」を両輪に、オール福島で取組を推進していきます。

（3）市町村と連携しながら、福島県環境アプリ等を通じた「３つの
“きり”（生ごみの水きり、料理の食べきり、食材の使いきり）の実
践」及び「リサイクル可能物の分別」に関する意識啓発を行ってい
きます。

（4）地域の実情に応じた鳥獣被害対策の支援や新規狩猟者の育成
を行い、市町村や関係機関と連携し、県民が安心して暮らせる環
境の保全に努めていきます。

※掲載写真はイメージです

一部新

42

生活環境部

新 規

魅力発信・交流促進（創生）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

安全・安心な暮らし（復興）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

予算額 31,703千円

予算額 930,119千円

未来へつなぐ猪苗代湖交流学習推進事業

【概要】
県内の小学生などが、猪苗代湖の保全活動や地域資源として活用する

人との交流、体験活動を通して、猪苗代湖の自然環境、文化等について
学ぶためのプログラム等の構築を図る。
また、県外ラムサール条約登録湿地の環境教育先進地に小学生を派遣

し、交流や環境保全の学びを深めるほか、パンフレット（多言語化）やホー
ムページで情報発信等を行う。

【ねらい】

猪苗代湖のラムサール条約登録を契機として、

猪苗代湖をフィールドとした環境学習や交流を

促進することで地域への愛着形成を図るととも

に、猪苗代湖の魅力や状況を広く発信する。

また、水と親しむ場の創出などにより、

ラムサール条約の３つの基本原則（「保全・再生」

「ワイズユース（賢明な利用）」「交流、学習」）に

基づく取組を推進していく。

ヒシ刈り体験
（猪苗代湖・裏磐梯湖沼

フォトコンテスト入賞作品）

鳥獣被害対策強化事業

【概要】
地域住民が主体となって行う鳥獣被害対策を支援するため、対策の助

言を行う専門家の派遣や対策に係る経費の補助を行うほか、イノシシや
ニホンジカによる被害を防止するための指定管理鳥獣捕獲、クマによる
被害の防止に向けた調査、情報発信、被害防除、市町村支援など総合的
な対策を行う。
また、野生鳥獣対策を担う人材となる新規狩猟者を対象とした育成研

修を実施するほか、人材確保に向けた検討会を
設置する。

【ねらい】
ツキノワグマやイノシシ等の生息数や生息域

が拡大していることから、適正な対策を実施
することで被害を減少させ、安心して暮らせる
環境を守るとともに、野生動物との共生を図る。

はこ罠によるクマ捕獲

【確認済み】
①個人の顔が映っていますが問題な
いでしょうか。
→問題ないとのこと

②写真の説明の「ヒシがり」の「が
り」は平仮名でよいでしょうか。
→漢字に修正

（メモ）
写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。

【復計課コメント】
・【概要】に記載した愛着形成が、
【ねらい】の部分で触れられていな
いため、朱書きのとおり修正してみ
ました。問題ないかご確認願います。

・「活動報告向けパンフレット」が
分かりにくいため、修文願います。

【復計課コメント】
・写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。



施策への主な反映状況

暮らし分野 ５ 過疎・中山間地域の持続的な発展

企画調整部

審
議
会
意
見

（1）地域資源や文化、伝統に対する愛着形成と人材の育成・確保

（2）過疎・中山間地域の特性を生かした新たな取組の推進や
柔軟な支援

（3）過疎・中山間地域における生活交通の利便性向上

対
応
方
針

（１）県民が地域への愛着や誇りを持てるような機会の充実や取組
の推進とともに、伝統・文化等における後継者の育成・確保を支
援していきます。

（2）若者や女性、移住者等の視点を大切にしながら、地域の特性に
合わせて住民が主体的に行う地域づくりの取組を支援していき
ます。

（3）地域の実情を踏まえながら、市町村や事業者等と連携し、交通
弱者の移動手段の維持・確保に取り組んでいきます。

一部新 豊かなまちづくり（創生）

生活環境部

※掲載写真はイメージです
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地域創生総合支援事業

【概要】
各地方振興局が、地域が有する個別課題に機動的かつ柔軟に対応する

とともに、住民が行う地域振興のための事業を支援することにより、個
性と魅力あふれる地域づくりを総合的・効果的に推進する。

【ねらい】
地域の新たな担い手（若者や女性等）の

発掘及び育成や、複数市町村による広域
連携及び多様な主体との共創の推進を
を図る。

公共交通人材確保支援事業

【概要】
公共交通事業の運転手等の県外採用活動に係る経費の支援、運転手

等の就業体験や魅力発信、人材の育成支援、女性が働きやすい職場環境
の整備に関する支援等を行う。

【ねらい】
公共交通事業者が運転手の人材確保の

ために実施する取組を支援することにより、
地域公共交通の維持確保や利便性向上を
図る。

豊かなまちづくり（創生）新 規

（写真の説明文）

予算額 869,783千円

予算額 29,800千円

地域活性化フィールドワーク

女性バス運転手
（福島交通㈱HPより）

【復計課コメント】
・個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。

【念のため確認】
写真の使用は問題ないで
しょうか。
（バス会社の許可はもらっ
ているのでしょうか）
→OK（了承済）



施策への主な反映状況

暮らし分野 ６ ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

審
議
会
意
見

（1）多様な住民が主体となり、世代や分野、地域を越えて連携・
発展していく地域づくり

（2）生涯学習やスポーツ活動の機会充実と、その魅力を伝えるため
の情報発信

対
応
方
針

（１）市町村・企業・NPO等が協働・補完しながら、地域課題の解決
に向けた取組や、住民主体の魅力ある地域づくりを推進してい
きます。

（2）市町村や民間団体等と連携し、公民館等を活用した生涯学習
やスポーツ活動等の機会充実と、様々な広報媒体を活用した効
果的な情報発信により、多様な住民の社会参加の促進に取り組
んでいきます。

継 続

※掲載写真はイメージです

豊かなまちづくり（創生）
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文スポ

NPO強化による地域活性化事業

【概要】
復興をはじめとする様々な地域課題に取り組むNPOが、継続的に活

動を行えるよう組織基盤を強化するとともに、企業や地方公共団体など
の様々な主体と一体となって、課題や資源、ノウハウを共有する場を提
供し、ネットワークを形成することで地域課題解決を促進する。

スポーツふくしま普及啓発・住民参加事業

【概要】
市町村やスポーツ関係団体などで構成する会議の実施や、スポーツイ

ベントの開催、スポーツボランティアの更なる育成を図るとともに、地域
でのスポーツ活動の受け皿として期待される、総合型地域スポーツクラ
ブへの支援を通じて「福島県スポーツ推進基本計画」に基づく生涯ス
ポーツ活動の促進を図る。

【ねらい】
県内の成人の週１回以上の運動・

スポーツ実施率を向上させるため、
スポーツ参画機会を積極的に創出し、
県民の生涯スポーツ活動を通じた
健康増進等を図る。

継 続

文スポ

予算額 11,708千円

予算額 12,870千円

【ねらい】
地域課題の解決に大きな役割を果た

しているNPO法人の組織力や運営力
の強化等を支援することで、地域課題
解決に向けた取組の推進を図る。

NPOを対象としたAI活用講座

輝け未来へ！スマイルスポーツ教室
ｉｎふくしま（ブレイクダンス教室）

【復計課コメント】
・個人の顔が映っていますが問
題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。



施策への主な反映状況

しごと分野 １ 地域産業の持続的発展

審
議
会
意
見

（1）県内企業の魅力・情報発信の強化

（2）地域産業を支える中小企業の経営基盤構築や事業承継等に
対する柔軟な支援

（3）省力化、生産性向上の支援及びDXの推進

（4）多様な起業に向けた支援の充実

（5）県産品の開発、販路拡大等への支援

対
応
方
針

（１）高校生や大学生等の若い世代に対するSNS等の活用や、保護
者世代に対するテレビや新聞等の活用など、県内企業や本県で
働くことの魅力について戦略的に発信していきます。

（2）地域産業の持続的発展のため、関係機関と連携しながら、中小
事業者の経営課題解決を支援する体制を構築するとともに、円
滑な事業承継のためのセミナーを開催するなど、中小企業の課
題に応じた支援に柔軟に取り組んでいきます。

（3）デジタル技術の導入支援やデジタル人材の育成、経営支援団
体による伴走支援等を通じて生産性向上に取り組むとともに、販
路拡大等を支援していくことで、中小企業の持続的な成長につな
げていきます。

（4）創業に係る資金の支援に加え、創業希望者の発掘から事業立
ち上げまでを一体的に支援し、起業しやすい環境づくりに取り組
んでいきます。

（5）県産品の開発、販路拡大に向けて、マーケットインの視点と戦
略的なブランディングによる商品開発を支援するとともに、展示
会出展などを支援していきます。

商工労働部
しごとづくり（創生）

しごとづくり（創生）

※掲載写真はイメージです
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新 規 商工労働部

『感働！ふくしま』プロジェクト(情報発信事業)事業

【概要】
若い世代を含めた幅広い世代に、県内企業や福島で働く魅力を関係団

体と連携を強化しながら効果的に発信するとともに、本プロジェクトの
ホームページやSNS等で、若い世代が求める情報（社内の様子、社員の
声など）や保護者向けの情報（県内企業に就職した若手社会人の声など）
を発信することにより、人材の県内定着・還流を一層促進する。

【ねらい】
人手不足が顕在化している県内企業の

人材確保を図るため、県内企業やふくしま
で働く魅力の発信を強化するとともに、
別事業において、小中学生から社会人まで
の各世代向けの気づき・体験機会の提供、
就職に向けたマッチング支援、魅力ある
職場づくり等を行いながら、人材確保の
ための取組を総合的に展開する。

中小企業「賃金ＵＰ」応援事業

【概要】
企業に対し、生産性向上計画の策定や計画の実施に向けて、 専門家に

よる伴走支援や、省力化機器・設備、ＩＴツール等の導入経費の支援を行
うとともに、企業の価格交渉力等向上に向けたセミナーの開催や伴走支
援、事業者・消費者双方の理解醸成を図るための広報等の実施により価
格転嫁を促進し、企業の稼ぐ力の向上を支援する。

【ねらい】
設備投資の増加による企業活動の活発化

や持続的な賃上げによる個人消費の活性化
による県内経済の好循環を実現するため、
県内企業の収益を改善し、継続できる体制
を確保を図る。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

予算額 177,698千円

予算額 454,691千円

一部新

学生×企業デジタルプロモーション事業
FUKUSHIMA Work Stories

専門家派遣による支援

【復計課コメント】
・個人の顔が映っています
が問題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様
子」の文言は削除しました。

【復計課コメント】
個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。



施策への主な反映状況

しごと分野 ２ 福島イノベーション・コースト構想の推進

審
議
会
意
見

（1）企業への伴走支援の強化やサプライチェーンの構築支援、地
域と連携した人材育成等による福島イノベーション・コースト構
想の着実な推進

（2）Ｆ－ＲＥＩに関する県民の理解醸成と情報発信の強化

対
応
方
針

（１）福島イノベーション・コースト構想の着実な推進に向けて、国、
市町村、関係機関と一体となり、事業化に向けた企業への伴走支
援や、進出企業と地元企業のマッチング等サプライチェーンの構
築に取り組むとともに、STEAM教育の推進や専門高校におけ
る専門人材の育成などに取り組んでいきます。

（2）F-REI・福島イノベーション・コースト構想推進機構・県の三者
間の包括連携協定に基づき、福島イノベーション・コースト構想と
結びつけながら、F-REIに関する理解醸成と情報発信に取り組
んでいきます。

企画調整部
産業推進・なりわい再生（復興）

※掲載写真はイメージです

避難地域等復興加速化（復興）
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一部新

企画調整部

福島イノベーション・コースト構想推進事業

【概要】
福島イノベ構想の実現に向け、福島イノベ構想推進機構や、国・市町村・

大学等の多様な主体と連携するとともに、イノベ地域への進出企業を対
象とした交流会や個別訪問の実施、地元企業に向けたイノベ構想参画セ
ミナーの開催等により、企業や自治体等のネットワーク構築を進めるほ
か、大学等の復興知を活用したイノベ構想を支える人材育成及び定着支
援等を実施する。

【ねらい】
進出企業と地元企業等の効果的な

マッチングを実現し、地元のサプライ
チェーンに厚みを持たせるとともに、
地域でイノベーションを生み出す高度な
人材の長期的な教育・育成基盤の構築を
図る。

福島国際研究教育機構連携推進事業

【概要】
福島イノベ構想推進機構にコーディネーターを設置し、F-REIの研究開

発の社会実装に向けた支援と地域との連携促進に取り組む。また、今後
のF-REIの研究成果の産業化等を見据えた企業関係者等への情報発信
を行う。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

新 規

予算額 739,343千円

予算額 24,027千円

【ねらい】
県内外におけるF-REIの認知度向上

を図るとともに、F-REI研究者等の
ニーズを踏まえたイノベ企業等との
連携促進を通じて、F-REIの研究
開発活動の活性化及びイノベ構想
とF-REIとの連携を深める。

県内企業へのF-REIの研究内容の講演

進出企業による
イノベ構想参画事例の紹介

「専門人材の育成」の太
字の解除をお願いいたし
ます。（教育庁の事業の
ため）
➜（復計課回答）
10月の対応方針で太字で
表示した部分のため、今
回太字を解除することで
きません。

資料の右側の事業は、代
表的な事業という整理で
すので、対応方針を全て
満たしている事業でなく
ても大丈夫です。
（専門人材の育成は別事
業で対応しているという
整理で構いません）

【修正依頼】
写真の説明を修正願います。
（広域連携技監を削除。何を伝
える講演かを追記）
→修正済み

【復計課コメント】
「連携の進化を進める」は
「連携の強化を進める」では
いかがでしょうか。



施策への主な反映状況

しごと分野 3 もうかる農林水産業の実現

審
議
会
意
見

（1）農林水産業の魅力・情報発信等による多様な担い手の確保

（2）ＩＣＴ技術等の導入による生産性の向上と経営の安定化

（3）新規就農者等に対する経営支援や技術的支援、支援策の情報
発信の強化

（４）県産農林水産物の魅力発信と販路拡大等の強化

対
応
方
針

（１）農林水産業の担い手の確保に向けて、若い世代を中心に就業
体験を通して魅力を伝えるとともに、技術習得の支援や受入体
制の強化など、 多様な担い手の就業支援に取り組んでいきます。

（2）持続的で発展可能な営農に向けて、ICT等の先端技術の開発
や実証研究、スマート農業技術の実証や普及、人材の育成など総
合的な取組を実施するとともに、スマート農業機器を備えた施設
整備や遊休施設の再整備を支援していきます。

（3）関係機関と連携しながら、農林水産業従事者の確保に向けた
人材育成や就農相談等の実施、定着に向けた経営改善のための
伴走支援の強化など、切れ目のない支援を行うとともに、SNSや
ホームページを活用した情報発信を強化していきます。

（4）「福島ならでは」の強みを活かした県産農林水産物のブランド
化や販路の拡大、情報発信によるイメージ向上の取組等を支援
するとともに、県産水産物の競争力強化等を図るため、流通量拡
大に向けた実証等を推進していきます。

農林水産部

※掲載写真はイメージです

しごとづくり（創生）

しごとづくり（創生）
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農林水産部

ふくしまの次代を担う新規就農者支援事業

【概要】
新規就農者の確保・定着に向けて、支援情報の発信のほか、就農希望

者を対象とした農業法人での実践研修「お試し就農」や現地ツアー、農業
短大や農業高校等と連携した農業体験や就農相談会、地域におけるサ
ポート体制の構築、研修農場の整備等の総合的な支援を実施する。

【ねらい】
農業就業人口減少と高齢化の中、地域に

応じた担い手対策や、農業法人等の事業
拡大のための人材を県内外から確保・育成
する。

ふくしま型農業ＤＸ推進事業

【概要】
高齢化による農業の担い手不足が深刻化する中、少ない担い手による

営農に向け、スマート農業技術の導入を加速化させるため、技術の実証か
ら、普及、情報発信、人材育成、広く活用できる仕組みづくりに至る総合
的な取組を実施する。

【ねらい】
スマート農業を推進することで、経営の

規模拡大や効率化を図るとともに、経験が
浅くても農業に取り組みやすい環境を整え
る。

継 続

一部新

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

予算額 167,882千円

予算額 321,014千円

お試し就農

無人トラクターと有人トラクター
の協調作業

【復計課コメント】
・個人の顔が映っています
が問題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様
子」
の文言は削除しました。



施策への主な反映状況

しごと分野 ４ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現

企画調整部

審
議
会
意
見

（1）地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大と地産地
消の推進

（2）地域と共生した再生可能エネルギーの導入

対
応
方
針

（１）国等と連携し、地域資源の有効活用を図りながら、再生可能エ
ネルギー設備の導入を推進するとともに、自家消費や地産地消
に用いる設備の導入支援等に取り組んでいきます。

（2）福島県再生可能エネルギー推進センター等と連携した地域主
導による導入推進など、地域と共生した再生可能エネルギーの
導入を促進していきます。

※掲載写真はイメージです
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継 続

再生可能エネルギー地産地消支援事業

【概要】
県内の住宅等に住宅用太陽光発電設備や蓄電池等を設置する個人に

対する支援や、県と環境省で締結した福島の復興に向けた未来志向の環
境施策推進に関する連携協力協定に基づき、「脱炭素社会」と「復興まち
づくり」の実現のため、脱炭素事業に取り組む民間事業者等に対する支
援を実施する。

【ねらい】
住宅用太陽光発電や企業による自家消費

型再生可能エネルギー等の取組等により 地産地消を進めること
再エネの地産地消を進めることで、地域
レジリエンスの向上やカーボンニュートラル
の実現につなげる。

再生可能エネルギー普及拡大事業

【概要】
再生可能エネルギー先駆けの地の実現に向け、再生可能エネルギーに

関する理解醸成を図りながら、事業ステージに応じて、地域と共生する
再生可能エネルギー事業の立ち上げを支援するとともに、地域における
再エネの導入を促進する。

【ねらい】
（一社）福島県再生可能エネルギー推進

センターと連携しながら、事業参入に向け
た相談対応を実施するとともに、地域貢献・
活性化につながる再エネ発電設備の導入
支援を通じ、地域と共生した再生可能
エネルギーの導入を促進する。

継 続

企画調整部

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

豊かなまちづくり（創生）

豊かなまちづくり（創生）

予算額 1,047,002千円

予算額 1,906,932千円

自家消費型再エネの導入支援事例
（(株)アイリスプロダクト）

再エネに関するセミナー

【復計課コメント】
・「県と環境省で締結した連携協定」
がどんな協定なのかが書いておらず、
分かりにくいです。

→「県と環境省で締結した●●の連携
協定に基づき」などと修正願います。

【復計課コメント】
・文言を一部修正しましたので、
確認願います。

・写真の説明で「～の実施」
の文言は削除しました



施策への主な反映状況

しごと分野 ５ 魅力を最大限いかした観光・交流の促進

観光交流局

審
議
会
意
見

（1）大型観光キャンペーン等を活用した魅力発信の強化と滞在型
観光・広域観光周遊の充実

（2）特色ある地域資源を活用した観光コンテンツづくりと情報発
信の強化

（3）多言語標記など、外国人観光客の誘致に向けた受入体制の強
化・充実

対
応
方
針

（１）ふくしまデスティネーションキャンペーンにおいて、JRやメディ
ア等と連携した本県の魅力発信のほか、観光関連事業者への補
助等を通じて、県内宿泊を伴う旅行や特別企画を支援していき
ます。

（2）福島ならではの地域資源を活用した観光コンテンツの磨き上
げや、観光に携わる人材の育成等を支援し、県内各地の観光の付
加価値を向上させる取組を拡大していきます。

（3）インバウンドの更なる誘客に向け、本県が誇る伝統文化や食な
どの観光資源の磨き上げや、海外現地窓口や県公式ＷＥＢサイト、
ＳＮＳ等を活用したプロモーションを行うとともに、市町村や関係
機関等と連携しながら受入体制の充実に取り組んでいきます。

一部新

一部新

魅力発信・交流促進（創生）

※掲載写真はイメージです
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観光交流局福島県観光誘客促進事業

【概要】
県内の新たな観光コンテンツや、復興の進捗に伴って変化を続けてい

る浜通り等の「今」を発信し、継続した誘客活動と県内周遊を促す取組を
実施する。
また、県政150周年という節目の年を踏まえ、150年の歴史にゆかり

のある土地や建物を組み合わせたスタンプラリーを実施し、県民や県外
からの観光客が本県の歴史を知りつつ、宿泊にも繋がる取組を実施する。

【ねらい】
福島ならではの観光コンテンツ等

を活用し、ふくしまDC終了後も継続
した観光誘客を図る。

魅力発信・交流促進（創生）

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

観光関連団体連携推進事業

【概要】
「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会において、観光産

業の更なる観光振興を図るため、令和８年４月～６月にJRグループ等と
連携して実施する「ふくしまデスティネーションキャンペーン（DC）」をは
じめ、官民一体となった施策の取組やプロモーション活動を展開する。

【ねらい】
本県の魅力を国内外に広く発信し、

観光を通じて魅力的な地域づくりを
進めることで、本県観光のイメージ
アップ及び観光誘客の促進を図る。

予算額 792,846千円

予算額 168,252千円

プレDCオープニングSATONO号のお見送り

誘客イベント

【復計課コメント】
・写真の説明の修正をご検討願います。
（例）●●（例：首都圏）での誘客イベント

●●（例：観光関係団体）と連携した誘客イベント

・個人の顔が映っていますが問題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様子」の文言は削除しました。

【復計課コメント】
・個人の顔が映っていますが問題ないでしょうか。
・写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。



施策への主な反映状況

しごと分野 6 福島の産業を支える人材の確保・育成

審
議
会
意
見

（1）あらゆる産業の人材確保に向けた総合的な情報発信

（2）幼少期からの職業体験による県内で働くことへの興味の喚起
や、地域への愛着形成の促進

（3）就職情報サイトとの連携等による県内企業の魅力発信と就職
先マッチング支援等の推進

（4）人材確保に向けた中小企業の負担軽減や支援の充実
（5）若者や女性に選ばれる魅力的な働く場の確保
（6）性別・年齢・国籍等にかかわらず、多様な人材が活躍できる職
場環境づくりの促進

対
応
方
針

（１）県内企業の人材確保を図るため、県内企業や福島で働く魅力
を広く発信するとともに、小中学生を対象とした職業体験、高校
生を対象とした社会人講話など様々な取組を総合的に展開して
いきます。

（2）幼少期からの職業体験や、キャリア教育として学校で行う地域
探究活動など、子どもたちが県内の企業等を知る機会を創出す
ることで、地域への愛着形成や職業観の醸成に取り組んでいきま
す。

（3）就職情報サイトとの連携による県内企業の魅力発信や、学校や
窓口での丁寧な就職相談や企業と学生の意見交換の場の創出等
によるマッチング支援の強化、働く場の確保等に取り組んでいき
ます。

（4）中小企業の人材確保支援を行う福島県プロフェッショナル人材
戦略拠点を設置し、中小企業が経営課題の解決に必要とするプ
ロ人材の活用費用を一部補助するなど、負担軽減を図りながら、
人材確保等を支援していきます。

（5）若者や女性に選ばれるよう、働きやすいオフィス環境の整備に
対する支援や、ワーク・ライフ・バランス、女性活躍を推進する企
業への奨励金支給等により、魅力ある職場づくりを推進していき
ます。

（6）ワーク・ライフ・バランスの推進や、固定的な性別役割分担意識、
アンコンシャス・バイアス解消を目的としたセミナー開催等による
企業の意識醸成や、誰もが働きやすい職場づくりに取り組む企業
の認証等により、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進
していきます。

商工労働部
しごとづくり（創生）

しごとづくり（創生）

※掲載写真はイメージです
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『感働！ふくしま』プロジェクト（気づき・体験事業）

【概要】
小中学生向け企業見学や親子職業体験イベント、高校生の県内就職へ

の関心向上に向けた社会人講話等や大学生向け企業体験ツアーなど、本
県の将来を担う若者に気づきと体験の場を提供することで、未来の産業
人材の確保につなげる。

【ねらい】
従来までは製造業のみに限定していた

小中学生の工場見学を全産業に拡大する
とともに、職業体験イベントであるアウト
オブキッザニアを開催する。
また、高校生向けの企業説明会を継続し

て実施するほか、大学生向けの企業見学
ツアーも実施することで、就職先としての
県内企業の認知度を向上させる。

『感働！ふくしま』プロジェクト（魅力ある職場づくり）

【概要】
人口減少が進み、若者、特に女性の県外流出が顕著な本県において、

若者に「選ばれる」働く場を確保するため、企業の働き方改革や女性活躍
に向けた意識改革、奨励金や助成金による職場環境整備、キャリアアッ
プ支援、認証・表彰制度を組み合わせ、総合的に展開する。

【ねらい】
若者や女性に選ばれる企業づくりを

支援するとともに、企業経営者等の
ワーク・ライフ・バランスに関する
意識啓発を行い、魅力ある職場づくり
を推進する。

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

商工労働部

※2/4の知事記者発表資料掲載事業

予算額 256,225千円

予算額 215,239千円

一部新

一部新

職業体験イベント

企業の担当者向けセミナー

【復計課コメント】
・個人の顔が映っていますが
問題ないでしょうか。

・写真の説明で「～の様子」
の文言は削除しました。



施策への主な反映状況

しごと分野 7 地域を結ぶ社会基盤の整備促進

審
議
会
意
見

（1）ふくしま復興再生道路や会津縦貫道等の幹線道路の整備の推進

（2）福島空港の２次アクセス対策による利活用促進

（3）物流や地域の賑わいづくりの拠点等としての港湾の利活用促進

対
応
方
針

（１）地域の持続可能な発展を促すため、ふくしま復興再生道路や会
津縦貫道など、主要都市等を結ぶ幹線道路の整備を計画的に進め
ていきます。

（2）隣接県を含めて、乗合タクシー・リムジンバスの運航等の２次交
通の充実と戦略的広報を行うとともに、関係機関と連携しながら
地域の実情に応じた公共交通整備について協議するなど、空港の
利便性向上等に努めていきます。

（3）幅広い荷主企業を対象にポートセールスを実施し、コンテナ貨物
の増加を図るほか、関係団体等と連携した賑わいづくりによる港
湾の利活用促進に取り組んでいきます。

継 続

※掲載写真はイメージです
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継 続 福島空港機能維持強化支援事業
（福島空港アクセス対策事業）

【概要】
自宅や職場などから福島空港に快適に移動できるよう、福島空港乗合

タクシーの運行経費の支援や、隣接県からの福島空港の利用を促進する
ための送客支援を行う。

【ねらい】
２次アクセス対策や利便性を

向上させ、空港利用者数増加を
目指す。

観光交流局

土木部

予算額 7,248,669千円

予算額 49,463千円

ふくしま復興再生道路整備事業

【概要】
避難解除区域等の復旧・復興、住民の帰還の促進を図るとともに、

地域の持続可能な発展を促すため、避難解除区域等と周辺の主要
都市等を結ぶ幹線道路の整備を推進する。

【ねらい】
拠点間を結ぶ道路ネットワークの

強化により、更なる住民帰還や
産業再生の促進を図り、避難地域
の復興を支援する。

避難地域等復興加速化（復興）

小名浜道路（R7.8開通）

福島空港リムジンバス



「第２期福島県復興計画」の進行管理結果（案）

【概要】第２期福島県復興計画の進行管理について、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づき、令和６年度の取組を指標の達成状況の分析を通じて、効果検証（Check)を行うととも
に、総合計画の施策評価と整合性を図りながら自己評価を行い、対応の方向性を整理し（Action)、令和８年度事業を構築（Plan）した。

１ 避難地域等復興加速化
プロジェクト

[目指す姿]

安全・安心に生活できるまちづくり
を進め、産業・なりわいの復興・再生
を加速させます。さらに、魅力あふれ
る地域の創造を通して「避難地域等の
着実な復興・再生」を目指します。

２ 人・きずなづくり
プロジェクト

[目指す姿]

子育て環境の整備に取り組むととも
に、復興を担う人材の育成を図ります。
さらに、県内外に避難している方々や
ふくしまを応援する方々とのきずなを
深め、「未来を担う人材の育成・人と
のつながりの醸成」を目指します。

３ 安全・安心な暮らし
プロジェクト

[目指す姿]

生活環境の充実と被災者支援の推進
を図ります。さらに、環境の回復に向
けた取組に加え、防災力の高いまちづ
くりなどを通して、「安全・安心に暮
らせる地域社会づくりの実現」を目指
します。

４ 産業推進・なりわい再生

プロジェクト

[目指す姿]

県内全域で失われた各産業の復興に
向け、販路開拓や人材確保に向けた支
援の充実を図ります。さらに、新たな
産業の創出などによる国際競争力の強
化に加え、農林水産業及び観光業の振
興を図ることで、「持続可能で魅力的
なしごとづくりの推進」を目指します。

取組の方向性

主な指標

主な課題 対応の方向性
項目

基準値
（R2）

最新値
（R6）

目標値
（R6）

目標値
（R12）

安心して暮らせる
まちの復興・再生

避 難 解除 区 域の
居住人口
（単位：人）

63,700 65,074
増加を
目指す

増加を
目指す

避難解除区域では、生活関連施設が十分に整備さ
れていないことにより帰還をためらう避難者も多く、
帰還後に安心して生活ができる環境整備が必要で
ある。

商業施設等の買い物環境の整備
や医療提供体制の再構築、教育・
保育施設の整備など帰還に向けた
環境整備を進めるとともに、移住促
進に取り組む。

産業・なりわいの
復興・再生

双 葉 郡の 商 工会
会員事業所の
事業再開状況
（単位：％）

74.0
89.0

（達成）
84.4 100

住民帰還の状況により、事業再開が遅れている地
域があるほか、業種別においては卸売・小売業の事
業再開が進んでいないため、地域や業種の実情に
応じた支援が必要である。

住民帰還に向けた生活環境等の
整備を進めながら、被災した事業者
の県内外での事業再開・自立に向
けた費用の補助等の支援に取り組
む。

魅力あふれる
地域の創造

浜通り地域等の
製 造 品出 荷 額等
（単位：億円）

15,201
（R元）

-
（未達成
見込み）

※R4 15,654

16,453 18,527
福島イノベーション・コースト構想の各施策の効果

をビジネスに繋げるとともに、その効果を波及させる
ため、産業の育成・集積の促進が必要である。

福島イノベーション・コースト構想
において重点分野に位置付けられ
ている６つの分野を軸として、技術
開発・実用化の促進、販路開拓支
援等を行う。

日本一安心して子ど
もを生み、育てやす
い環境づくり

保 育 所入 所 希望
者に対する待機児
童数の割合
（単位：％）

0.2
（R3)

0.05
（未達成）

0 0
保育所等の整備により待機児童は減少傾向にある

ものの、今後も待機児童の解消に向けて、保育の受
皿や保育人材の確保が求められる。

保育施設（認定こども園等）の整備
や、潜在保育士と保育施設のマッチ
ング等による保育人材確保の支援を
進めるとともに、保育の質の向上に
も取り組む。

復興を担う心豊かな
たくましい人づくり

全国体力・運動能力
等調査結果の
全国平均との比較値
（全国＝100）小学５年
生、中学２年生
（単位：％）
※R２はコロナ禍により

調査中止

98.9（小5男子）
101.1（小5女子）
99.3（中2男子）
100.1（中2女子）

（R元）

99.0（未達成）
101.0（未達成）
100.7（達成）
101.0（達成）

99.3
101.4
99.5
100.1

100.0以上
101.9以上
100.0以上
100.2以上

肥満傾向児出現率は全国平均を上回っているほ
か、運動習慣の二極化が見られるため、肥満や運動
習慣のない児童・生徒に運動を習慣化が必要であ
る。

「自分手帳」の活用、「運動身体づく
りプログラム」の徹底、「児童期運動
指針」に基づく運動の習慣化等の改
善に向けた取組を継続する。

ふくしまをつなぐ、
きずなづくり

移住者数
（単位：人）

2,832
（R4）

3,799
（達成）

3,214 4,500

都市部での地方移住への機運の高まりを受けて、
移住希望者に対し、本県の魅力の発信や市町村等
と連携した事業を積極的かつ戦略的に行っていく必
要がある。

テレワークによる「転職なき移住」
の促進を始め、本県の魅力発信や
移住セミナー・相談会等の実施、移
住者等の受入体制づくりに引き続き
取り組むとともに、市町村等との連
携を強化し、移住・定住を促進する。

帰還に向けた取組・
支援、避難者支援の
推進

避難者数
（単位：人）

33,365
（R3)

24,644
長期的に

ゼロを目指す
長期的に

ゼロを目指す

帰還促進に向けては、住まい、医療・福祉、買い
物、就労などの生活環境の整備と、避難者の孤立防
止や生活再建の支援が求められている。

地域のニーズを踏まえた生活環境
整備を進める。また、生活再建支援
拠点等における相談対応や避難者
同士の交流などを通じて生活再建を
支援していく。

環境回復に向けた
取組

日頃、放射線の影
響が気になると回
答した県民の割合 
（単位：％）

29.1
（R3)

20.1
（達成）

29 29

福島第一・第二原発の廃炉作業は長期間にわたる
ため、原発周辺における放射性物質の影響を監視
する十分な体制を維持するとともに、引き続き正確な
情報発信を継続する必要がある。

廃炉作業の厳しい監視やきめ細か
なモニタリングを実施するとともに、
それらの取組について、ホームペー
ジや広報誌等を通じて、県民へ正確
で分かりやすい情報発信に取り組
む。

復興を加速する
まちづくり

ふくしま復興再生
道路８路線２９工区
の整備完了率
（単位：％）

48
79

（未達成）
83 100

ふくしま復興再生道路の早期整備に向け、現場状
況等による整備工程への遅れが出ないよう、工程管
理の徹底が必要である。

ふくしま復興再生道路の早期の供
用を図るため、関係機関との連携の
もと工程管理を適正に行い、計画的
な整備を推進していく。

中小企業等の振興
事業承継計画策定
件数
（単位：件）

62
280

（未達成）
287 337

事業承継税制に対する事業者の理解を進めるた
めの取組や、事業承継先とのマッチング支援が求め
られている。

事業承継や事業承継税制のセミ
ナーを実施する。また、事業承継引
継ぎ支援センターの活用を呼びかけ
るとともに、当該センターにて事業承
継を希望する企業に対して、ニーズ
に合わせたマッチング支援を行う。

農林水産業の振興
新規就農者数
（単位：人）

204
322

（未達成）
370 400

担い手の減少と高齢化が進む中、本県の主要産
業である農業の成長産業化に向け、多様な担い手
を育成・確保するとともに、受け皿となる農業法人等
の雇用を充実する必要がある。

就農支援策やフォローアップの実
施により新規就農者の確保、定着、
育成を図るとともに、農業法人等の
雇用情報の収集・紹介等に取り組
む。

観光業の振興
県内宿泊者数
（単位：千人泊）

9,536
9,540

（未達成）
12,300 14,500 安定的で継続的な観光需要の獲得が必要である。

地域の既存コンテンツや福島でし
か体験できないコンテンツを有効に
活用しながら、安定的な観光需要の
獲得を図るとともに、観光コンテンツ
の磨き上げや新たなツーリズムの推
進を図る。

復興へ向けた
重点プロジェクト

他１件

他３件

他１件

題と復興計画における方向性
取組状況 主な課題と復興計画における対応の方向性

主な令和８年度事業

資料２

ふくしまっ子健康マネジメントプラン
（教育）

専門家による運動習慣の形成、食習慣の指
導を行うとともに、児童生徒自らが健康課題に
取り組めるよう自己マネジメント力を育成するた
め自分手帳を活用した事業を実施する。

継 続

避難地域への移住促進事業（避難）
避難地域12市町村への移住を促進するため、

戦略的な情報発信、移住希望者の呼び込みや
定着のための受入体制強化の支援などに加え、
移住に要する一時的な費用負担等の軽減を目
的に、移住者に対し支援金の給付を行う。

一部新

原子力安全監視対策事業（危機）

廃炉に向けた取組が安全かつ着実に進めら
れるよう監視や意見の申し入れを行うとともに、
原子力発電所の状況や県の監視の取組につい
て、県民へ情報提供等を行う。

継 続

ふるさとふくしま交流・相談支援事業
（避難）

県内外に避難を継続している県民に対して、
避難者の生活再建や帰還に結び付けるため、
相談対応や交流機会の提供などを実施する。

継 続

ふくしま復興再生道路整備事業（土木）

避難解除等区域の復興を周辺地域から支援
するため、広域的な物流や地域医療、産業再
生を支える８路線を整備する。

ふくしま事業承継等支援事業（商労）
県内中小企業・小規模事業者の事業承継等

の課題に対し、県及び商工会等の関係機関が
連携して支援を行うことにより、県内事業者の
事業継続と今後の維持発展を図る。

継 続

農業でふくしまぐらし支援事業（農林）
新規就農者の更なる確保に向けて、首都圏で

の移住就農相談会の開催や移住就農者への
住居等生活面の支援、雇用就農者の受け皿と
なる農業法人の労働環境等の改善などに取り
組む。

継 続

ホープツーリズム・運営・基盤整備事業
（観光）

ホープツーリズムに関する総合窓口の運営と
情報発信を行うとともに、ホープツーリズムの更
なる深化・拡大に向け、一般観光客向け旅行商
品造成支援等を実施し、広く誘客を図る。

一部新

継 続

避難地域等医療復興事業 (保福)

双葉地域における医療提供体制の中核的役
割を担う新病院整備を進めるとともに、医療機
関の再開・継続等の支援を行う。

継 続

原子力災害被災事業者事業再開等
支援事業 （商労）

避難地域12市町村で被災した中小企業等に対
して、事業再開等の費用の一部を補助すること
により、事業等の再建に向けた取組を促進する。

継 続

 地域復興実用化開発等促進事業(商労)

福島イノベーション・コースト構想の重点分野
について、地元企業又は地元企業との連携等
による地域振興に資する実用化開発等の費用
を補助する。

継 続

保育人材確保対策事業（こども）
潜在保育士の再就職に向けた相談対応や、

保育求人情報の提供、就職斡旋等を行う保育
士・保育所支援センターを設置・運営し、保育人
材の確保を図る。

継 続

双葉町診療所

ＪＲ双葉駅見学

移住就農相談会の様子

実用化開発事例

知事による
福島第一原発現地視察

自分手帳の活用

小名浜道路 開通

ふくしま12市町村
移住セミナー



働き方改革の推進
育児休業取得
率（男性）

8.4
43.5

(達成)
17.0 19.2

男性の育児休業取得率は４割を超えたものの、平
均取得日数は女性に比べて短い傾向にあることか
ら、多様で柔軟な働き方ができる職場環境づくり
を促進していく必要がある。

奨励金事業等の更なる周知及び奨励金事業の支援
メニューの拡充、国の認定制度「えるぼし」「く
るみん」の取得に向けた専門家派遣や広報費等の
支援により、県内における誰もが共に働きやすい
職場づくりを図る。

若者の定着・還流
の促進

安定的な雇用
者数（雇用保
険の被保険者
数）（人）

580,442
554,899

（未達成）
581,000 581,000

県内企業の魅力や県内で働く魅力について知って
もらい、また若者が働きたいと思える職場を整備
していく取組が必要である。

県内企業の効果的な情報発信を行っていくととも
に、受け皿となる魅力ある県内企業を増加させる
ような取組を行う。

中小企業等の振興
製造品出荷額
等(億円)

50,890
（R元）

－
（達成

見込み）
※R5 56,345

52,954 53,483
各施策の効果をビジネスに繋げ、その効果を県全
域に波及させるため、産業の育成・集積を促進す
る必要がある。

産業の裾野が広い自動車関連産業を始め、今後の
成長が期待される再生可能エネルギー、医療、ロ
ボット、航空宇宙、ICT関連産業等の企業誘致や
既存企業の新規参入を推進し、企業間ネットワー
クの構築や販路拡大支援等を通じ、産業の育成や
集積に取り組む。

新産業の創出、企
業誘致、起業・
創業の推進

開業率（％） 3.8 2.8 4.4 4.6
県内外からの幅広い起業や、スタートアップや第
二創業などの今後、本県をけん引しうる起業・新
事業創出について支援する必要がある。

県内外への県内企業関連情報の発信と、ビジネス
コンテスト等による県内起業意識の醸成を進める
とともに、本県発のスタートアップとなり得る新
規プロジェクト創出に向けた支援に取り組んでい
く。

農林水産業の成長
産業化

新規就農者数
（人）

204
322

（未達成）
370 375

担い手の減少と高齢化が進む中、本県の主要産業
である農業の成長産業化に向け、多様な担い手を
育成・確保するとともに、受け皿となる農業法人
等の雇用を充実する必要がある。

就農支援策やフォローアップの実施により新規就
農者の確保、定着、育成を図るとともに、農業法
人等の雇用情報の収集・紹介等に取り組む。

移住・定住の促進
移住を見据え
た関係人口創
出数（人）

1,334
5,700

（達成）
4,800 5,580

将来的な移住の可能性を見据え、本県と関わりが
生まれた方々との関係を継続し、深化・拡大して
いくためのフォローアップや機会提供に取り組む
必要がある。

副業やテレワーク、ワーケーションなど、本県と
関わる多様な機会を引き続き提供していくほか、
地域キーパーソンとのつながりづくり、若者のU
ターン機運の醸成等により、関係人口の創出・拡
大に取り組んでいく。

交流人口の拡大
観光客入込数
(千人)

36,191
57,573
(達成)

52,000 57,000

安定的で継続的な観光需要を獲得するには「地域
としての魅力」によりファンを獲得する必要があ
り、中長期的な視点を持って地域の観光を育てる
必要がある。

地域の観光コンテンツ造成や磨き上げを支援し、
本県の観光資源の魅力を高める取組を進めるほ
か、大型キャンペーンとの連携などにより、本県
への誘客促進を加速化させる。

安全・安心で魅力
的な暮らしの実現

ス マ ー ト シ
ティに取り組
む市町村数(市
町村)

1
29

（達成）
5 7

県のみならず、市町村においてもデジタル変革
(DX)に対するニーズは高まりつつあるものの、
小規模自治体においては人材不足や財政的な制約
等から取組が進んでいない傾向がある。

県デジタル変革推進基本方針に基づき、データ連
携基盤の活用市町村の拡大や市町村へのICTアド
バイザーの派遣等を行い、地域のDXに取り組み、
県内全体のDX推進を図る。

環境と調和・共生
する暮らしの実現

温室効果ガス
排出量（2013
年度比）
（%）

△8.9
（H30）

－
（調整中）
※R4 △21.3

△22 △24

本県では当面の目標として、2030年度の温室効
果ガス排出量を基準年度（2013年度）比で
▲50％を目指しており、削減目標の達成に向け
て、あらゆる主体の連携による更なる取組が必要
である。

「ふくしまカーボンニュートラル実現会議」を中
心に、市町村と連携した環境イベントの開催によ
る機運醸成のほか、金融機関等と連携した企業脱
炭素化支援や、ふくしまならではのＺＥＨの導入
支援などの実践拡大の取組を通してオール福島で
の取組をさらに推進していく。

過疎・中山間地域
の振興

基幹集落を中
心とした集落
ネットワーク
圏の形成数
※ 「小さな拠
点」の形成数

48
59

（未達成）
60 60

複数の集落生活圏を維持するための生活サービス
機能を担う「小さな拠点」や、地域課題の解決を
持続的に実践する地域運営組織の形成について、
地域住民や市町村職員への浸透が不十分であり、
理解や形成に向けたスキルを高める働きかけが必
要である。

財政支援に加え、人材育成・情報発信を継続して
行い、住民が主体となった持続的な地域運営の仕
組みづくりを進める。

取組状況

「ふくしま創生総合戦略」の進行管理結果（案）

【概要】 ふくしま創生総合戦略の進行管理について、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づき、各種取組に関係する指標の達成状況の分析を通じて、効果検証（Check）を行う
とともに、検証の結果判明した課題について、ふくしま創生・人口戦略有識者会議による評価を経て、対応の方向性を整理し（Action）、令和８年度事業を構築
（Plan）した。

１
一人ひとりの夢や
希望がかなう社会
をつくる

（ひと）
 

２
あらゆる人が安心
して豊かに過ごす
ことができる暮ら
しをつくる

（暮らし）

４
国内外から福島へ
の新しい人の流れ
をつくる

（人の流れ）

施策の
方向性

主な指標
主な課題 対応の方向性

項目
基準値
（R2）

最新値
（R6）

目標値
（R6）

目標値
（R7）

出会い・結婚・妊
娠・出産・子育て
支援の充実

合計特殊出生
率

1.48
1.15

（未達成）
1.61 1.25

少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの
機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさ、家
事・子育ての負担が女性に偏っている状況など、
希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っており、
総合的な支援が必要である。

若い世代が結婚や子育てに希望を持ち、子育てに
伴う喜びを実感できるよう、市町村や民間企業・
団体など、様々な主体と緊密に連携し、ライフス
テージに応じた切れ目のない支援を実施してい
く。

健康長寿社会の実
現

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰ
ﾑ該当者及び予
備 群 の 割 合
（%）

31.2
（R元）

－
（未達成
見込み）

※R5 32.2

26.5 25.6

運動不足や日々の食習慣により肥満や塩分摂取量
に加え、メタボリック症候群の割合が全国ワース
トクラスで推移しており、生活習慣改善の取組が
必要である。

減塩に関する関係団体・市町村・スーパー等との
健康的な食環境づくりの推進体制を強化するとと
もに、健民アプリを活用した気軽に楽しく運動を
継続できる健康づくりの取組を推進する。

教育の充実

地域の課題を解決
するための提言や
社会に貢献する何
らかの活動を行っ
た 生 徒 の 割 合
（%）

17.0
55.9

（未達成）
100 100

学校での地域課題探究活動の更なる推進に向けた
校内体制の整備や、地域との連携体制構築、高校
卒業後の大学生等と地域をつなげる仕組みづくり
が必要である。

地域ネットワーク推進委員を配置し、各校の校内
体制整備や地域との連携体制構築を支援するとと
もに、各高校の卒業生等を地域課題探究活動に活
用できるシステムを構築する。

誰もが活躍できる
社会の実現

「 や さ し い 日 本
語」交流事業参画
者数（人）

1,711
9,161

（達成）
4,990 5,820

本県の人口減少が進む一方、外国人住民は増加傾
向にあり、外国人住民が地域の一員として生き生
きと安心して暮らせる環境を整備するなど、多文
化共生の取り組みを進めることが安全・安心な地
域づくりや本県の活力維持のために重要である。

日本語教育の機会拡充や教育の質の向上に向けた
取組を強化し、外国人住民と地域住民の双方が安
心して暮らせる環境整備を推進する。合わせて、
「やさしい日本語」の普及促進等を通じて、市町
村など関係機関や県民の多文化共生に関する理解
の醸成を図る。

総合戦略の基本目標
主な課題と総合戦略における対応の方向性

主な令和８年度事業

 オールふくしま出会い・結婚応援事業(こども)
若い世代を対象とした大規模マッチングイベントの開催や、結婚支

援システム「はぴ福なび」の利用促進のほか、市町村等と連携した婚
活イベントの開催や、共通の趣味等をテーマとした体験型の交流イベ
ントを拡充するなど、出会いの機会の創出に取り組む。

 ふくしま健活推進プロジェクト(保福)
県民の健康指標改善のため、新たな「ふくしま健民アプリ」の活用

や市町村等との連携を図りながら、自然に健康になれる環境づくりと
運動・食事両面から個人の行動変容を促す事業を行う。

 地域共創による高校生の探究的な学び推進事業(教育)
学校現場の体制整備の支援として、探究カリキュラムの構築支援の

ための教員研修や地域探究コーディネーターの配置による学校と地域
等の連携の強化を図るとともに、探究ポータルサイトの活用、探究学
習の発表会等を通じて好事例の横展開を目指す。

多文化共生推進事業（生環）
多文化共生社会の形成を推進するため、関係団体等との連携により、

外国人住民等に対する日本語教育の推進を図るとともに、「やさしい
日本語」の普及や地域と外国人住民の相互交流促進等に取り組む。

デジタル変革(DX)推進事業 (企画)
スマートシティの取組に不可欠な仕組みである「データ連携基盤」

を利用する市町村の拡大を図り、市町村への専門家による長期伴走支
援、アドバイザー派遣による人的支援や補助金による財政支援、デジ
タルデバイドの解消等を行い、本県のデジタル変革の推進を図る。

カーボンニュートラル推進事業(生環)
福島県気候変動対策推進計画の下、金融機関等と連携した県内企業

の脱炭素化支援のほか、将来の主役となる学生との共創による県民、
事業者などへの普及啓発やZEH導入支援による実践拡大を図るなど、
実現会議を中心にオール福島での気候変動対策をさらに推進する。

  小さな拠点・地域運営組織形成支援事業（企画）
地域の持続的な運営を推進するため、地域住民が主体となり生活機

能の維持・確保をしていくための地域運営の新たな仕組みである小さ
な拠点とその活動を担う地域運営組織（RMO）の形成を支援する。

転職なきふくしまぐらし。総合推進事業（企画）
本県と首都圏の個人・企業との関係性の構築に向け、テレワーク

や副業等の新たな働き方を切り口とした多様な機会を創出すること
により、関係人口の拡大と「転職なき移住」の促進を図る。

  観光関連団体連携推進事業 (観光)
「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会として観光

産業の更なる観光振興に向け、ふくしまDCをはじめとした官民一体
となった施策の取組やプロモーション活動を展開する。

新規

一部新

一部新

一部新
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新たな健民アプリのイメージ

ＩＣＴアドバイザー派遣

一部新

新規

一部新

３
若者や女性をはじめ
誰もがいきいきと活
躍できる仕事をつく
る

（しごと）

『感働！ふくしま』プロジェクト(魅力ある職場づくり)(商労)
専門家による伴走支援をはじめとした企業の働き方改革や女性活

躍に向けた意識改革、奨励金や助成金による職場環境整備、キャリ
アアップ支援、認証・表彰制度を組み合わせ、総合的に展開する。

   『感働！ふくしま』プロジェクト(情報発信)(商労)
県内企業や福島で働くイメージが持てる情報の発信について、企

業や関係機関等と連携して総合的に展開し、若者目線で届けていく
ことで、県内定着・環流を促進する。

航空宇宙産業集積推進事業（商労）
今後の成長が期待される航空宇宙産業の集積に向けて、専門家派

遣による認証取得支援や各種研修及び設備導入補助、取引拡大支援
として商談会出展支援等を実施する。

起業・新事業創出支援事業（商労）
地域課題を解決し、地域経済成長の原動力となるチャレンジ精神

あふれる起業家等による新事業の創出、起業の促進を図り、「ス
タートアップの地ふくしまの創造」を目指す。

ふくしまの次代を担う新規就農者支援事業(農林)
新規就農者の確保・定着に向けて、支援情報の発信、就農希望者

を対象とした農業法人での実践研修「お試し就農」や現地ツアー、
農業体験、就農相談会の実施、地域におけるサポート体制の構築、
研修農場の整備等、総合的な支援を実施する。

一部新

継 続

一部新

一部新

継 続

継 続

一部新

※ 前回審議会（R7.8）の進行管理結果では旧戦略の柱建てとしていたが、新戦略の策定に伴い柱建てを再整理している。

ふくしまベンチャー
アワード2025

伴走支援による
働き方改革支援事業

学生アンバサダーによる
海外情報発信

若い世代のニーズを踏まえた
多様な出会いの機会を創出

ふくしまディスティネー
ションキャンペーン

お試し就農の様子
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第２期福島県復興計画の整理について 

復興・総合計画課  

 

 

これまで、平成２３年８月に福島県復興ビジョンを策定し、これに基づく福島県復興計

画（1次～３次）及び第２期福島県復興計画（令和３年３月策定、計画期間：令和３年度

～１２年度）に基づき、本県の復興・創生に取り組んでいる。 

 今年度は、福島復興再生計画（令和３年４月９日策定）において、計画期間（令和３年

度～令和７年度まで）の満了に伴う改定を行うことから、その内容を踏まえ、福島県復興

計画を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 内容 

２月１０日 第３回総合計画審議会（復興計画素案報告） 

３月中 新生ふくしま復興推進本部会議（復興計画決定） 

１ 概要 

２ 今後のスケジュール（予定） 



第２期福島県復興計画

素案

令 和 ３ 年 ３ 月 策 定

令 和 ８ 年 ３ 月 更 新

福 島 県

別 紙

※修正した文章は赤字で、図表は赤太囲みで記載しております。
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福島県のスローガン

ひとりひとりが復興に向けて歩み始めよう。
そして、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。
福島県は、大震災そして原子力災害から必ず立ち直ります。
福島県の復興は、新たな社会の可能性を
示していくということでもあります。
ふくしまから新たな流れを創っていきたい。
「ふくしまから はじめよう。」は、
そうした、未来への意志を込めたスローガンです。

また、福島県と県民が一体となり新生ふくしまの創造に向け
た機運醸成のため、ロゴマーク等を作成、福島県の復興支援
や応援、PRの際において、広く県内外の皆さまにご活用いた
だいています。

震災から10年を機に、福島県は、
「ふくしまから はじめよう。」からのバトンを渡す、
新スローガンを策定しました。
「はじめる」から「かなえる」へ。
ひとりひとりの力を重ね、それぞれの想いを繋ぎ、
ともに、ひとつずつ、しっかりと、カタチにし続けていこ
うと。

新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」は、
復興に向けて歩んできた「これまで」と、
新しい未来に繋げていく「これから」と、
県民のみなさんひとりひとりの「今」を重ねたメッセージ
です。
ロゴデザインは、さまざまな人々が集まって作る「実現」
を、
豊かで多様な色と形の集積で形成しています。

平成24年３月11日〜

令和３年３月12日〜

ふくしまから はじめよう。

ひとつ、ひとつ、実現するふくしま

福島県には、四季折々の風景や地域の特産品、歴史など、
たくさんの魅力があります。そして、震災からの復興に向
けて歩んできたひとりひとりの今があります。

たくさんの人が力を合わせ、実現してきた、実現していく
その姿をデザインした「アイランド」を旗印に、福島県の
未来を紡いでいきます。塩屋埼灯台、只見線、赤ベコ、太
陽...
広大な県の形もデザインのモチーフになっています。

デザインフラッグ「アイランド」
〜裏表紙の解説〜
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第２章 第２期復興計画の性格

第１章 はじめに

第２期福島県復興計画の概要

【計画策定の趣旨と福島復興全ての前提】
 これまで福島県では、平成２３年８月に策定した復興ビジョン及び復興計画（1次～３

次）に基づき、復興・再生に取り組んできました。着実に成果が表れてきた一方で、復興
の進展に伴い新たな課題が顕在化するなど、いまだ深刻で複雑な課題が山積しています。
令和３年度以降も福島県の復興・創生を切れ目なく着実に進めていくことを目指し、第２
期復興計画を策定します。

 第２期復興計画の策定に当たっては、国が策定する福島復興再生基本方針及び福島復興再
生特別措置法の規定に基づき県が作成する福島復興再生計画との整合性を図ります。また、
復興の前提である県内原子力発電所の廃炉及び汚染水対策が安全かつ着実に行われるよう、
県としてあらゆる機会を捉えて国に強く求めていきます。

【復興の進捗状況・主な復興の成果と課題】
現行計画（第３次）の重点プロジェクトごとに取組の「成果」と「課題」を整理するとと

もに、令和元年東日本台風等や新型コロナウイルス感染症が及ぼす復興への影響、SDGｓ
やデジタル変革（DX）などの新たな視点を踏まえ、必要となる取組を第２期復興計画へ切
れ目なくつなげます。

【基本理念】… 復興ビジョンで掲げた基本理念を継承
（１）原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
（２）ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
（３）誇りあるふるさと再生の実現

【基本目標】 … 「避難地域等の復興」に社会を構成する３要素の視点を加えて設定
（１）避難地域等の着実な復興・再生
（２）未来を担う人材の育成・人とのつながりの醸成
（３）安全・安心に暮らせる地域社会づくりの実現
（４）持続可能で魅力的なしごとづくりの推進

【計画の位置づけ・期間等】
 復興に向けて必要となる県の取組を総合的に示す計画です。新たな総合計画の実行計画

（アクションプラン）として、ふくしま創生総合戦略と両輪で本県の復興・創生を推進し
ます。

 計画期間は令和３年度から令和12年度までの10年間です。計画策定後も毎年度の点検や
外部有識者の評価を受けながら適切な進行管理を行うとともに、復興の進捗や社会情勢の
変化等を踏まえ柔軟に内容の見直しを行っていきます。

【避難地域等の復興】
【ひと】

【暮らし】
【しごと】



第３章 復興へ向けた重点プロジェクト

第５章 付属資料

第４章 復興の実現に向けて

２人・きずなづくり
プロジェクト

[目指す姿]

子育て環境の整備に取り組
むとともに、復興を担う人材
の育成を図ります。さらに、
県内外に避難している方々や
ふくしまを応援する方々との
きずなを深め、「未来を担う
人材の育成・人とのつながり
の醸成」を目指します。

[取組の方向性]

○ 日本一安心して子どもを生
み、育てやすい環境づくり

○ 復興を担う心豊かなたくま
しい人づくり

○ 産業復興を担う人づくり

○ ふくしまをつなぐ、きずな
づくり

３安全・安心な
暮らしプロジェクト

[目指す姿]

生活環境の充実と被災者支
援の推進を図ります。さらに、
環境の回復に向けた取組に加
え、防災力の高いまちづくり
などを通して、「安全・安心
に暮らせる地域社会づくりの
実現」を目指します。

[取組の方向性]

○ 安全・安心に暮らせる生活
環境の整備

○ 帰還に向けた取組・支援、
避難者支援の推進

○ 環境回復に向けた取組

○ 心身の健康を守る取組

○ 復興を加速するまちづくり

○ 防災・災害対策の推進

４産業推進・なりわい
再生プロジェクト

[目指す姿]

県内全域で失われた各産業
の復興に向け、販路開拓や人
材確保に向けた支援の充実を
図ります。さらに、新たな産
業の創出などによる国際競争
力の強化に加え、農林水産業
及び観光業の振興を図ること
で、「持続可能で魅力的なし
ごとづくりの推進」を目指し
ます。

[取組の方向性]

○ 中小企業等の振興

○ 新たな産業の創出・国際競
争力の強化

○ 農林水産業の振興

○ 観光業の振興

（１）復興の着実な推進・・・・・・・・新生ふくしま復興推進本部会議の下、全庁で取組を推進
（２）復興財源の確保・・・・・・・・・国に対し財源の確保を強く求めていく
（３）関係市町村との連携強化・・・・・復興のステージの違いを踏まえ連携強化を図る
（４）地域住民等との協働・・・・・・・多様な主体との協働を通し良好な地域社会を形成
（５）民間企業等の協力と連携・・・・・本県に思いを寄せる方々との連携を強化し復興を加速化
（６）復興に係る各種制度の活用・・・・各種制度の活用により復興を着実に推進
（７）震災を踏まえた対応・体制等・・・復興に向け新たな法制度や組織体制を整備

• 第１期復興計画策定の趣旨・策定までの経過
• 福島県における震災以降の主なできごと
• “新生ふくしま”2020年に向けて、SDGｓ（持続可能な開発目標）との関係

第１期復興計画（第３次）に記載されている１０の重点プロジェクトについて、「避難地
域等の復興・再生」、「ひと」、「暮らし」、「しごと」の視点から、４の重点プロジェク
トに必要となる取組を取りこぼすことなく再編しています。各重点プロジェクトに記載され
た取組を重点的かつ着実に進めることで、基本目標の実現を目指します。

１避難地域等復興加速化プロジェクト
[目指す姿] 安全・安心に生活できるまちづくりを進め、産業・なりわい

の復興・再生を加速させます。さらに、魅力あふれる地域の創
造を通して「避難地域等の着実な復興・再生」を目指します。

[取組の方向性] ○ 安心して暮らせる
まちの復興・再生

○ 産業・なりわい
の復興・再生

○ 魅力あふれる
地域の創造





第１章 はじめに

１ 策定の趣旨と福島復興の全ての前提

平成23年３月11日、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所（以下
「福島第一原発」という。）の事故が発生しました。これに伴い一時は16万４
千人を超える県民が避難を余儀なくされただけではなく、県内全域に風評被害
が生じるとともに、あらゆる産業が大きな打撃を受けるなど、本県は未曽有の
複合災害に見舞われました。

災害発生から５か月後の平成23年８月には「原子力に依存しない、安全・安
心で持続的に発展可能な社会づくり」「ふくしまを愛し、心を寄せるすべての
人々の力を結集した復興」「誇りあるふるさと再生の実現」を基本理念とする
復興ビジョンを策定し、これに基づく復興計画を同年12月に策定し、以後、復
興・創生に取り組んでまいりました。

その結果、県民の皆さんの懸命な努力と国内外からの温かい御支援によって、
避難指示解除や生活環境の整備、福島イノベーション・コースト構想など本県
の復興は着実に進展してまいりました。一方で、いまだ３万５千人（令和３年
３月現在）を超える県民がふるさとを離れて避難生活を続けているだけでなく、
住民帰還、被災者の生活再建、風評と風化の問題、地域産業の再生、各種イン
フラの整備、急激な人口減少や高齢化への対応などに加え、復興の進捗に伴っ
て顕在化する新たな課題が生じております。

さらには、令和元年東日本台風や令和３年２月に発生した福島県沖地震等の
自然災害、新型コロナウイルス感染症の発生などにも着実に対応しながら、本
県の復興・創生が遅滞することのないよう取組を進める必要があります。

このような、原子力災害により他県とは異なる特殊性を抱えている本県復興
・創生の現状・課題を踏まえ、また、国が策定する福島復興再生基本方針及び
福島復興再生特別措置法の規定に基づき県が作成する福島復興再生計画とも整
合を図りながら、第２期復興・創生期間も含め長期にわたって、切れ目のない
復興・創生を着実に推進し更に加速させるため、本計画を新たな総合計画の実
行計画（アクションプラン）として策定し、全県的に直面している少子高齢化
・人口減少の課題に対応するふくしま創生総合戦略と両輪で、本県の復興・創
生に取り組んでまいります。

その際、これらの復興・創生の取組の大前提である県内原発の全基廃炉が、
国及び東京電力の責任の下、安全かつ着実に進められなければなりません。こ
れは、福島復興の信頼にも関わるものであります。とりわけ、事故を起こした
福島第一原発においては、燃料デブリの取り出しを始め、廃炉・汚染水対策の
困難な課題が山積しており、廃炉の取組は長く険しいものであります。福島第
一原発の廃炉に当たっては、世界の英知を結集しながら、国が前面に立って安
全かつ着実に進めるとともに、正確かつ迅速で分かりやすい情報発信の強化を
図るよう、県としてあらゆる機会を捉えて国に強く求めてまいります。

1



○大幅に低下した空間線量率 ○避難指示区域の縮小

○災害復旧工事 ○復興公営住宅等の整備

○帰還環境の整備 ○道路等の交通網整備

○製造品出荷額等の回復 ○農業産出額の回復

○拠点となる施設の開所

２ 復興の進捗状況（概要）

復興が進んでいる側面

Ｊヴィレッジ 福島ロボットテストフィールド 東日本大震災・原子力災害伝承館

2011年４月12日～16日

復旧後震災直後

ここなら笑店街（楢葉町） ふたば医療センター附属病院（富岡町）
県道吉間田滝根線（広瀬工区）

開通式（R6.4.13)

復興公営住宅（南相馬市） 復興公営住宅（会津若松市）

2024年４月15日～５月14日

小名浜道路 開通（R7.8.7)
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○健康長寿を目指した取組の実施

福島ロボットテストフィールドJAEA楢葉遠隔技術開発センター

○福島イノベーション・コースト構想の推進

○新たな農林水産物の育成・栽培

福島水素エネルギー研究フィールド

たまねぎ・富岡町、浪江町等 胡蝶蘭・葛尾村 アンスリウム・川俣町 ぶどう・川内村

○移住者数の推移

「ふくしまの酒」等、本県が全国、世界に
誇る県産品の魅力のPR

県民健康調査等

「ふくしま健民アプリ」などを通じた健康づくり

ドローンでの
輸送実験
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○地域により差がある産業の再生 ○根強く残る県産農産物への風評

○避難指示解除後の住民の居住率（令和７年11月1日時点）○2万３千人を超える避難者

復興の前提となる長期的な取組（本県の復興は２階建て構造）

◆避難者の推移

１号機の大型カバー設置の様子

燃料デブリサンプル（2回目）の拡大写真（提
供:JAEA・東京電力ホールディングス）

【 出典 】福島県災害対策本部
「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報」
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○記憶の風化

○いまだに残る避難指示区域

○除染による除去土壌等の最終処分

○双葉町・大熊町の苦渋の決断により整備された

中間貯蔵施設

除去土壌等が最終的に福島県外で処分されることを知っていた人の割合
（環境省WEBアンケート（令和6年度）の結果をもとに福島県が加工したもの）

45.2％

75.5％

内容をよく知っていた

聞いたことがあり、
内容も少し知っていた

聞いたことはあるが、
内容は全く知らなかった

聞いたことがなかった

土壌貯蔵施設

廃棄物貯蔵施設

※帰還困難区域＝避難指示が継続している帰還困難区域
※2023年6月に福島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域のうち、除染等
を進め、避難指示の解除による住民の帰還及び帰還後の住民の生活再建を目指すため
に設けられた特定帰還居住区域が大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市、葛尾村
に設定されている。

出典：環境省HP
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【共通の課題】
○ 避難地域については、避難指示の解除時期や居住の状況などにより復興の進

捗が市町村によって異なります。そのため、それぞれの復興の進捗に応じたき
め細かな取組を進める必要があります。

○ 復興のステージが進むにつれて新たに顕在化する課題や急速な人口減少・高
齢化を踏まえた持続可能な社会づくりに向けた多様なニーズに対し、柔軟かつ
きめ細かに対応していくことが重要です。

（１） 避難地域等の復興・再生

○復興拠点を核としたまちづくり
【成果】
・ 帰還困難区域を除き面的除染は完了し、旧避難指示区域の災害復旧工事

（県管理の道路、橋りょう等）が全体の約99％完了（令和７年10月末時
点）するなどインフラの整備が進んだ。震災直後は県全体の面積の約12％
を占めていた避難指示等区域は約2.2％に縮小。

・ 帰還者や転入者等向けの災害公営住宅等を段階的に整備。令和７年10月
末現在で770戸が完成（整備予定856戸）。医療施設、商業施設、教育施設、
地域交通などの帰還に向けた生活環境の整備が進捗。

【課題】→対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
① 住民の帰還に向けた生活環境整備の推進に加え、大幅な人口減少・高齢
化を抱える当該地域における移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡
大、魅力あるまちづくり等、年齢や性別等を問わず、住民が安心して支障
なく暮らせるよう生活環境の充実が必要。

② 特定復興再生拠点区域におけるそれぞれの地域の実情に応じたインフ
ラ・生活環境の整備。

③ 特定帰還居住区域の早期の避難指示解除に向けた国による十分な除染等
の取組。

④ 両区域外の残された土地・家屋等の扱い等の課題について、国において、
地元の意向を十分に踏まえながら、帰還困難区域全てを避難指示解除し、
復興・再生に最後まで責任を持って取り組むことが必要。

３ 主な復興の成果と課題

第１期復興計画（第３次）の10の重点プロジェクトごとに取組の「成果」と「課題」を整
理するとともに、復興・再生に影響を及ぼす事象など新たな視点を取り入れることで、
必要となる取組を第２期復興計画へ切れ目なくつなげます。

（2011年4月） （2018年12月） （2023年10月）（2016年11月）

大熊町大川原復興拠点いわき市久ノ浜
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○浜通り地方の医療等の提供体制の構築
【成果】

・ 避難指示が解除された全ての市町村で診療所が再開・開設。
・ 二次救急医療機関としてふたば医療センター附属病院が平成30年４月に

富岡町に開院。また、平成30年10月から多目的医療用ヘリの運航開始によ
り高度で専門的な治療が行える医療機関間の患者搬送を実施。

・ 避難地域12市町村の介護施設12か所のうち10か所が再開・開設（令和７
年４月時点）。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑦ 住民の帰還に必要な双葉地域における中核的病院の整備を含めた医療等

提供体制の充実・強化、復興状況に応じた避難地域の医療等提供体制のあ
り方の検討、医療・介護人材の確保。

⑧ 住民ニーズが高い専門医療や在宅医療への対応。
⑨ 近隣地域の医療等提供体制の充実・強化。

○広域インフラの充実
【成果】
・ 避難地域12市町村の拠点と近隣市町村を結ぶ交通網の整備が進捗。

 常磐自動車道は平成27年３月に全線開通
 ＪＲ常磐線は令和２年３月に全線で運転再開
 相馬福島道路は令和３年４月に全線開通
 ふくしま復興再生道路は令和８年３月時点で25工区が完成

・ 避難地域広域路線バスの運行が開始するなど、地域公共交通ネットワー
クの構築に向けた取組が進捗。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑤ ふくしま復興再生道路等の未整備道路の着実な整備、持続可能な地域公共

交通ネットワークの構築。
⑥ 浜通りの南北の交通ネットワークに加え、中通り・会津地方との東西の広域

的なネットワークの確保と連携の強化。

JR常磐線富岡駅 相馬福島道路

ふたば医療センター附属病院

震災直後

特別養護老人ホーム梅の香（南相馬市）

（2011年4月） （2021年1月） （2018年2月） （2020年1月）
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○産業・生業の再生
【成果】
・ 国・福島県・民間からなる福島相双復興官民合同チームによる事業者及
び農業者への個別訪問等を通じたきめ細かな支援の実施により、事業・営
農が再開。

・ 就業機会の創出支援や事業者の施設等の復旧に対する補助金などの産業
政策の支援により、事業が再開。

・ 除染後農地の保全管理や作付実証、農業用機械・施設の導入など一連の
取組を支援することにより営農が再開。

・ 漁港施設及び漁船の大部分で復旧が進み、福島県沖の魚介類に対する出
荷制限は、令和６年10月までに全て解除。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑩ 双葉郡の製造品出荷額等は震災前の約４分の１（令和４年分）。販路の
確保・開拓や人材の確保について、地域の実情・課題に応じた適切な事業
者支援のあり方の検討。

⑪ 地域課題を起点としたベンチャー企業等の創出及び企業との共創。
⑫ 福島相双復興官民合同チームを通じた事業者及び農業者へのきめ細かな
支援の継続。

⑬ 避難地域12市町村の営農再開面積は約52.9％（令和７年３月末時点）。
外部からの参入も含めた担い手確保、農地の大区画化・利用集積、広域的
な高付加価値産地の展開や６次産業化施設の整備の促進による営農再開の
加速化。

⑭ 間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策、森林の再生に向
けた実証事業の実施、原木林における放射性物質の動向等に留意した計画
的な伐採・更新、特用林産物の産地再生。

⑮ 沿岸漁業水揚量は震災前の約26％（令和６年分）。相双地域では漁業や
遊漁の再開の見通しが立たない河川・湖沼が残る。

⑯ 漁獲量の拡大、販路の開拓等による本格的な操業再開への取組の推進。
⑰ 水産流通加工業の販路の回復・開拓等。

請戸漁港（浪江町）

被災直後 整備後 つくば良農のキャベツ収穫（富岡町）（南相馬市）

被災直後 復旧後

（2011年3月） （2017年8月）

（2011年3月） （2020年4月）
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○世界のモデルとなる復興・再生
【成果】
・ 福島の浜通り地域等に新たな産業基盤を構築することを目指す福島イノ

ベーション・コースト構想に基づき、廃炉、ロボット、エネルギー等の各
拠点の整備が進捗し、新たな産業の創出に寄与。

・ 関連する雇用創出によって浜通り地域等の住民として定着が進む。
・ 令和５年４月に、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島

国際研究教育機構（F-REI）が設立。
・ 人口減少等の諸課題の解決など世界のモデルとなる復興・創生に向けて、

地域の特色に応じた産業・生業の再生等につながる人材を育成。
・ 復興のシンボルであるＪヴィレッジがグランドオープン。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑱ 福島ロボットテストフィールドを始めとする研究・実証拠点や大学・企
業等を含めた福島イノベーション・コースト構想関係機関の連携強化の仕
組みづくり、研究機能と民間の力も活用した産業化、そのための持続的な
人材育成に関する体制・機能の強化（福島国際研究教育機構との連携）。

⑲ 研究開発や地元での実装の支援、地元企業と進出企業とのマッチング支
援、地元企業の新事業展開や取引拡大に向けた支援体制の強化、福島イノ
ベーション・コースト構想が有する可能性の共有・展開の促進、イノベー
ションの成果に基づく生活の利便性向上。

⑳ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成基盤の構築、地域
の産業人材の輩出に向けた特色ある教育プログラムの実施（将来の地域の
復興や産業を担う人材育成や定着）。

㉑ 県立ふたば未来学園中学校・高等学校や県立小高産業技術高等学校等の
特色ある教育活動に対する支援。

㉒ 地元事業者による福島イノベーション・コースト構想への参画、域外か
らの新たな活力の呼込み。

㉓ Ｊヴィレッジ、福島ロボットテストフィールド、福島水素エネルギー研
究フィールド、東日本大震災・原子力災害伝承館、常磐自動車道、ＪＲ常
磐線、国や市町村の復興関連施設・インフラ等各拠点の連携と活用の促進
や、教育旅行・企業研修・イベント等への呼込みによる関係人口・交流人
口の拡大等、魅力ある交流機会の創出。

県立ふたば未来学園
中学校・高等学校 福島ロボットテストフィールド 東日本大震災・原子力災害伝承館

Ｊヴィレッジ 震災直後 Ｊヴィレッジ 復旧後 Ｊヴィレッジ グランドオープン

（2011年5月） （2021年1月）
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（２） 生活再建

○住まいや安全・安心の確保
【成果】
・ 災害公営住宅（地震・津波被災者向け：2,807戸及び復興公営住宅（原発
避難者向け：4,767戸）は全て完成。

・ 復興支援員による戸別訪問や相談対応を実施したほか、県外に避難してい
る方が直接相談できる生活再建支援拠点を全国26箇所に設置。

・ 仮設住宅、復興公営住宅等で生活している方への継続的な健康支援活動の
実施。「ふくしま心のケアセンター」による被災者への直接支援及び研修や
事例検討会の実施などによる市町村等の支援者に対する支援の強化。

・ 被災した県立学校は、休校中の５校を除き復旧が完了。
・ 特別な教員加配やスクールカウンセラー等の配置による学習支援、被災に

起因した経済的理由から就学困難となった子どもへの就学支援等により、教
育環境を確保。

【課題】 →対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト、
３安全・安心な暮らしプロジェクト

① コミュニティ交流員等を通じたコミュニティの再生・形成・維持。
② 避難の長期化等に伴い個別化・複雑化している課題に対応するため、相談
対応や心のケア等の支援の実施。

③ 特色・魅力ある教育の一層の推進。
④ 高齢者の見守り、相談体制の充実、障がい福祉サービス提供体制の整備。

○帰還に向けた取組・支援
【成果】
・ 避難者数はピーク時の約16万４千人から1/6以下に減少。
・ 帰還者向け等住宅が令和７年10月末現在で770戸完成（整備予定856戸）。
・ 地域情報紙「ふくしまの今が分かる新聞」の発行（隔月発行）。
・ 県内・県外避難者や帰還者の支援を行う団体向けへ助成を実施。
・ 応急仮設住宅から自宅等へ移転した世帯に対する助成の実施。

【課題】 →対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑤ 避難の長期化等に伴い個別化・複雑化している課題への対応やふるさとと
のきずなを維持するための情報提供・きめ細かな支援の実施。

復興公営住宅（いわき市）
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（３） 環境回復

○除染等の推進、廃棄物等の処理
【成果】
・ 各市町村や国の除染実施計画に基づく面的除染は、帰還困難区域を除き
平成30年３月までに完了。県内の空間線量率は大幅に低下。

・ 除去土壌等について、輸送が開始された平成27年３月から令和７年10月
末までに、約1,418万㎥が輸送され、対象52市町村のうち40市町村の輸送
が完了。令和３年度末までに、帰還困難区域を除き中間貯蔵施設への搬入
がおおむね完了。

・ 除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出が進み仮置場の箇所が減少。
・ 特定廃棄物は、約31万８千袋が国の特定廃棄物埋立処分施設（富岡町）
及びクリーンセンターふたば（大熊町）において埋立処分（令和７年５月
末現在）。

・ 放射性物質で汚染された環境の回復・創造に取り組むための総合的な拠
点として環境創造センターを設置。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、
３安全・安心な暮らしプロジェクト

① 国による帰還困難区域の特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域に
おける除染の確実な実施と、区域外における除染の具体的方針の明示。

② 仮置場等の原状回復と返地。
③ 中間貯蔵施設等の安全確認や環境モニタリングによる周辺環境への影響調
査。

④ 除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分。
⑤ 放射性物質に汚染された廃棄物の処理。

環境創造センター住宅の除染 除去土壌の積込
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○食品の安全確保
【成果】
・ 県産米の放射性物質検査については、全量全袋検査により毎年約1,000
万点近くを検査し、平成27年産米以降は10年連続で基準値超過なし。

・ これまでの検査により県産米の安全性が確認されたため、令和２年産米
から、避難地域12市町村を除きモニタリング検査へ移行。令和４年産米か
らは、新たに広野町、川内村、令和５年産米からは田村市が、令和６年産
米からは楢葉町が、令和７年産米から新たに南相馬市がモニタリングへ移
行。（全量全袋検査継続中は７町村）

・ 野菜・果物については、12年連続で基準値超過なし。
【課題】 →対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑥ 正確な情報の発信及び放射能や食の安全に関する知識の普及。

○廃炉に向けた安全監視
【成果】
・ 廃炉に向けた取組状況について県の立場から監視するため、廃炉安全監

視協議会、廃炉安全確保県民会議、現地駐在の監視体制を構築。
・ 中長期ロードマップに基づき、汚染水対策や使用済燃料プールからの使
用済燃料の取り出しが進められている（３号機及び４号機は完了）ほか、
２号機では、燃料デブリの試験的な取り出しの１回目が令和６年１１月、
２回目が令和７年４月に完了するなど、廃炉に向けた取組が進んでいる。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑦ 福島第一、第二原発の廃炉に向けた取組が安全かつ着実に進められてい
ることについて、廃炉安全監視協議会等の長期間にわたる継続的な監視。

⑧ 廃炉作業の進展に伴う新たな風評被害が生じることのないよう、引き続
き国に対する正確な情報発信等の風評対策の要望。

掴んだ燃料デブリを運搬用ボックスに回収する様子
東京電力提供

１号機の大型カバー設置の様子

2号機の燃料デブリ試験的取り出し
（燃料デブリサンプル（2回目）の拡
大写真（提供:JAEA・東京電力ホー
ルディングス））１号機の大型カバー設置の様子

12



（４） 心身の健康

○県民の健康の保持・増進
【成果】
・ 県民の将来にわたる健康の維持・増進を図るため、全県民を対象とした
県民健康調査を実施。

・ 福島の復興を医療面から支える拠点として、福島県立医科大学にふくし
ま国際医療科学センターが設立。

・ 県内で不足している保健医療従事者を養成し、安定的に確保するため、
福島県立医科大学に保健科学部を設置。令和７年４月に大学院保健科学研
究科を開設。

・ 「ふくしま心のケアセンター」による被災者への直接支援及び研修や事
例検討会の実施などによる市町村等の支援者に対する支援の強化（再掲）。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
① 県民健康調査を通じた長期にわたる県民健康の見守り。
② 生活習慣の改善や栄養・食生活支援などを通じた被災者等の健康支援。
③ 疾病予防、早期発見・治療の取組など健康寿命の延伸に向けた取組。
④ 医療、介護・福祉人材の確保・育成による地域医療等の再構築。
⑤ ＩＣＴ活用の推進、情報通信機器を活用した医療等提供体制の推進。
⑥ 避難生活の長期化や帰還先の状況等を踏まえた丁寧な支援の継続。

福島県立医科大学保健科学部ふくしま国際医療科学センター

ふれあいニュースポーツ交流大会（相双地区）

ふくしま健民アプリ
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（５） 子ども・若者の育成

○子育て環境づくり・復興を担う人づくり
【成果】
・ 平成24年10月より18歳以下の県民の医療費を無償化。
・ 子ども被災者支援法の下で、公営住宅の入居に際しての収入要件の緩和が
行われるなど、様々な支援策が実施。

・ 避難指示が解除された市町村において幼保・小中学校などが地元で再開。
・ ロボット工学などの先端技術教育の推進に向けて県立小高工業高等学校と
県立小高商業高等学校を統合し、県立小高産業技術高等学校が開校。

・ 地域はもとより世界で活躍できる人材の育成に向け、県立ふたば未来学園
中学校・高等学校が開校。

・ 学校や児童福祉施設等が提供する給食の安全・安心の確保のため、給食用
食材等の放射性物質検査を実施。

・ 放射性物質への不安から外遊びの機会が制限されたため、子どもの肥満改
善や運動不足解消、体力向上に向けた指導の充実や屋内遊び場を整備。

・ 妊婦や乳幼児を持つ保護者の不安や悩みの解消のために、電話相談や訪問
等相談体制を整備。

【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、
２ひと・きずなづくりプロジェクト

① 避難している子育て世帯への切れ目のない支援。
② 子育て世帯の帰還・定着促進のために、安心して子どもを生み育てること
ができる環境の整備。

③ 子どもの肥満改善や体力向上に向けた支援体制の充実・強化及び未来にい
きる資質・能力の育成に向けた健康マネジメント能力の育成。

④ 避難地域12市町村における復興の進捗に応じた学校再開支援。
⑤ 震災後に生まれた子どもたち等への震災の記憶と教訓の継承。

小中学校の再開状況

県立小高産業技術高等学校 県立ふたば未来学園中学校・高等学校

14



（６） 農林水産業の復興・再生

○安全・安心を提供する取組（農林水産物の風評払拭）
【成果】
・ 農産物輸出量は過去最高を更新(令和６年度)。オンラインストアの販売
も好調。令和６酒造年度全国新酒鑑評会では、16銘柄で金賞を受賞し、３
年ぶりに金賞受賞数日本一を奪還。

・ 県産農林産物の安全性を裏付けするＧＡＰ認証の取得に努めており、ふ
くしま県ＧＡＰ（ＦＧＡＰ）を含めＧＡＰ認証件数は420件（令和７年３
月時点）と全国トップクラス。

・ 農産物直売所の年間販売金額は、震災以降増加が続いている。
【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト、

４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 国内でもいまだに6.2％の方が福島産の食品の購入に抵抗を感じている。
（消費者庁：風評に関する消費者意識の実態調査 令和７年３月）

② 風評を要因に低下した県産農林水産物の価格水準の実回復。
③ 県産食品の輸入規制措置の解除・緩和は徐々に進んでいるが、いまだに
５の国・地域で規制が続いている（令和７年11月21日時点）など根強い風
評が残る。

◆県産農産物の輸出量

◆ふくしま。ＧＡＰチャレンジ宣言

○農林水産業の再生
【成果】
・ 農地・農業用施設等の復旧工事は98.9％完了（令和７年３月時点）。
・ 農業産出額は震災前の水準を超えている（123％）（令和６年分）。
・ 津波被災地では農地の復旧予定面積の83.6％で営農が可能（令和７年３
月末時点）。

・ 林業産出額は震災前の水準を超えている（103％）（令和５年分）。
【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
④ 海面漁業産出額は震災前の60.5％にとどまる（令和５年分）。
⑤ 外部からの参入も含めた担い手確保、農地の大区画化・利用集積、広域
的な高付加価値産地の展開、６次産業化施設の整備の促進や鳥獣被害対策
の強化による営農再開の加速化。

⑥ 間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策、森林の再生に向
けた実証事業の実施、原木林における放射性物質の動向等に留意した計画
的な伐採・更新、特用林産物の産地再生。

⑦ 沿岸漁業水揚量は震災前の約26％（令和６年）。
⑧ 漁獲量の拡大、販路の開拓等による本格的な操業再開への取組の推進。
⑨ 水産流通加工業の販路の回復・開拓等。
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（７） 中小企業等の復興

○県内中小企業等の振興、企業誘致の促進
【成果】
・ 県内総生産は震災前を上回る水準まで回復。
・ 中小企業等グループ補助金による事業者の施設及び設備の復旧、ふく
しま産業復興企業立地補助金等や復興特区等税制優遇措置により、産業
の復興・再生が進み、県内の製造品出荷額等はおおむね震災前の水準に
回復。

・ 福島再生加速化交付金による産業団地造成や企業立地補助金等を通じ
て被災地における企業進出が進展。

【課題】 → 対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト、
４産業推進・なりわい再生プロジェクト

① 県内総生産は依然として全国の伸び率は下回っているほか、双葉郡８町
村の製造品出荷額等は震災前の３割に満たず、震災前の水準に遠く及ばな
い状況が続いている。

② 引き続き、企業立地補助金や税制優遇措置などによる企業立地支援を
通じた企業誘致を図り、雇用の創出や産業の集積を促進。

③ 事業者の販路の確保・開拓。
④ 産業の振興を担う人材の確保・育成。

合同企業説明会

工業団地の整備（富岡町） （2016年9月）

（2020年11月）
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（８） 新産業の創造

○再生可能エネルギーの推進
【成果】

・ 再生可能エネルギーの導入は、太陽光発電を中心に増加。県内エネ
ルギー需要量に占める割合は59.7％（令和６年度末）。

・ 震災後、産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所や福島
水素エネルギー研究フィールドなどの拠点施設が立地。

・ 再生可能エネルギー・水素関連産業の工場は95件が立地（令和５年
度時点） 。

【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 地域と共生した再エネの導入推進、自家消費や地産地消型の再エネ

導入促進。
② 県内企業の新規参入や事業拡大に向けて、開発された技術の事業化

や、人材の育成・確保。

17



○医療関連産業・ロボット関連産業の集積
【成果】
・ 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターやふくしま医療機器開
発支援センターなどの拠点施設の整備が完了。

・ 医療福祉機器関連の工場は94件が立地（令和６年12月時点）。
・ 福島ロボットテストフィールドなどの拠点施設の整備が完了。
・ ふくしまロボット産業推進協議会を設立し産学官の連携を強化。
・ 産学官連携によるロボットソフトウェア開発拠点として、会津大学先端

ICTラボ(LICTiA)を強化。
【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、

４産業推進・なりわい再生プロジェクト
③ 医療関連産業における拠点施設の運営強化や、開発・事業化及びマッチ
ング支援による県内企業の参入促進、人材の育成・確保。

④ 福島ロボットテストフィールドの更なる利活用促進及び日本におけるド
ローンの研究開発・制度執行のメインプレイヤーとしてのナショナルセン
ター化。

⑤ 地元企業との連携促進や県産ロボットの販路開拓など、県内企業の取引
拡大に向けた関連産業の育成・集積。

○福島イノベーション・コースト構想
（９ページ 世界のモデルとなる復興・再生から再掲】
【成果】

・ 福島の浜通り地域等に新たな産業基盤を構築することを目指す福島イノ
ベーション・コースト構想に基づき、廃炉、ロボット、エネルギー等の各
拠点の整備が進捗し、新たな産業の創出、教育・人材の育成に寄与。

・ 令和５年４月に、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島
国際研究教育機構（F-REI）が設立。

【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑥ 各種関係機関の連携強化の仕組みづくり、研究機能と民間の力も活用し
た新産業の創出、そのための持続的な人材育成に関する体制・機能の強化。

⑦ 研究開発や地元での実装の支援、地元企業と進出企業とのマッチング支
援、地元企業の新事業展開や取引拡大に向けた支援体制の強化、イノベー
ションの成果に基づく生活の利便性向上。

⑧ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成基盤の構築、地域
の産業人材の輩出に向けた特色ある教育プログラムの実施（将来の地域の
復興や産業を担う人材育成や定着）。

⑨ 地元事業者による関連産業の参入、域外からの新たな活力の呼込み。
⑩ 各拠点を活用した、教育旅行、企業研修、イベント等への呼込みによる
移住・定住等の促進、関係人口・交流人口の拡大。

ふくしま医療機器開発支援センター医療-産業トランスレーショナル
リサーチセンター

産学官連携拠点
会津大学先端ICTラボ（LICTiA）

18



19



（９） 風評・風化対策

○農林水産物を始めとした県産品の販路回復・開拓
※15ページ「農林水産業の復興・再生」の「安全・安心を提供する取組（農
林水産物の風評払拭）」を参照。

○観光誘客の促進
【成果】
・ 県内の観光客入込数は、震災前の100.7％まで回復（令和６年分）。
・ 教育旅行は、コロナ禍により全国的に旅行自粛があったものの、関西や

沖縄等定番旅行先の感染状況に鑑みて、本県含む東北地域に行先変更した
学校が多く見受けられ、固定化されていた行先に変化があったことから、
コロナ禍明けも回復基調にあり来訪学校数が震災前の63.1％まで回復（令
和５年度分）。

・ 令和７年４月から６月に開催したプレDCでは、各地で多くの賑わいが見
られ、期間中の観光客入込数目標1,500万人を達成（実績1,516万人）。

・ ふくしまグリーン復興構想に基づき自然公園等の魅力向上に向けた取組
を推進。

【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① “ふくしまならでは”の魅力や正確な情報の発信、旅行者のニーズに基
づく効果的な観光誘客。

② 外国人旅行者の嗜好に応じた本県の強みをいかした誘客、風評払拭、風
化防止に向けた更なる情報発信。

「サムライ」など訴求力のある動画等
によるインバウンド誘客

○国内外への正確な情報発信・ふくしまをつなぐ、きずなづくり
【成果】
・ 本県に対してのイメージは年々回復傾向。企業や自治体との連携も更に
拡大し、企業等との包括連携協定は33件（令和６年12月時点）。

・ 海外への情報発信の場となる県内での国際会議の開催件数が増加傾向。
・ 第69回全国植樹祭（平成30年度）において全国の方々と交流を促進。
・ 東京2020オリンピック野球・ソフトボール競技の開催決定及び聖火リ
レーグランドスタートの実施。

【課題】 → 対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト
３安全・安心な暮らしプロジェクト

③ 本県への関心や応援意向の低下。
④ 復興の状況や放射線に関する科学的な知識等の効果的な情報発信。

第69回全国植樹祭 県営あづま球場
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（10） 復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化

○復興まちづくり、交通基盤の整備、防災・災害対策の推進
【成果】
・ 公共土木施設の災害復旧工事（県管理）は、全体の99％が完了（令和７
年10月末時点）。防災緑地の整備は完了し、海岸防災林の整備も進捗。

・ 常磐自動車道は全線で供用が開始し、ふくしま復興再生道路の整備も進
捗。さらに、ＪＲ常磐線が全線で運転が再開するなど都市間の移動時間が
短縮。

・ ＪＲ只見線は令和４年10月１日に全線運転再開。
・ 防災意識の啓発に向けて、防災ポータルサイトを開設したほか、福島県
防災ガイドブック「そなえるふくしま」を活用し、家族を対象とした防災
セミナーや出前講座を実施。また、災害時の対応に向けて、県内外の自治
体及び民間団体等と405の応援協定を締結（令和７年４月１日時点）。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
① 道路整備の着実な推進。
② ＪＲ常磐線、ＪＲ只見線、福島空港、相馬港及び小名浜港の利活用促進。
③ 防災意識の向上に向けた継続的な取組。
④ 災害時における広域的な連携・連絡体制の強化。

【ふくしま復興再生道路の整備エリア】
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（11） 復興・再生に影響を及ぼす事象と対応

○ 令和3年2月及び令和4年3月には、福島県沖を震源とする地震が発生しました。こ
れは東日本大震災の余震とみられ、いずれも最大震度6強という激しい地震を観測し、
家屋をはじめ、高速道路、国・県道や港湾、漁港、農業用ため池など、県内各所に大き
な被害をもたらしました。
今後、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震や、南海トラフ地震、首都直下地震などの発
生が切迫しており、事前の備えが重要となります。

○ さらに、近年、気象災害が頻発化・激甚化しており、本県においても、大きな被害が
もたらされています。令和元年10月の令和元年東日本台風等においては、県内で初め
て大雨特別警報が発表され、広範囲で記録的な豪雨となりました。
県内の主要河川及びその支流では、河川の氾濫が発生し、台風を直接の原因とする死
者は32名となりました。住家被害が、全壊1,395棟、半壊11,800棟に上る（令和4
年10月11日現在）甚大な被害となり、県内の全市町村で避難所が開設され、ピーク時
の避難者数は2万人を超えました。
この台風から2週間後にも低気圧の影響のため、浜通りを中心に非常に激しい雨とな
り、更に被害が広がりました。東日本台風及びその後の大雨に伴う公共土木施設等の
被害額は、約928億円に及び、台風等の降雨で受けた被害として過去最大規模となり
ました。

○ 平成23年7月の新潟・福島豪雨や平成27年9月の関東・東北豪雨において会津地
方を中心に大きな被害が発生し、また令和5年9月には本県で初めて「線状降水帯」が
観測され、浜通りを中心に断続的に非常に激しい雨が降り、土砂崩れや河 川の越水、
内水氾濫、住家への浸水等、甚大な被害が発生するなど、県内において、風水害・土砂
災害の被害が発生しています。

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の
取組をより一層加速させるとともに、流域に関わるあらゆる関係者が協働で取り組む
流域治水を推進し、強く、しなやかな社会を構築する必要があります。

○ 令和７年２月、会津地方を中心とした非常に短期間での強い降雪により、積雪が急
激に増加し、観測史上最高の積雪を記録するなど、災害級の豪雪となりました。この豪
雪により、除雪作業中の事故等による死傷者が発生したほか、長時間にわたる交通障
害の発生や雪崩による人家被害等により、県民の生活や物流、観光など広範囲に甚大
な影響を及ぼしました。

様々な災害リスクを抱える本県においては、人命の保護が最大限図られ、被害が最
小化することを目指し、災害対応の体制整備、ハードとソフトが一体となった防災・減
災・国土強靱化の取組を推進し、速やかに復旧・復興のステージに移ることができるよ
う取組を実施する必要があります。

▲ 令和元年度台風被災後
（令和２年８月）

▼ 復旧後（災害復旧助成事業）
（令和６年８月）
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○新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新興感染症等への対応

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言（福島県では令和２年４月16日か
ら５月14日まで発令）やまん延防止等重点措置が発令され、地域経済に深刻な影響を及
ぼした。

・震災以降持ち直してきていた製造品出荷額や農業輸出額、観光客入込数等にも大きな影
響。

・感染拡大防止に取り組んだ時期において様々な復興関連のイベント等の中止や延期によ
り、復興の情報を発信する機会が減少。

・県外における生活再建支援拠点の一時閉鎖や被災者への訪問の一時見合わせにより、被
災者支援活動にも影響。

・令和５年５月８日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型
インフルエンザ等感染症（２類相当）」から「５類感染症」へと変更され、感染拡大前
の生活に順次回復。

新興感染症等の発生時には、本県の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、
以下の２点を主たる目的として対策を講じるとともに、本県の復興を着実に進めるために
も平時から次なる感染症危機に備えた体制の整備を進める。

①感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する。
・平時において医療提供体制等の整備を進める。
・感染拡大時においては、拡大を抑え、流行のピークを遅らせることにより、患者数等を

少なくして医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ること
で、患者数等が医療提供体制のキャパシティを超えないようにし、治療が必要な患者が
適切な医療を受けられるようにする。

・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。

②県民生活及び社会経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
・感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことによ

り、県民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。
・県民生活及び社会経済の安定を確保する。
・地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。
・事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は県民生活及び社会経済の安

定に寄与する業務の維持に努める。

対策の概念図

台風等による災害からの復旧や、新興感染症危機の備えに取り組みながら、
本県の復興・創生が遅滞することのないよう、切れ目なく復興の取組を推
し進める。
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○ 経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を統合的に解決することを目指すＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）（※）への取組が、世界各国で進められています。

○ 復興のステージの違いや避難状況の変化に伴い、復興に向けた課題が個別化・多様化して
おり、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない多様性と包摂性のある持続可能な社会の実現」と
いう基本方針は、本県の復興が目指す方向にも合致していることから、ＳＤＧｓの理念・
目標を意識しながら取組を進めていきます。

○ 令和４年６月に、ＳＤＧｓの「18番目の目標」として、福島県オリジナルの目標を掲げま
した。それは「複合災害から福島を復興させよう」です。この目標には、福島に思いを寄
せてくださる多くの方々とパートナーシップを深め、様々な課題を解決し、東日本大震災
や原発事故等からの復興を成し遂げ、福島を「被災の地」から「希望の地」に変えたいと
いう思いが込められています。

（※）ＳＤＧｓ：
Sustainable Development Goalsの略称。

世界が抱える課題を解決し、持続可能な社会をつくるため、平成27（2015）年の
国連サミットで決定した国際社会の共通目標。
「貧困」「保健」「エネルギー」「気候変動」など17の目標と169のターゲット

が示されており、国が定めた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」（平
成28（2016）年）において、地方自治体の各種計画にＳＤＧｓの要素を最大限反
映することとされています。

（12） 社会経済情勢の変化に対応する新たな視点

○「ＳＤＧｓ」の理念に基づく持続可能な社会づくりの視点

○「ＳＤＧｓ」の各ゴールに向けた主な取組例
（※主な取組は第３章の重点プロジェクトから抜粋しています。）
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暮らし・生業・産業・雇用の喪失、極度の人口減少

「復興の推進」が「SDGｓの推進」に直結

○「ＳＤＧｓ」と福島復興（イメージ）
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福島イノベーション・コースト構想を通じたSDGｓの推進
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○デジタル変革（ＤＸ）の視点

○ 人口減少の進行に伴い、人手不足や消費市場の縮小により地域経済の活力が低下するとともに、
地域コミュニティや社会保障など地域を支える様々な分野でこれまでの水準の維持が困難となる
おそれがあります。

○ さらに、昨今の新型コロナウイルス感染症によって、デジタル化や移住・定住、心身の健康、
働き方改革など、従来の課題の顕在化が一気に進みました。

○ 国においても、行政手続のオンライン化の遅れなど様々な課題が明らかになったことを踏まえ、
「デジタル社会形成基本法」の制定や「自治体DX推進計画」の策定などデジタル化の動きを加速
するとともに、自治体の取組を促進しています。

○ そのような中、本県では、行政のデジタル変革と地域のデジタル変革の2つを柱として、市町
村との連携・協働等に力を入れながら、デジタル変革を推進してきました。

○ 引き続き、感染症や近年頻発化・激甚化する自然災害などの新たな脅威への対応に加え、急激
に進む人口減少により、今後、一層複雑・多様化する行政課題やニーズへの対応に向け、デジタ
ル変革を推進することにより、行政サービスの向上と地域社会の強靱化を図り、県民一人ひとり
が豊かさや幸せを実感できる県づくりを進めていく必要があります。

【本計画に記載している主な取組】

○医療機関におけるＩＣＴ活用の推進、情報通信機器を活用した医療提供体制の整備
【目指す姿】遠隔医療などにより医療提供体制が充実し、どこの地域においても誰もが安心して暮らせ
る社会の実現

○ブロードバンドや携帯電話、第５世代移動通信システム（５Ｇ）等の情報通信利用環境の整備
【目指す姿】企業の効率化による競争力の向上、新産業の創出

○先端技術等の導入による新しい農林水産業の推進
【目指す姿】営農再開、担い手の確保等により、農林水産業の振興が進むことに伴う地域活性化の実現
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（1３） 復興にいかす地方創生の視点

【地方創生の現状と課題】
（１）総人口の推移と将来設計

福島県の人口は、令和６年10 月現在1,743,199 人となっており、平成10年をピーク
に減少に転じて以降、減少が続いている。

（２）人口減少が地域社会に与える影響
①地域経済への影響

就業者の減少、地域経済社会における所得と消費の縮小、経済成長率の低下
②地域社会への影響

地域コミュニティへの影響、医療・介護への影響、行政サービスへの影響

（３）「福島県人口ビジョン」について
人口の自然減対策と社会減対策の両面から取り組み、令和22年に福島県総人口150

万人程度の維持を目指すこととしている。

（４）国の動向
地方創生の更なる推進を図るため、国は「新しい地方経済・生活環境創生本部」を

立ち上げるとともに、地方創生の新たな理念となる地方創生2.0の「基本的な考え方」
を取りまとめた。

（５）福島におけるこれまでの地方創生の取組の総括
本県においては、これまで、平成27年に「ふくしま創生総合戦略」を策定し、結婚

・出産・子育てへの切れ目のない支援、地域企業の経営力強化や生産性向上、新たな
人の流れや移住・定住につなげる取組など、国や市町村等と連携しながら、「福島な
らでは」の地方創生を進めてきた。
しかしながら、若者の県外流出や少子化の進行により、人口減少に歯止めがかかって
いない状況。

（６）人口減少社会への適応の必要性
引き続き、出会い、結婚、出産、子育て等のライフステージに応じた支援等の「自

然減対策」と、若年層・女性をはじめ、あらゆる世代の方が活躍しやすい職場環境の
整備等による雇用の創出や移住・定住の促進等の「社会減対策」を両輪として、人口
減少のスピードを緩和しながら、人手不足が見込まれる教育、医療、産業など様々な
分野において、AI導入等のデジタル技術の活用による業務効率化・生産性向上、地域
資源を活用した高付加価値型の産業・事業の創出、公共交通など日常生活に必要なサ
ービスを維持していくための取組など、人口規模が縮小する中でも経済成長し、社会
を機能させていくための取組をあらゆる主体が連携しながら進めていく必要がある。

【基本理念】 連携・共創による「福島ならでは」の県づくり
－「復興・再生」と「地方創生」を両輪で推進－

１ 「県民の誇り「ふくしまプライド。」を更に光り輝かせ、あらゆる世代、人々の希望を大
切にし、“挑戦”を支える思いやりあふれる社会の実現

２ ふくしまの「可能性、魅力、強み」を更に高め、誰もが安心して暮らせる、しなやかで
持続可能な社会の実現

３ 人の魅力が人を呼び込む「あこがれの連鎖」を更に広げ、新たな価値や魅力の創造に挑
戦できる社会の実現

※ふくしま創生総合戦略（令和７年度～令和12年度）から抜粋

29



（１４） まとめ

これまで、復興ビジョンと第１期福島県復興計画の下、本県の復興・創生

に取り組んでまいりましたが、県民の皆さんの懸命な努力と国内外からの温
かい御支援により、復興は着実に進展してまいりました。

一方で、未曽有の複合災害による本県の復興はいまだ道半ばであり、引き
続き取り組まなければならない課題及び復興の進捗や社会状況の変化に伴っ
て顕在化する新たな課題に対し、令和3年度以降も切れ目なく着実に対応し
なければなりません。

また、台風や地震等による自然災害からの復旧等にも適切に取り組みなが
ら、東日本大震災からの復興・創生が遅滞することのないよう復興事業に取
り組んでいく必要があり、本県の復興・創生は中長期的な対応が不可欠と
なっています。

このため、市町村が策定する復興の計画を始め、国が策定する福島復興再
生基本方針や福島復興再生特別措置法に基づき県が作成する福島復興再生計
画、福島12市町村の将来像などと整合を図り、国や市町村と一体となって、
本県の復興・創生に取り組んでまいります。

〇医療提供体制の整備による
心身の健康の確保

〇被災者の生活再建

〇観光の需要喚起

〇中小企業等の事業者支援

〇農林漁業者の支援 など

被災者・被災事業者のニーズ
に応じた支援を迅速かつ着実
に実施

〇避難地域の復興・再生
・公共インフラや医療、教育、商業などの生

活環境の整備
・商工業、産業、生業の再生、環境回復
・移住の促進、交流・関係人口の拡大 など

〇被災者支援の取組
・帰還や生活再建支援、被災者の心のケア
など

〇全県的な風評・風化対策
・教育旅行、インバウンドの誘客促進
・県産農林水産物の販路拡大
・東京2020オリンピック

野球・ソフトボール競技の開催 など

〇本県の将来を形作る取組
・福島イノベーション・コースト構想を基軸

とした産業集積
・新産業に対応する人材育成
・福島国際研究教育機構（F-REI）の整備

など

東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災
害
か
ら
の
復
興

連動

新
た
な
自
然
災
害
な
ど
へ
の
対
応
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第２章 第２期復興計画の性格

１ 基本理念

復興ビジョン（平成23年８月策定）で掲げた基本理念は、これからも本
県の復興・創生を切れ目なく推進するための土台であり、この理念の下に
中長期的な取組を進めます。

【基本理念】 ～ 復興に当たっての基本的な方向 ～

１ 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり

２ ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興

３ 誇りあるふるさと再生の実現

２ 基本目標

【基本目標】～ 基本理念の実現に向けた目標 ～

（１）避難地域等の着実な復興・再生 【避難地域等の復興】

（２）未来を担う人材の育成・人とのつながりの醸成 【ひと】

（３）安全・安心に暮らせる地域社会づくりの実現 【暮らし】

（４）持続可能で魅力的なしごとづくりの推進 【しごと】

本県全体の復興の土台となる「避難地域等の復興」に、社会を構成する３
つの要素である「ひと」、「暮らし」、「しごと」を加えた４つの視点から
基本目標を設定し、復興・創生に向けた取組を進めます。

３ 計画の位置づけ等

（１） 復興計画の位置づけ

○ 復興計画は､平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震やその余震､それに
伴う大津波､東京電力福島第一原子力発電所事故と風評､さらに東京電力福島第一
原子力発電所の事故が収束しない中で発生した新潟･福島豪雨などの一連の災害
からの復興に向けて､必要となる取組を総合的に示す計画です。

（２） 総合計画との関係

○ 総合計画は、県政全体の基本的方針を示す最上位の計画であり､復興計画は､総
合計画と将来像を共有しながら､本県の一日も早い復興のために必要な取組を機
動的かつ確実に進めるための計画です。

○ なお､本計画における重点プロジェクトを総合計画の重点プロジェクトとして
位置づけ､総合計画の実行計画（アクションプラン）として、ふくしま創生総合
戦略と両輪で本県の復興・創生を推進します。
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（４）進行管理及び柔軟な見直し

○ 復興計画は､策定後において､随時､進捗状況を把握し､迅速かつ効果的に実行し
なければなりません。そのため､復興計画に盛り込まれた各取組の実施状況につ
いて毎年度点検を行い､福島県総合計画審議会による評価を受け､その評価結果や
社会情勢の変化等を踏まえて加除･修正を図るなど､適切な進行管理を行います。

○ 復興計画は、避難指示区域の解除や復興の進捗状況、社会情勢の変化などを踏
まえ、県民の意向に細やかに対応しながら、復興に向けて必要な取組が行われる
よう、適時、柔軟に見直しを行います。

（３） 計画期間

○ 未曽有の複合災害に直面した本県の復興は中長期的な対応が必要であることか
ら､計画期間は10年間（2021年度から2030年度まで）とします。

【総合計画等との関係：イメージ図】
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第３章 復興へ向けた重点プロジェクト第３章 復興へ向けた重点プロジェクト

○ 第１期復興計画（第３次）に記載されている１０の重点プロジェクトについて、「避
難地域等の復興・再生」、「ひと」、「暮らし」、「しごと」の視点から、４の重点プロ
ジェクトに再編しました。

○ 各重点プロジェクトには、第１章の３「復興の成果と課題」に記載された課題等の
解決に向けた「取組の方向性」を記載しています。

○ 各重点プロジェクトに記載された取組を重点的かつ着実に進めることで、基本
目標の実現を目指します。また、ふくしま創生総合戦略との整合性を図り、重点プ
ロジェクトの取組を進めることで、本県の「復興・再生」と「地方創生」を両輪で推
進していきます。

福島県復興計画（第３次）
１０の重点プロジェクト

第２期福島県復興計画
４の重点プロジェクト

成果・課題
課題解決に
向けた取組

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト
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凡 例凡 例

「復興へ向けた重点プロジェクト」は､次のように統一的に記載しています。

「復興の現状と課題」を基に
「プロジェクトの取組方向」
を策定

「プロジェクトの取組方向」の詳細

プロジェクトに関する統計等の
データにより現状を分析
プロジェクトに関する統計等の
データにより現状を分析

【38ページから抜粋】

【39ページから抜粋】

【40ページから抜粋】

プロジェクト名プロジェクト名

プロジェクトの目標を記載プロジェクトの目標を記載

プロジェクトの取組方針を具現
化する個別の取組を記載

※ 各取組を推進する個別の主要事
業等について､毎年、「復興計画
別冊」として公表

プロジェクトの取組方針を具現
化する個別の取組を記載

※ 各取組を推進する個別の主要事
業等について､毎年、「復興計画
別冊」として公表

第１章３の主な「復興の成果
と課題」に記載した課題の番
号を記載し、第１期復興計画
（第３次）の課題解決に向け
て、第２期復興計画ではどの
ような取組を進めるかを示し
ています。

プロジェクトで取り組む内容や
方針､進め方などを記載
プロジェクトで取り組む内容や
方針､進め方などを記載

37



復興拠点等を足がかりに、医療施設、商業施設、教育施設、地域交通機関などの生活環境の整
備を図り、居住者の増加に結びつくよう、住民が安全・安心に生活できるまちづくりを進めま
す。さらに、失われた産業・雇用の回復に向け、産業・なりわいの復興・再生を加速させるとと
もに、福島イノベーション・コースト構想をさらに発展させ、既存の研究施設等の取組に横串を
刺す司令塔機能を果たす福島国際研究教育機構（F-REI）において研究開発や人材育成を進める
など、構想を軸とした新たな産業基盤の集積を進めることで、国内外から自らも挑戦したいと思
う人々が集まるような魅力あふれる地域を創造し、「避難地域等の着実な復興・再生」を目指し
ます。

目 指 す 姿

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

データから見る復興の現状と対応の方向性データから見る復興の現状と対応の方向性

【居住者】 【商工業】

【農林水産業】 【産業基盤】

避難地域における居住人口は、避難指示の
解除や生活環境の整備の進展等により、緩や
かな回復傾向にあります。

更なる居住人口の増加に向け、避難してい
る方々の帰還環境の整備を進めるとともに、
関係人口・交流人口の拡大や移住・定住の促
進等に取り組む必要があります。

避難地域等における事業者については、事業
の再開に伴う設備投資に係る補助制度の設立や
経営に係るコンサルティング支援の実施等によ
り、おおむね９割が事業を再開しています。

しかし、地元での再開率が約６割にとどまっ
ているなど、引き続き、事業者の自立に向けた
支援に取り組む必要があります。

[事業再開状況]

避難地域等における農林水産業については、
農地の除染と農業用施設等の復旧工事が進み、
また、漁業の試験操業を終え、本格操業に向
け移行しています。

しかし、営農再開率については、面積ベー
スで約５割にとどまっており、今後も、新た
な経営方式の導入や担い手の確保などに向け
て継続して支援に取り組む必要があります。

[避難地域等における営農再開面積]

避難地域等においては、震災・原発事故に
よって失われた産業基盤の回復と自立的・持
続的な産業発展を目指し、福島イノベーショ
ン・コースト構想に係る取組が進んでいます。

今後は、構想の着実な実現に向け、産業の
集積や人材の育成とあわせて、交流人口・関
係人口の拡大などに取り組む必要があります。

[避難地域における居住人口]（単位：人）

（単位：％）

[福島イノベーション・コースト構想に
おける６つの重点分野]

廃炉
ｴﾈﾙｷﾞｰ
環境
ﾘｻｲｸﾙ

航空宇宙

ロボット
ドローン

農林水産 医療関連

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

※居住人口：旧緊急時避難準備区域及び避難指示
解除区域に生活の本拠がある者の人数

※双葉郡の商工会における
会員事業所の事業再開率

（単位：％）
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取組の方向性取組の方向性

１ 安心して暮らせるまちの復興･再生

※ 本プロジェクトでは避難地域等の復興加速に特化した取組をまとめており､避難地域等を含め､全県的に
対応する取組は各プロジェクトにおいて推進していきます。

３ 魅力あふれる地域の創造

２ 産業・なりわいの復興・再生

避難指示が解除された地域における生活環境を充実させるとともに、更

なる避難指示の解除に向けて取り組みます。あわせて、地域間を結ぶ主要

道路の整備や公共交通ネットワークの構築を通した広域での連携の推進、

治水安全度を向上させるための河川の整備等により、それぞれの地域にお

ける復興の拠点を核としたまちづくりを進めます。
また、医療・福祉サービス提供体制の強化に向け、医師や看護師、介護

人材等の確保とあわせて、長期にわたる県民の健康の確保体制及び地域包
括ケアシステムの整備に取り組みます。

さらに、被災した児童・生徒への支援に向け、学校施設等の復旧・整備
を進めるとともに、十分な教員の確保に取り組みます。あわせて、経済的
な支援制度を確立することで、児童・生徒が安心して学習できる教育環境
の整備を行います。

被災者が事業を再開することを支援するとともに、被災地の復興を促進するような起業
・創業の支援や、企業誘致に取り組みます。あわせて、安定的な人材の確保や人材育成、
入社後の定着に向けた支援を行うとともに、各企業に対しての経営支援等を通じて、復興
に取り組んでいきます。

また、農林水産業の復興・再生に向け、農業・林業・漁業、
それぞれにおいて生産基盤の復旧から生産の再開、地域の特色
を生かした経営の展開に係る一連の取組を支援します。あわせ
て、新たな生産方式等の導入や新規の担い手の確保に取り組む
とともに、鳥獣による被害への対策を推進します。

さらに、放射性物質検査体制等の確保と県産品の魅力の発信
により風評の払拭と新たな販路の開拓に取り組みます。

福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた取組を進めます。県内他地域とも連
携しながら、地元の幅広い事業者の参画を促進するとともに、構想を支える人材の育成を
行うほか、廃炉やロボット・ドローンなどの重点分野の産業集積に取り組みます。

また、未来を担う人材の育成に向け、先進的教育・先端技術教育に取り組むとともに、
大学等との地域連携を通して教育研究活動を促進します。

さらに、令和５年４月、創造的復興の中核拠点を目指す福島国際研究教育機構（F-REI
）が設立しました。引き続き、立地地域の政策やまちづくりなど広域自治体としての役割
を果たしていきます。

そのほか、地域の交流の促進に向け、Ｊヴィレッジや東日本

大震災・原子力災害伝承館などの施設の利活用を促進するとと

もに、ホープツーリズムの促進、関係人口・交流人口の拡大、

移住・定住の促進に取り組みます。加えて、環境先進地域を目

指し、脱炭素まちづくりを推進します。

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

目標値現況値震災前の値関連指標

増加を目指す
（R12）

65,179人
（R７）

146,400人
（H22年3月）

避難区域等の居住人口

※ 居住人口：避難指示などが解除された区域において、生活の本拠を有する人口であり、生活環
境の整備、帰還支援、移住の促進等の取組を通じて、数値の増加を目指す。

（1）❶～❾、（3）❶、（5）❹

（1）❿～⓱

（1）⓲～❶、（8）❹、❻～❿
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主な取組主な取組

１ 安心して暮らせるまちの復興･再生

（１）復興拠点を核としたまちづくり

避難地域の復興拠点づくりの推進①

ふるさと帰還後の買い物支援や生活交通の確保②

特定復興再生拠点区域等への帰還・移住に向けたインフラの整備③

放射性物質除去・低減に向けた技術開発及び移動抑制対策の推進④

帰還困難区域における除染・家屋等の解体を含む避難指示解除に向けた取組⑦

避難指示解除区域における消防施設、汚泥処理施設、火葬場などの早期復旧に向けた支援⑧

避難指示区域及び特定復興再生拠点区域等における森林の整備に向けた取組⑤

企業の呼込みの促進に向けた産業基盤の整備⑥

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト
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持続可能な地域公共交通ネットワークの構築⑤

帰還状況に応じた二次救急医療体制整備の推進⑥

帰還状況に応じたその他広域連携による支援⑦

医師の確保と医療機関の機能回復・充実①

福祉施設等の復旧②

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される地域包括
ケアシステムの深化・推進

③

（３）浜通り地域等の医療等の提供体制の確保

人材の着実な確保・育成・定着及び施設・設備の整備の推進など、保健・医療・福祉・介護
等のサービスの提供体制の強化

④

長期にわたる県民健康調査を通した健康の保持・増進⑤

県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進⑥

常磐自動車道の４車線化・スマートICの整備②

防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備④

避難地域12市町村内における道路の整備③

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

（２）広域インフラの充実・広域連携の推進

「ふくしま復興再生道路」の整備、地域連携道路等の整備①
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被災した学校施設等の復旧④

２ 産業・なりわいの復興・再生

（１）商工業の復興・再生

被災事業者がふるさとに帰還する際の事業再建支援①

官民合同チームによる事業者等への戸別訪問･相談支援を通じた事業再開支援の拡充（ハン
ズオン支援）

②

地域活力向上・帰還促進に向けた創業支援③

商工会などの経営指導員等を通じた事業者支援④

震災復興に向けた人材の育成・確保、被災者の安定的な雇用確保⑤

新たな産業（企業）の戦略的な誘致⑥

被災児童・生徒の受け入れ学校の教員の増員③

被災した子どもたちの就学環境等を確保するための経済的支援②

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

（４）教育環境の整備

特別支援学校の整備など、被災した子どもたちの教育環境の整備①
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安全な農産物の生産対策の徹底⑥

放射性物質検査による食品の安全確保⑦

県産農林水産物に対する消費者の信頼を確保する取組推進⑧

県産品の安全性や魅力に関する流通事業者・量販店等の理解促進・販路の開拓⑨

高付加価値生産を展開する産地形成の推進⑩

鳥獣被害対策の推進⑪

担い手の確保による避難地域等における復興の加速化⑤

営農再開に向けた生産基盤の復旧・整備、ほ場の大区画化、担い手への農用地利用集積、た
め池の放射性物質対策、除染後農地の保全管理から農業用機械・施設等の導入支援までの一
連の取組の推進

④

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

（２）農林水産業の復興・再生

官民合同チームによる農業者への戸別訪問等を通じた営農再開の支援①

森林・林業の再生と特用林産物の生産再開・継続の支援②

水産業の再生と漁業生産の着実な回復の推進③
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廃炉や再生可能エネルギー、医療、ロボット、航空宇宙、ＩＣＴの分野など、ふくしまの
将来の産業を担う人づくり

①

防災研修を行う技術者研修拠点の整備・運用②

イ 構想を支える人材の育成

ウ 廃炉産業の集積

廃炉関連産業への地元企業の参入支援①

エ ロボット・ドローン産業の集積

県内の橋りょう、ダム、河川、山野等を利用した災害対応ロボット等の実証試験場所の拡充
及び実証試験の誘致

①

福島ロボットテストフィールドの利活用促進等②

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

域外からの事業者の呼び込みや総合的なビジネス創出支援③

関係機関とのネットワーク形成②

（１）福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等

地元企業の参画の促進及び幅広い業種への効果波及①

地域復興に資する実用化開発の推進②

３ 魅力あふれる地域の創造

ア 地元企業の参画の促進
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モビリティーによる利活用に加え、施設などでの水素エネルギーの利活用への拡大⑤

動植物系の廃棄物のメタン発酵ガス発電システムの導入⑥

浜通り地域へのエネルギー関連産業の集積⑦

浜通りを中心とした環境・リサイクル関連産業の集積の推進及び構築⑧

カ 農林水産業の集積

先端技術等の導入による新しい農林水産業の推進①

効率的で持続可能な「ふくしま型漁業」の推進②

木材の新たな製品・技術の開発・普及や木質バイオマスの利用促進による県産材の需要創出③

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

復興まちづくりと連動したスマートコミュニティの導入④

オ エネルギー・環境リサイクル産業の集積

避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」、「地域の再興」の推進①

地域と共存する風力発電の導入拡大の支援②

クリーンコール（石炭のクリーンな利用）分野で世界をリードする拠点の実現③
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避難地域12市町村における魅力ある教育の推進①

県立小高産業技術高等学校におけるロボット工学の基礎知識や実践的技術など先端技術教育
の推進

③

外国人材等の受入れに向けた支援④

知の集積に向けた浜通り地域等における教育研究活動の促進等⑤

大学等の地域連携の推進⑥

（２）未来・地域を担う人材の育成

県立ふたば未来学園中学校・高等学校を核とした先進的教育及び人材育成の推進②

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

キ 医療関連産業の集積

「ふくしま医療機器開発支援センター」による開発・事業化等への支援①

医療関連分野への新規参入の促進及び医療機器関連企業の販路開拓・取引拡大への支援②

「医療‐産業トランスレーショナルリサーチセンター」の創薬に有効な技術開発を活かした
企業等への支援

③

ク 航空宇宙産業の集積

認証取得支援等による他業種企業等の参入支援①

技術支援や競争力強化等による取引拡大②

46

ケ 福島国際研究教育機構（F-REI）との連携

F-REIの研究開発・産業化・人材育成等への支援①

F-REIと地域との連携の推進②



交流拠点の確保・形成と地域コミュニティの形成⑦

移住・定住の促進⑧

関係人口・交流人口の拡大や消費の拡大⑨

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

脱炭素まちづくりの推進①

（４）環境先進地域を目指したまちづくり

地域の交流人口拡大や復興発信への寄与を目的とする、Ｊヴィレッジの幅広い利活用促進①

浜通り独自の観光資源づくり②

東日本大震災・原子力災害伝承館等を起点とする地域交流の促進・情報発信③

復興祈念公園等による犠牲者への追悼と鎮魂､震災の記録と教訓の伝承、復興への強い意志
の発信等

④

東日本大震災・原子力災害伝承館等を中心としたホープツーリズムの推進⑤

（３）地域の再生を通じた交流の促進

ＪＲ常磐線の利便性向上・基盤強化等⑥
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データから見る復興の現状と対応の方向性データから見る復興の現状と対応の方向性

【子育て環境】
保育所への入所待機児童数は、施設整備の進
展に伴い入所定員数が増加したため、平成
29年をピークに減少しています。

施設整備や保育士の育成・確保による待機
児童の解消など、子育てしやすい環境づくり
に引き続き取り組みます。

【教育環境】

【人材育成】 【風評・風化】

安心して子育てができる環境の充実に向け、地域ぐるみの子育て環境の整備等に取り組むとと
もに、国際化に対応できる子どもの増加も視野に入れた学びの環境の整備による復興を担う人材
の育成や、世界に誇れる産業集積で活躍するための人材の育成を図ります。さらに、福島に対す
る正しい理解の浸透や、福島への関心・思いを持つ国内外の方々の増加に向け福島の現状や魅力
の効果的な情報発信を進め、県内外に避難している方々やふくしまを応援する方々とのきずなを
深め、「未来を担う人材の育成・人とのつながりの醸成」を目指します。

被災した学校施設の復旧が行われ、避難指
示が解除された地域においても学校が再開さ
れるなど、教育環境の整備が進んでいます。

引き続き、少人数教育をいかしたきめ細か
な指導を実施するなど、“ふくしまならで
は”の教育の推進を通して、児童・生徒の学
力向上に取り組む必要があります。

[保育所への入所待機児童数] [全国学力調査結果（中学生）]

高卒者の県内就職率が震災前よりも高い水
準にあるとともに、県内企業に就職した高卒
者の離職率は減少しています。

引き続き、インターンシップ等の支援や
キャリア教育を通じて在学時における職業意
識を醸成するとともに、就職後の相談・支援
体制の構築に取り組む必要があります。

[高卒者における県内企業の就職・離職率]

県内における国際会議の開催や国際的なイ
ベント等への参加など、多様な機会を活用し
た情報発信を行い、風評の払拭と風化の防止
に努めています。

引き続き、あらゆる機会を捉えた効果的な
情報の発信に取り組んでいくとともに、これ
までに培ったご縁やつながりをいかした交流
の促進に取り組む必要があります。

[国際会議の開催件数]

２ 人・きずなづくりプロジェクト

目 指 す 姿目 指 す 姿

２ 人・きずなづくりプロジェクト２ 人・きずなづくりプロジェクト

（単位：件）

（単位：人）

（単位：％）

※全国平均を100と
したときの正答率

（単位：％）
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１ 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

２ 復興を担う心豊かなたくましい人づくり

３ 産業復興を担う人づくり

４ ふくしまをつなぐ、きずなづくり

子育てに関する相談体制の整備や保育サービスの充実に取り組
みます。

また、子育てにおける安心・安全の確保に向け、学校や保育所
等における給食の検査体制を継続するとともに、地域ぐるみの子
育て環境の整備に取り組みます。

さらに、18歳以下の県民の医療費無料化を継続していくとと
もに、子どもたちが安心して遊び、運動ができる環境の整備に取
り組みます。

道徳教育やボランティア等の社会活動への参画を通じて、

豊かな心の育成に取り組むとともに、国際化の進展に対応で

きる“ふくしまならでは”の教育を行います。

また、体力の向上に向けた運動する機会の確保を進めると

ともに、子どもたち自らが健康の保持・増進を図ることがで

きるような健康教育や食育に取り組みます。

さらに、学校施設等の復旧や奨学金による就学支援、教員

の資質向上等を通して、子どもたちの学ぶ環境を整備します。

県内での産業集積を目指す分野における人材育成を支援し

ます。

県立高校においては、先端技術教育の推進や県内高等教育

機関と連携した人材育成等に取り組むとともに、テクノアカ

デミーにおいては、企業ニーズに合致した教育訓練を行いま

す。

また、ふくしま産業人材育成コンソーシアム等の産学官の

連携による産業人材の育成に取り組むほか、各企業・団体が

実施する研修等への支援を行います。

全国に避難している方々への情報提供を継続するとともに、
県内では食品にとどまらない多様な分野での地産地消を促進し
ます。

また、県内外を問わずふくしまを応援する企業・団体・個人
との交流・連携を促進し新たなきずなづくりに取り組みます。

さらに、東京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西万
博、国際会議等の機会を捉えて、本県の復興の状況等について
の情報を発信すること等を通して国際交流を促進します。

目標値現況値震災前の値関連指標

86.0％
（R12）

59.5％
（R7）

48.3％
（H24年度）

福島県で子育てを行いたいと回答した県民の割合

※ 県政世論調査の「福島県で子育てを行いたいと思いますか」調査項目に対して、“はい”又は
“どちらかと言えば「はい」”と答えた方の割合。

※ 震災前の数値は県政世論調査で初めて把握した数値を記載。

取組の方向性取組の方向性

（2）❸、（5）❸、❺

（5）❶、❷

（7）❸

（9）❸

２ 人・きずなづくりプロジェクト
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主な取組主な取組

子どもや親の不安や悩みに対する相談体制の整備①

学校や保育所等における給食の検査体制の継続②

18歳以下医療費無料化③

子どもたちが安心して遊び､運動できる環境の整備④

地域ぐるみの子育て環境の整備⑤

保育所や認定こども園の施設整備を促進するなど保育サービスの充実⑥

１ 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

２ 人・きずなづくりプロジェクト

２ 復興を担う心豊かなたくましい人づくり

少人数教育をいかしたきめ細かな指導、魅力ある教材の開発、教員の資質向上等による確か
な学力の育成

②

道徳教育やボランティア等の体験活動を通じた復興を支える豊かな心の育成③

子どもたちが自ら健康の保持･増進を図ることができるような健康教育や食育の推進④

中・高校生や大学生など若者の社会活動（ボランティアや地域活動）等を通じた復興への参
画推進

⑤

奨学金等による修学支援⑥

理数教育､放射線・防災教育の充実や国際化の進展に対応できる人づくりなどによる“ふく
しまならでは”の教育の推進、震災の記憶の継承

①
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被災した学校施設等の復旧【避難Ｐ１（４）④に再掲】⑦

地域住民による放課後活動の支援など､学校・家庭・地域が一体となった地域全体での教育
の推進

⑧

２ 人・きずなづくりプロジェクト

テクノアカデミー等による専門的かつ実践的な教育訓練や、事業者の自己研鑽や企業・団体
の研修への支援

⑤

ふくしま産業人材育成コンソーシアム等と地域産業との連携強化による産業人材の育成⑥

３ 産業復興を担う人づくり

廃炉や再生可能エネルギー、医療、ロボット、航空宇宙、ＩＣＴの分野など、ふくしまの将
来の産業を担う人づくり【避難Ｐ３（１）イ①に再掲】

①

各大学等による地域貢献や人材育成、地元定着への取組の支援など、県内高等教育の充実②

福島大学と連携した農学系人材の育成③

県立小高産業技術高等学校におけるロボット工学の基礎知識や実践的技術など先端技術教育
の推進【避難Ｐ３（２）③に再掲】

④

４ ふくしまをつなぐ、きずなづくり

包括連携協定を結ぶ企業など、ふくしまを応援する方々（自治体、企業、NPO等）とのき
ずなづくりと新たなきずなをいかした連携の推進

①

県民による県産品の利活用や県内旅行の増加など､多様な分野における地産地消の推進②

復興支援員による復興まちづくりなど､県外の方とのきずなによる復興の推進・交流の促進③

ＩＣＴ等を活用した避難者への情報発信による全国各地に分散している県民のきずなの維持④

地域の伝統芸能や文化､スポーツ等を通じたきずなの再生⑤
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国際会議の県内誘致・開催や海外の国際会議等への参加など､多様な機会を活用した海外へ
の情報発信の強化

⑩

東日本大震災・原子力災害伝承館等を起点とする地域交流の促進・情報発信
【避難Ｐ３（３）③に再掲】

⑪

復興祈念公園等による犠牲者への追悼と鎮魂､震災の記録と教訓の伝承､復興への強い意志の
発信等【避難Ｐ３（３）④に再掲】

⑫

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした国内外への情報発信､国際交流の推進⑬

２ 人・きずなづくりプロジェクト

移住・定住の促進【避難Ｐ３（３）⑧に再掲】⑥

関係人口・交流人口の拡大や消費の拡大【避難Ｐ３（３）⑨に再掲】⑦

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした競技力の向上や生涯スポーツ、障がい者ス
ポーツの推進

⑧

本県の現状や復興への取組などの正確で分かりやすい情報の発信⑨
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データから見る復興の現状と対応の方向性データから見る復興の現状と対応の方向性

【生活再建】 【環境回復】

【心身の健康】 【公共インフラ等】

安定した住まいの確保の支援や医療・介護・福祉サービスの提供体制の拡充などにより生活環
境の充実を図るとともに、情報提供の充実、被災者の心のケアなどにより被災者支援の推進を図
ります。さらに、環境の回復に向けた取組に加え、防災力の高いまちづくりや防災意識の高い地
域づくりに取り組むことで、「安全・安心に暮らせる地域社会づくりの実現」を目指します。

被災した家屋の修繕や再建、復興公営住宅
の整備により、安定した住まいの確保が進ん
でいます。

しかし、いまだ２万３千人（R7年11月現在）を
超える方が避難を継続しており、個別化・複
雑化している課題の解決に向けて、相談対応
等の支援を続けていく必要があります。

【避難者数の推移】

県内の空間線量率は、平成30年３月までに
完了した面的除染（帰還困難区域を除く。）
等により、大幅に低下しました。

今後は、特定帰還居住区域等における除染
や家屋等の解体を進めるとともに、引き続き、
モニタリングによる安全・安心の確保と正確
な情報発信に取り組む必要があります。

「ふくしま心のケアセンター」を通じた被災
者等からの年間相談支援件数は、震災直後の値
からは減少となっているものの、避難の長期化
等に伴い個別化・複雑化している課題に対応す
るため、切れ目なく柔軟な支援ができる体制の
整備に取り組む必要があります。

被災した公共土木施設等の復旧工事（県管
理）や防災林・防災緑地の整備がほぼ完了して
いるほか、地域交流や経済発展の基盤となる交
通網の整備が進んでいます。

今後は、帰還困難区域における復旧工事（県
管理）を推進するとともに、引き続き、復興を
後押しする交通基盤の整備に取り組む必要があ
ります。

【空間線量率の推移（福島市）】

[ふくしま心のケアセンター相談支援件数]
（単位：件）

[東日本大震災・災害復旧事業]

100％
（2,158件）

約99％

（2,156件）

着手済み

実施完了

実施中 ２件

未着手 0件

（令和7年10月31日現在）

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目 指 す 姿目 指 す 姿

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

（９月の平均値）

（単位：人）

○ 主要都市の値

東京 0.04（R７）

ニューヨーク 0.05（R元）

ロンドン 0.11（H30）

（単位：μSv/h）

査定件数

2,158件
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２ 帰還に向けた取組・支援、避難者支援の推進

６ 防災・災害対策の推進

５ 復興を加速するまちづくり

安定した住まいの確保を支援するとともに、新たなコミュニテ
ィの形成に取り組みます。

また、保健・医療・福祉サービスの提供体制の拡充及び安全な
生活環境の確保を目指した治安対策に取り組みます。

公営住宅の確保や被災住宅の再建、スマートフォン用アプリを
活用した情報提供など、帰還を促進する支援に取り組みます。

また、県職員の派遣等による被災自治体への支援を行います。

特定帰還居住区域をはじめとした帰還困難区域の除染や中間貯蔵施設
事業等の安全・確実な実施に向けて、除去土壌等の輸送及び施設の管理
・運営に関する状況確認等を行うとともに、空間線量率及び県産品のモ
ニタリング検査による安全性の確保と正確な情報発信による消費者の理
解促進や正しい知識の教育に取り組みます。

また、原子力発電所の廃炉に向けた取組状況を監視します。

海岸堤防や防災林の整備等により防災力の高いまちづくりを行
います。

また、復興の基盤となる道路や治水安全度を向上させ洪水氾濫
を未然に防ぐ河川の整備とあわせて、地域ごとの実情や特性に応
じたまちづくりを進めます。

各地域における防災計画の見直しや地域住民との情報の共有、

県民参加による防災訓練の実施などにより、防災意識の高い人づ

くり・地域づくりに取り組みます。

また、災害時における広域的な連携・連絡体制の構築を図ります。

取組の方向性取組の方向性

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目標値現況値震災前の値関連指標
全県：4,518人

（R12）
相双医療圏：230人

（R12）

全県：4,162人
（R6）

相双医療圏：193人
（R6）

全県：3,705人
（H22）

相双医療圏：236人
（H22）

医療施設従事医師数
（全県・相双医療圏）

１ 安全・安心に暮らせる生活環境の整備

３ 環境回復に向けた取組

４ 心身の健康を守る取組

（2）❶

（2）❷、❹、❺

（3）❷～❽、（6）❶、（9）❹

（4）❶～❻

（10）❶、❷

（10）❸、❹

健康支援活動の実施等を通した健康の保持・増進及び被災者等の
心のケアに取り組みます。

また、双葉地域における中核的病院の整備や避難地域の医療機関
の再開・開設支援など、地域医療体制の再構築を支援するとともに
、先進的医療の提供体制の整備に取り組みます。
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主な取組主な取組

（１）住まいの確保とコミュニティの形成

１ 安全・安心に暮らせる生活環境の整備

復興公営住宅の維持管理①

コミュニティ交流員等を通じた復興公営住宅におけるコミュニティの再
生・形成・維持

②

応急仮設住宅等の供与、居住環境の維持③

生活支援相談員を通じた応急仮設住宅等におけるコミュニティの確保、孤
立防止対策の推進

④

応急仮設住宅から安定した住まいへの移行支援⑤

（２）情報提供・相談支援

行政情報､生活情報に関するきめ細かな情報提供①

相談窓口の設置等を通じた避難者への支援②

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

被災者への介護・福祉サービス等の提供体制の整備②

震災孤児等の修学及び生活に対する経済的支援（寄付の活用）③

障がいの有無にかかわらず全ての人が自立した生活ができるユニバーサル
デザインに配慮された社会づくり

④

（３）保健・医療・福祉の提供

高齢者サポート拠点等を通じた、帰還高齢者等への見守り・相談体制の充
実強化

①
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（５）賠償の請求支援等

福島県原子力損害対策協議会の活動を通した取組や賠償請求支援①

被災者等に対する災害見舞金の交付、義援金の配分、生活再建支援金の支
給等

②

（４）仕事・雇用の確保

避難先での農林漁業の再開に対する支援①

本格的な事業再開までの被災者の雇用確保への支援②

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

（６）治安対策

被災地域におけるパトロールや取締り、犯罪抑止対策、交通事故防止対策
等の治安対策の推進

①

暴力団等反社会的勢力の排除に向けた各種対策の推進②

県民の安全・安心のよりどころとなる警察庁舎を始めとする警察活動基盤
の整備

③

２ 帰還に向けた取組・支援、避難者支援の推進

被災者の住宅再建・確保の支援①

帰還支援アプリ等を通じた情報提供等による帰還のための支援②

被災住宅の再建・補修などに関する相談や支援③

避難地域市町村等との連携による防犯機能の強化④
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避難者や帰還者への訪問等による防犯、交通安全指導の推進⑤

関係機関等との連携による被災者支援⑥

被災市町村に対する人的支援や原発避難者特例法に基づく行政事務等への
支援

⑦

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

健康の保持・増進や医療の確保、子育て支援、被災者の生活再建に向けた
住宅支援などの支援施策の推進

⑧

帰還困難区域における除染・家屋等の解体を含む避難指示解除に向けた取
組【避難Ｐ１（１）⑦に再掲】

①

除去土壌等の搬出、仮置場等の維持管理や原状回復、除染後のフォロー
アップ等の取組などを行う市町村の支援

②

放射性物質除去・低減に向けた技術開発及び移動抑制対策の推進
【避難Ｐ１（１）④に再掲】

③

３ 環境回復に向けた取組

（１）除染等の推進、放射線に関する情報発信等

ア 除染等の推進

施設･輸送の安全確保等①

県外最終処分に向けた国の取組の確認②

イ 中間貯蔵施設事業の推進と安全確保

放射性物質対策技術の実証などによる技術的支援④

空間線量率や放射性物質のきめ細かで継続的なモニタリング、国内外の研
究機関と連携した調査研究、情報収集・発信及び教育・研修・交流の推進

⑤
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（２）廃棄物の処理

放射性物質に汚染された廃棄物等の処理の促進①

既存管理型処分場を活用した埋立処分の安全･安心の確保②

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

（４）廃炉に向けた取組状況の監視

中長期ロードマップ等に基づき国及び東京電力が進める廃炉に向けた取組状況に対する監視
と県民への分かりやすい情報提供

①

４ 心身の健康を守る取組

（１）県民の健康の保持・増進

国に対する､放射線に関する各種安全基準の早急な設定や健康に関する情
報の迅速な開示の要請

①

長期にわたる県民健康調査を通した健康の保持･増進
【避難P1（3）⑤に再掲】

②

食育を通じた健康の増進③

県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進
【避難P1（3）⑥に再掲】

④

県産農林水産物に対する消費者の信頼を確保する取組推進【避難Ｐ２（２）⑧に再掲】③

放射性物質の農林水産物への吸収抑制のための研究等④

放射性物質検査による食品の安全確保【避難Ｐ２（２）⑦に再掲】①

放射能や食の安全に関する知識の普及②
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心身の健康の保持・増進に向けた県民運動の推進⑥

被災者の健康状況悪化予防や健康不安の解消等に向けた食生活や運動などによる生活習慣の
改善などの健康支援活動の実施

⑤

地域全体での見守り活動を始めとした高齢者と地域住民との交流の場の設置⑦

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

医療機関におけるＩＣＴ活用の推進、情報通信機器を活用した医療提供体制整備の推進③

県民のこころを支える精神科医療の機能強化④

（３）先進的医療の提供

「ふくしま国際医療科学センター」における県民健康調査の着実な実施､先進的医療の提供､
世界に貢献する医療人の育成､医療関連産業の振興

①

「ふくしま国際医療科学センター」における国際的な保健医療機関等との連携・協働の支援②

（４）被災者等の心のケア

相談窓口や訪問活動などによる被災者の心のケアの推進①

震災や原発事故により不安やストレスを抱える子どもや家族の心のケア②

（２）地域医療の再構築

人材の着実な確保・育成・定着及び施設・設備の整備の推進など、保健・医療・福祉・介護
等のサービスの提供体制の強化【避難Ｐ１（３）④に再掲】

①

救急医療体制や小児･周産期医療体制など医療サービスの提供体制の強化②
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（２）地域とともに取り組む復興まちづくり

国土調査の実施による復興事業の促進①

土地利用ゾーニングにより防災機能を向上させた農村づくり②

住宅の耐震化など、地域の実情に応じた災害に強く安全・安心なまちづくり⑤

都市防災機能の整備や地域活性化の仕掛けづくりなど地震・津波被害地域における持続可能
なまちづくり･地域づくり

③

効果的・効率的な復興事業実施のための高等教育機関の英知の活用④

県有建築物の減災化及び民間建築物等の耐震化の推進⑥

復興状況に応じた警察庁舎を始めとする警察活動基盤の整備及び避難地域等における防犯
ネットワークや交通安全活動団体等の活動に対する支援

⑦

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

防災林の整備促進など、地域の防災機能の向上②

５ 復興を加速するまちづくり

（１）「多重防御」による総合的な防災力が高い復興まちづくり

海岸堤防等の復旧①

ライブカメラ等による海岸及び河口部状況の情報提供③

道路・漁港・上下水道における防災機能の強化④
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防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備【避難Ｐ１（２）④に再掲】⑤

復興に係る道路交通環境の変化等に応じた信号機・標識等の交通安全施設の整備⑥

（４）ＪＲ只見線の早期復旧等

ＪＲ只見線の早期復旧・利活用促進①

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

（３）復興の基盤となる道路等の整備

常磐自動車道の４車線化・スマートICの整備【避難Ｐ１（２）②に再掲】①

磐越自動車道の４車線化整備（会津若松～新潟間）②

会津縦貫道の整備③

「ふくしま復興再生道路」の整備、地域連携道路等の整備【避難Ｐ１（２）①に再掲】④

福祉避難所の設置、要介護者の災害時の緊急的相互受入の連絡体制整備⑤

６ 防災・災害対策の推進

（１）防災意識の高い人づくり・地域づくり

福島県及び市町村の地域防災計画の見直し①

被災建築物の応急危険度判定制度の充実や応急仮設住宅等に関する協定の締結推進②

訓練実施等による防災関係機関との連絡体制及び災害対応力の強化③

避難行動要支援者への情報提供や避難誘導体制の強化④
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災害時のマニュアル整備など保健・医療・福祉に関する連携体制の構築⑥

地域の防災体制強化、防災リーダーの育成、地域住民との情報の共有化⑦

最新の防災情報の提供による学校・地域おける防災教育の充実や、県民参加型の防災訓練な
どによる地域防災力の強化

⑧

土砂災害警戒区域、ため池ハザードマップ等の周知など、災害時における早期避難の意識づ
くり

⑨

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

（２）災害時における広域的な連携・連絡体制の構築

災害時における情報通信体制の強化①

広域避難を想定した保健・医療・福祉提供体制の整備③

国や地方公共団体、民間団体との災害協定締結の推進や市町村間の災害協定締結の推進、災
害時の応援・受援体制の整備

④

福島県・市町村耐震改修促進計画、福島県県有建築物の耐震改修計画及び福島県県有建築物
の非構造部材減災化計画の推進

⑤

災害に強く、地域コミュニティの拠点となる教育・福祉施設の整備⑥

県有建物の再配置・集約・共同利用などの推進による防災機能の強化⑦

県庁など公共防災拠点施設の防災機能強化⑧

ＳＮＳ等を活用した災害情報の収集と発信②
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【商工業】 【新たな産業の創出】

【農林水産業】 【観光業】

震災・原発事故により浜通りを始めとした県内全域で失われた各産業の復興に向け、販路開
拓やブランド化、人材確保・定着に向けた支援の充実を図ります。さらに、新たな産業の創出
などによる国際競争力の強化に加え、生産基盤の拡大や就業者の増加を始め魅力向上も含めた
本県の基幹産業である農林水産業の強化や様々な外的要因を受けやすい観光においても、裾野
への効果創出を見据え、“ふくしまならでは”を意識した観光業の振興を図るなど、「持続可
能で魅力的なしごとづくりの推進」を目指します。

企業立地補助金や課税の特例措置の活用等
により、企業誘致が着実に進み、県内の製造
品出荷額等は震災前の水準を上回るまでに回
復しています。

今後は、各地域の実情や課題に応じた販路
の拡大や人材の確保等の支援に取り組む必要
があります。

[製造品出荷額等]

福島県の特色をいかしつつ、持続的に発展
が可能な社会の構築を目指すため、浜通りを
中心に再生可能エネルギー関連産業や医療関
連産業の集積が進んでいます。

今後も、福島イノベーション・コースト構
想関連の取組とも連携しながら、福島県の強
みをいかした先端産業の集積に取り組む必要
があります。

県産農産物の輸出量が過去最大となるほか、
農業産出額は震災前の水準を超えている
（123％）（令和６年度分）。

しかし、多くの品目において生産量及び価
格が震災前の水準に回復していないことから、
引き続き、生産から流通・販売までの一貫し
た対策に取り組む必要があります。

観光客入込数については、地域間での回復
状況に差があるものの、県全体では震災前の
100.7％程度まで回復しています。

今後は、引き続き“ふくしまならでは”の
観光資源の磨き上げと正確な情報の発信に努
めるとともに、旅行者のニーズに応じた効果
的な誘客施策に取り組む必要があります。

[工場立地件数（累計）]

[観光客入込数]

（単位：億円）

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

データから見る復興の現状と対応の方向性データから見る復興の現状と対応の方向性

目 指 す 姿目 指 す 姿

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

50,958
43,209

52,465
54,610

[農業産出額]
（単位：億円）

5,718万人

3,521万人

5,634万人

3,619万人

5,757万人

（単位：件）
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１ 中小企業等の振興

２ 新たな産業の創出・国際競争力の強化

３ 農林水産業の振興

４ 観光業の振興

“オールふくしま”による経営支援を行うとともに、知的
財産の保護や活用などを通した販路開拓・取引拡大への支援
を行います。

また、県内企業の人材確保・定着に向けた支援とあわせ、
外国人材等の受け入れ態勢の整備に取り組みます。

さらに、物流基盤の整備や県内への企業立地に対する補助
制度、ネットワーク環境の充実による労働環境の整備を通し
て企業誘致の促進に取り組みます。

未来の新エネルギー社会に向けて、再生可能エネルギーの
導入・拡大及び関連産業の育成・集積を図るとともに、水素
社会を実現させるモデルの構築を目指す「福島新エネ社会構
想」に係る取組を推進します。

また、人材育成や開発・研究、実証試験などへの支援とあ
わせて、大学や民間企業等との連携の促進を通して、医療や
ロボット、廃炉、航空宇宙、ICT（情報通信技術）関連産業
の育成・集積に取り組みます。

農地の集積・集約化や施設・機械の導入などを通して生産
基盤の拡大を図るとともに、地域での核となる新たな就業者
の確保に取り組みます。

また、安全性や魅力の発信によるブランド力の強化などの
流通・販売戦略を実践するとともに、先端技術を活用した生
産力の強化など、戦略的な生産活動の展開を促進します。

さらに、定住環境の整備や多面的機能の維持等を通して活
力と魅力ある農山漁村の創生に取り組みます。

“ふくしまならでは”の観光資源の磨き上げに取り組むと
ともに、東日本大震災・原子力災害伝承館等を活用したホー
プツーリズムなどの特色あるプログラムを通した教育旅行等
の誘致に取り組みます。

また、ふくしまグリーン復興構想等の推進により交流人口
の拡大を図ります。

さらに、海外のインフルエンサーや旅行関係者招請を実施
するとともに、外国人観光客の受入体制の整備を進めます。

目標値現況値震災前の値関連指標

500人
（R12）

438人
（R6）

—ホープツーリズム催行件数

取組の方向性取組の方向性

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

（6）❷～❾

（7）❶、❷

（8）❶～❸、❺

（9）❶、❷
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主な取組主な取組

（１）復興・再生

１ 中小企業等の振興

震災・原発事故により事業活動に影響を受けている中小企業等へのふくしま復興特別資金等
による資金支援

①

避難指示解除等区域等から移転を余儀なくされている中小企業等に対する融資②

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等を活用した被災企業の施設・設備の復旧補助
や事業再開等支援補助金による再開促進

③

仮設店舗や工場用地・空き工場等の紹介など、移転を余儀なくされた被災事業者の事業再建
支援

④

商工会などによるコンサルティング支援等を通じた事業者支援⑤

再開した事業所等における被災者等の安定的な雇用確保⑥

[被災した市街地の再生]地域コミュニティの核となる地場商店街のにぎわいづくり
[住民によるコミュニティの再生]商店街活性化など地域のにぎわいづくり

⑦

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

（２）販路開拓・取引拡大

工業製品・加工食品等の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表①

訴求力のある商品や基盤技術の開発支援、販路開拓、県産品の価値向上②

全国規模の展示会等に出展する中小企業に対する支援③

小規模事業者等の経営課題に対応するための、オールふくしま経営支援体制による支援の推
進

④

中小企業者への知的財産・標準化に関する支援⑤
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（３）人材確保・育成

地域産業を支える人材の確保、若年層の首都圏からの人材還流と定着に向けた支援①

外国人材等の受け入れに向けた支援【避難Ｐ３（２）④に再掲】②

（４）企業誘致の促進

ふくしま産業復興企業立地補助金などによる企業誘致を通じた産業の復興①

ブロードバンドや携帯電話、第5世代移動通信システム（5G）等の情報通信利用環境の整
備

②

（５）物流を支える基盤の整備

小名浜港東港地区国際物流ターミナルの機能強化・利便性向上
（国際バルク戦略港湾としての機能強化）

①

相馬港の機能強化・利便性向上②

小名浜港や相馬港の利用促進③

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

太陽光発電設備など各家庭における再生可能エネルギーの普及促進①

再生可能エネルギー事業への県民参加の促進や地域が主体となった再生可能エネルギーの導
入推進

②

公共施設等への再生可能エネルギー等の率先導入③

バイオマスエネルギーの活用④

（１）福島新エネ社会構想に係る取組の推進

ア 再生可能エネルギーの導入・拡大

２ 新たな産業の創出・国際競争力の強化
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被災地の復興をけん引する再生可能エネルギー事業の導入拡大⑤

避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」、「地域の再興」の推進
【避難Ｐ３（１）オ①に再掲】

⑥

地域と共存する風力発電の導入拡大の支援【避難Ｐ３（１）オ②に再掲】⑦

阿武隈・沿岸部共用送電線事業の整備⑧

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所等と連携した研究開発・実用化の推進⑤

産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所における研究開発機能の高度化を通じた
イノベーション拠点の機能強化支援

⑥

再生可能エネルギー関連分野における取引拡大、情報発信、海外連携⑦

エネルギー・エージェンシーふくしまによる関連産業の育成・集積に向けた一体的支援①

再生可能エネルギー関連分野におけるネットワーク、サプライチェーンの構築②

産学官の連携による風力メンテナンス技術開発の県内拠点化③

イ 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積

再生可能エネルギー関連分野における研究開発・技術実証・事業化支援④

建物･設備の省エネルギー化の促進、エコオフィスの実践①

再生可能エネルギーの地産地消②

家庭での省エネルギーの取組等、環境に配慮したライフスタイルの推進③

ウ 持続可能なエネルギーシステムの構築
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（２）医療関連産業の集積・支援

「ふくしま医療機器開発支援センター」による開発・事業化等への支援
【避難Ｐ３（１）キ①に再掲】

①

医療機器の開発・事業化の支援②

水素モビリティ・ネットワークのモデルの構築①

水素社会実証地域モデルの形成②

エ 水素社会実現のためのモデル構築

健康指標の改善や病気予防を目的とする医療福祉関連製品の開発への支援④

医療ニーズ等を踏まえた救急災害対応医療福祉機器等の開発への支援③

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

「医療‐産業トランスレーショナルリサーチセンター」の創薬に有効な技術開発を活かした
企業等への支援【避難Ｐ３（１）キ③に再掲】

⑥

医療関連分野への新規参入の促進及び医療機器関連企業の販路開拓・取引拡大への支援
【避難Ｐ３（１）キ②に再掲】

⑤

（３）ロボット関連産業の集積

県内の橋りょう、ダム、河川、山野等を利用した災害対応ロボット等の実証試験場所の拡充
及び実証試験の誘致【避難Ｐ３（１）エ①に再掲】

①

福島ロボットテストフィールドの利活用促進等【避難Ｐ３（１）エ②に再掲】②

企業、研究機関、行政のネットワークを通じた情報の共有化と連携推進③

企業等が行うロボットの開発・実証研究等への支援④

68



大学・研究機関等におけるロボット関連技術の研究・開発⑤

医療・福祉、農林水産業など、仕事や生活の場へのロボット導入の支援及び普及啓発活動の
推進

⑥

ロボット関連技術に関するニーズ・シーズの把握⑦

ロボット活用の意識啓発や若手技術者・学生の関心の醸成に向けた情報発信⑧

県内企業のロボット関連産業への参入支援、県外ロボット関連企業の誘致⑨

地元企業の参画の促進及び幅広い業種への効果の波及⑩

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

県産ロボットの販路開拓支援⑪

県産ロボットの量産に向けた工場・設備の新増設支援⑫

（５）航空宇宙関連産業の集積

認証取得支援等による他業種企業等の参入支援【避難Ｐ３（１）ク①に再掲】①

技術支援や競争力強化等による取引拡大【避難Ｐ３（１）ク②に再掲】②

（４）廃炉関連産業の育成・集積

サポート事務局による企業参入支援①

関係機関とのネットワーク形成【避難Ｐ３（１）ウ②に再掲】②
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（６）ＩＣＴ（情報通信）関連産業の集積

サテライトオフィス等の立地促進①

大学等との連携によるビジネス機会創出②

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

３ 農林水産業の振興

（１）多様な担い手の確保・育成

地域農林漁業の核となる担い手の育成や次代を担う新規就農者・新規就業者の確保・育成①

技術支援や資金支援、雇用人材の確保等を通じた経営の安定・強化②

（２）生産基盤の確保・整備と試験研究の推進

意欲ある担い手への農地の集積・集約化の推進①

生産性向上のためのほ場の大区画化・汎用化、農業水利施設等の適切な保全管理と長寿命化②

効率的な森林整備の推進に向けた林内路網整備③

県産材の安定供給体制の整備④

漁場や漁港周辺施設等の整備⑤

多様なニーズに対応した品種・技術の開発と普及⑥
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４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

（３）需要を創出する流通・販売戦略の実践

県産品の安全性や魅力に関する消費者理解の促進①

県産農林水産物のブランド力の強化②

国内外における戦略的な販売促進③

地産地消の推進による県内消費の拡大④

展示会・商談会等への出展や事業者等への訪問・招へい等を通じた県産品の海外販路回復･
開拓

⑤

（４）戦略的な生産活動の展開

産地間競争に勝ち抜くための生産基盤の強化、生産性の向上①

先端技術を活用した産地の生産力強化②

「ふくしま型漁業」の実現に向けた取組の推進④

“ふくしまならでは”の高付加価値化の取組推進や環境と共生する農林水産業の推進等によ
る産地の競争力強化

③

（５）活力と魅力ある農山漁村の創生

農林水産業・農山漁村が有する多面的機能の維持・発揮①

農山漁村の定住環境の整備②

鳥獣被害対策の推進【避難Ｐ２（２）⑪に再掲】③
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４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

総合的な防災減災対策の実施による災害に強い農山漁村づくりの推進④

地域産業６次化や多様な地域資源を活用した取組の促進⑤

４ 観光業の振興

多様な主体間での連携等を通した観光資源の磨き上げによる“ふくしまならでは”の観光復
興キャンペーンの展開

①

首都圏や近隣県の学校等の訪問活動の強化やホープツーリズム等の“ふくしまならでは”の
特色ある旅行プログラムの充実などを通じた教育旅行、合宿誘致の推進

②

海外のマスコミ･旅行関係者等の招へい、海外でのプロモーション活動の実施、外国人観光
客の受入体制の整備

③

東日本大震災・原子力災害伝承館等を中心としたホープツーリズムの推進
【避難Ｐ３（３）⑤に再掲】

④

ふくしまグリーン復興構想の推進など県内自然公園の環境保全と適正な利用の促進⑤

福島空港の国際線の新規路線開設と定期路線再開、国内定期路線の維持・拡充、国内外
チャーター便誘致、空港の特色づくりに向けた取組の推進

⑥

浜通り独自の観光資源づくり【避難Ｐ３（３）②に再掲】⑦
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復興の推進に当たっては､平成25年3月11日に設置された「新生ふくしま復興推進本部会議」
の下､被災市町村が抱える課題を共有し､その解決に向け､国に対する予算や法･制度改正の要望等の
協議調整に主体的に取り組むとともに､県としての施策の整合性を確保しながら総合計画･復興計画
等の各種計画に基づく復興・創生の取組を全庁一体となって推進します。

（１）計画の推進

新生ふくしま復興推進本部会議の下､復興計画に基づく各取組について全庁一体となって取り
組んでいきます。

（２）計画の進行管理

復興計画に盛り込まれた各取組が計画どおりに実施されているか､また、前例のない取組にお
いてもどのような成果が得られ、どのような課題解決が図られているのか、随時､進捗状況を管
理するとともに､毎年度点検を行い､有識者や県内各種団体の代表者などで構成する福島県総合
計画審議会による評価を受けます。

評価結果や社会経済状況の変化等を踏まえて､主要事業の加除･修正を図るなど､適切な進行管
理を行います。

評価の結果については､分かりやすく公表します。

（３）復興に向けた取組への重点的対応

重点プロジェクトに盛り込んだ事業等は､重点事業と位置づけ､財源の優先的な配分などにより､
取組を強化します。

（４）復興計画の柔軟な見直し

福島第一・第二原子力発電所の廃炉に向けた取組や避難指示区域の解除の進捗状況を踏まえ
るとともに、県民の意向に細やかに対応しながら、復興に向けて必要な取組が行われるよう、
適時、柔軟に見直しを行います。

１ 復興の着実な推進

第４章 復興の実現に向けて

国は、「令和３年度以降の復興の取組について」（令和２年７月17日復興推進会議決定）にお
いて「第２期復興・創生期間」における事業規模とそれに見合う財源を1.6兆円程度と見込み、各
年度の事業規模の管理を適切に行い、精度の高い予算とすることで、効果的かつ確実に復興を進め
るとしています。

また、「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」（令和７
年６月20日閣議決定）において、令和８年度から５年間の復旧・復興事業の規模とそれに見合う
財源は1.9兆円程度と見込まれることが明記され、そのうち福島県分については1.6兆円程度と示
されました。加えて、今後、さらなる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応する
としています。

さらに、「福島復興再生基本方針」（令和７年12月16日閣議決定）において福島の復興及び再
生を更に進めるには、中長期的対応が必要であり、第３期復興・創生期間においても引き続き国が
前面に立って取り組むとしています。

複合災害によりいまだに多くの県民が避難を続けているなど、本県には様々な課題が山積してお
り、復興には長い時間を要します。このため、課題解決に向けた各種取組に対し確実に財源が措置
されることが重要であり、今後も、市町村を始め関係機関が連携し、福島復興再生特別措置法に基
づく「原子力災害からの福島復興再生協議会」等の場を積極的に活用しながら、国に対し財源の確
保を強く求めていきます。

特に､避難地域については､市町村によって復興の状況は異なり、復興の進捗に応じたきめ細かな
取組が必要であることから、地域の実情を踏まえながら、復興のステージが進むにつれて生じる新
たな課題への対応を含め、必要な財源等の措置を求めていきます。

２ 復興財源の確保
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震災から14年半が経過し、地域ごとに復興の進捗状況が異なっています。また、復興のステー
ジが進むにつれて新たな課題が顕在化しています。引き続き､関係市町村と連携強化を図り復興に
取り組んでいきます。

また､避難地域12市町村においては、自然災害の頻発・激甚化や新型コロナウイルス感染症の影
響もあり､依然、業務遂行体制に著しい打撃を受けています。このため､県は､広域自治体として､復
旧･復興業務に対応する職員を関係市町村に派遣するほか､全国市長会､全国町村会を通じた全国の
市町村からの職員派遣等も活用し､関係市町村に対する迅速かつ的確な人的支援を行います。

さらに､地域公共交通や二次医療体制の確保などの広域連携を始め､避難地域が抱える複雑で困難
な課題に対し､国･市町村と連携の強化を図りながら広域自治体として主体的に取り組み､地域の復
興を成し遂げていきます。

復興計画に基づき具体的に取り組む場合､その取組が地域の実情に合い､効果的に進められるよう､
関係市町村との連絡調整を密に行うなど、更なる連携の強化を図ります。

３ 関係市町村との連携強化

本県の復興を進めるためには､国内外の様々な人々､企業､団体等の民間の力を積極的に活用する
ことが不可欠です。

このため､こうした企業や民間団体､自治体等に対し､これまでの支援に対する感謝の気持ちを示
すとともに､ふくしまの現状や復興への思いを発信し､復興・創生に向けた様々な取組に対する継続
的な支援を依頼します。

本県に思いを寄せる全ての方々との連携協力を強化し､新たな共創関係の下、復興を加速化させ
ていきます。

５ 民間企業等の協力と連携

復興計画の推進のため､県､市町村､企業､NPOや地域活動団体等の民間団体など､多様な主体が協
働しながらお互いの強みをいかし､課題解決に向け取り組んできました。引き続き､これらの主体が
情報を共有し､地域の課題解決にあたります。

県民､行政区･町内会等､市民活動団体（NPO）､学校､企業､各種団体や行政機関など社会を構成
するあらゆる主体が､より多くの知恵と行動力を結集して､地域コミュニティの再生に取り組み､地
域のきずなを強め､互いに支え合う良好な地域社会を形成します。

４ 地域住民等との協働
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（１）復興基金等の設置と活用

国からの交付金などを活用して設置した原子力災害等復興基金等､本県の復興･再生に係る基金を
､復興計画を推進するための事業に活用します。なお､基金に積み立てた交付金については､使い勝
手のよいものとするよう国に強く求めていきます。

（２）福島復興再生特別措置法等の法制度の活用

本県復興に必要な取組を進めるためには､一地方公共団体の枠を超えた法的措置による制度等が
不可欠です。

東日本大震災及び原発事故からの福島復興のため､これまで制定された福島復興再生特別措置法
や東日本大震災復興特別区域法を始め､原発避難者特例法､放射性物質汚染対処特別措置法､子ども
･被災者支援法等について､一層の活用を推進していくとともに､必要に応じて本県の復興の状況変
化等を踏まえた見直し等を国に求めていきます。

ア 福島復興再生特別措置法

本県は原子力災害によって､県全域にわたって甚大な被害を受け､他県に比べ､自然的･社会的･経
済的な諸事情において､県勢全般の基礎条件が著しい地盤沈下を被る事態に直面しました。

このため､「原子力災害からの福島復興再生協議会」の場を通じて､原子力災害からの地域再生
のための特別法を制定するよう､国に対して求めた結果､平成24年3月31日に福島復興再生特別措
置法（以下､「福島特措法」という。）が施行されました。

福島特措法には､原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任が明記されたほか､期
限の定めのない恒久法として､安心して暮らし､子どもを生み育てる環境の実現から､産業の再生な
ど幅広い内容が盛り込まれました。

第３期復興・創生期間においては、福島特措法や福島復興再生基本方針に即して県が策定する
福島復興再生計画の下､国や市町村と一体となって復興に関する各種取組を進めていきます。

なお､福島特措法及び福島復興再生基本方針では､本県の復興の状況等を勘案し､法の規定の見直
しを検討する旨規定されています。

※福島特措法の改正経緯
平成25年５月改正 長期避難者の生活拠点の形成、課税の特例等による企業立地の更なる促進等
平成27年５月改正 避難地域12市町村の新たな復興拠点整備制度の創設等
平成29年５月改正 特定復興再生拠点区域の復興及び再生に向けた計画制度の創設
令和２年６月改正 福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積の促進等
令和４年６月改正 新産業創出等研究開発基本計画の策定、福島国際研究教育機構の設立
令和５年６月改正 特定帰還居住区域を設定できる制度の新設

６ 復興に係る各種制度の活用

【 本県の復興・再生に係る主な新規設置基金 】

〔令和８年２月までの積立額 約３兆１,６８３億円 残高２,４１３億円〕

■ 県民健康管理基金 〔積立額：1,452億円 残高：414億円〕

■ 県民健康管理基金（除染対策勘定分） 〔積立額：1兆6,587億円 残高：616億円〕

■ 原子力災害等復興基金 〔積立額：6,735億円 残高：203億円〕

■ 東日本大震災復興交付金基金 〔積立額：1,005億円 残高：0億円〕

■ 原子力被害応急対策基金 〔積立額：469億円 残高：0億円〕

■ 災害廃棄物処理基金 〔積立額：166億円 残高：0億円〕

■ 長期避難者生活拠点形成基金 〔積立額：1,672億円 残高：7億円〕

■ 中間貯蔵施設等影響対策及び原子力災害復興基金 〔積立額：1,669億円 残高：991億円〕

■ 福島再生加速化交付金（帰還環境整備）基金 〔積立額：1,565億円 残高：156億円〕

■ 原子力災害被災事業者事業再開等支援基金 〔積立額：276億円 残高：25億円〕

■ 原子力災害被災農業者営農再開等支援基金 〔積立額：87億円 残高：1億円〕
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イ 東日本大震災復興特別区域法

平成23年12月７日に成立した「東日本大震災復興特別区域法」に基づく復興特区制度は､規
制･手続きや税の特例措置､財政･金融上の支援措置により､行政や民間事業者等の地域における
創意工夫を生かした復興の円滑かつ迅速な推進を図るものであり､本県としても､市町村ととも
に積極的に復興特区制度を活用します。

ウ 原発避難者特例法（平成23年８月12日施行）

他の自治体に避難している住民に対する行政サービスの提供については､避難元自治体と避難
先自治体とが個々に地方自治法に基づく事務の委託を行うことができますが､全国各地に避難者
がいる現状で個別に対応することは困難であるため､平成23年９月より､原発避難者特例法に基
づき､いわき市･田村市･南相馬市･川俣町･広野町･楢葉町･富岡町･大熊町･双葉町･浪江町･川内村･
葛尾村･飯舘村から住民票を移さずに避難されている住民は､特例事務に係る行政サービスを避難
先自治体から受けられることとなりました。

今後､避難の長期化に伴い住民ニーズが変化する等の状況を把握し､必要に応じ特例事務の拡
充等を検討するとともに､引き続き避難先自治体への財政措置の継続等について要請していきま
す。

【 東日本大震災復興特別区域法の概要 】

■ 震災財特法上の特定被災区域等の地方公共団体が、

① 規制･手続きの特例や税制上の特例等を受けるための計画（復興推進計画）

② 土地利用の再編に係る特例､許可･手続きの特例等を受けるための計画（復興整備計画）を策定。

■ これらの計画の国による認定等により､規制･手続きの特例や税制上の特例等の適用が行われます。

■ 新たな特例の提案等について協議を行うため､国と地方の協議会を設置することができます。

■ 復興推進計画や復興整備計画の作成･実施について協議を行うため､地域における協議会を設置すること
ができます。
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エ 子ども被災者支援法
（東京電力原子力事故により被災した子どもを始めとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生

活支援等に関する施策の推進に関する法律）

平成24年６月21日､子ども･被災者支援法が成立しました。この法律は､原発事故により放出
された放射性物質が広く拡散していること､放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十
分に解明されていないことから､議員立法により､被災者の不安の解消及び安定した生活の実現
に寄与するため､こどもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策の基本となる事項
を定めるため制定されました。同法の基本方針に関連する施策については､被災者が具体的な施
策について把握できるよう､関係省庁の各施策等を支援の内容ごとに分類した上で取りまとめら
れ､公表されています。本県としては､引き続き､健康･医療の確保､子育て支援など､被災者の実
情に沿った支援施策の実施と継続的な財源確保に向けて取り組んでいきます。

オ 放射性物質汚染対処特別措置法
（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法）

平成24年１月１日に全面施行された放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、県内では、各
市町村や国において面的除染が実施され､帰還困難区域を除き平成30年３月までに全て完了し
ました。

今後も引き続き、国の主体的責任の下、除去土壌等の適正管理と搬出、搬出完了後の原状回
復、除染後のフォローアップ、森林の放射線量低減のための取組など、必要な除染等の措置を
安全かつ着実に実施することを国に求めていきます。

また、特定復興再生拠点区域の除染について、関係町村の実情に配慮しながら確実に実施す
ることや、拠点区域以外の帰還困難区域の除染についても、具体的方針を早急に示すことを国
に求めていきます。

対策地域内廃棄物や放射能濃度が8,000Bq/㎏を超える指定廃棄物は､同法により国が責任を
持って処理するとされていますが､本県において大量に発生している特定廃棄物について､速や
かに処分するよう国に対して求めていきます。

さらに､ 8,000Bq/㎏以下の廃棄物の円滑な処理に向け、引き続き、リスクコミュニケーシ
ョンや普及啓発による県民の理解促進などの取組を国に求めていきます。

カ 中間貯蔵･環境安全事業株式会社法（JESCO法）

平成26年11月27日､日本環境安全事業株式会社法の一部を改正して､中間貯蔵･環境安全事
業株式会社法が成立し､平成26年12月24日から施行されました。

改正により､政府が全額出資する中間貯蔵･環境安全事業株式会社が中間貯蔵事業を行うこと
及び本県が施設受入の条件としていました“30年以内の県外最終処分の法制化”について明記
されるとともに、同法案に対する附帯決議に基づき､国は、必要な措置の具体的内容等を明記し
た工程表を作成し、進捗状況を毎年、国会に報告することとされました。

30年以内の県外最終処分が確実に実施されるよう、県外最終処までの具体的な工程やスケジ
ュールの速やかな明示と政府一丸となった取組を国に求めるとともに、その進捗状況を厳しく
確認します。

77



７ 震災を踏まえた対応・体制等

（１）福島復興に関する法制度の確保
・ 福島復興再生特別措置法の衆参両院全会一致での成立
・ 東日本大震災復興特別区域法、福島特措法に基づき、規制・金融・税制も含めた総合

的・特例的な復興推進措置

（２）国の復興の司令塔機能の整備
・ 復興庁の設置（10年間延長）、福島復興再生総局の設置

（３）国・県・市町村の協議の場等の設置
・ 原子力災害からの福島復興再生協議会（復興、経済産業、環境の３大臣を始め関係閣僚

級と、知事、県議会議長、市町村代表、各団体の長等の会合）
・ 福島イノベーション・コースト構想推進分科会（復興再生協議会の下部組織）
・ 福島12市町村の将来像に関する有識者検討会（復興大臣所管。有識者による将来構想

を策定）
・ 復興推進委員会（復興庁設置法に基づく有識者会議。福島・宮城・岩手の各県知事が構

成員）

（４）産業・生業の再生、新たな産業基盤の構築に向けた体制整備
・ 福島相双復興官民合同チーム
・ 福島イノベーション・コースト構想推進機構

（５）市町村復興推進のための仕組み
・ 復興整備協議会

※ 東日本大震災復興特別区域法第47条に規定された協議会。東日本大震災の被災市
町長が会長となり、知事や国の関係機関の長が構成員となって、復興整備計画及びそ
の実施に関し必要な事項を協議する組織。

復興整備計画を作成することにより、市街化調整区域における開発許可や農地転用
許可などに係る特例措置が適用される。また，事業実施に必要な許可手続のワンス
トップ化により、迅速な処理が可能となった。

（６）復興に必要な財源の確保
集中復興期間、第１期、第２期、第３期復興・創生期間を通して34.9兆円の財源確保

原子力災害からの福島復興再生協議会の様子
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第１期復興計画策定の趣旨･策定までの経過

東日本大震災と原発事故による広域避難

○ 平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに引き
続く大津波は､4,151人の死者（関連死を含む）､98,218棟の住家の
全･半壊（平成23年12月27日現在 ※１）や産業･交通･生活基盤の壊滅的被害
など､浜通りを中心に県内全域に甚大な被害をもたらしました。

○ 本県を更に困難な状況に追い込んだのは､その後発生した東京電
力福島第一原子力発電所の事故です。ピーク時には自主的に避難し
ている方も含めて16万人に及ぶ県民が県内外に避難し､そのうち福
島県外に避難している方は６万人を超えました（平成24年5月現在 ※２）。
震災前202万４千人だった本県人口は､昭和53年以来33年ぶりに200

万人を割り込み､198万５千人（平成23年12月1日現在 福島県現住人口調査 ※

３）にまで減少しています。９町村が県内外の地域に役場機能を移
転せざるを得なくなったほか､原発から100km離れた会津地方を含め
県内全域に風評被害が及び､農林水産業のみならず製造業を含めた
あらゆる産業が大きな打撃を受けるなど､原子力災害は､文字通り本
県の基盤を根底から揺るがすものとなっています。

（出典：東京電力）

須賀川市八幡町

浪江町請戸地区

地震地震

津波津波

原発事故原発事故

※１ 令和３年１月８日現在 死者4,147人（うち震災関連死2,316人）、家屋全･半壊98,218棟
※２ 令和３年２月28日現在 県内避難者7,185人、

令和３年２月８日現在 県外避難者28,505人、避難先不明者13人 計35,703人
※３ 令和３年２月１日現在 1,819,236人

【 被ばく放射線量等に基づく避難指示区域の設定 】

○ 平成23年４月22日､緊急時の被ばく状況で放射線から
身を守るための国際的な基準値（年間20～100ミリ
シーベルト）を参考にしながら､３つの区域が設定さ
れました。

・計画的避難区域

事故後１年間の被ばく線量の合計（積算線量）が20
ミリシーベルトになることが予想される区域のうち､第
一原発から20km圏外の区域。

※ 国が区域内の住民に対して避難を指示。

・緊急時避難準備区域

第一原発から20～30km圏内の区域

※ 緊急時に屋内退避または避難できるよう準備して
おく区域。

・警戒区域

第一原発から20km圏内

※ 例外を除き､立入りが禁止された区域。

第５章 付属資料

避難指示区域の状況（平成23年4月22日時点）

出典：環境省HP
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復興ビジョンの策定［平成23年8月］

○ こうした事態を踏まえて､復興に向けて希望の旗を掲げ､全ての
県民が思いを共有しながら一丸となって復興を進めていくため、有
識者で構成する復興ビジョン検討委員会での活発な審議、市町村と
の意見交換､1,538件に上る多くの意見をいただいたパブリックコメ
ント､県議会東日本復旧･復興対策特別委員会等からの要請等､県議
会からの意見を踏まえるなどして､平成23年８月11日に「原子力に
依存しない､安全･安心で持続的に発展可能な社会づくり」等３つの
基本理念と７つの主要施策を内容とする福島県復興ビジョンを策定
しました。

○ 今回の災害は､人類がこれまで経験したことのない未曽有のもの
であり､その克服は､一地方自治体の力を超えています。また､原子
力災害は､事業者とともに国策として原子力発電を進めてきた国が
責任を負うべきものです。このため､復興ビジョンの策定と並行し
て､国の復興構想会議を通じ､本県の復興に必要な事項に関して意見
を主張してきました。その結果､本県の主張が復興構想会議の第１
次提言及び国の復興基本方針に盛り込まれており､復興ビジョンは､
国の復興基本方針と整合性が取れたものとなっています。

第１期復興計画（第１次）の策定［平成23年12月］

○ 復興ビジョンに基づき､更に具体的な復興のための取組や事業を示すため､平成23年12月28日､
福島県復興計画（第１次）を策定しました。

○ 復興計画の策定に当たり､平成23年９月に有識者や関係団体からの代表者で構成する復興計画
検討委員会及びその分科会を設置し､活発な審議を行いました。緊急時避難準備区域の復旧計画､
各市町村復興ビジョン･復興計画や津波被災地のまちづくりに関する考え方などについて､各市町
村と意見交換するなど､市町村の復興に向けた考え方との調整を行いました。地方振興局ごとの
地域を基本として９箇所で地域懇談会を開催し､また､パブリックコメントなどにより県民から
様々な意見を伺うとともに､県議会東日本大震災復旧･復興対策特別委員会等からの要請など､県
議会からの意見を踏まえることに努めました。

○ また､国の復興基本方針に基づき設置された「原子力災害からの福島復興再生協議会」を通じ
て本県の復興に関して国と協議を行っており､復興計画は､策定時までの協議内容を反映したも
のとしました。

○ 復興ビジョン策定の直前､政府は､「東京電力福島第一原子力発電所事故の収束へ向けた道
筋」のステップ１を達成したと発表し､平成23年９月30日には緊急時避難準備区域を解除､同年
10月29日には中間貯蔵施設の整備に係る工程表を発表しました。復興計画の策定に当たっては､
できる限り､これらの新たな動きに対応することに努めました。

○ 平成23年７月末に発生した新潟･福島豪雨災害は､会津地方を中心として､多くの住家被害のほ
か､河川､道路､鉄道､農地､林地などに甚大な被害をもたらしました。また､平成23年９月下旬に
本県を通過した台風15号は､中通り地方を中心として浸水により住家､農地などに多大な被害を
もたらしました。このため､東京電力福島第一原子力発電所の事故が収束しない中で発生したこ
れらの災害の復旧･復興のための取組についても､本復興計画に盛り込むこととしました。

○ なお､福島復興再生特別措置法（平成24年3月31日施行）及び同法に基づく基本方針（平成24年7月13日閣議

決定）は､本県の復興計画（第1次）の内容が反映されており､整合が取れたものとなっています。
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第１期復興計画（第２次）の策定［平成24年12月］

避難指示区域の見直し［平成24年4月］

避難指示区域の状況（平成25年8月8日時点）

○ 原子炉の冷却停止状態が確認されたため､平成24年
４月１日より､住民の帰還に向けた環境整備と､地域
の復興再生を進めるため､“警戒区域”と“計画的避
難区域”の一部について､年間積算線量の状況に応じ
た区域の見直しが始まりました。

・避難指示解除準備区域

年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが
確実と確認された区域。

区域の中への立入りが柔軟に認められるようにな
り､住民の一時帰宅（宿泊は禁止）や病院･福祉施
設､店舗等の一部の事業や営農の再開が可能となり
ました。

・居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれが
あり､引き続き避難の継続が求められる地域。

住民の一時帰宅や､道路などの復旧のための立入りが
可能となりました。

・帰還困難区域

年間積算量が50ミリシーベルトを超え､5年間たって
も年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそ
れがある区域。

引き続き避難の徹底が求められています。

○ 復興計画（第１次）策定以降､平成24年４月１日の田村市､川内村
を始め､これまで６市町村において避難指示区域の見直しが行われ
るなど､避難生活を送られている方々を取り巻く状況は日々刻々と
変化し､それに伴う新たな課題への対応が必要となっています。

○ このようなことを踏まえ､復興計画（第２次）では､有識者や県内
各種団体の代表者､県内外に避難している方などで構成する福島県
復興計画評価･検討委員会を始め､県議会､県民､市町村などの意見を
踏まえながら､避難の長期化に伴う支援強化や新たな生活拠点の整
備､さらには､帰還を加速する取組など､被災者それぞれの状況に応
じた新たな取組を追加しました。
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第１期復興計画（第3次）の策定［平成27年12月］

○ 復興計画（第２次）策定以降､平成25年８月に避難指示区域の再編が終了し､平成26年４月１
日の田村市を始め､これまで川内村の一部､楢葉町で避難指示の解除が行われました。また､平
成27年６月には「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」が改訂され､帰還困難区域を除
く避難指示区域を平成29年3月までに解除できるよう除染や復旧･復興の加速に取り組むこと
が､政府方針として示されました。

○ 震災･原発事故により失われた浜通りの産業基盤の復興に向け､廃炉等に関連した技術の研究･
開発､ロボット産業や再生可能エネルギー産業など新産業の創出･集積を進める「福島イノベー
ション･コースト構想」が具体化に向けて動き出しています。また､避難地域の30～40年後の姿
を見据え､2020年に向けた具体的な課題と取組を盛り込んだ「福島12市町村の将来像に関する
有識者検討会提言」が平成27年7月に策定されました。

○ 国においては平成28年度以降の5年間を「復興･創生期間」と位置づけ､本県の事業費として
2.3＋α兆円（東電求償費や基金積立済み額を除く。）を見込むとともに､復興事業の在り方等
を取りまとめました。

○ このように本県の復興を取り巻く情勢が大きく動いており､それらに対応した取組の追加や変
更､復興の進展により顕在化してきた課題に対応した取組の充実が必要となっています。この
ため､復興計画（第3次）では､有識者､公募により選出された県民､県内各団体の代表者等で構
成する「福島県総合計画審議会総合計画進行管理･復興計画見直し部会」を始め､県議会､県民､
市町村等の意見を踏まえ､震災･原発事故により大きな被害を受けた避難地域及び浜通り地域の
復興の加速化､ロボット産業やエネルギー産業等の新産業の集積､さらには､農林水産業や観光
業等､様々な分野において根強く残る風評の影響の払拭や風化の防止に向けた取組などを追加
するとともに､政策目的別に体系化している重点プロジェクトについては､新規に追加､統合等
を行い､全体で12から10に再編しました。
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福島県における震災以降の主なできごと

事項日年月

2011

・東北地方太平洋沖地震発生
・県災害対策本部設置
・大津波警報発令
・東京電力福島第一原子力発電所（以下：第一原発）に津波が到達
・県警察災害警備本部設置
・政府、第一原発の原子力緊急事態を宣言
・県、第一原発半径２km圏内に避難要請
・第一原発半径３km圏内に避難指示、３～10km圏内に屋内退避指示
・第一原発半径10km圏内に避難指示
・政府、東京電力福島第二原子力発電所（以下：第二原発）の原子力緊急事態

を宣言
・第二原発半径３km圏内に避難指示
・緊急時モニタリング開始
・第一原発１号機原子炉建屋で水素爆発
・第二原発半径10km圏内に避難指示
・第一原発半径20km圏内に避難指示
・気象庁が東日本大震災のマグニチュード（M）を8.8から9.0に修正
・第一原発３号機水素爆発
・第一原発の半径20km～30km圏内に屋内退避指示
・第一原発４号機水素爆発
・小名浜港暫定供用開始
・陸上自衛隊による啓開（路上の障害物を取り除く）作業の開始
・陸上自衛隊、３号機使用済燃料プールにヘリコプターで水を投下
（地上からは消防車両により放水）
・県警察による第一原発20～30km圏内での行方不明者の捜索開始
・警視庁機動隊、高圧放水車で第一原発３号機に放水
・東京消防庁のハイパーレスキュー隊が第一原発３号機に放水
・相馬港暫定供用開始
・第一原発５･６号機が冷温停止
・応急仮設住宅着工
・東北道、磐越道の通行止め解除、全線通行可能に

11

12

13
14
15

16
17

19

20
23
24

3

・大地震による災害の名称を「東日本大震災」と閣議決定
・第一原発２号機で高濃度汚染水が海へ流出
・県警察による第一原発10～20km圏内での行方不明者の捜索開始
・緊急の措置として、放射性物質を含む滞留水等を海洋放出
・相双地方８県立高校サテライト校設置方針決定
・経済産業省原子力安全・保安院と原子力安全委員会、第一原発事故の深刻度

を国際原子力事象評価尺度（INES）の最悪の「レベル７」と評価
・「東日本大震災復興構想会議」が初会合
・県警察による第一原発10km圏内での行方不明者の捜索開始
・東京電力、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」を公表
・自衛隊による第一原発30km圏内での行方不明者の捜索開始
・応急仮設住宅入居開始
・第二原発避難指示を半径10kmから８km圏内に変更
・緊急時避難準備区域及び計画的避難区域の設定
・県警察による第一原発５km圏内での行方不明者の捜索開始

1
2
3
4
5

12

14

17
18
21

22
24

4
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事項日年月

2011

・文部科学省、福島市内の幼稚園で土を入れ替える上下置換工法の実地検証。
放射線量が10分の1に下がる効果

・川内村の住民が防護服と線量計を付けて一時帰宅
・天皇皇后両陛下ご来県
・政府原子力災害対策本部、「東京電力福島第一原子力発電所事故の収束・

検証に関する当面の取組のロードマップ」を決定
・日中韓3首脳来県、避難所訪問
・県民健康管理調査実施

8

10
11
17

21
27

5

・経済産業省原子力安全・保安院、第一原発１～３号機がメルトダウンしたと
する解析結果を発表

・小名浜港へ外航船入港再開
・政府事故調（東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会）の

第１回会合
・震災から100日目を、県警察が第一原発の沿岸部に延べ約900名を投入し、

行方不明者の捜索を実施
・秋篠宮同妃両殿下ご来県
・復興基本法が成立
・環境省が県内の災害廃棄物の処理方針を取りまとめる
・「東日本大震災復興構想会議」において復興提言書が決定
・ホールボディカウンターによる内部被ばく検査開始

6

7

16

17
20
23
25
27

6

・県産牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウム検出
・「ふくしまの子どもを守る緊急宣言」発表
・「環境水族館アクアマリンふくしま」再開
・政府、東京電力の「事故収束に向けた道筋」のステップ１達成を公表
・新潟・福島豪雨発生
・皇太子同妃両殿下ご来県
・県内牛の全頭検査発表

8

15
19
26

28

7

・全国高等学校総合文化祭「ふくしま総文」開幕
・秋篠宮同妃両殿下ご来県
・相馬港へ外航船入港再開
・潘基文（パンギムン）国連事務総長来県
・県復興ビジョン策定
・福島の農林水産物の安全性と魅力を紹介する「ふくしま 新発売。」開始
・政府の福島除染推進チームが発足
・本県などの肉牛出荷停止解除
・第一原発３km圏内初の一時帰宅
・除染や汚染廃棄物処理の枠組みを定める放射性物質汚染対処特措法公布・

一部施行
・本県の７月１日現在の推計人口が200万人を割り込む

3
4
8

11
17
24
25
26
30

31

8

・世界14カ国の放射線医学や放射線防護学の研究者、国際機関の専門家による
国際会議が県立医大で開催

・震災の津波で殉職、行方不明となった警察官の県警察葬
・国会事故調設置法（東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法）が成立
・緊急時避難準備区域を解除

11

14
30

9
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事項日年月

2011

・「フラガール」が本県復興の象徴として観光庁長官表彰を受賞
・県民健康管理調査で、18歳以下の甲状腺検査開始
・第一原発１号機建屋カバー設置完了
・政府が福島市で除染に関する国際シンポジウムを開催
・野田首相が大玉村の仮設住宅、郡山市の幼稚園を訪問
・ウルフ・ドイツ大統領来県
・原子力委員会専門部会が第一原発の廃炉終了まで「30年以上かかると推定」

との見通し示す
・県および県内全市町村ほか、観光、経済、報道など全98団体による県観光

復興キャンペーン委員会が設立

3
9

14
16
18
25
28

10

・震災で延期の県議会議員選挙告示
・政府と東電、事故後初めて第一原発を報道陣に公開
・自主検査の結果、県産米から暫定規制値を超える放射性セシウム検出
・福島県面的除染モデル事業開始
・ブータン国王王妃両陛下ご来県
・観光物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」再オープン
・国際放射線防護委員会（ICRP）が福島市でセミナー開催

10
12
14

18
25
26

11

・県と環境省がペット救出目的の民間団体に警戒区域への立ち入りについて
ガイドラインを公表

・陸上自衛隊、警戒区域の楢葉、富岡、浪江３町と計画的避難区域の飯舘村の
役場除染開始

・復興庁設置法成立
・いわき市に役場機能を置く広野町議会が避難から９カ月ぶりに町役場で

定例議会を開催
・政府、東京電力の「事故収束に向けた道筋」のステップ２の達成と「中長期

ロードマップ（東京電力(株)福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等
に向けた中長期ロードマップ」を公表

・国会の原発事故調査委員会が福島市で初会合
・ＪＲ常磐線（原ノ町～相馬駅間）運転再開
・政府の事故調査・検証委員会が中間報告公表
・政府、第二原発の原子力緊急事態を解除
・政府事故調、中間報告を公表
・県復興計画（第１次）策定
・県内の１次避難所閉鎖
・汚染廃棄物対策地地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域指定

5

7

9
15

16

19
21
26

28

12

2012

・放射性物質汚染対処特措法が全面施行
・環境省、「福島環境再生事務所」を福島市に開設
・常陸宮同妃両殿下ご来県
・南相馬市原町区で東日本大震災県消防殉職者慰霊式
・環境省と県、「除染情報プラザ」を設置
・川内村、帰村宣言

1
4

17
18
20
31

1
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事項日年月

2012

・福島市に「ふくしま心のケアセンター」を開設
・知事、平成24年度当初予算について過去最高となる１兆5,764億円の計上を

発表
・首都圏で県産米のPRを再開
・「企業立地セミナー」を開催
・「スパリゾートハワイアンズ」、全館営業再開
・東電、震災後初めて第二原発内を報道陣に公開
・復興庁が発足。福島市に復興局を設置、南相馬、いわき両市に支所を開設
・相馬野馬追執行委員会は2012年の野馬追を震災前の規模に戻すと決定
・復興を祈念して「いわきサンシャインマラソン」開催
・県外からの出向警察官らで編成した県警「特別警ら隊」と双葉署が

警戒区域集中捜索を実施
・県内の２次避難所閉鎖
・南相馬市原町区の小・中学校で11カ月半ぶりの自校授業

1
2

6
7
8

11
12
19

21
27

2

・広野町、１年ぶりに本来の庁舎で業務を開始
・楢葉、双葉の両町がそれぞれ町民の追悼式、慰霊式を開催
・「東日本大震災犠牲者追悼式」開催
・知事が再生可能エネルギーの推進や、原子力に頼らず持続的に発展する

社会を目指す「ふくしま宣言」を発表
・新スローガン「ふくしまから はじめよう。」発表
・「がんばろうふくしま！大交流フェア｣開催
・川内村役場が本庁舎で業務再開
・福島復興再生特別措置法成立

1
4

11

20
26
30

3

・避難指示解除準備区域（田村市、川内村）と居住制限区域（川内村）に再編
・春の福島競馬が503日ぶりに再開
・常磐自動車道「南相馬～相馬IC」（延長14.4km）が開通
・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（南相馬市）
・東京電力、第一原発１～４号機を廃止

1
7
8

16
19

4

・相馬市の高齢者向け共同住宅、相馬井戸端長屋１号棟が完成
被災者が入居する県内最初の公営住宅

・15歳未満の県内の子どもは25万6,908人で、前年同期と比べ１万5,494人減り、
減少数は例年の２倍以上

・福島海上保安部と県警察は、南相馬市小高区の小高川河口海域で、
震災行方不明者を合同捜索

・北塩原村で「関東知事会」開催

2

4

12

23

5

・県赤ちゃん電話相談開始、母乳検査受け付け
・県民健康管理調査で、県は県北、県中、会津、南会津、相双の5地域の

住民の外部被ばく線量の推計結果を公表
・福島市で夏の福島競馬が２年ぶりに開幕
・県公式 Facebook「ふくしまから はじめよう。」開設
・コウナゴ（イカナゴの稚魚）の出荷制限指示解除

相馬沖でタコやツブ貝を対象とした試験操業が開始
・相馬沖の試験操業で水揚げされたタコやツブ貝などの、ゆでた加工品の

販売開始

1
12

16
18
22

26

6
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事項日年月

2012

・世界防災閣僚会議in東北、福島市で分科会の開催
・国会事故調、調査報告書を公表
・ヒラメ稚魚放流が相馬市磯部沖で再開
・農林水産物の風評払拭に向け、ＴＯＫＩＯを起用したテレビＣＭの

放映を開始
・いわき市勿来海水浴場が、２年ぶりに海開きを実施
・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（飯舘村）
・政府事故調、最終報告を公表
・国直轄で行う本格除染が田村市都路町の避難指示解除準備区域で開始
・相馬野馬追２年ぶりに通常開催

4
5

10
14

16
17
23
27
28

7

・政府は「エネルギー・環境の選択肢に関する福島県民の意見を聴く会」を
福島市で開催

・避難指示解除準備区域に再編（楢葉町）
・浪江、双葉、大熊、富岡４町の海域の警戒区域が沿岸から沖合約5kmの

範囲に縮小
・津波で全壊した「道の駅よつくら港」が、改装して再オープン
・「かわうち復興祭2012」開催
・米の全量全袋検査開始

1

10

11
12
25

8

・政府は双葉郡など避難区域の将来像をまとめたグランドデザインを発表
・相馬沖の試験操業で、対象を10魚種に拡大
・中国東方航空の震災後初のチャーター便が福島空港に到着
・原子力規制委員会発足
・原発事故からの農業復興に取り組む夫婦７組、２団体、１人に

第53回県農業賞授与
・県は、日常食の放射性物質モニタリング調査結果を発表
・被災地支援を目的とした「法テラス二本松支所」開所

4
10
14
19
21

24
30

9

・18歳以下の子どもの医療費無料化開始
・天皇皇后両陛下ご来県
・原子力規制委員会、第一・第二原発を監視する「原子力規制事務所」を

広野町に開設
・高円宮妃殿下ご来県
・「地域伝統芸能全国大会福島大会ふるさとの祭り2012」開催

1
13
16

27

10

・復興特区法に基づく県内初のリハビリテーション事業所
「浜通り訪問リハビリテーション」（南相馬市）が開所
・震災後に休館していたビッグパレットふくしま（郡山市）が全面利用再開
・「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア2012」開催

1

7

11

・日本オリンピック委員会が「がんばれ！ニッポン！」プロジェクトを実施。
浪江町民が避難する二本松市にレスリングの吉田 沙保里選手ら８人が訪問

・相馬双葉漁協が試験操業で松川浦漁港に鮮魚の初水揚げ
・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（大熊町）
・政府と国際原子力機関共催の福島閣僚会議が郡山市で開幕
・アシアナ航空の震災後初のチャーター便が福島空港に到着
・県復興計画（第2次）策定

2

3
10
15
21
28

12
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事項日年月

2013

・大河ドラマ「八重の桜」放映開始
・公立小中学校で三学期始業式。楢葉町の３小中学校は、いわき市中央台に

完成した仮設校舎で授業
・原発事故により役場機能を移転する５町村を含む38市町村で成人式
・大相撲幕内優勝力士に県知事賞を授与

6
8

13
27

1

・福島市の花見山、２年ぶりに全面開放
・世界９ヵ国から19の県人会が参加して、初の「在外県人会サミット」開催

福島県の復旧・復興の正確な情報を各国に発信することを表明
・相馬市で、東北中央自動車道「相馬福島道路」のうち「相馬西道路」

（延長６㎞）の起工式
・ミュージックフロムジャパン「2013年音楽祭・福島」が福島市で開催

飯舘村の小学生がふるさと再生を願い歌唱
・南相馬市原町区萱浜行政区の慰霊塔が建立し除幕式

1
5

9

11

2

・警戒区域の双葉町で津波犠牲者、避難先で亡くなった町民の追悼式
・鶴ヶ城プロジェクションマッピング「はるか」開催
・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（葛尾村）
・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（富岡町）
・多核種除去設備（ALPS）の運用開始

2
9

22
25
30

3

・避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編（浪江町）
・原発事故後に大幅に減少した県内での里帰り出産が回復傾向であることが

県産婦人科医会の調査で判明
・復興のシンボル「はるか」桜の植樹式開催
・県の４月１日現在の推計人口は194万9,595人で昭和50年以来38年ぶりの

195万人割れ

1
18

20
22

4

・秋篠宮同妃両殿下ご来県
・震災と原発事故に伴い体調悪化などで亡くなった本県の
「震災関連死」人数は３月末現在、1,383人で全国の2,688人に対し

51.5％と初めて半数を超えた
・福島復興再生特別措置法改正 公布・施行
・定期路線が運休している福島空港ソウル間でチャーター便を

複数運航すると発表
・避難指示解除準備区域、帰還困難区域に再編（双葉町）

平成23年４月に第一原発から20km圏に設定された警戒区域は全て解除

9
10

11

28

5

・東北の六大祭りが競演する「東北六魂祭」が福島市で開幕
２日間で計約25万人が来場

・県警察による月命日の特別捜索開始
・双葉町が、役場機能を埼玉県加須市からいわき市東田町に移し、

仮庁舎「いわき事務所」で開所式

1

11
17

6

・原発事故の影響で中断していたアワビ稚貝の放流が、いわき市の
沿岸部海域で再開

・県立医大が、原発事故後の県内での妊娠と出産で、放射線の影響は
見られないとする調査結果を発表

・天皇皇后両陛下ご来県

1

19

22

7
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事項日年月

2013

・避難指示解除準備区域、居住制限区域に再編（川俣町）
・全国中学校バドミントン大会で猪苗代中学校が３年連続アベック優勝
・県漁業協同組合連合会は、汚染水問題により試験操業の中断・延期を決定

8
17
28

8

・震災からの復興を目的の一つに掲げる東京オリンピック（2020年）の
開催が決定

・田村市都路町の避難指示解除準備区域で稲刈り始まる
第一原発から半径20km圏内の旧警戒区域で出荷用のコメが初収穫

・「ご当地キャラこども夢フェスタin白河」開催
・皇太子同妃両殿下ご来県
・県漁業協同組合連合会は、汚染水問題のため８月に中断した試験操業の

再開を正式決定
・旧緊急時避難準備区域でコメの作付けを再開し、３年ぶりにコメを

出荷する広野町の平成25年産米の全量全袋検査が楢葉町で開始

8

10

21
22
24

25

9

・いわき沖で16魚種を対象とした試験操業が開始
・震災により発生したコンクリートがれきを利用した海岸堤防が

いわき市の夏井川河口付近に完成、地元小学生らが記念植樹

18
31

10

・三笠宮家の寛仁親王妃信子さまがご来県
・ご当地グルメによるまちおこしイベント「第８回 B-1グランプリ」で

「なみえ焼そば」を出品した浪江町の「浪江焼麺太国」がゴールド
グランプリに輝く

・津波で甚大な被害を受けた浪江町の請戸漁港で災害復旧工事開始
福島第一原発事故による旧警戒区域の漁港では初

・相馬市で東北中央自動車道「相馬福島道路」のうち「阿武隈東～阿武隈」
（延長５km）の起工式
・第一原発４号機使用済燃料の取り出し開始

8
10

12

16

18

11

・原発事故の影響で加工自粛していた県北地方の特産物「あんぽ柿」が
３年ぶりに出荷

・震災と原発事故による避難などが要因で亡くなったとして、県内の
市町村が震災関連死と認定した死者数が1,605人となり、地震や
津波による直接死1,603人を上回ったと判明

・立命館大学と連携協力に関する協定締結

2

17

20

12

2014

・総務省が公表した平成25年の人口移動報告で、本県は5,200人の転出超過
前年の13,843人の転出超過から大幅に減少し、震災前の水準に

・東京電力、第一原発５・６号機を廃止

30

31

1

・ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州と再生可能エネルギー分野に
おける連携覚書を締結

・震災以降、通行止めになっていた常磐自動車道「広野-常磐富岡IC」
（延長16.4km）が約３年ぶりに再開通

旧警戒区域で自動車道が通行可能になったのは初

10

22

2
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事項日年月

2014

・全国知事会が、被災３県の復興を支援するため、452人の応援職員を
派遣すると発表（うち福島県への派遣は151人）

・サッカーJ3リーグが開幕。本県初のJリーグチームとして参入した
福島ユナイテッドFCが初戦を戦った

4

9

3

・田村市都路地区の避難指示解除準備区域を解除
・産業技術総合研究所 「福島再生可能エネルギー研究所」が開所
・首都圏情報発信拠点「日本橋ふくしま館 MIDETTE」がオープン
・「福島空港メガソーラー」竣工式
・国内最大規模のファッションイベント「東京ガールズコレクション

in 福島2014」が郡山市のビッグパレットふくしまで開催
復興支援の一環として、東北で初開催

・県、原子力災害に備えた広域避難計画を策定

1

12
14
29

30

4

・「環境創造センター」起工式
・県が平成25年度に実施した農林水産物の放射性セシウム検査で野菜・

果実全てが食品衛生法の基準値を下回る。23年度の検査開始以来初
・キャロライン・ケネディ駐日大使が本県を訪問、第一原発などを視察
・地下水バイパスにより汲み上げた地下水の海洋排水開始

9
10

14
21

5

・ＪＲ常磐線（広野～竜田駅間）運転再開、避難区域内での鉄道再開は初
・凍土壁（陸側遮水壁）の設置工事開始

1
2

6

・会津地方の名産民芸品「起き上がり小法師」に著名人らが絵付けした
作品の展示会がロンドンの英国会議事堂で開幕

・原発事故の影響で住民が避難した川俣町山木屋地区のトルコギキョウの
収穫が始まり、４年ぶりに市場に出荷

・「ふくしまから はじめよう。サミットin大阪」開催
・原発事故による原木シイタケ（施設栽培）の出荷制限が解除され、

３年ぶりに出荷再開

7

21

23
25

7

・全国高校総体のバドミントン競技で県立富岡高等学校がバドミントン団体で
男女ともに優勝、大会史上初の男女同時優勝

38

・県が中間貯蔵施設の建設受入れを容認
・「ロックコープス」国内で初開催
・浜通りを縦断する国道６号で双葉郡内の帰還困難区域の自由通行が可能に
・震災後富岡町で初めて出荷用に生産、収穫されたコメの全袋検査
・「楢葉遠隔技術開発センター」起工式
・伊達市で、東北自動車道「相馬福島道路」のうち「霊山～福島」
（延長12.2㎞）の起工式

1
6

15
25
26
28

9
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事項日年月

2014

・川内村の避難指示解除準備区域を解除
居住制限区域を避難指示解除準備区域に見直し

・bjリーグ2014-2015シーズンが開幕
福島ファイヤーボンズが郡山総合体育館で初戦を戦った

・震災後初の県知事選挙告示
・ご当地グルメによるまちおこしイベント「第９回 B-1グランプリin郡山」が

開幕、45万人超が来場

1

4

9
18

10

・県営初の復興公営住宅が郡山日和田町に完成し、鍵引き渡し式
・内堀知事就任

7
12

11

・デンマーク王国大使館と再生可能エネルギー分野における連携覚書を締結
・常磐自動車道「浪江～南相馬IC」（延長18.4km）と「相馬～山元IC」
（同23.3km）が開通、相双地方-仙台市が直結
・大熊町が中間貯蔵施設の建設受入れを容認
・第一原発４号機の使用済燃料プールから全ての燃料の取り出し完了
・「ふくしまから はじめよう。サミットin九州」開催
・「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」立ち上げ

3
6

16
22

23

12

2015

・県と大熊町・双葉町、東京電力との間に第一原発の廃炉に関する安全確保
協定締結

・双葉町が中間貯蔵施設の建設受入れを容認
・東京五輪の合宿誘致に向け、県は原発事故の対応拠点となっている

Ｊヴィレッジ（楢葉・広野町）の一部施設の営業再開を、当初の予定から
９ヶ月前倒しし、平成30年７月とする方針を固める

・復興情報ポータルサイト「ふくしま復興ステーション」オープン

7

14
29

30

1

・「ふくしまから はじめよう。サミットin首都圏」開催
・県、大熊町及び双葉町が中間貯蔵施設への搬入受入れを容認
・県、大熊町、双葉町及び環境省との間で、中間貯蔵施設の周辺地域の安全確

保等に関する協定を締結
・イギリスのウィリアム王子が初めてご来県、本宮市で児童らとご交流

19
25

28

2

・常磐自動車道「常磐富岡～浪江IC」（延長14.3km）が開通し、
全線がつながる

・中間貯蔵施設の保管場へのパイロット輸送開始

1

13

3

福島県における震災以降の主なできごと
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事項日年月

2015

・「ふくしまデスティネーションキャンペーン」開幕
・「空想とアートのミュージアム福島さくら遊学舎」が三春町の

廃校を再利用してオープン
・県立中高一貫校「ふたば未来学園高等学校」が広野町に開校
・久之浜防災緑地植樹祭がいわき市久之浜地区で開催

約300人が参加し、2,000本の苗木を植えた
・プロ野球独立リーグのBCリーグに加盟した福島ホープスが、

リーグ公式戦の初戦を戦った
・常磐自動車道に南相馬市のサービスエリア利活用拠点施設
「セデッテかしま」がオープン

1

8
11

12

25

4

・福島復興再生特別措置法改正 公布・施行
・相馬港３号ふ頭第４号岸壁供用開始
・本県初の国際首脳会議「第７回太平洋・島サミット」がいわき市で開催

7
14
22

5

・秋篠宮同妃両殿下がご来県
・「ふくしまデスティネーションキャンペーン」ファイナルセレモニー
・ふくしま復興再生道路 国道114号小綱木バイパス完成

17
28

6

・知事欧州訪問、各国で復興の現状を説明
・天皇皇后両陛下ご来県
・第一原発１号機に事故後設置した建屋カバーの解体作業開始
・「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」が提言を復興大臣に提出

11
16
28
30

7

・福島相双復興官民協議会・官民合同チーム設立
・県あんぽ柿産地振興協会は、あんぽ柿の加工再開モデル地区を拡大
・準備宿泊開始（南相馬市、川俣町、葛尾村）

24
26
31

8

・国と東京電力は第一原発の汚染水対策の「サブドレン計画」で
１～４号機建屋周辺の井戸から地下水をくみ上げる作業を開始

・楢葉町避難指示解除
・楢葉町役場が本庁舎で業務再開
・会津縦貫北道路（湯川南IC～会津若松北IC）開通
・県風評・風化対策強化戦略を策定
・高円宮妃殿下ご来県
・サブドレンでくみ上げた地下水（浄化処理済水）の海洋排水開始・原発事故

による避難で休業中の酪農家を支援する県酪農業協同組合が
福島市土船に建設した復興牧場「フェリスラテ」が完成し、落成式

3

5

6
7

12
14

25

9

・全町避難が続く富岡町は約４年７ヶ月ぶりに町内で一部業務を再開
・会津大学先端ICTラボ(LICTiA) 供用開始
・皇太子同妃両殿下ご来県
・ミラノ万博「ふくしまウィーク」開催
・楢葉町木戸川のサケ増殖事業が5年ぶりに復活
・日本原子力研究開発機構（JAEA）の楢葉町遠隔技術開発センター
（モックアップ施設）が楢葉町に開所
・東京電力が第一原発の汚染地下水の流出を防ぐ海側遮水壁の完成を発表
・環境回復・創造を担う県環境創造センター本館が三春町に開所

1

8
11
18
19

26
27

10
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事項日年月

2015

・準備宿泊開始（川内村東部）
・環境放射線の常時監視などを担う県環境放射線センターが南相馬市に開所
・福島県人口ビジョン策定

1
16
30

11

・「大熊町ふるさと再興メガソーラー発電所」運転開始
・県復興計画（第３次）策定
・ふくしま創生総合戦略策定

18
25

12

2016

・知事、ダボス会議出席211

・ふたば復興診療所「ふたばリカーレ」診療開始12

・広野町公設商業施設「ひろのてらす」開店
・「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針 閣議決定
・川内村公設商業施設「ショッピングセンターYO－TASHI」開店
・天皇皇后陛下御来県
・浜地域農業センター開所
・凍土壁（陸側遮水壁）の凍結開始

5
11
15
16
22
31

3

・ふくしまアフターDC開催
・葛尾村役場が本庁舎で全業務再開
・「おおまちマルシェ」オープン（南相馬市）

1

21

4

・「福島12市町村将来像実現ロードマップ2020」公開
・知事、タイ王国でトップセールス

28
31

5

・「ふくしま健民アプリ」配信開始
・葛尾村避難指示解除
・川内村避難指示解除

11
12
14

6

・準備宿泊開始（飯舘村）
・飯舘村役場が本庁舎で業務再開
・福島県新観光ポスター「来て」発表
・南相馬市小高区避難指示解除
・ＪＲ常磐線（小高～原ノ町駅間）運転再開
・福島県南相馬/楢葉原子力災害対策センター開所
・県環境創造センター「コミュタン福島」開所
・「チャレンジふくしまフォーラムin北海道」開催

1

4
12

21
25

7

・交流センター「ふれ愛館」開館（飯舘村）
・副知事、台湾で東北６県トップセールス

13
23

8

・医療機関「いいたてクリニック」診療再開（飯舘村）
・県と第一原発周辺の11市町村、東京電力との間に廃炉に関する安全確保

協定締結
・東北中央自動車道（福島JCT～福島大笹生IC）開通
・「医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター」施設開所
・準備宿泊開始（富岡町）
・県風評・風化対策強化戦略（第２版）を策定
・福島県危機管理センター開所

1

11
12
17
26
28

9
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事項日年月

2016

・「町立とみおか診療所」開所（富岡町）
・「まち・なみ・まるしぇ」オープン（浪江町）
・「チャレンジふくしまフォーラムin関西」開催

1
27
28

10

・準備宿泊開始（浪江町）
・「ふくしま医療機器開発支援センター」オープン
・「チャレンジふくしまフォーラムin東海」開催
・中間貯蔵施設建設着工（双葉町・大熊町）
・ふくしま復興再生道路 小名浜道路 起工式

1
7

14
15
19

11

・県内初の防災緑地「ひろの防災緑地」供用開始
・ＪＲ常磐線（相馬～浜吉田駅間）運転再開
・「ふくしま国際医療科学センター」グランドオープン

7
10
11

12

2017

・ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州と再生可能エネルギー分野に
おける連携覚書を更新

161

・「チャレンジふくしまフォーラムin九州」開催
・内村航平・復興応援大使 福島県訪問、「行くよ」ポスター発表

7
23

2

・富岡町役場が本庁舎で業務再開
・東京2020オリンピック野球・ソフトボール競技の一部が

県営あづま球場で開催決定
・東北中央自動車道（相馬山上IC～相馬玉野IC）開通
・「浪江診療所」開所（浪江町）
・複合商業施設「さくらモールとみおか」フルオープン（富岡町）
・川俣町避難指示解除
・飯舘村避難指示解除(帰還困難区域の長泥地区を除く)
・浪江町一部地域の避難指示解除

6
17

26
27
30
31

3

・富岡町一部地域の避難指示解除
・浪江町役場が本庁舎で業務再開
・ＪＲ常磐線（浪江～小高駅間）運転再開
・南相馬市小高区及び楢葉町の小中学校再開
・県立小高産業技術高等学校開校
・廃炉国際共同センター「国際共同研究棟」開所

1

11
23

4

・常磐自動車道ならはスマートIC 起工式
・ふくしま。GAPチャレンジ宣言
・福島復興再生特別措置法改正 公布・施行

14
15
19

5

・タイ王国と医療関連産業分野での連携に関する覚書を締結
・ＪＲ只見線（会津川口～只見間）の鉄道復旧正式合意
・大手オンラインストア３社と連携した県産品販売キャンペーンを開始

5
19
29

6

・川俣町山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」オープン
・福島イノベーション・コースト構想推進機構 設立

1
25

7

・飯舘村復興拠点商業施設「いいたて村の道の駅 までい館」オープン
・知事、マレーシア・ベトナム訪問

12
22

8
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事項日年月

2017

・サポートセンターつながっぺ開所(飯舘村)
・双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
・国道114号 自由通行化

1
15
22

9

・「チャレンジふくしまフォーラムin北陸」開催
・「チャレンジふくしまフォーラムin東海」開催
・ＪＲ常磐線（竜田～富岡駅間）運転再開
・除去土壌等の中間貯蔵施設への貯蔵開始

12
19
21
28

10

・東北中央自動車道（福島大笹生IC～米沢北IC）開通
・「チャレンジふくしまフォーラムin関西」開催
・大熊町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
・県立ふたば未来学園中学校・高等学校 起工式

4
7

10
28

11

・「ふくしま心のケアセンターふたば出張所」開所
・浪江町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定

1
22

12

2018

・中野地区復興産業拠点 起工式
・「チャレンジふくしまフォーラムin関西」開催

28
30

1

・福島ロボットテストフィールド 起工式
・「チャレンジふくしまフォーラムin中四国」開催
・ふくしまの希望を描く動画「MIRAI2061」公開

6
7

19

2

・凍土壁（陸側遮水壁）の凍結完了
・富岡町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
・東北中央自動車道（相馬玉野IC～霊山IC）開通
・県内の面的除染が全て終了（帰還困難区域を除く）

1
9

10
19

3

・飯舘村立認定こども園・小中学校 開園・開校式
・山木屋小中学校 開校式
・富岡第一・第二小学校、第一・第二中学校 再開セレモニー
・なみえ創生小・中学校 開校式
・葛尾幼稚園、小・中学校 再開式
・浪江町棚塩産業団地 起工式
・飯舘村・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
・県風評・風化対策強化戦略（第３版）を策定
・福島県ふたば医療センター附属病院 診療開始
・準備宿泊開始（大熊町）

1
5
6

15
20
23

24

4

・葛尾村・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
・福島県農業総合センター農業短期大学校 JGAP認証取得

11
17

5

・福島県水産資源研究所 新設
・天皇皇后両陛下 行幸啓
・第69回全国植樹祭ふくしま2018開催
・ＪＲ只見線（会津川口～只見間）鉄道復旧工事起工式
・葛尾村復興交流館「あぜりあ」オープン
・楢葉町公設商業施設「ここなら笑店街」オープン

1
9

10
15
16
26

6

・Ｊヴィレッジ 一部再開287

福島県における震災以降の主なできごと
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事項日年月

2018

・環境省による「福島再生・未来志向プロジェクト」がスタート
・いいたてスポーツ公園開所(飯舘村)
・「チャレンジふくしまフォーラムin関西」開催
・特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」オープン

3
12
22
24

8

・Ｊヴィレッジ 全天候型練習場オープン89

・福島県多目的医療用ヘリ運航開始2910

・いわき市で第10回世界水族館会議開催
・県立岩瀬農業高等学校 GLOBAL-GAP認証取得
・「チャレンジふくしまフォーラムin首都圏」開催

5
18
30

11

・南相馬市小高区商業施設「小高ストア」オープン
・国立大学法人福島大学農学群食農学類との連携協定締結
・県立会津農林高等学校 GLOBAL-GAP認証取得

6
10
28

12

2019

・葛尾村酪農家による生乳出荷再開
・東北自動車道郡山中央スマートIC供用開始
・知事、香港訪問
・小高区復興拠点施設「小高交流センター」オープン

11
13
24
26

1

・富岡産業団地 起工式
・「チャレンジふくしまフォーラムin沖縄」開催
・東日本大震災・原子力災害伝承館 起工式

4
6
9

2

・オリンピック聖火リレーがＪヴィレッジからスタートすることが決定
・磐越自動車道田村スマートIC 供用開始
・常磐自動車道ならはスマートIC 供用開始
・小峰城跡の石垣改修が完了
・常磐自動車道大熊IC 供用開始

12
17
21
27
31

3

・国立大学法人福島大学農学群食農学類 開設
・富岡町立にこにここども園 開園
・福島空港台湾定期チャーター便通年運航開始（２年間）
・広野町立広野こども園 開園
・県立ふたば未来学園中学校 開校
・大熊町大川原地区・中屋敷地区避難指示解除
・大熊町役場新庁舎 開庁式
・第一原発３号機の使用済燃料の取り出し開始
・双葉町産業交流センター 起工式
・Ｊヴィレッジ 全面再開
・ＪＲ常磐線Ｊヴィレッジ駅 開業
・「ふくしまグリーン復興構想」の策定（環境省と共同策定）

1
3
4
6
8

10
14
15
16
20

22

4

・大熊町役場が新庁舎にて業務開始
・平成30酒造年度全国新酒鑑評会金賞受賞数７年連続日本一
・浪江町交流・情報発信拠点施設 起工式

7
17
26

5

・県内で生産されたヒラメ稚魚・ホシガレイ稚魚を放流
・ふたば未来学園地域協働スペース内「caféふぅ」オープン

10
17

6
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事項日年月

2019

・富岡漁港８年ぶり再開
・「チャレンジふくしまフォーラムin北海道」開催

26
29

7

・第29回世界少年野球大会福島大会
・3.11伝承ロード推進機構 設立
・広野町産バナナ「綺麗」収穫式
・大熊町いちご栽培施設 開所式
・川俣町産アンスリウム 本格出荷開始

1

19

30

8

・県営あづま球場リニューアルオープニングゲーム
・福島ロボットテストフィールド研究棟全面開所
・東京電力、第二原発１～４号機を廃止

28
30

9

・ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州と再生可能エネルギー分野
及び医療関連分野における連携覚書を更新

・ドイツ・ハンブルク州と再生可能エネルギー分野における連携覚書を締結
・スペイン・バスク州と再生可能エネルギー分野における連携覚書を締結
・大熊町大川原地区実証栽培田 避難指示解除後初の稲刈り
・令和元年東日本台風（台風第19号）

7

9
10
12

10

・「チャレンジふくしまフォーラムin関西」開催1211

・「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針
閣議決定

・東北中央自動車道（相馬IC～相馬山上IC）開通
・新オリジナル酒米の名称「福乃香」に決定
・天皇皇后両陛下御来県
・県、地元13市町村、東京電力との間に第二原発の廃炉に関する安全確保

協定締結

20

22
23
26

12

2020

・「チャレンジふくしまフォーラムin首都圏」開催
・福島空港ベトナム連続チャーター便 運航

17
26

1

・令和２年産米から全量全袋検査をモニタリング検査へ移行することを発表
・新オリジナル米の名称「福､笑い」に決定
・あんぽ柿を震災後初の輸出
・福島空港タイ連続チャーター便 運航
・海産魚介類全魚種出荷制限解除

5
10
14
24
25

2

・双葉町・特定復興再生拠点区域等の一部避難指示解除
・大熊町・特定復興再生拠点区域の一部避難指示解除
・福島水素エネルギー研究フィールド 開所
・常磐自動車道常磐双葉IC 供用開始
・富岡町・特定復興再生拠点区域の一部避難指示解除
・ＪＲ常磐線全線運転再開
・県風評・風化対策強化戦略（第４版）を策定
・「復興の火」の展示
・NHK朝ドラ「エール」放送開始
・福島ロボットテストフィールド 全面開所

4
5
7

10
14
24

30
31

3
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事項日年月

2020

・おだか認定こども園開園（南相馬市）
・飯舘村立いいたて希望の里学園 開校式（飯舘村）
・請戸地方卸売市場 ９年ぶりに再開（浪江町）
・令和元年度の県産農産物の輸出量が約305トンとなり

３年連続で過去最高を更新。

4
5
8

14

4

・特定復興再生拠点区域でコメ試験栽培開始（大熊町）225

・道の駅ならは 約９年３か月ぶり全面営業再開（楢葉町）196

・県内全ての防災緑地の整備が完了・供用開始177

・東北中央自動車道（伊達桑折IC～桑折JCT間）開通
・ふかや風の子広場開所(飯舘村)
・福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定の締結

2
9

27

8

・東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）開館
・福島県復興祈念公園（双葉町）の一部供用開始

209

・双葉町産業交流センター開所（双葉町）
・小名浜港国際バルクターミナル供用式

1
3

10

・新オリジナル米「福､笑い」の先行販売が開始
・県立岩瀬農業高校がGLOBALG.A.P.認定取得品目数18品目を取得し

高校単独日本一に

10
18

11

・新地地方卸売市場 約10年ぶりに再開（新地町）412

2021

1

・大熊町立診療所開設（大熊町）
・福島県沖を震源とする地震が発生し、県内でも震度６強の揺れを観測
・「福島県2050年カーボンニュートラル」を宣言

2
13
19

2

・「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」が新たな提言を
復興大臣に提出

・3.11ふくしま追悼復興祈念行事開催
・福島県新スローガン｢ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま｣策定
・道の駅なみえグランドオープン（浪江町）
・聖火リレー Ｊヴィレッジからスタート
・復興サイクリングロード「いわき七浜海道」全線開通（いわき市）

8

11
12
20
25
28

3
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事項日年月

2021

・小高区子どもの遊び場「NIKOパーク」オープン（南相馬市）
・小中一貫校の義務教育学校開校（川内村）
・認定こども園 開園（川内村）
・飯舘村ライスセンター開所(飯舘村)
・いいたてパークゴルフ場開所(飯舘村)

3
5
7

15
23

4

・「かわうちワイナリー」オープン（川内村）266

・ふくしま12市町村移住支援センター 開所（富岡町）
・とみおかアーカイブ・ミュージアム 開設（富岡町）
・飯舘村地域防災センター開所(飯舘村)
・いいたて村のドッグラン「わんこの庭のびのび」開所(飯舘村)

1
11
15
17

7

・公共宿泊施設「いこいの村なみえ」グランドオープン（浪江町）88

・地域新電力会社「大熊るるるん電力」設立（大熊町）
・サツマイモ貯蔵施設、地見城ライスセンター 完成（田村市）

289

・田村市・東京リクルートセンター、田村サポートセンター 開設（田村市）
・大熊町交流ゾーンがグランドオープン。商業施設「おおくまーと」、宿泊温
浴施設「ほっと大熊」、交流施設「linkる大熊」がオープン（大熊町）
・震災遺構浪江町立請戸小学校 開館（浪江町）

11
17

24

10

・楢葉町町政施行65周年記念式典開催（楢葉町）311

2022

・地域活動拠点「KUMA・PRE（クマプレ）」開所（大熊町）262

・福島県沖を震源とする地震が発生し、県内で震度６強の揺れを観測163

・国内最大級木質バイオマス発電所稼働（いわき市）
・会津若松市にて義務教育学校「学び舎ゆめの森」開校（大熊町）
・未来のかけ橋エレベーター新設（広野町）
・楢葉小学校 開校（楢葉町）
・共生サポートセンター さくらの郷 開所（富岡町）
・特定復興再生拠点区域において準備宿泊開始（富岡町）
・「大熊町移住定住支援センター」開所（大熊町）

1

5
9

11
15

4

・古道ライスセンター、米流通合理化施設 完成（田村市）265

・特定復興再生拠点区域避難指示解除（葛尾村）
・移住定住支援拠点「CODOU」開所（楢葉町）
・ふれあいセンターなみえ 開所（浪江町）
・特定復興再生拠点区域避難指示解除（大熊町）

12

18
30

6
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事項日年月

2022

・岩沢海水浴場12年ぶりに海開き（楢葉町）
・起業支援施設「大熊インキュベーションセンター」オープン（大熊町）
・いいたて移住サポートセンター開所(飯舘村)

16
22

7

・特定復興再生拠点区域避難指示解除（双葉町）308

・浪江町特定復興再生拠点区域における準備宿泊実施開始（浪江町）
・ふくしま復興再生道路 国道399号 十文字工区 開通（いわき市）

1
17

9

2023

・双葉町診療所 開所（双葉町）12

・特定復興再生拠点区域避難指示解除（浪江町）313

・福島国際研究教育機構（F-REI）本部開所（浪江町）
・特定復興再生拠点区域（点・線拠点を除く）避難指示解除（富岡町）
・「福島県農業経営・就農支援センター」を開所（福島県庁内）
・認定こども園「学び舎ゆめの森」が町内で開園、義務教育学校「学び舎ゆめ
の森」が町内に移転。同年8月に新校舎へ移転。（大熊町）
・福島国際研究教育機構(F-REI)いわき出張所開設（いわき市）
・地域活動拠点施設「まざらっせ」オープン（楢葉町）
・浅野撚糸株式会社双葉事業所開所 （双葉町）
・大地とまちのタイムライン 開館（楢葉町）
・スペイン・バスク州と再生可能エネルギー分野における連携覚書を更新
・ドイツ・ハンブルク州と再生可能エネルギー分野における連携覚書を更新
・ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州と再生可能エネルギー分野及
び医療関連分野における連携覚書を更新
・特産品開発センター 落成式（楢葉町）
・おひさまドーム オープン（田村市）

1

3
10

15
18
22

24
25
26

28
29

4

・長泥コミュニティーセンター開所(飯舘村)
・特定復興再生拠点区域避難指示解除・長泥曲田公園避難指示解除（飯舘村）

15

・第一原発において、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を開始248

・令和５年台風第１３号
・サテライトオフィス「とみおかワーキングベース」 開所（富岡町）
・大熊町特定帰還居住区域復興再生計画 認定（2024.2変更認定）（大熊町）
・双葉町特定帰還居住区域復興再生計画 認定 (2024.4変更認定）（双葉町）

8
11
29

9

・帰還困難区域内の墓地や集会所等（点拠点）及びそれらへのアクセス道路
（線拠点）の避難指示解除（富岡町）

3011
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事項日年月

2024

・浪江町における農地の大区画化を図るほ場整備に着手
・浪江町特定帰還居住区域復興再生計画 認定（2025.3 変更認定）（浪江
町）

4
16

1

・楢葉町芸能発表会13年ぶりに開催（楢葉町）
・富岡町特定帰還居住区域復興再生計画 認定（富岡町）
・国際フィーダー定期航路開設（鈴与海運(株)）

4
16

2

・浪江町防災交流センター 開所（浪江町）
・JFAアカデミー福島 入校式（楢葉町）
・福島大学共生システム理工学類附属「水素エネルギー総合研究所」の開設
・放課後児童クラブ 開所（富岡町）
・イオン東北（株）と商業施設整備に関する覚書を締結（双葉町）
・みらい農業交流スペース「TSUMUGI」開所（南相馬市）
・みらい農業学校 開校
・ふくしま復興再生道路 県道吉間田滝根線広瀬工区 開通
（いわき市、田村市、小野町）
・かもめミライ水産株式会社「陸上養殖イノベーションセンター」完成
（浪江町）

1

3
8
9

11
13

23

4

・「大熊町商工会館」完成（大熊町）
・チャレンジハウス都路 オープン（田村市）

15
30

5

・公営住宅「駅西住宅」全86戸が完成（双葉町）
・総合グラウンド多目的運動場 落成式（楢葉町）
・「OICスマイルフィールド（大熊インキュベーションセンターグラウン
ド）」完成（大熊町）

1
2
3

6

・農業研修館きらり 開所（飯舘村）
・全国高等学校総合体育大会サッカー競技（男子）Jヴィレッジをメイン会場
とした６会場で開催（楢葉町 等）
・浜通り及び阿武隈地域における共用送電線の完成

1
26

31

7

・頭森公園の遊歩道及び展望広場の再整備完了（大熊町）18

・第一原発２号機において、燃料デブリの試験的取り出しに着手
・木質バイオマス発電「飯舘みらい発電所」操業開始(飯舘村)

10
12

9

・クラフトジン蒸留所「naturadistill」オープン （川内村）
・ＪＲ常磐線広野駅 新駅舎供用開始（広野町）
・双葉町移住定住相談センター開所（双葉町）

2
9

29

11

・CIFALジャパン国際研修センター開設（いわき市）
・地域活動拠点「KUMA・PRE（クマプレ）」閉所（大熊町）

2
7

12
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事項日年月

2025

・ふたば支援学校 新校舎へ移転（楢葉町）311

・会津地方を中心とした大雪
・地域活動拠点「FUTAHOME」開所（双葉町）

4
20

2

・大野駅西交流エリアがグランドオープン。産業交流施設「CREVAおおくま」、
大野駅西商業施設「クマSUNテラス」がオープン（大熊町）
・南相馬市特定帰還居住区域復興再生計画 認定（南相馬市）
・南相馬市原町区の津波被災エリアについて、農地の大区画化を図るほ場整備
が完了
・帰還困難区域のうち風力発電事業用地避難指示解除（葛尾村）
・帰還困難区域のうち堆肥製造施設用地等避難指示解除（飯舘村）

15

18
28

31

3

・葛尾風力発電所 営業運転開始（葛尾村）
・阿武隈風力発電所 営業運転開始（葛尾村、浪江町、大熊町、田村市）

1
2

4

・とみおかワイナリー オープン（富岡町）
・飯舘村商業施設に「ハシドラッグ飯舘店」が開業(飯舘村)

17
29

5

・浪江町特定帰還居住区域における準備宿泊受付開始（浪江町）
・葛尾村特定帰還居住区域復興再生計画 認定（葛尾村）
・カムチャツカ半島付近で発生した地震に伴い県内に津波警報発令

15
29
30

7

・双葉駅東地区商業施設に「イオン双葉店」が開業（双葉町）
・県道井手長塚線長塚跨線橋が供用開始（双葉町）
・ふくしま復興再生道路 小名浜道路 開通(いわき市)
・県道浪江三春線トンネル着工式（会場：葛尾村）

1

7
27

8

・農産物振興施設 完成（田村市）
・「道の駅いわき・ら・ら・ミュウ」グランドオープン（いわき市）

2
12

9

・複合商業施設「コ・ラッシェ都路」オープン（田村市）2012

2026

・スペイン・バスク州と再生可能エネルギー・水素分野及び医療関連分野等に
おける連携覚書を更新
・ドイツ・ハンブルク州と再生可能エネルギー・水素分野における連携覚書を
更新
・ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州と再生可能エネルギー分野及
び医療関連分野における連携覚書を更新

12

14

15

1

福島県における震災以降の主なできごと

102
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ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係

107
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第２期福島県復興計画

令和３年３月

発行 福島県企画調整部復興･総合計画課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
電 話 024（521）7109
FAX 024（521）7911
E-ma i l  fukkouke ikaku@pre f . fukush ima . lg . jp

mailto:fukkoukeikaku@pref.fukushima.lg.jp


目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

男性
:75.60歳

女性
:77.85歳

男性
:71.89歳(R4)

女性
:74.74歳(R4)

健康寿命（男性・女性）1

21.0%32.2％(R5)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（特定
健康診査受診者）2

80歳
:78.0%以上

6歳
:97.0%以上

12歳
:86.0%以上

80歳
:63.9%(R6)

6歳
:98.0%(R6)

12歳
:66.9%(R6)

歯の健康（80歳で自分の歯を20歯以上有する者の割合
、6歳で永久歯むし歯のない者の割合、12歳でむし歯のない
者の割合）

3

いずれも
60.0%以上

胃がん
:32.5%(R6)

肺がん
:31.7%(R6)

大腸がん
:30.0%(R6)

乳がん
:47.9%(R6)
子宮頸がん

:46.4%(R6)

がん検診受診率（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮
頸がん）4

57.6770.56(R6)がんの年齢調整死亡率（全がん・男女計・７５歳未満・
人口10万対）5

男性:93.80
女性:56.40

男性:109.6(R2)
女性:75.2 (R2)

脳血管疾患年齢調整死亡率（男性・女性・人口10万
対）6

男性:190.10
女性:109.20

男性:212.9(R2)
女性:118.9(R2)心疾患年齢調整死亡率（男性・女性・人口10万対）7

男性:27.0%
女性:20.0%

男性:39.4%(R4)
女性:26.6%(R4)

特定健康診査受診者のうち肥満者の割合（男性・女
性）10

100.0133.8(R6)肥満傾向児出現率の全国平均との比較（全国＝100）11

65.0%53.6%(R7)成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率12

１ 安心して暮らせるまちの復興･再生

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト ＜成果指標＞

参考



目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

被災自治体の
全てにおいて
45％以上

南相馬市
45.9%(R5)

広野町
37.2%(R5)

楢葉町
53.7%(R5)

富岡町
33.6%(R5)

川内村
83.3%(R5)

大熊町
29.7%(R5)

双葉町
41.7%(R5)

浪江町
39.8%(R5)

葛尾村
70.6%(R5)

飯舘村
50.0%(R5)

被災自治体の特定保健指導実施率15

100%83.0%(R6)市町村地域福祉計画策定率51

増加を目指す65,179人(R7)避難解除区域の居住人口77

長期的に
ゼロを目指す23,701人(R7)避難者数78

長期的に
ゼロを目指す309km²(R7)避難指示区域の面積79

70.0%以上56.8%(R7)本県の震災・原発事故からの復興・再生が進んでいると回
答した県民の割合（意識調査）80

100%79％(R6)ふくしま復興再生道路8路線29工区の整備完了率82

50機関42機関(R6)避難地域１２市町村における医療機関の再開状況（病
院、診療所、歯科診療所）84

63.0％以上66.7%(R6)救急車の双葉郡内医療機関への搬送率85

69.0%以上51.9％(R7)県は、原子力災害の被災地域の復興・再生に向けて、十
分な取組を行っていると回答した県民の割合（意識調査）86

前年度値以下16.8% (R7)日頃、放射線の影響が気になると回答した県民の割合
（意識調査）94

100%68％(R6)早期に対策を講ずべき橋梁・トンネルの修繕措置率131



目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

全県:4,518人
相双:230人

全県
:4,162人(R6)

相双
:193人(R6)

医療施設従事医師数（全県・相双医療圏）134

全県
:25,935人

相双
:1,675人

全県
:24,080人(R6)

相双
:1,452人(R6)

就業看護職員数（全県・相双医療圏）135

36,043人32,595人(R5)介護職員数136

100％の維持
を目指す105.5％(R6)献血目標達成率137

300,000人252,913人(R6)認知症サポーター数143

62人53人(R6)認定看護師（感染管理）数149

75.4(R6)結核罹患率（人口10万対）150

344.6km338.0km(R6)市街地内の都市計画道路（幹線道路）の整備延長183

82分85分(R6)七つの地域の主要都市間の平均所要時間270

53市町村51市町村(R6)３０分以内にインターチェンジにアクセスできる市町村数272

850床921床(R7)感染症法に基づく医療措置協定締結医療機関（入院）
等の確保病床数（流行初期以降）278

680機関686機関(R7)感染症法に基づく医療措置協定締結医療機関（発熱外
来）等の確保機関数（流行初期以降）279

16,145千人14,910千人(R4)乗合バスの年間利用者数（千人/年）福島県地域公
共交通計画



２ 産業・なりわいの復興・再生

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

100%89.0%(R6)双葉郡の商工会会員事業所の事業再開状況83

75%61%(R6)営農が可能な面積のうち営農再開した面積の割合90

100億円36億円(R6)沿岸漁業生産額91

いずれも100%
米:98.73%(R5)
もも:93.68%(R6)
牛肉:95.16%(R6)

県産農産物価格の回復状況（米・もも・牛肉）
※県産農産物取引価格の全国平均価格に対する割合。
震災前(H22)の割合を100*とした場合の、現在の水準。

98

400百万円476百万円(R6)県産農産物の輸出額99

100%52.5%(R6)ふくしまＨＡＣＣＰの導入状況129

90,000千円150,630千円(R6)野生鳥獣による農作物の被害額170

5.6%2.8%(R6)開業率213

３ 魅力あふれる地域の創造

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

80.0%以上68.2%(R4)「福島県は外国人にとって暮らしやすい」と回答した外国人
住民の割合（意識調査）49

80.0%以上29.3%(R7)｢多様性を理解した社会づくりが進んでいる｣と回答した県民
の割合（意識調査）50

0人△6,849人(R6)人口の社会増減62

9,480人6,798人(R7)
（R7.12月時点の概数）

移住を見据えた関係人口創出数63

21,300人23,517人(R7)
（R7.12月時点の概数）

ふくしまファンクラブの会員数64

101,000人74,256人(R7)
（R7.12月時点の概数）

東日本大震災・原子力災害伝承館の来館者数66

474,250PV357,442PV(R7)
（R7.12月時点の概数）

移住ポータルサイトへのアクセス数（ページビュー）73



１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

8,255件6,854件(R7)
（R7.12月時点の概数）

都内の移住相談窓口における相談件数74

5,786件6,023件(R7)移住コーディネーターの活動件数75

50団体39団体(R6)移住者受入団体数81

68,700千人57,573千人(R6)観光客入込数100

468,000人泊289,160人泊(R6)外国人宿泊者数101

50%以上49.0%(R6)福島県に良いイメージを持っている人の割合102

△50%△21.3%(R4)温室効果ガス排出量（２０１３年度比）159

860g/日968g/日(R5)一般廃棄物の排出量（１人１日当たり）165

全国平均値以上
（目標参考値

17.5％）
13.2%(R5)一般廃棄物のリサイクル率166

7,600千t以下6,958千t(R5)産業廃棄物の排出量167

53%以上47%(R5)産業廃棄物の再生利用率168

33.6%40.8%(R6)来街者による賑わいが維持できていると回答した商店街の
割合184

2,848億円1,560億円(R6)医療機器生産金額207

104件77件(R6)医療機器製造業登録事業者数208

全国と同等以上
(推計

25%程度)
3.8%(R4)浜通り地域等の域内総生産（ＧＤＰ）の伸び率（平成

２２年度対比）214

218件129件(R6)福島イノベーション・コースト構想の重点分野における事業
化件数218

529件331件(R7)浜通り地域等の工場立地件数219

18,527億円16,833億円(R5)浜通り地域等の製造品出荷額等220

93件69件(R6)メードインふくしまロボットの件数221



１ 避難地域等復興加速化プロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

103件19件(R6)浜通り地域等での起業による事業化件数224

2,200件1,481件(R6)廃炉関連産業への参入支援による成約件数226

20,000人17,239人(R6)
復興知事業で構築したプログラムの地元小中高生現地参

加者数
※現況値は単年度の人数
※目標値はR3年度〜R12年度の累計

228

80.3%79.9%(R6)人材育成事業の対象学科（工業学科・農林水産業学
科・商業学科）の新規高卒者の県内就職率229

19,200千人12,288千人(R6)浜通りの観光客入込数255

500件438件(R6)ホープツーリズム催行件数257

4,500人3,799人(R6)移住者数277



目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

86.0%以上59.5%(R7)福島県で子育てを行いたいと回答した県民の割合（意識
調査）16

5,800件5,495件(R6)婚姻件数17

1.331.15(R6)合計特殊出生率
※目標値は県民の希望出生率に基づきます。18

3.2%3.6%(R6)周産期死亡率19

51.5人33.2人(R6)分娩取扱医師数（人口10万対）20

139.8人119.0人(R6)小児科医師数（人口10万対）24

0％0.01%（R7）保育所入所希望者に対する待機児童数の割合25

85.0%43.5%(R6)男性の育児休業の取得率（民間（事業所規模30人
以上））27

100%(1週間
以上の取得率)105.0%(R6)男性職員の育児休業の取得率（福島県※知事部局）28

0％1.1%(R7)放課後児童クラブの申込児童に対する待機児童数の割
合47

１ 安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

２ 復興を担う心豊かなたくましい人づくり

２ 人・きずなづくりプロジェクト２ 人・きずなづくりプロジェクト ＜関連指標＞

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

100.0133.8(R6)肥満傾向児出現率の全国平均との比較値（全国＝
100）（幼、小、中、高）11

いずれも100％
小:100%(R6)
中:97.1%(R6)
高:33.7%(R6)

自分手帳の活用率（小・中・高）
（児童生徒が自身の健康課題を認識し解決する力を育
成するため、自分手帳を活用している学校の割合）

13

100%100%(R6)

地元自治体等と共に課題解決に向けた学習活動を実施
した学校の割合（高等学校）
（地元自治体や企業等と共に課題解決に向けた学習活
動を実施した学校、又は探究学習等を基に地元自治体に
政策の提言等を行った学校の割合（高等学校））

30

小・国語:102以上
小・算数:100以上
中・国語:102以上
中・数学:100以上

小・国語:97.3(R7)
小・算数:95.0(R7)
中・国語:98.0(R7)
中・数学:93.0(R7)

全国学力・学習状況調査の全国平均正答率との比較値
（全国＝100）（小・中学校）（国語・算数・数学）32



２ 人・きずなづくりプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

いずれも100%
小・国語:56.4%(R7)
小・算数:72.3%(R7)
中・国語:48.6%(R7)
中・数学:71.7%(R7)

ふくしま学力調査の結果の経年比較により、学力が伸びた
児童生徒の割合（小・中学校）（国語・算数・数学）33

中学3生:67.0%
高校3生:67.0%

中学3生:38.2%(R6)
高校3生:45.9%(R6)

CEFR A1・A2以上（英検３級・準2級以上相当）の
英語力を有する生徒の割合（中学3年生・高校３年
生）

34

0%12.0% (R6)時間外勤務時間月８０時間を超える教職員の割合37

数値は毎年度
把握し分析

小中:34.5人(R6)
高:11.0人(R6)

不登校の児童生徒数（小・中・高）
※1,000人当たりの出現率40

100%98.4%(R6)震災学習の実施率（学校における震災学習の実施率
（小・中学校））42

100%55.9%(R6)地域の課題を解決するための提言や、社会に貢献する何
らかの活動を行った生徒の割合（高校在学中）43

小5男子
:100.0以上

小5女子
:101.9以上

中2男子
:100.0以上

中2女子
:100.2以上

小5男子:99.0(R6)
小5女子:101.0(R6)
中2男子:100.7(R6)
中2女子:101.0(R6)

全国体力・運動能力、運動習慣等調査における新体力
テストの全国平均との比較値（全国＝100）（小５・中
２）（男子・女子））

44

0%1.1%(R7)放課後児童クラブの申込児童に対する待機児童数の割
合47

750人629人(R6)市町村生涯学習講座受講者数（人口千人当たり）194

３ 産業復興を担う人づくり

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

116集落96集落(R6)新たに大学生と活性化に取り組む集落数174

20,000人17,239人(R6)
復興知事業で構築したプログラムの地元小中高生現地

参加者数
※現況値は単年度の人数
※目標値はR3年度〜R12年度の累計

228

80.3%79.9%(R6)人材育成事業の対象学科（工業学科・農林水産業学
科・商業学科）の新規高卒者の県内就職率229

82.4%81.7%(R6)新規高卒者の県内就職率260

1,354人1,075人(R6)技能検定合格者数262

1,707件1,260件(R6)福島県次世代育成支援企業認証数267



４ ふくしまをつなぐ、きずなづくり

２ 人・きずなづくりプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

65.0%53.6%(R7)成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率12

84.0%以上59.5%(R7)日頃、人と人の支え合いや絆を実感していると回答した県
民の割合（意識調査）48

80.0%以上68.2%(R4)「福島県は外国人にとって暮らしやすい」と回答した外国人
住民の割合（意識調査）49

80.0%以上29.3%(R7)｢多様性を理解した社会づくりが進んでいる｣と回答した県
民の割合（意識調査）50

0人△6,849人(R6)人口の社会増減62

9,480人6,798人(R7)
（R7.12月時点の概数）

移住を見据えた関係人口創出数63

21,300人23,517人(R7)
（R7.12月時点の概数）

ふくしまファンクラブの会員数64

101,000人74,256人(R7)
（R7.12月時点の概数）

東日本大震災・原子力災害伝承館の来館者数66

毎年度
把握し分析2,700世帯(R6)移住世帯数72

474,250PV357,442PV(R7)
（R7.12月時点の概数）

移住ポータルサイトへのアクセス数（ページビュー）73

8,255件6,854件(R7)
（R7.12月時点の概数）

都内の移住相談窓口における相談件数74

5,786件6,023件(R7)
（R7.12月時点の概数）

移住コーディネーターの活動件数75

50団体39団体(R6)移住者受入団体数81

19,000件程度16,871件(R6)ふくしま復興情報ポータルサイトにおける「復興のあゆみ」
ページの閲覧数103

71.5%61.0%(R6)地域おこし協力隊定住率173

52.0%以上31.2%((R7)文化活動やスポーツ活動に積極的に参加していると回答
した県民の割合（鑑賞を含む）（意識調査）181

33.6%40.8%(R6)来街者による賑わいが維持できていると回答した商店街の
割合184

561件533件(R6)NPOやボランティアと県内自治体等との協働事業件数187

2,786件2,055件(R6)地域創生総合支援事業（サポート事業）のうち「一般
枠」の採択件数188



２ 人・きずなづくりプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

美術館:
100,000人

博物館:
129,000人

白河館:
30,000人

美術館:
100,968人(R6)

博物館:
113,516人(R6)

白河館:
17,442人(R6)

県立美術館・県立博物館・県文化財センター白河館の
入館者数193

11,500人9,244人(R6)プロスポーツチームのホーム公式戦平均入場者数196

60件42件(R6)MICE（国際的な会議等）件数258

4,500人3,799人(R6)移住者数277



目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

50機関42機関(R6)避難地域12市町村における医療機関の再開状況（病院、診
療所、歯科診療所）84

毎年度
把握し分析390件(R6)原子力損害賠償の相談件数実績92

毎年度
把握し分析60件(R6)福島県原子力損害対策協議会による国又は東京電力への要

望93

前年比
減少を
目指す

8,844件(R6)犯罪発生件数（刑法犯認知件数）105

１ 安全・安心に暮らせる生活環境の整備

２ 帰還に向けた取組・支援、避難者支援の推進

３ 環境回復に向けた取組

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト３ 安全・安心な暮らしプロジェクト ＜関連指標＞

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

長期的に
0を目指す

23,701人(R7)
（R7.11月時点の概数）

避難者数78

70.0%
以上56.8%(R7)本県の震災・原発事故からの復興・再生が進んでいると回答した

県民の割合（意識調査）80

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

長期的に
0を目指す309㎢(R6)避難指示区域の面積79

80,000人96,484人(R6)環境創造センター交流棟「コミュタン福島」利用者数87

60件46件(R7)
（R7.11月時点の概数）

食と放射能に関するリスクコミュニケーションの実施件数88

前年比値
以下16.8%(R7)日頃、放射線の影響が気になると回答した県民の割合（意識

調査）94

福島第一原
発 平日毎
日（※トラ
ブル時は随
時）
福島第二原
発 必要に
応じ実施

260回(R7)原子力発電所現地確認調査回数96



４ 心身の健康を守る取組

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

前年比値
以下3.67μSv/h(R6)原子力発電所周辺の空間線量率97

いずれも
100%

米:98.73%(R5)
もも:93.68%(R6)
牛肉:95.16%(R6)

県産農産物価格の回復状況（米・もも・牛肉）
※県産農産物取引価格の全国平均価格に対する割合。
震災前(H22)の割合を100*とした場合の、現在の水準。

98

400
百万円476百万円(R6)県産農産物の輸出額99

79.0%
以上57.1%(R7)食品や日用品など、消費生活に関して不安を感じることなく、安

心して暮らしていると回答した県民の割合（意識調査）128

100%52.5%(R6)ふくしまＨＡＣＣＰの導入状況129

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

男性
:75.60歳

女性
:77.85歳

男性:71.89歳
(R4)

女性:74.74歳
(R4)

健康寿命（男性・女性）1

21.0%32.2%(R5)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（特定健康診
査受診者2

80歳
:78.0%以上

6歳
:97.0%以上

12歳
:86.0%以上

80歳
:63.9%(R6)

6歳
:98.0%(R6)

12歳
:66.9%(R6)

歯の健康（80歳で自分の歯を20歯以上有する者の割合、6歳
で永久歯むし歯のない者の割合、12歳でむし歯のない者の割合3

いずれも
60.0%
以上

胃がん
:32.5%(R6)

肺がん
:31.7%(R6)

大腸がん
:30.0%(R6)

乳がん
:47.9%(R6)
子宮頸がん

:46.4%(R6)

がん検診受診率（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸が
ん）4

57.6770.56(R6)がんの年齢調整死亡率（全がん・男女計・７５歳未満・人口
１０万対）5

男性:93.8
女性:56.4

男性:109.6(R2)
女性:75.2 (R2)脳血管疾患年齢調整死亡率（男性・女性・人口10万対）6



３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

男性
:190.1
女性

:109.2

男性:212.9(R2)
女性:118.9(R2)心疾患年齢調整死亡率（男性・女性・人口10万対）7

男性:27%
女性:20%

男性:39.4%(R4)
女性:26.6%(R4)特定健康診査受診者のうち肥満者の割合（男性・女性）10

100133.8(R6)肥満傾向児出現率の全国平均との比較値（全国＝100）
（幼、小、中、高）11

65%53.6%(R7)成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率12

10%6%(R5)高齢者の通いの場への参加率14

被災自治
体の全てに
おいて45％

以上

南相馬市
45.9%(R5)

広野町
37.2%(R5)

楢葉町
53.7%(R5)

富岡町
33.6%(R5)

川内村
83.3%(R5)

大熊町
29.7%(R5)

双葉町
41.7%(R5)

浪江町
39.8%(R5)

葛尾村
70.6%(R5)

飯舘村
50.0%(R5)

被災自治体の特定保健指導実施率15

3.2%3.6%(R6)周産期死亡率19

51.5人33.2人(R6)分娩取扱医師数（人口10万対）20

139.8人119.0人(R6)小児科医師数（人口10万対）24

100%83.0%(R6)市町村地域福祉計画策定率51

毎年度
把握し分析3,857件(R6)ふくしま心のケアセンター年間相談支援件数89



５ 復興を加速するまちづくり

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号
全県

:4,518人
相双

:230人

全県
:4,162人(R6)

相双
:193人(R6)

医療施設従事医師数（全県・相双医療圏）134

全県
:25,935人

相双
:1,675人

全県:24,080人
(R6)

相双:1,452人
(R6)

就業看護職員数（全県・相双医療圏）135

36,043人32,595人(R6)介護職員数136

100%の維
持を目指す105.5%(R6)献血目標達成率137

300,000人252,913人(R5)認知症サポーター数143

62人53人(R6)認定看護師（感染管理）数149

75.4(R6)結核罹患率（人口１０万対）150

850機関921床(R7)感染症法に基づく医療措置協定締結医療機関（入院）等の
確保病床数（流行初期以降）278

680機関686床(R7)感染症法に基づく医療措置協定締結医療機関（発熱外来）
の確保機関数（流行初期以降）279

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

100%79%(R6)ふくしま復興再生道路8路線29工区の整備完了率82

17,501戸15,735戸(R6)土砂災害から保全される人家戸数104

86%67%(R6)土砂災害から保全される要配慮者利用施設の率106

11,000戸2,720戸(R6)過去の水害を踏まえた治水対策により浸水被害が解消する家
屋数107

45人以下51人(R6)交通事故死者数123

2,480人
以下3,738人(R6)交通事故傷者数124

100%68%(R6)早期に対策を講ずべき橋梁・トンネルの修繕措置率131

344.6km338.0km(R6)市街地内の都市計画道路（幹線道路）の整備延長183



６ 防災・災害対策の推進

３ 安全・安心な暮らしプロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

13回9回(R7)
（R7.12月時点の概数）

市町村における原子力防災訓練実施回数95

90%73.6%(R6)自主防災組織活動カバー率110

8,000人5,569人(R7)
（R7.12月時点の概数）

本県における防災士認証登録者数111

59市町村29市町村(R6)災害時受援計画の策定市町村数112

47.0％
以上50.5%(R7)

自分の暮らす地域は、自然災害や大規模な火災などに対して安
心して暮らせる災害に強い地域だと回答した県民の割合（意識
調査）

113

88.40%81.0%(R7)消防団員数の条例定数に対する充足率125

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

82分85分(R6)七つの地域の主要都市間の平均所要時間270

53市町村51市町村(R6)３０分以内にインターチェンジにアクセスできる市町村数272



目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

56,209億円56,345億円(R5)製造品出荷額等202

2,000百万円1,585百万円(R6)県産品輸出額203

1,331件817件(R7)工場立地件数204

337件280件(R6)
事業継承計画策定件数

※経営・事業を円滑に後継者へ引き継ぐための計画を
策定した事業所の件数

205

83件65件(R6)
事業継続計画（BCP）の策定支援件数

※企業が災害等発生時に損害を最小限に抑え、事
業の継続や早期復旧を図るための計画策定を支援し
た件数

206

315件241件(R6)特許出願件数212

58.0%48.1%(R6)新規大学等卒業者の県内就職率230

581,000人554,899人(R6)安定的な雇用者数（雇用保険の被保険者数）259

82.40%81.7%(R6)新規高卒者の県内就職率260

毎年75%以上77.2％(R6)離職者等再就職訓練修了者の就職率261

総貨物
:28,600千トン
コンテナ貨物

︓26,500TEU

総貨物
:22,185千トン(R6)

コンテナ貨物
︓16,592TEU

小名浜港･相馬港の年間総貨物取扱量、年間コン
テナ貨物取扱量275

99.99%99.97%(R6)携帯電話人口カバー率276

１ 中小企業等の振興

２ 新たな産業の創出・国際競争力の強化

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト ＜関連指標＞

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

2,848億円1,560億円(R6)医療機器生産金額207

104件77件(R6)医療機器製造業登録事業者数208



３ 農林水産業の振興

４ 観光業の振興

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

93件69件(R6)メードインふくしまロボットの件数221

2,200件1,481件(R6)廃炉関連産業への参入支援による成約件数226

70.0%59.7%(R6)再生可能エネルギー導入量246

565件265件(R6)再生可能エネルギー・水素関連産業の成約件数250

1,595件927件(R6)再生可能エネルギー・水素関連研究実施件数251

158件112件(R7)再生可能エネルギー・水素関連産業の工場立地件
数252

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

100億円36億円(R6)沿岸漁業生産額91

いずれも100%
米:98.73%(R5)
もも:93.68%(R6)
牛肉:95.16%(R6)

県産農産物価格の回復状況（米・もも・牛肉）
※県産農産物取引価格の全国平均価格に対する割
合。震災前(H22)の割合を100*とした場合の、現在
の水準。

98

400百万円476百万円(R6)県産農産物の輸出額99

90,000千円150,630千円(R6)野生鳥獣による農作物の被害額170

95.0%以上85.8%(R7)自然と伝統が残る農山漁村地域を大切にしたいと回
答した県民の割合（意識調査）172

57%54%(R6)地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理
面積の割合175

25,564千人23,164千人(R6)過疎・中山間地域における観光入込数177

11団体8団体(R6)特定地域づくり事業協同組合の認定数178

100%33%(R6)すれ違い困難箇所の解消率（日常的に通行に使用
する21箇所）179

60箇所59箇所(R6)基幹集落を中心とした集落ネットワーク圏の形成数180

1,700経営体1,092経営体(R6)スマート農業技術等導入経営体数222

2,400億円2,874億円(R6)農業産出額231



４ 観光業の振興

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

152億円133.5億円(R5)林業産出額232

400人391人(R7)新規就農者数233

78%76.0%(R6)ほ場整備率239

1,800経営体811経営体(R6)第三者認証GAP等を取得した経営体数242

目標値
(R12)

現状値
（R8.2時点）指標名総合計画

指標番号

101,000人74,256人(R7)東日本大震災・原子力災害伝承館の来館者数66

68,700千人57,573千人(R6)観光客入込数100

468,000人泊289,160人泊(R6)外国人宿泊者数101

82.0%以上49.3%(R7)
本県の豊かな自然や美しい景観が保全され、野生鳥

獣との共生が図られていると回答した県民の割合（意
識調査）

152

10,640千人10,161千人(R6)自然公園の利用者数153

1.0mg/l以下1.6mg/l(R6)猪苗代湖のCOD値154

14,500千人9,540千人(R6)県内宿泊者数253

145,000百万円112,237百万円
(R6)観光消費額（観光目的の宿泊者）254

19,200千人12,288千人(R6)浜通りの観光客入込数255

8,100校6,732校(R6)福島県教育旅行学校数256

500件438件(R6)ホープツーリズム催行件数257

283千人263千人(R6)福島空港利用者数273

6路線3路線(R6)福島空港定期路線数274



政策 １　全国に誇れる健康長寿県へ

施策 ⑴　若い世代から高齢者までライフステージに応じた疾病予防

政策 １　全国に誇れる健康長寿県へ

施策 ⑴　若い世代から高齢者までライフステージに応じた疾病予防

政策 ２　結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

施策 ⑶　社会全体で子育てを支える仕組みづくり

政策 ３ 「福島ならでは」の教育の充実

施策 ⑵　学校組織の活性化の推進

政策 １　東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策 ⑺　原子力防災対策の充実と原子力発電所周辺地域の安全確保

政策 １　東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策 ⑺　原子力防災対策の充実と原子力発電所周辺地域の安全確保
6 95 市町村における原子力防災訓練実施回数 補完指標 暮らし分野 目標値の上方修正 危機管理部

4 39

全国学力・学習状況調査の結果をふくしま学力調査等の結果と併
せて分析し、具体的な教育指導の改善や指導計画等への反映を
行っている学校の割合（小・中学校）

＜内訳＞
　・39-1 （「行っている」小学校）
　・39-2（「行っている」のうち「よく行っている」小学校）
　・39-3 （「行っている」中学校）
　・39-4 （「行っている」のうち「よく行っている」中学校）

補完指標 ひと分野 出典の変更 教育庁

5 94
日頃、放射線の影響が気になると回答した県民の割合（意識調
査）

基本指標 暮らし分野 目標値の上方修正 危機管理部

保健福祉部基本指標

目標値の上方修正

福島県総合計画の指標の見直しについて

　総合計画策定時点から指標の見直しを行った１６件について、下記のとおり御報告いたします。
　なお、総合計画のアクションプランである「福島県復興計画」及び「ふくしま創生総合戦略」の同指標についても、今回の見直しに連動して変更となります。

指標
No.

指標名
総合計画
の分野

進行管理の
担当部局

総合計画の政策・施策 見直しの分類
指標
の区分

■目標値の上方修正　：１４件（うち１件は集計方法及び指標名の変更あり）
■目標値の下方修正　：　１件
■出典の変更　　　　：　１件

80歳で自分の歯を20歯以上有する者の割合 基本指標 ひと分野 保健福祉部

3-3 ひと分野 目標値の上方修正12歳でむし歯のない者の割合

3-11

2

3 27 男性の育児休業の取得率（民間（事業所規模30人以上）） 基本指標 ひと分野 目標値の上方修正 商工労働部

資料６



政策 １　東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策 ⑺　原子力防災対策の充実と原子力発電所周辺地域の安全確保

政策 １　東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策 ⑻　風評・風化対策の強化

政策 ５　魅力を最大限いかした観光・交流の促進

施策 -

政策 １　東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

施策 ⑻　風評・風化対策の強化

政策 ５　魅力を最大限いかした観光・交流の促進

施策 ⑵　インバウンド促進に向けた観光の強化

政策 ２　災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

施策 ⑵　地域防災力の強化と充実

政策 ５　過疎・中山間地域の持続的な発展

施策 ⑴　過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成

政策 ５　過疎・中山間地域の持続的な発展

施策 ⑴　過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成

政策 ５　過疎・中山間地域の持続的な発展

施策 ⑴　過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成

政策 ３　もうかる農林水産業の実現

施策 ⑷　戦略的な生産活動の展開

政策 ４　再生可能エネルギー先駆けの地の実現

施策 ⑵　再生可能エネルギー・水素関連産業の育成・集積

政策 ５　魅力を最大限いかした観光・交流の促進

施策 ⑴　ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力発信による誘客の拡大

（注）指標の見直しについては、今後の県議会に報告を行う予定です。

7 97 原子力発電所周辺の空間線量率 補完指標 暮らし分野 目標値の上方修正 危機管理部

8

9

観光客入込数

10 111 本県における防災士認証登録者数 基本指標 暮らし分野 目標値の上方修正 危機管理部

244 森林整備面積

基本指標

基本指標 目標値の上方修正

目標値の上方修正

観光交流局

観光交流局

しごと分野

農林水産部

目標値の上方修正 商工労働部15 250 再生可能エネルギー・水素関連産業の成約件数 基本指標 しごと分野

16 255 浜通りの観光客入込数 基本指標 しごと分野 目標値の上方修正 観光交流局

補完指標 しごと分野 目標値の下方修正

しごと分野

暮らし分野

暮らし分野

14

外国人宿泊者数101

100

13 177 過疎・中山間地域における観光入込数 基本指標 暮らし分野 目標値の上方修正 企画調整部

11 173 地域おこし協力隊定着率 基本指標 暮らし分野
集計方法の変更、
目標値の上方修正
及び指標名の変更

企画調整部

12 176
地域創生総合支援事業（サポート事業）のうち「過疎・中山間地
域活性化枠」の採択件数

補完指標 暮らし分野 目標値の上方修正 企画調整部



※下線部：見直し部分

指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

変更後
60.0

以上

60.0

以上

60.0

以上

63.0

以上

66.0

以上

69.0

以上

72.0

以上

75.0

以上

78.0

以上

70.6 60.4 63.9

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県保健医療福祉復興ビジョン

           福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

目標値

実績値

実績値

No.3-1

80歳で自分の歯を

20歯以上有する者

の割合

44.1%

（R元）

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 健康寿命の延伸につながる歯と口の健康を保つため、 歯の保有状況や歯を失う原因となる永久歯の

むし歯の状況を把握し、目標年度までに各指標の上昇・維持を目指す。目標値は国の目標値や県の実

績を踏まえて設定した。

〇目標値の見直し理由

 8020推進事業等の普及啓発活動の結果、実績値が目標値を上回り、経年的な実績値を確認すると

R1:44.1%、R2:54.7％、R3:61.5％となっており、データの傾向を直線で近似し将来を予測する直

線回帰モデルを用いて算出すると、長期的に上昇傾向での推移が見込まれる。また、福島県歯科保健

基本計画及び厚生労働省「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第二次）」の目標値と整合性を

とる必要があるため、目標値の上方修正を行う。

 

〇見直し後の目標値の設定根拠

 直近4回（H11、H17、H23、H28）の歯科疾患実態調査を基に、福島県歯科保健基本計画のR14目

標を設定するために将来推計を算出した結果、R14における推計値が84.1％となり、R14に向けて毎

年一定の割合で上昇させる考え方で目標値を設定した。

 なお、高齢期の歯の喪失を防ぐためには、若い世代からの歯周病予防及び定期的な歯科検診が重要

であることから、目標達成に向け、加齢に伴う口腔機能の低下の予防（オーラルフレイル及び定期検

診や歯石除去等のプロフェッショナルケア）に関する啓発や、モデル市町村や事業所における歯周病

リスク検査や保健指導の実施のほか、支援を必要とする高齢者の情報の共有等により、取組を推進し

ていく。

目標値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

変更後
65.0

以上

65.0

以上

65.0

以上

68.5

以上

72.0

以上

75.5

以上

79.0

以上

82.5

以上

86.0

以上

64.0 63.6 66.9

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県保健医療福祉復興ビジョン

           福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

No.3-3

12歳でむし歯のな

い者の割合

60.4%

（R元）

目標値

目標値

実績値

実績値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 健康寿命の延伸につながる歯と口の健康を保つため、 歯の保有状況や歯を失う原因となる永久歯の

むし歯の状況を把握し、目標年度までに各指標の上昇・維持を目指す。目標値は国の目標値や県の実

績を踏まえて設定した。

〇目標値の見直し理由

 フッ化物洗口事業等の普及活動の結果、R6実績値が目標値を上回り、経年的な実績値を確認すると

R1:60.4%、R2:61.8%、R3:63.8%となっており、データの傾向を直線で近似し将来を予測する直

線回帰モデルを用いて算出すると、長期的に上昇傾向での推移が見込まれる。また、福島県歯科保健

基本計画及び厚生労働省「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第二次）の目標値と整合性をと

る必要があるため、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 直近12回（H21年度～R2年度）の学校保健統計調査による12歳児のう蝕の有病状況のデータを基

に、福島県歯科保健基本計画のR14目標を設定するために将来推計を算出した結果、R14における推

計値が92.3％となり、R14に向けて毎年一定の割合で上昇させる考え方で目標値を設定した。

 なお、う蝕や歯周病等の歯科口腔疾患の多くは、自覚症状のないまま罹患・進行する疾患であり、

学齢期から継続的な予防が重要であることから、目標達成に向け、フッ化物応用研修会の開催やフッ

化物応用マニュアル第Ⅲ版作成、及び小学校における集団でのフッ化物洗口の普及啓発等を実施し、

フッ化物洗口に取り組む市町村の拡大・継続などに取り組んでいく。



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
12.7

%

14.8

%

17.0

%

19.2

%

21.3

%

23.5

%

25.6

%

27.8

%

30

%

変更後
12.7

%

14.8

%

17.0

%

50.4

%

57.3

%

64.2

%

71.1

%

78.0

%

85.0

%

20.4

%

36.0

%

43.5

%

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県商工業振興基本計画

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 男性の子育てへの参画の現状を分析する指標として、国の計画における「民間企業における男性の

育児休業取得率」の成果目標である30%を参考に目標値を設定した。

〇目標値の見直し理由

 男性育休の浸透等により、R6時点で2年連続でR12の目標を達成していることから、実績を踏まえ

て目標の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 こども未来戦略方針（R5.6.13閣議決定）を踏まえた男性の育児休業取得率の政府目標（民間にお

いて2025年(R7)に50％、2030年(R12)に85％）を参考に目標値を設定した。

 なお、R6の実績値から毎年一定の割合で上昇させる考え方で設定した。

 改正育児・介護休業法がR7年4月に施行され、従業員300人以上の企業では男性労働者の育児休業

等の取得状況を年に1回公表することとされたことや、県でR7年度から新たに始めた「ファーストペ

ンギン応援事業」「えるぼし・くるみん取得事業」等を通して、目標達成に向けて取り組んでいく。
実績値

目標値

目標値

実績値

No.27

男性の育児休業の取

得率（民間（事業所

規模30人以上））

8.4%

（R2）



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

96.4

%

（参考）

ふくしま

学力調査

97.8%

96.8

%

（参考）

ふくしま

学力調査

94.9%

97.4

%

（参考）

ふくしま

学力調査

93.5%

96.6

％

（R7からふ

くしま

学力調査）

26

%

29

%

32

%

35

%

38

%

41

%

44

%

47

%

50

%

25.2

%

（参考）

ふくしま

学力調査

28.3%

26.0

%

（参考）

ふくしま

学力調査

26.3%

31.0

%

（参考）

ふくしま

学力調査

28.6%

25.7

%

（R7からふ

くしま

学力調査）

No.39-2

（「行っている」の

うち「よく行ってい

る」小学校）

23.9%

（R3）

目標値

No.39-1と同様

実績値

目標値

実績値

No.39-1

全国学力・学習状況

調査の結果をふくし

ま学力調査等の結果

と併せて分析し、具

体的な教育指導の改

善や指導計画等への

反映を行っている学

校の割合（小・中学

校）

（「行っている」小

学校）

95.1%

（R3）

【見直しの分類】出典の変更

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 全ての学校において、2つの学力調査を併せて分析し、活用することで、更なる教育の充実を図

る。また、「よく行っている」と回答する学校の割合を、R12までに全国平均を上回る50％にするこ

とを目標とする。

〇出典の変更理由

 R7年度全国学力・学習状況調査において、出典となる当該質問項目が削除されたことから、ふくし

ま学力調査の類似する質問項目に出典の変更を行う。

 なお、目標値は変更せず、ふくしま学力調査に係る分析支援ツールを全校に配布するとともに、各

協議会や学校訪問などあらゆる機会を捉えてツールの周知及び校内研修での活用方法等について具体

的に指導・助言することで目標達成に向けて取り組んでいく。

 

＜変更前の出典＞全国学力・学習状況調査の設問

 「全国学力・学習状況調査の結果を地方公共団体における独自の学力調査の結果と併せて

  分析し、具体的な教育指導の改善や指導計画等への反映をどの程度行っていますか」

＜変更後の出典＞ふくしま学力調査の設問

 「県や全国の学力・学習状況調査の結果（これまでの調査結果を含む）を分析し、

  具体的な教育指導の改善や指導計画等への反映を行っていますか」

実績値

目標値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

92.9

%

（参考）

ふくしま

学力調査

93.0%

93.4

%

（参考）

ふくしま

学力調査

93.5%

94.2

%

（参考）

ふくしま

学力調査

89.6%

95.3

%

（R7からふ

くしま

学力調査）

22

%

25.5

%

29

%

32.5

%

36

%

39.5

%

43

%

46.5

%

50

%

19.2

%

（参考）

ふくしま

学力調査

24.2%

21.0

%

（参考）

ふくしま

学力調査

22.9%

22.0

%

（参考）

ふくしま

学力調査

21.8%

17.0

%

（R7からふ

くしま

学力調査）

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞第７次福島県総合教育計画

No.39-3

（「行っている」中

学校）

91.7%

（R3）

目標値

No.39-1と同様

実績値

No.39-4

（「行っている」の

うち「よく行ってい

る」中学校）

18.4%

（R3）

目標値

No.39-1と同様

実績値

目標値

実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

変更後
29%

以下

29%

以下

29%

以下

29%

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

24.9

%

23.1

%

20.1

%

16.8

%

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 空間線量率測定や安全・着実な廃炉作業の促進など、安全・安心の確保の取組に対する県民意識に

ついて把握し、更なる取組の推進を図る。空間線量率については自然減衰などによる低減が見込まれ

るため、現況値以下を目標値とした。

〇目標値の見直し理由

 R7実績値が16.8％であり、目標値である29％を約12ポイント下回っている。今後も正確で分かり

やすい情報発信により、放射線に対する県民の不安を減少させる必要があることから、目標値の上方

修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 県内原発の廃炉作業の進展やトラブルの発生等によって県民の放射線に対する不安や関心が変化す

る中、廃炉完了まで県民の安全・安心を確保していく必要があることから、県内全域でのモニタリン

グや各種媒体を通じた情報発信に取り組むことで、前年度値以下を目指す。実績値

No.94

日頃、放射線の影響

が気になると回答し

た県民の割合（意識

調査）

29.1%

（R3）

目標値

目標値

実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前 6回 6回 6回 6回 6回 6回 6回 6回 6回

変更後 6回 6回 6回 6回 7回 8回 10回 12回 13回

7回 6回 10回

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

目標値

実績値

No.95

市町村における原子

力防災訓練実施回数

３回

（R2）

目標値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 訓練を通じて原子力防災体制の充実・強化を図るため、関係13市町村において、内閣府の原子力防

災訓練ガイダンスに基づき2年に1回程度実施することとし、6回を各年度の目標値とした。

〇目標値の見直し理由

 東日本大震災における教訓を後世に引き継いでいくためにも、原子力災害対策重点区域である13市

町村においては県の訓練と合同で行うなど、年に１回は実施するよう、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 市町村が独自に原子力防災訓練を企画・運営するためには人員等が不足している状況であるため、

県が主催する訓練に併せての訓練実施等を働きかけながら、毎年度、訓練実施市町村数を増加させて

いき、R12までに県及び13市町村にて毎年訓練を実施していく体制を目指して目標値を設定した。

実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

変更後
現況値

以下

現況値

以下

現況値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

前年度値

以下

4.05

μ Sv/h

3.92

μ Sv/h

3.67

μ Sv/h

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 新たな放射性物質の放出による空間線量率上昇の有無を監視するため、原子力発電所周辺地域の空

間線量率を調査する。新たな放射性物質の放出がない場合、自然減衰などによる低減が見込まれるた

め、それぞれ現況値以下の値を目標値とする。

〇目標値の見直し理由

 R4～R6の実績値が目標値を継続して下回っているため、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 放射性物質の自然減衰等により、空間線量率の減少が見込まれるため、前年度値以下を目指すこと

とした。

 県内原発の廃炉作業の進展やトラブルの発生等によって、新たな放射性物質の放出による空間線量

率の上昇がないよう廃炉作業の監視等に継続的に取り込んでいく。
実績値

目標値

実績値

No.97

原子力発電所周辺の

空間線量率

5.19

μ Sv/h

（R元）

目標値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
42,000

千人

47,000

千人

52,000

千人

57,000

千人

57,600

千人

58,200

千人

58,800

千人

59,400

千人

60,000

千人

変更後
42,000

千人

47,000

千人

52,000

千人

59,300

千人

61,600

千人

63,800

千人

65,700

千人

67,300

千人

68,700

千人

47,687

千人

53,923

千人

57,573

千人

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県商工業振興基本計画

目標値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 観光客数の増加を図るため、県内観光地の年間入込数を把握し、ウィズコロナ・アフターコロナを

踏まえた誘客や、震災・原発事故の風評払拭の取組を進める。R7にコロナ前の水準に回復、以降、過

去の実績を基に毎年約1％増加させることを目指す。

〇目標値の見直し理由

 新型コロナウイルス感染症による観光需要の落込みが、感染法上５類への移行に伴い、行動規制が

緩和されたことにより急速に観光需要が回復に転じ、県内各観光施設等の入込客数の増加や、祭事・

イベント等の再開等により想定を超える伸び率を示したことで、R4以降の実績値が3年連続で目標値

を超えたことから、実績を踏まえて目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 R5からR6の伸び率が約5%（R6は実績値確定前だったため、推計値57,000千人で計算）となる

が、コロナ禍反動の収束や人口減少等の傾向を踏まえ、目標値の伸び率は5%から年0.5%ずつ低減

（総人口対前年比-0.49％。総務省統計局人口推計結果による（R8.1現在））させた値とする考え方

で目標値を設定した。

 目標達成に向け、R8年4月に開催されるふくしまデスティネーションキャンペーンや、本県ならで

はのスタディツアーであるホープツーリズム等の各種誘客事業に取り組むことで本県への更なる誘客

促進を図っていく。

実績値

目標値

実績値

No.100

観光客入込数
36,191千人

（R2）



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
105,000

人泊

147,000

人泊

200,000

人泊

214,000

人泊

229,000

人泊

245,000

人泊

262,000

人泊

280,000

人泊

300,000

人泊

変更後
105,000

人泊

147,000

人泊

200,000

人泊

319,000

人泊

349,000

人泊

379,000

人泊

409,000

人泊

439,000

人泊

468,000

人泊

30,950

人泊

179,190

人泊

289,160

人泊

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県商工業振興基本計画

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 外国人観光客の誘客促進のため、外国人目線での効果的な情報発信等の取組により、R6に旧計画の

目標値に回復、以降、過去の実績を基に毎年約7％の外国人宿泊者数増加を目指す。

〇目標値の見直し理由

 R6における本県の外国人宿泊者数は、目標値を大きく上回った。特に、誘客の重点地域としている

台湾からの誘客が伸びており、今後も積極的に取組を進めることから、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 政府目標（R6実績3,700万人からR12目標6,000万人で約62％増加）と同等の伸び率として目標値

を設定した。

 目標達成に向け、台湾や豪州、タイ等の市場において現地窓口を設置しての情報発信や、本県観光

WEBサイトでのインバウンド向け情報整備の強化を行うとともに、本県の魅力的な観光コンテンツを

海外市場に対してあらゆる機会を通じて積極的に発信していく。実績値

目標値

実績値

51,180人泊

（R2）

目標値

No.101

外国人宿泊者数



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
3,120

人

3,340

人

3,560

人

3,780

人

4,000

人

4,220

人

4,440

人

4,660

人

4,880

人

変更後
3,120

人

3,340

人

3,560

人

5,500

人

6,000

人

6,500

人

7,000

人

7,500

人

8,000

人

3,260

人

3,885

人

5,017

人

＜指標の性質＞ストック（ある時点で蓄積されている量）

＜対応する部門別計画＞福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画

目標値

実績値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 防災リーダーの育成を支援し、地域防災力の向上を図るため、R2の新規認証登録者数（220人）と

同程度が毎年増加する数値を目標値とした。

〇目標値の見直し理由

 R6実績値がR12目標値を上回ったため、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 R元からR6までの防災士登録者増加数の平均値を基に、毎年220人の増加から500人を増加させる

考え方で目標値を設定した。

 引き続き、防災士養成事業を実施し、地域防災活動の中心となる防災士を養成していくとともに、

既に防災士資格を有する方については、県の防災士登録制度である地域防災サポーターへの登録を促

すことで、地域における防災士養成に係る機運を醸成していく。
実績値

No.111

本県における防災士

認証登録者数

2,902人

（R3）

目標値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
57.4

％

58.7

％

60.0

％

61.3

％

62.6

％

63.1

％

63.6

％

64.1

％

64.6

％

変更後
57.4

％

58.7

％

60.0

％

66.5

％

67.5

％

68.5

％

69.5

％

70.５

％

71.5

％

63.4

％

（参考）

直近

５年

66.5

％

62.7

％

（参考）

直近

５年

67.6

％

61.0

％

（参考）

直近

５年

65.5

％

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県過疎・中山間地域振興戦略

目標値

実績値

No.173

【変更前】

地域おこし協力隊定

着率

【変更後】

地域おこし協力隊定

住率

54.8％

（R2）

目標値

【見直しの分類】集計方法の変更、目標値の上方修正及び指標名の変更

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 地域おこし協力隊は、条件不利地域における担い手不足の解消を目的とした制度であり、任期終了

後の隊員の定着は地域活力の向上に資するため、R2の全国平均値63.0％を超える64.6％を目指す。

〇目標値の見直し理由

 総務省で行っている地域おこし協力隊に関する調査における定住率を元に設定しているが、以下の

とおり調査方法が変更となり、新たな調査方法に基づき実績を算出したところ、R12の目標を上回る

こととなるため、目標値の上方修正を行う。

 なお、総務省公表資料では「地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果」としていることか

ら、指標名称についてもこれに合わせて「定着率」から「定住率」に変更を行う。

＜変更前の調査方法＞

 H22年4月1日から調査対象年の3月31日までに任期終了した全隊員のうち、調査対象年の5月1日時

点で同一県内に居住している者。

＜変更後の調査方法＞

 直近5年間に任期終了した隊員のうち、調査対象年の5月1日時点で同一県内に居住している者。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 見直し後のR7の目標値は、過去２年間の平均値（66.5％）とし、R10までに全国の過去２年間の平

均値（69.3％）を越えるよう、年１ポイントずつ増加として設定した。

 地域おこし協力隊支援事業により、市町村による地域おこし協力隊の受入態勢の充実・底上げを図

る取組のほか、協力隊を対象とした研修会や活動報告会を開催し、隊員同士や経験者との意見交換や

日頃の活動成果を発表できる場を提供するなど、当該事業を通じて、目標達成を目指していく。

実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
26

件

38

件

50

件

62

件

73

件

84

件

95

件

106

件

117

件

変更後
26

件

38

件

50

件

86

件

104

件

122

件

140

件

158

件

176

件

28

件

45

件

64

件

＜指標の性質＞累計（ある時点で蓄積されている量）

＜対応する部門別計画＞福島県過疎・中山間地域振興戦略

目標値

実績値

No.176

地域創生総合支援事

業（サポート事業）

のうち「過疎・中山

間地域活性化枠」の

採択件数

14件

（R3）

目標値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 過疎・中山間地域における集落の地域力向上を促進するため、自主的・主体的に取り組む地域課題

解決や地域活性化等の活動に対する補助採択件数について、設定当初の実績を踏まえ、毎年度12件程

度の増加を目指す。

〇目標値の見直し理由

 R4～R6において実績値が目標値を上回ったほか、R7年9月時点の速報値（86件）がR9目標値を上

回る見込みのため目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 Ｒ4からR7（R7は9月時点の速報値）の採択実績を踏まえ、毎年度18件の採択を目指す目標とし

た。

 R7年度新規事業「地域・人材つながり支援事業」等により、地域の担い手の掘起しや育成を図るこ

とで、目標達成を目指していく。実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
16,800

千人

18,600

千人

20,400

千人

22,200

千人

22,400

千人

22,600

千人

22,800

千人

23,000

千人

23,200

千人

変更後
16,800

千人

18,600

千人

20,400

千人

23,564

千人

23,964

千人

24,364

千人

24,764

千人

25,164

千人

25,564

千人

19,310

千人

21,281

千人

23,164

千人

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県過疎・中山間地域振興戦略

目標値

実績値

No.177

過疎・中山間地域に

おける観光入込数

15,068千人

（R2）

目標値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 過疎・中山間地域における産業の振興や雇用の創出を図るため、R7までにコロナ前の水準までの回

復を目指し、以降はコロナ前５年間の平均値を参考として、毎年200千人ずつの増加を目指します。

〇目標値の見直し理由

 新型コロナウイルス感染症による観光需要の落込みが想定以上に順調に回復し、R4～R6の実績値

が3年連続で目標値を超え、R6の実績値がR12の目標値に近しい状況であることから、実績を踏まえ

て目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 コロナ禍反動の収束や人口減少等の傾向は想定される一方で、過疎・中山間地域における新たな観

光資源創出の兆しもあることから、引き続き、着実に観光入込数を増加させることを目指し、毎年

400千人ずつ増加する目標値を設定した。
実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

変更前
6,300

ha

6,500

ha

6,700

ha

7,000

ha

7,200

ha

7,400

ha

7,600

ha

7,800

ha

8,000

ha

変更後
6,300

ha

6,500

ha

6,700

ha

4,700

ha

5,000

ha

5,200

ha

5,500

ha

5,800

ha

6,100

ha

5,325

ha

4,754

ha

4,583

ha

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県農林水産業振興計画

【見直しの分類】目標値の下方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 本格的な収穫期を迎えている森林資源の効果的・効率的な活用を目指すため、直近の森林資源の状

況や新たな森林管理システム等による取組を踏まえて、R12に8,000haの森林整備（造林、保育、間

伐等）を目標とした。

〇目標値の見直し理由

 現指標である森林整備面積（※）は、原発事故以降、放射性物質の影響から大きく落ち込み、その

回復に向けてふくしま森林再生事業などにより「間伐」を中心とした施業を実施してきた。

 近年、終戦直後や高度経済成長期に造林された森林資源が充実するとともに、新たな大型製材工場

の稼働・計画等により、県産材の需要が拡大していることから、「主伐」による素材生産量が増加傾

向にあり、主伐の対象範囲は、これまで間伐の対象として森林整備面積に含まれていた高齢林（51～

60年生）にまで拡大することが見込まれる。

 このため、県産材の供給拡大と次の世代となる森林の適正な維持に向け、これまでの間伐中心の施

業から、再造林を含む人工造林の強化へと転換を図ることとし、森林整備面積全体の目標値を見直す

もの。

※県内民有林(私有林及び公有林)の人工林等で行う「人工造林」「下刈り」「除伐」「間伐」等の森

林整備を単年度に実施した面積を合計した値で、主伐（立木を全て伐採して木材生産を行う）は森林

整備面積に含まない。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 木材需要の高まりから主伐が増加しており、これまで森林整備面積の大半を占めていた間伐面積は

減少（R12の推定値を半減）が見込まれるが、次世代の森林資源を造成するため、再造林を含む人工

造林等の支援強化や低コスト化を図り、人工造林等面積を増加（R12の推定値を1.5倍）させる。そ

のため森林整備面積が全体的に減少するものの、R12に向けて毎年一定割合で上昇させる考え方で目

標値を設定した。

No.244

森林整備面積

6,004ha

（R2）

目標値

実績値

目標値

実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
117

件

149

件

183

件

219

件

257

件

297

件

339

件

383

件

429

件

変更後
117

件

149

件

183

件

315

件

365

件

415

件

465

件

515

件

565

件

131

件

192

件

265

件

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県商工業振興基本計画

目標値

実績値

No.250

再生可能エネル

ギー・水素関連産業

の成約件数

57件

（R2）

目標値

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 エネルギー・エージェンシーふくしまによる県内企業への一体的な支援を通じて、再エネ・水素関

連産業の育成・集積を目指すため、直近の実績を踏まえ、R4は117件（年間30件）、以降、毎年度2

件ずつ増加し、R12までに429件以上の成約を目標とした。

〇目標値の見直し理由

 風力発電の大型プロジェクトの進行や販路拡大等に向けた企業支援により、各年度における実績値

が目標値を大きく上回ったため、目標値の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 実績値を牽引した風力発電の大型プロジェクトが完成したことに伴い、成約件数はR6時点から低下

することが想定されるものの、今後も、再生可能エネルギー・水素の導入拡大や販路拡大等に向けた

企業支援により、再生可能エネルギー・水素関連産業の育成・集積が進み、成約件数は一定程度見込

まれることから、R2からR6までの成約件数の平均（50件）程度を毎年度増加させる考え方で目標値

を設定した。実績値



指標名 現況値 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 見直しの理由等

変更前
8,200

千人

9,200

千人

10,200

千人

11,200

千人

12,200

千人

13,200

千人

14,200

千人

15,200

千人

16,200

千人

変更後
8,200

千人

9,200

千人

10,200

千人

14,200

千人

15,400

千人

16,600

千人

17,700

千人

18,500

千人

19,200

千人

9,744

千人

11,858

千人

12,288

千人

＜指標の性質＞フロー（１年間の変動量）

＜対応する部門別計画＞福島県商工業振興基本計画

【見直しの分類】目標値の上方修正

〇当初の指標の設定根拠（総合計画に記載している内容）

 浜通りの観光促進のため、浜通りの観光地に特化した年間入込数を把握し、ホープツーリズムの推

進などにより、R12に震災前の水準まで浜通りの観光客入込数を回復させることを目指す。

 ※R7にコロナ禍前の実績値（R元年度実績値11,230千人）を超えることを目標としていた。

〇目標値の見直し理由

 新型感染症の５類移行後の観光需要の回復や観光地としての浜通りの魅力も着実に向上しつつあ

り、R5にコロナ禍前の実績値（R元年度11,230千人）を超え、R6も目標値を超えたことから目標値

の上方修正を行う。

〇見直し後の目標値の設定根拠

 指標No.100「観光客入込数（県全体）」の目標値を基本とし、「浜通り観光客入込数/県全体の観

光客入込数」の震災前（H22）割合が約28％であったことから、R6実績値21％から徐々に割合を上

げ、R12に当該割合となるように目標値を設定した。

 目標達成に向け、本県ならではのスタディツアーであるホープツーリズム事業の推進や、浜通り地

域等の誘客コンテンツ開発・磨き上げなど、浜通り地域等の交流人口拡大を図る事業を継続してい

く。

実績値

目標値

実績値

No.255

浜通りの観光客入込

数

7,051千人

（R2）

目標値



表紙の写真候補

会津 ：猪苗代湖？（ラムサール条約登録）
中通り：さくら？
浜通り：イノベ？（東日本大震災から15年）

令和７(2025)年７月15日に「ラムサール条約湿地」に登録された猪苗代湖

福島県総合計画
アニュアルレポート2025

The Fukushima Prefecture Comprehensive Plan
Annual Report 2025

資料７

※写真はイメージです
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知事メッセージ

や

す

お

さしさ、

こやかさ、

いしさあふれる

ふくしまを共に創り、つなぐ

←2021年自治体通信の写真
（Webから拾った画像のため正式採用は×）

ひとつ、ひとつ、実現するふくしま

県のスローガン

基本目標

〇新しい福島県総合計画が令和４年度にスタートしてから、
これまで、県民の皆さんや関係機関等と連携しながら、
総合計画の実現に向けた様々な取組を一つ一つ着実に
進めてまいりました。

〇そのような中、復興に向けた取組や新たな課題、
急激な人口減少、物価高や気候変動対策などの社会情勢の
変化など、本県を取り巻く現状は日々大きく変わり、
新たな課題も生まれています。

〇また、令和８年度からは、第三期復興・創生期間が
スタートし・・・。

〇こうした状況を県民の皆さんや福島に思いを寄せてくださる
皆さんと共有し、総合計画に描いた将来の姿の実現に向けた
様々な取組の創出につなげていくことを目的に本報告書を
初めて作成しました。

〇総合計画の基本目標は「やさしさ、すこやかさ、おいしさ
あふれるふくしまを共に創り、つなぐ」。
総合計画の「や・す・お」。
特に、「おいしさ」は福島ならではで、
本県が誇る、おいしい食、美しい県土、県民の温かい心、
魅力・強みも含んでいます。

〇この基本目標のもと、
ひと（＝ひとを大切にする）
暮らし（＝安心・快適に暮らせる）
しごと（＝働きたい場所・仕事がある）
が調和しながら、シンカ（進化、深化、新化）する
豊かな社会に向けて、共に挑戦を続けてまいりましょう。
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（１）復興・再生

2011年3月11日(金)14時46分に三陸沖で発生した東日本大震災はマグニチュード9.0を記録し、国内観測史上最大級
の地震と津波の被害が発生しました。
その後、東京電力福島第一原子力発電所の事故による原子力災害によって、周辺住民が避難を余儀なくされるなど、
本県はこれまで誰も経験したことのない大きな被害を受けました。

１ ふくしまの今

津波が襲った直後の
東京電力福島第一原子力発電所

（写真提供：東京電力）

[東日本大震災の被害概要]

◆死者：4,１80人

うち震災関連死：2,349人
(2025年８月1日現在）

◆家屋被害：全半壊100,477棟
(2025年8月1日現在）

◆公共施設被害：約6,294億円
(2012年3月23日現在）

＜震度分布図＞

震度６強

震度６弱

震度５強

震度４以下

震度５弱

津

波

被

害

[原子力災害の被害概要]

◆避難指示等区域：約1,600㎢（県土の約12％）

(2011年4月22日時点）

◆避難者数：164,865人
（県内避難102,827人、
県外避難 62,038人）

(2012年5月時点）

須賀川市八幡町

白河市葉ノ木平

相馬市松川浦

未定稿
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東日本大震災と原発事故から15年が経過しましたが、県民の皆さんの懸命な努力と、国内外からの温かいご支援
によって、復興は着実に前進しています。
一方で、いまだ約２万４千人の（2025年11月現在）の県民が避難生活を続けられており、避難者等の生活再建な
どの本県特有の課題が山積しています。

１ ふくしまの今

①避難地域と避難者数の推移

県土に占める避難指示等区域の面積は、2025年12月現在
で約12%から2.2%に縮小しました。
※避難指示が継続している帰還困難区域は、南相馬市、

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
の７市町村の一部に設定されています。

避難者数は2012年5月の約16万人をピークに減少して
いるものの、いまだ約２万４千人が県内外で避難生活
を余儀なくされています（2025年11月現在）。

2026年からの第３期復興・創生期間は、帰還意向のある
全ての住民が早期に帰還できるよう、除染や生活環境の
整備等に引き続き取り組んでいきます。

②避難者等の生活再建

避難指示等が解除された地域では、
営業を再開した商店や、
新たな商業施設・交流施設等の整備が
進んでいます。

1/26課長より

・帰還困難区域の注
釈をつける

未定稿



１ ふくしまの今

6

小名浜道路（いわき市）
（2025年8月7日開通）

県道吉間田滝根線（広瀬工区）
（2024年4月13日開通）

③復興を支えるインフラ等の環境整備

東日本大震災に係る県管理施設の災害復旧工事は、
着工した工事の99%が完了しました。

2025年８月に「小名浜道路」が開通し、
物流や観光ネットワークの強化が進んでいます。

1/19課長より

「インフラ等の環境整備」は
一番最後の方がいい。

（ハード整備ばっかりと言わ
れないように）

1/26課長より

「インフラ等の環境整備」を
再移動。

（生活再建や新産業創出の流
れとセットにした方がわかり
やすい）

④新産業の創出・地域産業の再生

復興理念（原子力に依存しない安全・安心で持続的に
発展可能な社会づくり）と再エネ推進ビジョンの下、
再生可能エネルギー先駆けの地を目指し、
様々な取組が進んでいます。

東日本大震災・原子力災害によって失われた浜通り
地域等の産業を回復するため、福島イノベーション・
コースト構想では６つの重点分野の拠点整備が進ん
でいます。

また、本構想を更に発展させ、福島に立地している
研究施設等の取組に横串を刺す司令塔となる中核的な
拠点として、国が2023年４月１日に福島国際研究教育
機構（F-REI、エフレイ)を設立ました。

1/26課長より

再エネだけだと片手落ち感。

→イノベをちょっと入れてお
いてもいいのでは。

（後ろのPR資料と重複して
もいいので）

福島イノベーション・コースト構想の６つの重点分野

再生可能エネルギー推進の取組

未定稿



１ ふくしまの今

⑤東京電力福島第一原子力発電所と
第二原子力発電所の廃炉に向けた取組

廃炉に向けた取組が、県民や国民の理解の下、
安全かつ着実に進められることは福島県復興の大前提です。
30～40年かかるとされる廃炉に向け、国内外に正確な
情報の発信を継続していく必要があります。

原発構内に保管される処理水の海洋放出の安全を確保
するとともに、国内外の理解醸成が必要です。

中間貯蔵開始後30年以内の除去土壌等の県外最終処分も
国の責務として進められる必要があります。

廃炉作業にはまだまだ長い時間がかかることを
忘れてはなりません。

7

未定稿



１ ふくしまの今
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⑥風評払拭・風化防止対策の強化

輸入規制を行っている国・地域の数は、原発事故直後の
55から５まで減少しました。（2025年11月現在）
農産物の輸出状況は増加しているものの、県産品の全国
平均との価格差が震災前の水準に戻らないまま固定化
しています。

外国人延べ宿泊者数は震災前よりも大きく伸びていますが、
全国と比較すると本県の伸び率は低い状況にあり、

これまでの風評・風化対策の成果は着実に現れている一方で、
現在も根強い風評が残っていいます。
震災から14年が経過し、風化の傾向が年々進行しています。

・輸入規制がダブり

・風化の傾向が年々進行」の
エビデンスは？

（なければ、「時間の経過と
ともに」などを追加）

輸入規制を行っている国・地域の数

5 （2025年11月21日現在）

福島県産食品の広い品目で輸入停止している
国・地域（12→3） 中国、香港、マカオ
福島県産食品の一部を輸入停止している
国・地域（4→2） 韓国、ロシア

検査証明書の添付等により食品の輸入を認めている
国・地域（39→0）

55

主な農産物価格の推移と全国との価格差

【出典】東京都中央卸売市場
「市場統計情報」

【出典】農林水産省
「米の相対取引価格」に基づく県推計

【出典】東京都中央卸売市場
「市場統計情報」

未定稿
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～ トピック① ふくしまのこの一年 ～
＜例＞

①第３期復興・創生期間の
財源確保に向けた取組
・R7.6月の復興・創生に向けた要望

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/0706youbou.html

・R7.11月の緊急要望の取組

②原発の廃炉に向けた取組
・ALPS処理水の海洋放出に関する

国内外への正確な情報発信の取組
→「廃炉を知る」による情報発信

写真・図表 写真・図表

復興・再生に向けた取組

説明文 説明文

第３期復興・創生期間の
財源確保に向けた取組 原発の廃炉に向けた取組

未定稿



～ トピック① ふくしまのこの一年 ～

＜例＞

③生活環境の整備の取組
・双葉町
商業施設 イオン
のオープン（2025年8月）

・田村市
複合商業施設 コ・ラッシェ都路
のオープン（2025年12月）

   （田村市は他にもいろいろ進んで
きているので、双葉町のイオンを
優先して記載する）

④避難地域の営農再開に向けた取組
・県農業短大アグリカレッジ福島の
アグリ研求棟
での担い手確保の取組
（2025年４月共用開始）

・台湾の輸入規制撤廃に
より、輸入規制を行う
国・地域が６から５に
減少（20025年11月）

写真・図表 写真・図表

復興・再生に向けた取組

10

説明文 説明文

生活環境の整備の取組 生業の再生に向けた取組

未定稿
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～ トピック① ふくしまのこの一年 ～

「ふくしまの酒」は令和６酒造年度
全国新酒鑑評会で３年ぶりに
金賞受賞数日本一を奪還しました！

県内には50を超える蔵元があり、
地域ごとに異なる味わいと香りを
楽しめるのが大きな魅力です。

実は、ふくしまには日本酒以外にも美味しいものがまだまだいっぱい！

風評払拭、県産品のブランド力向上、販売を促進するため、農産物を始めとする県産品、観光サービスなど、
本県で生まれ、つくられ、その価値を誇るものを「ふくしまプライド。」として国内外に発信しています。

＜ふくしまプライド。公式サイト＞
https://fukushima-pride.com/

風評払拭に向けた取組

全国新酒鑑評会で「ふくしまの酒」が日本一を獲得！

ふくしまプライド。はあゆみの写真で
もOK（農林からもらえなかったら）

野菜
会津
地鶏

麓山高
原豚

2/5 県産品振興課 佐藤副主査に確認

→石本副主査より回答
・日本酒の写真差し替え
・文言修正あり

部局
了

2/5 農産物流通課 山田課長
→三瓶副主査より

・文言修正あり
・写真はコメの提供あり
・写真はふくしまプライド。HPの

フォトライブラリからなら自由に使用可。

部局
了

お米 お肉 常磐もの 野菜 果物

未定稿

https://fukushima-pride.com/
https://fukushima-pride.com/
https://fukushima-pride.com/


～ トピック① ふくしまのこの一年 ～

日本代表 女子（銀メダル獲得）

Jヴィレッジ全景
（出典：ＪヴィレッジＨＰ）

＜Jヴィレッジ 公式サイト＞
https://j-village.jp/
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サインエール（手話の動きを交えた応援）

風評払拭に向けた取組

東京2025デフリンピックのサッカー競技が復興のシンボル「Ｊヴィレッジ」で開催！

＜デフリンピック＞
2/5 スポーツ課 鈴木主任了解済

・文章はOK（修正なし）
・女子、サインエールOK。写真の説明もこのままでOK。
・男子の写真を変更
（ジャパンブルー、観客多い方がいい）。

→スポーツ課から提供（トリミングもOKとのこと）

＜Jヴィレッジ＞
2/5 エネ課 大内主任

・ ・左写真 Ｊヴィレッジ全景（空撮）はこのままでＯＫ
・中写真 施設写真は2020東京オリンピック聖火リレー

の写真に変更。
・右写真 同じくインターハイの写真に変更。
・文章の順番を入替。デフを最初、次にＪＶ紹介、

最後に聖火リレーとインターハイ。
・この関係で、ＪＶの所在地をデフの文章に追加。
・ＪＶ紹介及び最後の文章も修正。

日本代表 男子（銀メダル獲得）

部局
了

東京2020オリンピック聖火リレー
グランドスタート インターハイ男子サッカー競技決勝

部局
了

2025年11月の東京2025デフリンピックのサッカー競技がＪヴィレッジ（所在地：楢葉町、広野町）で開催されました。
期間中、約16,000人が来場した会場では、県内の伝承施設や魅力を伝えるブースを設置するとともに、
東日本大震災・原子力災害伝承館への無料シャトルバスを運行し、本県の復興の姿を発信しました。

福島第一原発事故収束の拠点となっていたＪヴィレッジは、本県復興のシンボルとして、2019年４月に全面再開され、
東京五輪の聖火リレーのグランドスタートや、2024年から本県固定開催となったインターハイ男子サッカー競技の
主会場として活用されています。

近年は、ホテルや会議室など幅広い用途で利用できる施設の強みがいかされ、
教育旅行や企業・団体の研修等での利用が顕著となっています。

未定稿

https://j-village.jp/
https://j-village.jp/
https://j-village.jp/


１ ふくしまの今

（２）地方創生

福島県の人口は、2025年10月1日現在172万人となり、1998年をピークに減少が続いています。
人口が減少することによって、学校や地域コミュニティの維持が難しくなったり、医療・介護などの社会保障
など、様々な分野で従来の水準維持が困難となるおそれがあるため、新たな福島県人口ビジョン及びふくしま
創生総合戦略に基づきながら、官民共創による人口減少対策を進めています。

①福島県の総人口の推移

自然動態と社会動態は、いずれも減少傾向が
続いています。

＜自然動態＞
2024年に過去最少の出生数8,216人及び
過去最大の19,121人の自然減

＜社会動態＞
2024年は6,683人の社会減

進学期・就職期にあたる20～24歳の若者層の
転出が顕著であり、特に女性は男性の1.2倍の
転出超過となっています。

県内若者層の男女比の不均衡は、
出会いの減少、
ひいては婚姻件数の減少（未婚率増加）、
出生数減少にもつながり、
社会動態と自然動態が相互に影響しながら
人口減少が加速していることが示唆されて
います。

●地域経済への影響

・就業者の減少 ↓

・所得と消費の縮小 ↓

・経済成長率の低下 ↓

●地域社会への影響

・地域コミュニティへの影響

・医療・介護への影響

・行政サービスへの影響

←1/19課長より

2025年の自然動態、社会動態

に更新

13

2/3部長より

人口のデータを最新版にしておく
こと

未定稿



（※）総合計画策定時の「県民の希望出生率2.11」を改め、
2040年に「合計特殊出生率が県民の希望出生率である1.51」となるよう実現を目指します。

●2024年12月 地方創生2.0の「基本的な考え方」をとりまとめ
●2025年6月 「基本構想」が閣議決定
●2025年11月 「人口戦略本部」と「地域未来戦略本部」を設置
◇人口戦略本部 ：人口減少対策の司令塔
◇地域未来戦略本部：地方経済活性化対策の司令塔

（これまでの地方創生施策を引き継ぎつつ、
より経済に力点を置く）

●人口目標が達成されたとしても、今後も人口減少は長期間にわたって
続いていきます。

●自然減対策と社会減対策を両輪として、人口減少のスピードを緩和しながら、
人手不足が見込まれる教育、医療、産業など様々な分野において
AI導入等のデジタル技術の活用による業務効率化・生産性向上、
地域資源を活用した高付加価値型の産業・事業の創出など、
人口規模が縮小する中でも経済が成長し、社会を機能させていくための
取組をあらゆる主体が連携しながら進めていく必要があります。

人口の自然増対策と社会増対策を両面で
進め、2040年に福島県総人口150万人程度
の維持を目指します。

④国の動向

国の最新の動向を注視しながら、
本県の実情に応じた取組を進める必要
があります。

③人口減少への適応の必要性

人口減少が続くなかでも、社会を機能
させ、魅力ある地域となるため、
官民一体で取組を進めていく必要が
あります。

②福島県人口ビジョン

１ ふくしまの今

14

未定稿



１ ふくしまの今

④県内７つの地域における地方創生
本県は、全国第３位の広大な県土や、首都圏に隣接する地理的優位性のほか、多様な気候風土、伝統文化、歴史などが
息づいており、それぞれの地域特性をいかしながら、県北、県中、県南、会津、南会津、相双、いわきの７つの地域で
地域づくりを推進しています。

15

未定稿



～ トピック② ふくしまのこの一年 ～

企業訪問

ワークショップ

2025年7月16日、県では、人口減少への危機感を共有し、
オール福島で「連携・共創」し人口減少対策に取り組むため、
あらゆる主体の連携基盤として「ふくしま共創チーム」を
設立しました。

9月から県内3地域(浜通り・中通り・会津)で、
学生や企業・団体、市町村で構成する「ワーキングチーム」
の活動を実施。
企業訪問やワークショップを通じて、
「若者の視点」を大切にしながら
本県の人口減少対策に必要なことを議論しました。

2026年2月には、ワーキングチームの活動報告会を開催し、
活動の成果を知事に報告しました。

県では、チームの意見を積極的に事業に取り入れています。
今後もチームの輪を広げ、ふくしまの未来を一緒に考え、
共に創っていきます。

キックオフミーティング

（参加者の意見）

（参加者の意見）

2026年2月の
活動報告会
の写真

若者による人口減少対策

16

ふくしま共創チームの活動が始まりました

2/5 丹治さん了解済
（写真もOK）

地域の課題を
“自分の問題”
として考える視点
が生まれました！

未定稿



～ トピック② ふくしまのこの一年 ～

『感働！ふくしま』プロジェクト

県内企業の魅力や福島で働く魅力を若者に発信し、県内就職を促進するため、
様々な取組を進めています

ものづくり産業人材
の確保

ふくしま企業情報
の発信

未来の産業人材確保
のための

体験プログラム

若者還流・県内定着
の促進

R7予算 480,325千円

＜例＞

①企業情報の発信
・SNS等を活用した県内企業の魅力発信

②体験プログラム事業
・小中学生向け工場見学
・親子職業体験イベント（Out of KidZania）
・親子企業説明会

③ものづくり産業人材の確保
・ものづくり映像制作
・県内製造業の魅力説明会×マッチングイベント
・企業の募集・伴走支援

④若者還流・県内定着の促進
・就活サイトとタイアップした情報発信
・県内企業体験ツアー

2/5 商工労働部 了解済
（商工総務課経由で、雇用労政
課に確認済み）

17

部局
了

未定稿

『感働！ふくしま』プロジェクト



～ トピック② ふくしまのこの一年 ～

地域の強みを生かした取組

７地方振興局が各地域の課題を踏まえ、その地域ならではの強みを生かし、
市町村や地域の企業等と連携・共創しながら人口減少対策に取り組みました。

18

2/5 橋本さんから入手
（鈴木主幹の提案）

未定稿

人口減少対策加速化事業

2/5 鈴木主幹から
「教育の充実（教育庁）も入れ
た方がいい」



（３）横断的な課題

物価高騰や自然災害、デジタル変革など、様々な分野にまたがり、
多様な主体が連携しながら対応していく必要がある新たな課題が次々と発生しています。

１ ふくしまの今

19

①物価高騰

県民が安心して豊かな生活
を送ることができるよう、
生活者や事業者の支援を
進めていく必要があります。

＜近年の主な状況＞

●エネルギー価格の高騰

・2022年２月のロシアのウクライナへの軍事侵攻の影響等によって、
電気、ガス、ガソリン等が値上げ

●畜産配合飼料価格、酪農飼料価格、自給飼料価格の高騰

●食品価格の高騰

・原材料価格の高騰等による食品価格の高騰

写真・図表

●日本の物価高騰は、需給バランスの崩れ、原材料費の上
昇、円安、
賃金上昇など、複数の要因によって生じています。
日本銀行の見通しによると、令和７(2025)年度の生鮮

食品を除く
消費者物価指数（コアCPI）は前年比2.4%と予測され

ており、令
和８(2026)年度は2.0%上昇が見込まれています。

●賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現、そし
て「賃上げ
と投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものと

することを
目指すとともに、賃金・所得が力強く増加していく状況

が定着して
いくまでの間も、家計を温め、県民が豊かさを実感でき

るよう、幅
広い方策を検討することが必要で、県では、物価高騰対

応重点支援
地方創生臨 時交付金による生活者や事業者の支援を

行っています。

2024年 108.5
前年比2.7%上昇

グラフ

未定稿



１ ふくしまの今

●近年、豪雨や猛暑などが頻発化し、健康や、経済・産業活動などの様々な場面で、

気候変動による大きな影響を受けています。

●そのため、2023年6月に知事を代表とする「ふくしまカーボンニュートラル実現会議」を
設立し、オール福島での取組を推進しています。

●2024年10月には、取組を更に加速化させるため、
「福島県二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例」

を制定し、様々な取組を進めています。

③地球温暖化対策

省エネの徹底や、再エネの
利用促進、さらには、熱中
症対策などの適応策の一層
の推進が必要です。

1/19課長より

「温暖化の問題点」も
記載してはどうか？

20

発生日 内容

2022年３月 福島県沖地震（震度６強）

2023年９月
県内で初めて「線状降水帯」が観測され、浜通りを中心に非常に激
しい豪雨（わずか１日で９月の平均雨量に匹敵する大雨）

2025年２月 会津地方を中心とした豪雪

2025年 夏 記録的な猛暑

2025年 秋 クマ出没が相次ぎ、過去最多の目撃件数と人的被害の発生

＜近年の主な災害＞②頻発化・激甚化する
自然災害への対応

人命の保護が最大限図られ、
被害が最小化するよう
取り組む必要があります。

＜環境共生課＞
2/5 鈴木主任

・現時点ではこの内容で問題ない
と思って課内回覧中だったが、
他のパートを磨き上げるなら、
写真は提供する。
緩和策、適応策の方は消していい。

ふくしまカーボンニュートラル
実現会議設立総会 学生による海外での情報発信 部局

了

未定稿

2/6 課長・主幹より

・設立総会は古いし、

行政チック

・涼み処とかの方が

いい



⑤新興感染症等への
対応

新興感染症等の発生による
県民生活や社会経済に影響
を最小化するよう準備を進
めておく必要があります。

●2019年12月末から世界中に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、
本県においても長期間にわたり県民の生命と健康を脅かし、

  生活や社会経済に大きな影響を及ぼしました。

●2023年５月に５類感染症に移行したものの、感染症の危機が終了したわけではありません。
このため、新興感染症等の発生に備えて、平時から次なる感染症危機に備えておくこと

  が大切です。

＜医療機関と県の協定締結状況＞

◇入院の確保病床数 850床 （R7.10.1現在）

◇発熱外来の確保機関数 680機関（R7.10.1現在）

１ ふくしまの今

1/19課長より

「コロナでこんなこと
があった」を記載して
はどうか？
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●行政手続きのオンライン化の遅れへの対応、生成AIの急速な進化と普及促進等に向けて、
福島県DX推進戦略（令和７年度末策定予定）のもと、総合的・戦略的にDXを推進して
いきます。

④デジタル変革（DX）
の推進

人口減少に伴う人手不足等
のひとつの対策として、
行政のＤＸと地域のＤＸに
取り組んでいく必要があり
ます。

写真・図表
など

写真・図表
など

＜感染対策課＞
2/5 杉原副主査

・この内容で問題ないが、
課内で確認する。
意見あった場合の回答する。

・協定締結は「R7.10.1現在」に修正。
（国の公表と合わせる）

部局
了

未定稿



～ トピック③ ふくしまのこの一年 ～

2025年度は全国的にクマの目撃が相次ぎ、クマによる人身被害の多発、屋外活動の制限など、
日常生活に大きな影響を与えました。

クマの目撃件数・人身被害件数（2025年1月31日現在）

目撃件数 １，９９６件
（過去数年間の推移も掲載予定）

人身被害 ２１件２４人（前年比１４件１７人増）
（過去数年間の推移も掲載予定）
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ツキノワグマ被害防止対策

目撃地点等におけるパトロールの強化

県管理河川の刈り払いや、柿の木などの誘引木の伐採

観光地での注意喚起看板の設置

農業生産現場における農作物の被害防止や捕獲の強化 等

R7.12.15知事記者会見より→

1/30横田委員より
・昨年はクマが多かったとあるが、一
昨年も多かった。ただ一昨年は人的被
害が昨年より少なかった。クマの個体
数は増えたり減ったりするので、５年
間くらいの推移が必要ではないか。

・クマスプレーはどうかと思う。

・市町村のクママップの周知をした方
がよい。

クマ被害防止対策

2/5 自然保護課 松本さま
・修正データの送付あり

部局
了

未定稿



２ 総合計画の進捗状況

（１）総合計画の評価

若い世代から高齢者までライフステージに
応じた疾病予防 など４施策

ひと分野

達成状況
1８/63

2023年度

22/63
2024年度

18/63

基本指標の達成状況

政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ

代表的な指標 目標値 最新値

65.0% 66.9%

60.0% 32.7%
※

歯の健康（12歳でむし歯のない者の割合）

がん検診受診率（胃がん）
 ※他に、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの指標もあります

出会い・結婚、妊娠・出産の希望をかなえる
支援の充実 など３施策

政策２ 結婚・出産・子育ての希望を
かなえる環境づくり

「学びの変革」の推進と資質・能力の育成
など６施策

政策３「福島ならでは」の教育の充実

多様な人材が共に生きる社会の形成
など４施策

政策４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

ふくしまとのつながりの強化、関係人口の拡大
など２施策

政策５ 福島への新しい人の流れづくり

ふくしまに魅力を感じる人が増えて、
移住者数は過去最多を更新。
一方、健康指標などは悪化傾向。
ひと分野の目標達成には、県民皆さんの協力が
大切であり、情報発信に力をいれていきます。 ふくしま応援！

『ベコ太郎』

《県民の取組の成果》

17.0% 43.5%

72.6% 58.4%

男性の育児休業の取得率
    ((民間（事業所規模30人以上))

福島県で子育てを行いたいと回答した県
民の割合

ふくしま学力調査の結果の経年比較により、
学力が伸びた児童生徒の割合（中学校・国語）

地元自治体等と共に課題解決に向けた学習
活動を実施した学校の割合（高等学校）

民営事業所の管理職における女性の割合
（係長相当職以上の女性比率）
「多様性を理解した社会づくりが進んで
いる」と回答した県民の割合

移住者数

人口の社会増減

80% 100%

100% 61.3%

23.5% 20.3%

42.4% 28.3%

3,214人 3,799人

△4,184人 △6,849人

※最新値は2023年度の数値

・人口の自然減・社会減には歯止め
がかからない状況
・県民の健康指標も悪化傾向

・移住者数は過去最多を更新！

1/19課長より
「通知表」→「評価」の方が…

毎日歯みがきがんばろう

早期発見が大事。

健診は必ず受けましょう

イクメンが増えてます

 子育てをみんなで支えていこう

地域のためにありがとう

知ってることや考える力が

高まると可能性も広がるよ

 働きやすい環境が大切です

みんなが暮らしやすい

ふくしまがいいね

ふくしまが注目されています

ふくしまのいいところも
知ってほしい…

県の女性管理職の指標」は入れ替え
る。
→達成した指標なければ、

未達成の指標でもやむなし。
（ひと分野は達成率わるいし）

ふくしま学力のコメントは要調整
（勉強というワードはいまいち）
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未定稿



２ 総合計画の進捗状況

複合災害からの復興の加速化、避難地域の
復興・再生 など８施策

暮らし分野

2023年度

30/60
2024年度

30/62

基本指標の達成状況

政策１ 東日本大震災・原子力災害からの
        復興・再生

災害に強い県土の形成 など７施策

政策２ 災害に強く治安が確保されている
        安全・安心な県づくり

質が高く切れ目のない医療提供体制の構築
など５施策

政策３ 安心の医療、介護・福祉提供体制
の整備

豊かな自然や美しい景観の保護・保全
など４施策

政策４ 環境と調和・共生する県づくり

過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成
                           など３施策

政策５ 過疎・中山間地域の持続可能な
        発展

詳しい評価結果は
こちら

達成状況
30/62

にぎわいと魅力あるまちづくりの推進
など５施策

政策６ ふれあいと親しみのある魅力
        あふれる県づくり

代表的な指標 目標値 最新値
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未定稿



２ 総合計画の進捗状況

地域の企業が主役となる、しなやかで力強い
地域産業の育成・支援 など３施策

しごと分野

2023年度

26/43
2024年度

21/43

基本指標の達成状況

政策１ 地域産業の持続的発展

福島イノベーション・コースト構想を基軸
とした産業集積・新興 など４施策

政策２ 福島イノベーション・コースト
構想の推進

農林水産業の多様な担い手の確保・育成
など５施策

政策３ もうかる農林水産業の実現

再生可能エネルギー等の更なる導入拡大と
利用促進 など３施策

政策４ 再生可能エネルギー先駆けの地の
実現

ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力発信
による誘客の拡大 など４施策

政策５ 魅力を最大限いかした観光・交流
       の促進

達成状況
21/43

県内経済を支える人材の確保・育成
など３施策

政策６ 福島の産業を支える人材の
確保・育成

基盤となる道路ネットワークの整備
など３施策

政策７ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進

代表的な指標 目標値 最新値
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未定稿



２ 総合計画の進捗状況

総合計画審議会や地域懇談会における意見

●県民の日常生活における健康づくり推進による生活習慣病対策の強化
●結婚・出産・子育て希望をかなえる環境づくりと適切な情報提供
●幼少期からはじめる、福島に愛着・誇りを持つことができるキャリア教育や地域課題探究活動の充実
●国籍等にかかわらず、あらゆる立場の県民が県政に関する情報を受け取りやすくするための環境づくり
●県外転出の要因分析に基づく、若者や女性の定着・還流の促進 など

ひ
と
分
野

暮
ら
し
分
野

し
ご
と
分
野

（２）今後の主な取組

●避難地域における帰還者と移住者の交流促進に向けた支援
●災害復旧・復興業務におけるICT等の積極的な活用の推進
●医療、介護・福祉分野の人材養成と定着への支援
●有害鳥獣の捕獲体制の強化と捕獲人材の育成・確保
●過疎・中山間地域における生活交通の利便性向上
●生涯学習やスポーツ活動の機会充実と、その魅力を伝えるための情報発信 など

●県内企業の魅力・情報発信の強化
●企業への伴走支援の強化やサプライチェーンの構築支援、地域と連携した人材育成等による
福島イノベーション・コースト構想の着実な推進

●農林水産業の魅力・情報発信等による多様な担い手の確保
●地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消の推進
●特色ある地域資源を活用した観光コンテンツづくりと情報発信の強化
●若者や女性に選ばれる魅力的な働く場の確保
●福島空港の２次アクセス対策による利活用促進

岩崎先生や、審議
会委員ののコメン
トを入れるか？

「県だけではでき
ないの、県民の皆
様の協力をお願い
します。」
など

※来年度以降は、
会長コメント
（委員の誰かでも
構わないが）
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２ 総合計画の進捗状況

今後の主な取組

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

●●事業
【概要】

【ねらい】
写真

ひ
と
分
野

暮
ら
し
分
野

し
ご
と
分
野
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３ ふくしまのこれから

＜県政150周年記念事業 特設サイト＞
https://fukushima150th.jp/

1876年（明治９年）年８月21日に、旧福島県、磐前（いわさき）県、若松県が合併し、ほぼ現在の福島県
の形が誕生してから、2026年に県政150周年の節目を迎えます。
そこで、2026年は県政150周年を記念し、関係団体等と連携しながら、記念事業を県内各地で展開し、
これまでの本県の歩みを振り返りながら、県民の皆さんと一緒に福島の「魅力」を広く発信していきます。

「県政１５０周年記念事業」の開催

28

2/5 文化振興課 青山副課長
・修正データ送付あり

2/5 地域振興課
・冠マッチは現時点では記載不可

部局
了

＜主催事業～主な特別企画～＞

県政150周年の冠事業として、大ゴッホ展の開催やふくしまDC
事業などを展開。その他、150周年賞の創設、節目コラボ事業、
150周年プレゼントや商品制作、情報発信やパネル展示等の
各種取組を行っていきます。

●「福島県政150周年・東日本大震災15年
大ゴッホ展 夜のカフェテラス」開催

・会 期
2026年2月21日 (土)

～ 5月10日（日）
・会 場

福島県立美術館
（福島市森合字西養山１番地）

・展示作品
74点予定
（うちファン・ゴッホ作品57点）

・公式HP
https://www.minpo.jp/vangogh/

＜連携事業～官民ネットワーク～＞

県政150周年を広く発信していくため、記念事業の
基本理念に共感し、協力いただける市町村、民間企
業、各種団体等の皆さんと一緒に官民一体となって
事業を展開していきます。

※官民ネットワーク参加状況：252団体
（2026.1.31現在）

先人たちが、郷土の発展のために、様々な困難を乗り越え、積み重ねてきた１５０年の歴史を振り返り、
それらを礎とした新たな時代の福島県の創造に挑戦していきます。

未定稿

https://fukushima150th.jp/
https://fukushima150th.jp/
https://fukushima150th.jp/


３ ふくしまのこれから

＜ふくしまDC 特設サイト＞
https://www.fukushima-dc-cp.jp/

2026年4月～6月にＪＲグループと県・市町村・地元の観光事業者などが一体となって、
各地域の魅力を発信する大型観光キャンペーンを開催します。
期間中は様々な特別企画をご用意し、福島全体で観光客の皆様をおもてなしいたします！

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」の開催

「しあわせの風 ふくしま」
たくさんの旗が心地良い風に力強くたなびいて、ふくしまを訪れるみなさまをお迎えします。
来訪を心待ちにしていた歓迎の旗。誇りに満ちた宝の在処を示す旗。復興に向かう船が掲げる大漁旗。
そして、笑顔で振り返してくださる旅人の旗。
ふくしまの旅で出会い、感じ合う、しあわせの風。
ひとりひとりにふくその風を、あたたかく多彩な旗をモチーフに、流れる雲と鳥のさえずりとともに表現しています。
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2/5 観光交流課 神尾主任
・修正データ提供あり

＜主な特別企画＞
官民300超の特別企画でしあわせの風を感じていただきます
●県企画特別列車
県民も観光客も笑って、学んで、感動できる
特別な臨時列車を運行。
4月「よしもと芸人おもてなしSATONO」号
5月「ふくしま復興ホープな旅」号
6月「只見線 霧幻SATONO」号

●「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」ナイトミュージアムツアー
DC期間中の4/4、4/24の2日間限定、限られた人数でゆったりと
鑑賞できる特別なナイトミュージアムツアーを開催(首都圏発
着、県内発着など複数ツアーを準備)

〇その他期間中の県内大型イベント
2/21～5/10 大ゴッホ展 夜のカフェテラス
4/11～6/14 ポケモン天文台
6/6～7     ふくしまの酒/味噌/醤油まつり

部局
了

未定稿

2/6課長より
・ゴッホが重複。文字減らす必要。

https://www.fukushima-dc-cp.jp/
https://www.fukushima-dc-cp.jp/
https://www.fukushima-dc-cp.jp/
https://www.fukushima-dc-cp.jp/
https://www.fukushima-dc-cp.jp/


３ ふくしまのこれから

＜福島イノベーション・コースト構想推進機構 公式サイト＞
https://www.fipo.or.jp/

東日本大震災・原子力災害により失われた浜通り地域等の産業を回復するため、国家プロジェクトである
「福島イノベーション・コースト構想」を進めています。
また、本構想を更に発展させる拠点として、2023年４月に福島国際研究教育機構（F-REI、エフレイ）が設立され、
新産業集積を担う人材を育成し、経済効果を県全体に波及させ、世界に誇れる福島の復興・再生の実現を目指し
ています。

写真・記事

※夢を感じさせる研究や、県民にどのような
影響があるかが伝わるものなどを記載予定

写真・記事

※「人機一体」等の強いインパクトのある
ものや、県民にどのような影響があるか
が伝わるものなどを記載予定

山崎理事長コメント

（例）
世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」
を目指し、次の５つの研究分野において
地域と連携しながら福島全体の経済活性
化に貢献してまいります。

①ロボット
②農林水産業
③エネルギー
④放射線科学・創薬医療、放射線の産業
利用
⑤原子力災害に関するデータや知見の集
積・発信
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1/30横田委員より
・F-REI、イノベについては、何を
やっているのか分かりやすいよう、
具体的かつ短く記載したほうがよ
い。自分たちにどう影響するか、関
わってくるのかが見えない。

1/30菊池委員より
・F-REI、イノベの違いが分からな
いので、分かるようにしてほしい。

福島イノベーション・コースト構想の推進

F-REIの完成予想図

（復興庁提供資料：第４回新産業創出等研究開発業議会【資料４】を加工
日建設計・日本設計・パシフィックコンサルタンツ設計共同体提供
※設備イメージであり今後の設計で変更となる可能性がある

2/5 イノベ課長 了解済
・イノベの写真は、企業への確認が必要で

すぐには対応困難。
（了解を取ったにも関わらず、最終的に掲載なしは×）

・エフレイは注釈つければこれでOK

部局
了

未定稿

https://fukushima-pride.com/https:/www.fipo.or.jp/


３ ふくしまのこれから

東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂をはじめ、震災の記憶と教訓を後世へ伝承するとともに、
国内外に向けた復興に対する強い意志を発信すること等を目的とし、双葉郡双葉町、浪江町の
両町にまたがるエリアに国と連携して整備してきた福島復興祈念公園が2026年４月25日に開園します。

福島県復興祈念公園の開園

31

福島県双葉郡双葉町・浪江町

福島県復興祈念公園（福島県事業）

国営追悼・祈念施設（国交省事業）

2/5 まちづくり推進課 熊田主任
・文言を一部修正
・イメージパースは出典不要
（国と県で連名で使用しているイメージパースなので）

公園全体イメージパース

部局
了

未定稿



総合計画の概要

（１）みんなで創り上げるふくしまの将来の姿

●総合計画は2022年度～2030年度までの県づくりの指針や施策を示す県政の羅針盤です。
●ふくしまの30年先の未来について、県民の皆さんや福島に思いを寄せる方それぞれが思い描き、
10年程度先のふくしまの将来の姿（未来予想図）をオールふくしまで創り上げます。

●未曽有の複合災害※からの復興、急激な人口減少への対応という前例のない課題を克服しようとする本県の取組は、
SDGsが目指す「誰一人取り残さない多様性と包摂性のある持続可能な社会の実現」と方向性が一致しています。

 ※複合災害＝地震・津波・原子力災害、さらには風評被害といった色々な災害が重なり合った災害。

●多様性に寛容で差別のない共に助け合う地域社会（県）づくり （寛容、認め合い、つながり） ： やさしさ
●変化や危機にしなやかで強靭な地域社会（県）づくり （回復力、強靭さ、健全さ） ： すこやかさ
●魅力を見いだし育み伸ばす地域社会（県）づくり （美しさ、あたたかさ、魅力・強み）： おいしさ

県づくりの理念
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未定稿



総合計画の概要

総合計画に描いた「将来の姿」の
イメージイラストのコンセプト

詳しい取組などは総合計画でご確認ください！

【本編】 【概要版】 【こども版】

二次元コード

県土から伸びる木の幹から分かれる枝葉
（＝ひと、暮らし、しごと）がそれぞれ大きく育ち、
重なり合う部分（＝調和）が色濃く育っています。
木は県土に深く根を張り（＝深化）、
幹と枝葉を大きくし（＝進化）、
日々新たな枝葉が芽生えています（＝新化）。

「ひと」「暮らし」「しごと」の達成状況を
２７９個の指標によって毎年度把握・分析し、
次年度の改善に活かしています。
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未定稿



総合計画の概要

（２）ＳＤＧｓ視点の将来の姿

複合災害からの
福島の復興

●県民の皆様や福島県に思い
を寄せてくださる多くの皆様
と連携し、複合災害からの復興
を成し遂げている

など

福島県ではSDGsの
18番目のオリジナルの目標
を設定しています。（2022年6月設定）

福島県復興シンボルキャラクター『キビタン』34

未定稿



総合計画の概要

（３）計画の推進に向けて

（1月～7

月）

（6月～8

月）
（8月～9

月）

（9月～1
月）

（通年）

総合計画審議会長から
知事に進行管理に関する

意見書の手交（毎年９月頃）

総合計画審議会での
第三者評価（毎年８月頃）

県内７方部で開催する
地域懇談会（毎年６月頃）

計画を着実に推進するため、PDCAマネジメントサイクルの確実な実行による事業効果の適切な評価を行い、具
体的な成果の創出と見える化を進めています。

その際、根拠に基づく政策立案（EBPM）の考え方を重視するとともに、指標の達成状況の分析や、適時・適切
な指標への更新なども含め、本県が保有する統計情報など様々なデータを積極的に活用しながら、実効性の高
い事業の企画立案につなげます。

また、機動的かつ効果的な第三者評価を実施するため、福島県総合計画審議会において、施策の点検・評価を
行うほか、県内各地域で、県民との意見交換の場を設定することなどにより、地域の声を計画の進行管理に活
用しています。

35

未定稿



終わりに

〇本県を取り巻く「最新の現状・課題」、「福島ならではの取組や魅力」などを
県民の皆さんや福島に思いを寄せてくださる皆さんと共有し、
共に県づくりを進めていくために本報告書を初めて作成しました。

〇本報告書をご覧いただき「ふくしまにはこんなすごいものがあったんだ」と再認識いただく
きっかけとなれば幸いです。

そして、これからも、共に県づくりを進めていただくパートナーとして、
ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

〇本報告書に記載できなかった内容が、総合計画（本編）にはたくさん盛り込まれています。
ぜひ一度、総合計画をご覧いただき、県民の皆様と一緒に考えて作り上げた
2030年の将来の姿や施策の方向性をご確認ください。

また、職員による総合計画の出前講座も開催していますので、ご興味がありましたら
以下の二次元コードからお申込みください。

【年次報告書の対象期間】2024年度（2024年４月～2025年３月）の指標の実績や、
2025年度に実施した取組などを対象としています。

【報告書の発行時期】 2026年３月

36

出前講座のお申込みサイト

職員による出前講座

総合計画の特設ページ

未定稿



各種ポータルサイト

「もっと知って ふくしま！」
https://mottoshitte.jp/

（説明）

あああ

FUKUSHIMA NOW
 ～ふくしまの今を知る動画スペシャルサイト～
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/movie-now/

（説明）

あああ

復興・再生のあゆみ（復興関連冊子）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-
fukkoukeikaku1151.html

（説明）

あああ

東日本大震災・原子力災害 10年の記録
https://fukushima-10years-archives.jp/

（説明）

あああ

ふくしま復興情報ポータルサイト
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/

（説明）

あああ

図

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」
https://jitsugensuru-fukushima.jp/

（説明）

あああ

図

福島県の魅力や最新情報を各種ポータルサイトで発信していますので、ぜひご覧ください！
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未定稿
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